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通信の安全保障に関する制度枠組みの変容 
―非公式米国省庁間組織「チームテレコム」の公式化過程― 

 
論文要旨 

 
本論文は、「非公式制度の公式化」という事象から米国通信行政の転換を明らかにする。

独立規制機関である連邦通信委員会（FCC）が行う通信免許の許認可においては、非公式

な省庁間組織「チームテレコム（Team Telecom）」による安全保障上の審査が伴ってきた。

2020年4月にトランプ政権の大統領令により、チームテレコムの非公式な審査が公式化さ

れた。しかしこの公式化の意義は未知数であり、学術的にも米国の通信事業規制における

安全保障上の改革は十分に論じられてこなかった。そこで、なぜそしてどのように米国政

府は「非公式制度の公式化」に至ったのか、チームテレコムの公式化を新制度論における

制度変化として捉え、2020年の公式化の理由を探究する。本研究はチームテレコムの起源、

発展、公式化に至る政策過程を探り、米国の新しい通信の安全保障に関わる制度枠組みを

捉えることを目的とする。結論として、議会の選好の変化により安全保障を目的とした通

信事業規制を実現する必要性が高まったことから、米国政府は既存の制度枠組みの限界を

克服し、チームテレコムを公式化するに至ったと主張する。米国政府は、1997年に対米外

国投資委員会（CFIUS）の審査を補完するためにチームテレコムの非公式な審査を生み出

した。これに起因した中国企業の免許取消ができないという既存の制度枠組みの限界を、

トランプ政権下での、行政府と立法府の双方の中国への懸念の高まりに応じて、米国政府

は通信法の改正ではなく、大統領令という迅速な対応手段で克服した。これを機に、FCC

は 1934 年通信法第 1 条設立目的にある、「国防のため」「生命・財産の安全を促進するた

め」の解釈を拡大し、行政機関の明示的勧告なく、自ら安全保障上の決定を開始している。

本研究の新規性は、長期的な政策過程の変遷を捉え、制度の時代区分を明確にすることに

よって、米国の通信事業規制における安全保障上の改革を論じた点にある。また、既存研

究では曖昧に理解されてきた FCC と行政機関、チームテレコムと CFIUS という、米国国

内の行政組織の関係に着目した点に独自性がある。チームテレコム、CFIUS、FCC が協働

し、政府一体となって安全保障の脅威に対抗する、新しい制度枠組みを米中対立の中で、

米国政府が構築したことを本論文は明らかにする。 

キーワード 通信/ 米国/ 安全保障/ 非公式制度/ 新制度論 
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Transformation of the Institutional Framework for Telecommunications Security 

―The Formalization Process of Team Telecom, an Informal U.S. Interagency Group― 
 

Thesis Summary 
 

This dissertation elucidates a transformative shift in U.S. telecommunications administration, marked 
by the "formalization of informal institutions." Traditionally, the Federal Communications 
Commission (FCC), an independent regulatory body, relied on Team Telecom—an informal 
interagency group—for security reviews of telecommunications licenses. However, in April 2020, an 
executive order from the Trump Administration formalized Team Telecom's previously unofficial 
review role. The implications of this formalization remain largely unexplored in academic research, 
which has not fully addressed security-oriented reforms in U.S. telecommunications regulation. 
Consequently, this study seeks to examine why and how the U.S. government proceeded with the 
"formalization of informal institutions" by formalizing Team Telecom, framing as an institutional 
transformation within the context of historical institutional theory. This research traces the origins, 
development, and policy process culminating in Team Telecom's formalization with the aim of 
capturing the new institutional framework of U.S. telecommunications security. The study concludes 
that shifting congressional preferences heightened the need for a regulatory approach in 
telecommunications with an explicit security focus, leading the U.S. government to overcome existing 
institutional limitations through Team Telecom's formalization. Originating in 1997 as a complement 
to the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), Team Telecom’s informal 
reviews revealed institutional limitations, particularly in its inability to revoke licenses granted to 
Chinese companies. The U.S. government has overcome the limitations of this existing institutional 
framework in response to the growing concerns of both the executive and legislative branches toward 
China under the Trump Administration not through an amendment to the Communications Act but 
through a quick response measure in the form of the executive order. Leveraging this precedent, the 
FCC has embraced the trend of strategically broadening its interpretation of the foundational purpose 
of Article I of the Communications Act, “for the purpose of national defense” and “for the purpose of 
promoting safety of life and property,” commencing security determinations. This dissertation’s 
novelty lies in capturing this long-term policy shift by clearly delineating institutional phases within 
U.S. telecommunications regulation and focusing on the roles of and interactions among the FCC, 
administrative agencies, Team Telecom, and CFIUS—relationships neglected in existing research. By 
analyzing these interagency collaborations, the paper reveals a newly established institutional 
framework through which the U.S. government, in response to U.S.–China tensions, unifies its 
resources to counter emerging security threats in telecommunications. 

 

Keywords:  
Telecommunications; United States; Security; Informal Institutions; New Institutionalism 
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序章：「国の安全」から見る通信と制度 
通信ネットワークが国家の機密情報や経済社会活動の根幹を支える時代の中で、その脆

弱性を突いた攻撃がもたらす脅威は極めて深刻なものであり、国家の安全保障において、

通信規制の持つ役割、意義の重要性はこれまでになく高まっている。冷戦後の通信市場と

技術の劇的な変化、そして米中の地政学的対立の中、外国企業に対する規制強化の動きが

国際的な潮流となっている。特に、近年の中国を念頭にした米国主導の規制強化措置は、

同盟国への追随を促し、国際的な波及効果を生んでいる。中国製機器や中国製通信企業に

対する規制強化にあたり、そのサプライチェーンリスク・安全保障上の懸念を示す根拠と

して、日本を含めた有志国が米国政府の政策動向を参照する、といった動きが見られる1。 

米国の通信分野に関しては、これまで主にサイバーセキュリティ法制2や通信傍受関連法
3に関する研究が蓄積されてきた。そのような中、本研究が注目するのは、従来、安全保障

を主要な規制目的と位置付けてこなかった米国の通信事業規制において、安全保障上の改

革が実現した点である。この視点にもとづき、本研究は、米国政府が安全保障を目的とし

た通信事業規制のあり方を全体として追求するに至る政策過程を段階的に捉え、市場開放

後の米国通信事業規制の転換を明らかにする。 

通信規制分野において、米国の規制モデルはこれまでも他国の政策形成に多大な影響を

及ぼしてきた。例えば、戦後の日本政府（逓信省）は、米国連邦通信委員会（Federal 

Communications Commission：FCC）の通信事業規制の変遷を研究し、その規制モデル

を日本の通信行政の再建において参照した4。また、世界的な通信市場の開放が進んだ際に

は、英国情報通信庁（Office of Communications：Ofcom）に代表されるように、米国の

独立規制機関モデルが欧州各国に導入される動きが見られた5。つまり、米国の「通信の安

全保障に関する制度枠組み」を研究対象とする意義として、その規制のあり方が他国の政

策形成にも多大な影響を及ぼしうる点が主張できるであろう。 

冷戦後の米国における通信の歴史̶電信電話からインターネット̶を振り返ると、多角

的な自由貿易体制に基づく市場開放を推進するグローバル化の流れと、制度化による規制

強化の流れの併存を見出すことができる。1990年代の国際的な通信市場開放の中、各国の

規制機関は外国企業の参入による健全な競争市場の形成を目指し、競争政策を推進した。

そのような中、米国の通信事業規制では、競争政策が推進される一方で、非公式な安全保

障上の制度形成が併存していた。1990 年代以降、米国の通信免許の許認可においては、

「チームテレコム（Team Telecom）」という非公式省庁間組織による安全保障上の審査が

加えられた。本研究はこのチームテレコムが生まれ、発展し、2020年に公式化に至るまで
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の過程を分析する。本研究の目的は、この米国通信事業規制における安全保障上の非公式

な制度形成のルーツ、その発展過程、そして公式化に至る流れを捉え、米国における新た

な通信安全保障の制度枠組みを明らかにすることである。 

米国では、通信免許の許認可は「行政機関から独立」した独立規制機関の FCCが担当す

る。議会は 1934 年通信法（Communications Act of 1934）により、1934 年に FCCを設

立した。米国と外国のネットワークを接続する国際通信事業や、米国国内に海底ケーブル

を陸揚げする事業には、FCCの認可が必要となる。 

FCC の設立目的は 1934 年通信法第 1 条に規定されている。1934 年以降の法改正を経

て、第 1 条には現在 4 つの目的が含まれる。第 1 条では最初に①「すべての人にサービス

を」という目的が掲げられ、次に②「国防」と③「生命と財産の安全」のためと続き、最

後に④「より効果的な執行」という目的が掲げられている。G・ハミルトン・ローブ（G. 

Hamilton Loeb）は、1934 年 2 月 27 日に提出された 1934 年通信法の原案には、①と④

の条項だけが含まれており、②「国防」条項は議会の公聴会後に追加されたことに注目し

た。その上で、1934年通信法になぜ「国防」条項が盛り込まれたのかは不明であり、議会

の審議記録も乏しいため、この文言の立法経緯や意図を解明する見込みはほとんどないと

ローブは主張した6。彼は「国防」条項について、議会が完全に沈黙しており、この文言が

何を意味するのか、どこまでの範囲に及ぶのか、どこから派生したものなのか、公式文書

や記録には一切記されていないと指摘した。1934年通信法第1条は、議会による政策表明

に過ぎず、議会がFCC に安全保障に関する権限を直接付与したものではないと考えられて

いる7。ローブの論文は、競争政策と「国防」、「生命と財産の安全」を促進するという 

FCC の目標が、新しい環境下でどのように達成されるのか、1970 年代時点で疑問を呈し

たものだった8。 

そして 1970 年代以降、米国の通信分野の参入規制については競争促進政策がとられ、

国内通信分野では、制度上の参入障壁は事実上存在しない。一方で、外国企業の米国市場

への投資が増加する中、行政機関が FCCの審査に安全保障上の観点から関与を深めた9。 

1997 年 2 月、米国や日本を含む 69 カ国が参加した世界貿易機関（World Trade 

Organization：WTO）基本電気通信合意の発効により、世界の通信市場の 90％以上が開

放されることになった10。冷戦後に初めて成立したビル・クリントン（Bill Clinton）政権

下で、米国は外国企業に自国の通信市場を本格的な開放に踏み出した。WTO 基本電気通

信合意に伴い策定された 1997 年外国参加命令11を機に、米国通信市場への外国企業の参入

規制が緩和された。その際FCCは、安全保障に関して、行政機関の専門性を尊重し、彼ら
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から「勧告」を受け、許認可を行うこととした。この決定がチームテレコムの非公式な審

査につながったとされている12。図 1はチームテレコムの審査プロセスを表す。 

 

              

 

 

 

 

 

 

          図 1 チームテレコムの審査プロセスのイメージ 

                              出典：FCC審査記録をもとに筆者作成13。 

 

図1のようにFCCの免許審査において、外国資本が参加する申請をチームテレコムに送

致し、安全保障上の勧告を受けた上で免許を認可する慣行が 20 年以上続いた14。チームテ

レコムは、司法省、国土安全保障省（Department of Homeland Security：DHS）、国防

総省からなる安全保障官庁が主導し、国務省、商務省、米国通商代表部（The Office of 

the United States Trade Representative：USTR）も参加する、複数の行政機関で構成さ

れる合議体である。このような非公式の技能集団が民主主義国家でどのように生まれ、発

展したかは不明瞭であり、その名前が公の場でほとんど聞かれることはなかった15。しか

し、2010年代に入り、中国通信機器の利用に対する懸念が高まる中で、チームテレコムの

名前が報道で取り上げられるようになり、国内外でその存在が認識され始めた16。 

2001 年、WTO に加盟した中国は、高度化する通信機器を米国の通信事業者に供給する

技術を得た。通信企業が自国の通信機器メーカーと提携する時代は終焉し、通信事業にお

けるサプライチェーンのグローバル化は進展した。そのような中、バラク・オバマ

（Barack Obama）政権下で、米国議会において華為・ZTE といった中国通信機器の利用

への懸念が高まり、中国はサイバー攻撃に関する米国政府の批判対象となった17。そして、

2017 年に成立したドナルド・トランプ（Donald Trump）政権は、「国家安全保障戦略」

を公表し、中国を「戦略的競争相手」に位置付けた18。その後、米中の貿易摩擦が本格化

し、米国の対中政策は従来の「関与」から「大国間競争」へと転換したと考察されるよう

になる19。 

FCC

申請者③調整

①申請②送致

④勧告 ⑤認可

チーム

テレコム
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米国国内では中国を念頭にした様々な経済規制が講じられる中、2020年4月、トランプ

政権は大統領令 13913 号を発表した。これによりチームテレコムは司法省を議長とした公

式の省庁間組織となり、その非公式な審査手続きも明文化された20。FCC の許認可におけ

る行政機関による非公式な審査は、その不透明さや長期化から、米国市場への参入障壁に

なるとして、2000年代、2010年代と法案やFCC規則による改革が検討されたものの、公

式化には至らなかった。この頓挫した改革は、2020年のトランプ政権下で大統領令の発表

により再始動され、チームテレコムは公式化に至った。 

米国政府は、大統領令によるチームテレコムの公式化により、従来の非公式な審査が改

善されると主張した21。しかし、非公式時代には見られなかった事態が起こった。具体的

には、2022 年 4 月までに、中国電信（China Telecom）と中国聯通（China Unicom）、

パシフィックネットワークス（Pacific Networks Corp）、コムネット（ComNet）の免許

の取消を FCCは決定した。このような中、チームテレコムが公式化し非公式な審査のルー

ルが明文化され 3 年経過した時点においても、業界では「まだ何が起こるかわからない」

と評されている22。 

問題の所在は、米国の通信事業規制における安全保障上の改革が十分に検証されていな

い点にある。FCC の歴史を辿ると、1997 年以降、外資参入が進む中で、行政機関による

許認可への非公式な関与が常態化し、次第にチームテレコムという組織が非公式に FCCへ

の勧告を行うプロセスが認識されるようになった。この動きに関して既存研究は、年代別

の議会による法案や規則の制定を通じ、行政機関の許認可への関与を公式化する試みを取

り上げている。しかし、それらは改革時点における議論に留まり、通時的な分析は十分に

行われていない。米国の通信分野における動向は国内外の研究の関心対象であるものの、

通信事業規制における安全保障政策の過程については、議会の審議記録が非公開であるな

ど、利用可能な資料やデータが限定的であり、看過されてきた可能性がある。実際、既存

研究において、行政機関の許認可への関与は断片的に論じられ、その歴史的変遷は不明確

な点が多い。そのため、最終的に 2020 年の大統領令によって実現した改革の背景や、市

場開放後、国際情勢の変化に対して、米国の通信規制が実態としてどのように適応したの

かについて、十分に解明されてこなかった。 

制度が「公式」であるか否かの区別は、多くの研究において、明文化されているかどう

かが基準となっている23。この基準に基づけば、公式制度は文書化された法律、大統領令

を含めた規則や制約など、目に見えるルールである。一方、非公式制度は不文律でありな

がら、社会的に共有されている慣行や規範など、目に見えないルールである24。「非公式制
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度の公式化」において、従前の非公式制度は目に見えないため、行政と世の中の間では情

報の非対称性が存在すると考えられる。そのため公式化前後の制度変化を比べることは容

易ではなく、この性質を利用して米国政府が対外的な説明ぶりとは異なる利益を追求し、

新しい制度枠組みに移行した余地があったと言えるだろう。 

そこで、本研究は、なぜそしてどのように米国政府は「非公式制度の公式化」に至った

のか、チームテレコムの公式化を新制度論における「非公式制度の公式化」の制度変化と

して捉え、この事象が米国の通信分野で 2020 年に起きるに至った理由を解明する。これ

により、米国の通信事業規制における安全保障のアプローチの変遷とその改革を扱い、学

術的および政策的示唆の提供を試みる。 

本研究の学術的意義は、米国の通信事業規制の歴史的変遷を踏まえ、安全保障の観点か

ら米国の制度のあり方を捉え直す点にある。米国通信事業規制に関する既存研究の多くは、

市場開放後、FCC による競争政策の推進に関心を寄せ、行政機関が担う安全保障の側面は、

通時的に論じられてこなかった。そのような中、本研究では、チームテレコムを題材とし

て取り上げ、その非公式な制度形成のルーツとその発展、公式化を米国通信事業規制にお

ける安全保障上の改革として捉えて論じる。 

また社会的意義は、政策への貢献である。法制度や行政構造に違いがあるものの、通信

分野や安全保障を取り巻く国際環境の急速な変化は各国にとって共通の課題である。そし

て先述の通り、通信規制分野において米国は主要な役割を果たしてきた。米国のチームテ

レコムのように、非公式制度を用いて、変化する国際環境に柔軟かつ迅速に対応する国内

のガバナンスを整備する手法を学ぶことは、有志国にとって有益な知見といえるだろう。

特に日本においては安全保障の観点から通信事業規制で変革の必要性が議論される中25、

米国の制度枠組みを捉えることは、国際的な政策協調を念頭に置きつつ、自国に合わせた

制度を模索するための、政策的知見の獲得に資すると考えられる。 

本論文は、以下 6章で構成されている。 

第 1 章では、分析の枠組みを示す。分析にあたり、チームテレコムとの類似性が指摘さ

れてきた対米外国投資委員会（The Committee on Foreign Investments in the United 

States：CFIUS）の改革との関係に注目した。CFIUS は、通信分野に限定せず、分野横断

的に安全保障上の投資審査を担う省庁間組織である。独立規制機関のFCCに安全保障の観

点から影響を与える組織として、既存研究ではCFIUS はチームテレコムとともに取り上げ

られ、役割分担の曖昧さや、審査プロセスの重複が問題視されてきた26。これは通信企業

の買収・合併事案では、「免許の移転」も伴うため、同一の事案に対して、所属官庁が重
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複するCFIUS とチームテレコムが同時に、かつ別々に安全保障上の審査を行うためである。

外資参入後、CFIUS は大きく 2 つの制度改革を経験した。1 つ目は 2007 年の外国投資お

よび国家安全保障法（Foreign Investment and National Security Act：FINSA）成立に伴

うもの、2 つ目は 2018 年の外国投資リスク審査現代化法 （Foreign Investment Risk 

Review Modernization Act：FIRRMA）成立に伴うものである27。先行研究の記述から、

CFIUS の改革に伴ってチームテレコムが発展した可能性がうかがえ、新制度論における議

論を踏まえ、安全保障上の観点から、CFIUS の改革に合わせて FCC の改革の必要性が高

まったため、米国政府はチームテレコムの公式化に至ったと考察した。これに基づき、外

資参入後の1997年 1月から 2023年 4月までの約 25年間を分析期間とし、チームテレコ

ムの非公式な審査を、CFIUS の改革に伴う 3段階で分析する。表 1は、この３段階に対応

する第 2章（起源）、第３章（発展）、第 4章（改革）までの審査分析の全体像を表す。 

 

   表 1 チームテレコムの審査分析の概観（1997 年 1月から 2023 年 4月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 

注：省庁名は審査の主導官庁を表す。灰色は非公式の審査、白色は公式の審査、黒色は審査

に行政機関の関与が確認できない期間を表す。 

 

承認 ①    免許移転の審査 ③   認可後の監督

1997
1998
1999
2000
2001 国防総省

2002 司法省

2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2020

2021

2022

2023

チーム

テレコム

＋

国務省

第３章
発展

（2007年10月〜
2020年2月）

チーム
テレコム

チーム
テレコム

チーム
テレコム

チーム
テレコム

第４章
改革

（2020年2月〜
2023年４月）

チーム

テレコム

チーム

テレコム

チーム

テレコム

チーム

テレコム

国際通信免許/
海底ケーブル陸揚げ免許

第２章
起源

（1997年1月〜
2007年10月）

国防総省
司法省

国務省

国防総省
司法省

DHS

国防総省
司法省

DHS

区分

②   新規免許の審査

年
国際通信免許/

海底ケーブル陸揚げ免許
国際通信免許

海底ケーブル
　陸揚げ免許
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表 1 のように、第 2 章から第 3 章にかけ、チームテレコムの非公式制度の起源、発展、

公式化後までの過程を段階的に捉えつつ、各段階における公式化の検討状況を把握する。

具体的には、第 2章の①起源（1997 年 1 月～2007 年 10 月）、第 3 章の②発展（2007 年

10 月～2020 年 2 月）、公式化、その後の過程にあたる第 4 章の③改革（2020 年 2 月～

2023 年 4 月）の 3 段階で分析を行う。分析データとして、議会の審議記録などの歴史的

資料に加え、FCC の過去の審査記録を用いた。そして、第 5 章の考察では、第 2 章、第 3

章、第 4章で捉えた公式化の検討状況を比較し、結論につなげることとした。 

第 2 章では、チームテレコムの非公式な審査の起源を扱った。ここでは、チームテレコ

ムの起源が、CFIUS であったことを明らかにしている。チームテレコムの非公式な審査は

CFIUS の審査を FCC の審査で補完する意味合いから生まれたことを捉えた。外国企業が

本格的に米国市場に参入する時代となり、不活発であったCFIUS の審査を強化するため、

CFIUS の安全保障官庁は FCC の「免許移転」の審査を非公式に利用し始めた28。一方、安

全保障官庁は、買収・合併に係る「免許移転」の審査を重視し、CFIUS の審査対象外であ

る「新規免許」の審査は精査しなかった。そのため、中国企業の新規免許が申請されたも

のの、精査されず認可に至り、後に取消を模索せざるを得なくなる「非公式制度の限界」

が生まれた。審査に介入されたFCCと安全保障官庁の間で対立関係が生まれるだけでなく、

CFIUS 内での安全保障官庁と経済官庁の対立関係は深まった。 

2000年には、通信法の改正法案が提出され、行政機関の非公式な審査を制限しようとす

る動きが議会で見られた。しかし、FCC・議員間で意見の乖離が見られ、法案は成立しな

かった。2001 年の対米同時多発テロ（9.11）の後、DHS が設立され、CFIUS の安全保障

官庁は国防総省、司法省、DHSの3省となり、FCCの審査への介入を強めた。次第に安全

保障官庁の独断的な動きが顕著となり、CFIUS 内の安全保障官庁とその他の官庁との対立

が深まった。この段階では非公式制度が形成されたものの、「チームテレコム」という組

織としての運用には至っていない。 

第 3 章では、チームテレコムの組織化による非公式な審査の発展過程を論じた。ここで

は、非公式制度はどこまで確立したのか、言い換えれば「非公式制度の限界」を探った。

FINSA による CFIUS の改革を契機として、安全保障官庁は CFIUS のメンバーとしての裁

量が制約されるようになった。その結果、これらの官庁はCFIUS とは別の非公式組織であ

る「チームテレコム」を主導し、FCC の審査において独自の非公式制度を確立していった。

特に、チームテレコムはCFIUS が管轄外とする「新規免許」の審査を強化し、さらに企業

のサプライチェーンまで精査する機能を持つ組織として、CFIUS との差別化を図った。こ



 15 

うした中で、別組織としてのチームテレコムとCFIUS は審査における協力関係を築きつつ

も、FCCの審査に対するチームテレコムの介入が強化されたことで、FCCとチームテレコ

ムの対立関係は一層深まった。このように、チームテレコムは非公式な組織として進化を

遂げながらも、制度的な限界や関連組織との緊張を内包していた。 

議会における対中姿勢の顕在化を背景に、チームテレコムは組織的に「認可後の監督」

に着手した。しかし、既に認可された中国企業の免許には、安全保障の観点から十分に精

査されていないものが含まれており、この免許の取消を巡る問題が浮上した。この際、チ

ームテレコムが FCC に免許取消を勧告できないという「非公式制度の限界」と、FCC が

免許取消の手続きを明確に定めていない「公式制度の限界」が、同時に問題として浮上し、

両者は既存の制度枠組みの限界に直面した。さらに、チームテレコムの審査が長期化する

中、2016 年に FCC は、FCC 規則を通じたチームテレコムの公式化を検討した。この試み

は、非公式に行われていたチームテレコムの審査を合理化することを目的としていたが、

チームテレコムと FCCの間で意見が対立したため、公式化には至らなかった。 

第 4 章の改革の段階では、大統領令によるチームテレコムの公式化、その後の段階を扱

った。非公式制度が公式化し、どのような変化があったのかを捉えた。チームテレコムの

公式化がFCCの安全保障上の改革につながったことを示し、既存の制度枠組みにおける課

題を克服した過程を論じた。2020年のチームテレコムの公式化は、司法省主導によるもの

だった。トランプ政権下における FIRRMA による CFIUS の改革に合わせ、オバマ政権時

代に考案されたサイバー脅威に対抗する構想、政府一体（whole-of-government）の考え

方のもと、司法省は大統領令を起草し、公式化の検討を主導した。そして、トランプ政権

下で進められたCFIUSおよびチームテレコムの制度改革は、FCCの制度改革にも波及し、

米国の通信事業規制における安全保障体制の強化に寄与した。 

トランプ政権下で超党派から対応を迫られた中国企業の免許取消は、チームテレコムの

「非公式制度の限界」とFCCの「公式制度の限界」が重複した既存の制度枠組みの限界だ

った。この限界点をFCCは自らの公式制度を変化させることなく、チームテレコムの非公

式制度の変化、大統領令 13913 号の発表という「非公式制度の公式化」をもって克服した。

そしてFCCはこの大統領令の発表を機にした、中国企業の免許取消を通じ、行政機関の助

言なしに、安全保障上の決定を下す前例をつくった。この事案を先例として、FCC は、行

政機関の明示的な勧告の有無に依らず、自ら安全保障上の決定をし始めている。2020年の

大統領令により、通信法を改正せずとも、FCC は中国企業の免許取消が可能となり、これ

を機に通信法第 1 条の設立目的「国防」と「生命と財産の安全」の解釈を拡大し始めた。
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この解釈拡大の流れは、行政機関からの明示的な勧告に依らず、FCC が積極的に安全保障

の判断を実施する動きにつながり、その対象は中国企業以外にも及んでいる。 

このFCCの方針転換の背景に、議会の選好の変化を考察した。第5章では、分析結果を

踏まえ、通信事業規制における 2020 年のチームテレコムの公式化の意味合いを論じた。

具体的には、3 つの年代における公式化の過程での、立法府と行政府の動きを整理した。

この段階的な政策過程から、チームテレコムの公式化は、議会の選好の変化を背景に、行

政主導で安全保障上の規制強化に至ったものと考察した。 

1990年代の市場開放を経て、行政機関は「チームテレコム」として通信事業に対する非

公式な審査を形成し、徐々に確立させた。その後、議会はCFIUS との関係を通じてチーム

テレコムの存在を認識し、通信事業規制における安全保障強化を選好するようになった。

そしてトランプ政権下では、チームテレコムを公式化する大統領令 13913 号が発表され、

これにより議会は行政機関の勧告がなくとも FCCが独自に安全保障上の規制を強化できる

状況を整えた。この段階的な政策プロセスからは、通信規制における安全保障強化が行政

主導で進められ、議会がそれを追認または支援する過程が捉えられ、その帰結として、政

機関と議会の要望を両立させるような規制のあり方が実現されている。 

終章である第 6 章では、結論として、議会の選好の変化により安全保障を目的とした通

信事業規制を実現する必要性が高まったことから、米国政府は既存の制度枠組みの限界を

克服し、チームテレコムを公式化するに至ったことを主張する。米国政府は、外資参入の

時代の 1997 年に、チームテレコムの非公式制度を CFIUS の審査を補完するために生み出

した。2020 年にその非公式制度を公式化することにより、FCC に「公式制度の限界」を

克服させ、グローバルな市場と高度化した技術の中で、より精密・網羅的な規制を構築す

るに至っていた。CFIUS とチームテレコムは各々の制度改革により、審査上の協力領域を

拡大した。チームテレコムの公式化は、FCC の「公式制度の限界」を補完するという点で、

FCC の制度改革の意味合いがあり、これを機に FCC は自らの設立目的を再解釈し、議会

の選好を反映した安全保障上の規制強化の動きを見せ始めた。 

トランプ政権下での米国の対中戦略の転換を契機に、米国政府は CFIUS、チームテレコ

ム、FCCの 3方向での制度改革を行った。チームテレコム、CFIUS、FCCが意思決定者を

曖昧にし、政府内部で各権限を組み合わせ、各々の活動領域を拡大しやすい状況が生まれ

ている。米国政府が市場開放時の原則から外れ、独立規制機関と行政機関が協働するよう

な、政府一体（whole-of-government）のアプローチで通信の安全保障に挑み始めた米国

通信事業規制における新常態を本論文は明らかにする。 
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第 1 章：分析の枠組み 
第 1 節では用語の定義と研究対象の限定を行う。第 2 節では、先行研究を整理する。第

3節では、先行研究レビューを基に本論文の特徴を示し、第 4節で分析方法を示す。 

 

第 1節：用語の定義と対象の限定 
本研究では、第 3節の先行研究で概説するダグラス・ノース（Douglass North）の制度

理論の定義を用いていく。これは新制度論の理論枠組みの中でも歴史的制度論を用いて分

析を行うためであり、その中でも、後述の通り本研究はノースの研究と親和性があるため

である。ノースの定義に従い、制度は「社会におけるゲームのルールであり、人間の相互

作用を形づくる、人間が考案した制約」とする。制度は社会における公式制度と非公式制

度の双方を含み、「公式」であるかの区別は「明文化」を基準とする29。つまり公式制度は、

文書化（明文化）された規則や制約とし、非公式制度は不文律の社会的に共有されている

規則や制約を意味する30。 

「非公式制度の公式化」を扱う既存研究においては、明文化の手法を厳格に分類し、理

論化する段階には至っていない。そのため本研究においても、制度を明文化の手法で分類

するのではなく、議会の承認の必要ないFCC規則、大統領令による公式化も「非公式制度

の公式化」として扱う31。制度枠組みとは、公式制度と非公式制度、制度の担い手である

組織とそれらによる制度執行を含んだ包括的な概念と定義する32。本研究ではこれらを統

一的に「非公式制度」、「公式制度」と呼称して用いる33。また、ノースは制度と組織の相

互作用を捉える点から、制度と組織を区別した。本論文では、ノースの定義に従い、「組

織」は「合目的な活動に従事する個人の集合」とする34。ノースは、インセンティブとは

制度的制約に埋め込まれたペイオフ（payoff）、つまり報酬と表現し、時代によって変化す

るものとして捉えた35。そこで本研究では、インセンティブを「人々の意思決定や行動を

変化させるような要因、報酬」と定義する。 

米国における安全保障の定義は先行研究上で広範なものとして捉えられ36、CFIUS の制

度においては、安全保障の定義を意図的に明確にしていないという指摘がある37。また、

米国通信法における安全保障の定義についても、未定義という理解が見られる38。このよ

うな状況を踏まえつつ、本論文では外国企業からの免許申請を安全保障上の観点から審査

するチームテレコムを扱うことから、ここで言う安全保障は「対外的脅威に対抗すること」

と定義する39。本論文における安全保障官庁は、チームテレコムを主導する連邦捜査局
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（Federal Bureau of Investigation：FBI）を含む司法省、DHS、国防総省の 3省を意味す

る40。また行政府は行政機関と独立規制機関を含むものとする41。なお、CFIUSとチームテ

レコムの審査の関係は、先行研究では「二重審査（duplicative review）」と指摘するもの

がある42。しかし異なる法目的から 2 つの審査が実施されることは、一般的に起こり得る

事象であり、必ずしも否定的に捉えられるべきものではないため、本研究では「二元審査」

と称する。 

本論文が議論する「非公式制度の公式化」は、国内法上のものとし、国家が執行するル

ールに限定して論じる。そのため、国際慣習法の条約化のような国際法上の「非公式制度

の公式化」は含まないものとする43。また国際関係、国際レジーム論に関連する研究にお

いては、経済学を背景とした上述の定義とは異なる非公式制度と公式制度の捉え方がなさ

れている。国際レジーム論における制度は、国家間の関係を統御（govern）する規範やル

ールのセットであると定義される44一方、チームテレコムのあり方は現時点では実態が不

明確であり、国際的な制度波及をもたらすには至っておらず、米国国内の制度の域に留ま

っていると考えられる。そのため、本研究では国内法上の制度形成を扱ったノースの研究

の定義を用いることとする。 

本論文では、公式制度と非公式制度を、同じ制度枠組みを構成しながら、異なる性質を

持ち、相互に関連するものとして並列に扱う45。純粋な公式制度のみで構成される制度を

見つけることは難しく、公式制度とされる制度にも非公式な要素が伴うことが起こり得る

と指摘されている46。しかし、既存研究における非公式制度と公式制度の関係に関する議

論は途上であり、現時点では、非公式制度と公式制度を可能な限り区別し、その相互作用

を捉える必要があると考えられる。そこで本論文では、FCC と CFIUS の制度を「公式制

度」、チームテレコムの制度を「非公式制度」として扱い、分析を行うこととする。 

FCC と CFIUS の公式制度には、チームテレコム以外にも、各々両方に関係し得る制度

が存在する。しかし、本論文ではチームテレコムの「非公式制度の公式化」を扱い、チー

ムテレコムの非公式制度を中心に論じるため、チームテレコムの制度に関連する FCC と

CFIUSの公式制度を中心に分析を行うこととする47。そのため、その他のCFIUSとFCCの

公式制度に関連する制度については、本論文では主として取り上げず、CFIUS、FCC、チ

ームテレコムの制度、3者の関係に焦点を当てた分析を行う。 
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第 2節：先行研究 
第 1 項では、米国通信事業規制と安全保障、FCC と行政機関の関係について、既存研究

の状況を確認する。第 2 項では通信事業規制と関連する対内直接投資規制の研究を確認し、

チームテレコムとCFIUSの制度の関係に注目する。第3項では、チームテレコムの事象を

分析するための方法論として、新制度論に関する研究を確認する。 

 

第 1 項：米国通信事業規制―FCC の公式制度との関係 

まず FCC の設立経緯、FCC の所管法令の変遷を外資規制の観点から整理する。FCC は

1934年通信法により、通信・放送分野における規則制定、執行を所管する独立規制機関と

して設立された。FCC の起源となる機関は、州際通商委員会（Interstate Commerce 

Commission：ICC）と呼ばれる組織である 48。1887 年に制定された州際通商法

（Interstate Commerce Act）により ICC は設立され、この機関により州際間の鉄道賃金

率が一元的に規制された。そして、1910 年にマン・エンキンズ法（The Mann-Elkins Act 

of 1910）により、州際通商法は改正され、ICCは鉄道業に加え、電信電話の規制権限を与

えられた49。その後、1927 年無線法（Radio Act of 1927）の成立により、ラジオ放送を

管轄する機関として、連邦無線委員会（Federal Radio Commission：FRC）が創設された。

FRC は 1年間のみ許認可を扱う時限の機関として設置され、その権限は商務長官が引き継

ぐ予定であった。しかし、議会は FRC から商務長官への権限移譲を延期し、その間に有

線・無線の両方を扱う規制機関の設置の法案を審議した50。この法案が FCC を設立する

1934年通信法である。1934年通信法により、FCCは ICCの管轄であった電信・電話、海

底ケーブルという通信業と、FRCの管轄であった放送業を引き継ぐ形で設立に至った51。 

1933 年にフランクリン・ルーズベルト（Franklin D. Roosevelt）大統領は、有線・無

線通信の総合政策を検討するための調査委員会を設けた。その調査委員会は、1 つの新し

い通信委員会を設け、この委員会に有線・無線通信事業に対する規制権限を一元的に統一

するべきであると勧告した。この勧告のもと、それまで複数の機関に分散していた規制権

限は 1934 年通信法の成立により、独立規制機関である FCC に統合されることになった52。 

独立規制機関である FCCは行政機関から独立した存在であり、議会から委任され、規則

裁定を行う準立法機能を有する。FCC は 5 名の委員の決定に基づく合議制の組織である。

委員は上院の助言と承認に基づいて大統領が指名・任命し、大統領は委員の中から委員長

を指名する。このため、FCC の人事には政権や議会の意向が反映され、政権が変われば委
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員長も変わり、委員長を含む 3 人の与党委員と 2 人の野党委員で構成されることが通例で

ある53。FCC は議会の監視対象となり、その判断は司法審査の対象となる。一方、チーム

テレコムは安全保障上の審査を行うが、FCC の権限に依存しつつも、独立した法的権限は

持たず、立法府と司法府の管轄が実質的に及ばないと考えられてきた54。チームテレコム

はFCCの免許審査において「勧告」を行う助言機関であり、あくまでも許認可の最終判断

は FCCが行うという整理になっている。 

行政機関は、①1934 年通信法、②1921 年海底ケーブル陸揚げ免許法（Cable Landing 

License Act）を根拠にして、FCCの審査に助言する立場を維持している55。この 2つの法

律は、規制当局が米国市場を外国企業に開放する際の根拠規定でもあり、その法律の文言

や立法経緯は、制定当時に存在した国家安全保障上の懸念を反映したものとされている56。

表 2は、①1934 年通信法、②1921 年ケーブル陸揚げ免許法の法的変遷を表す。 

 

           表 2 米国通信事業規制の法的変遷 

出典：筆者作成。 

注：網掛けは現在の許認可における根拠法令を示す。 

 

表2のように、①1934年通信法、②1921年海底ケーブル陸揚げ免許法の起源は、1900

年代初期に遡る。以下では、表 2 の米国通信事業規制の法的変遷を踏まえ、FCC の許認可

に対する行政機関の関与の変遷を確認する。そして 1997 年以降、FCC が健全な競争市場

の形成に注力する中、行政機関、「チームテレコム」が FCC の審査に安全保障上の観点か

ら関与したことを捉える。 

 

（1）1934 年通信法第 310 条、第 214 条の「公共の利益」 

米国の通信免許に関する外資規制の規定は、1934 年通信法第 310 条と第 214 条である。

制定時期 1934年通信法 制定時期 1921年海底ケーブル陸揚げ免許法

1910年 マン・エルキンズ法

1910年 1910年無線船舶法
1912年 1912年無線通信法

1917年 大統領命令2604号
1921年 1921年海底ケーブル陸揚げ免許法

大統領命令3513号
1927年 1927年無線法
1934年 1934年通信法 1934年 大統領命令6779号

1954年 大統領令10530号
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通信法第310条は買収・合併に伴う免許移転の審査、第214条は国際通信免許の審査にお

ける根拠条文となっている。通信法第 310 条では、通信・放送免許を保有する米国事業者

への外国企業による直接出資は 20％まで、間接出資は 25％までに制限する規定である57。

この 1934 年通信法の外資規制の背景には、戦時中の安全保障上の懸念があった。 

通信法第 310 条の外資規制の起源は 1904 年の日露戦争に遡ると、グレゴリー・サイダ

ック（J. Gregory Sidak）は論じた。日本海軍が無線通信を利用してロシア艦隊を撃破し

たことで、通信に対する認識が新たな時代に突入し、無線通信の戦略的管理は米国の国家

安全保障の最重要課題と認識された。米国海軍は、日本軍の無線通信利用を調査した後、

無線通信の国家によるコントロールに関して主導的役割を担い、1912 年無線通信法

（Radio Act of 1912）に外資規制の規定を盛り込んだ58。 

セオドア・ルーズベルト（Theodore Roosevelt）大統領によって設立された無線電信省

間委員会は、日露戦争の教訓を踏まえ、黎明期の無線通信産業を政府の管理下に置くよう

に提案した59。当初海軍は、この勧告に基づき、無線局を自らが管理する法案を提出した

ものの、この提案は議会に拒否された。代案として商務省が無線局を管理する法案が議会

で提出された結果、1912 年無線通信法が成立した60。この法律は海軍の要請を踏まえ、特

に戦争やその他の国際的緊張時に、米国内の外国の諜報員が無線で他国にメッセージを送

信することを防ぐため、外国人による無線局の所有を禁じる規定が盛り込まれた61。また

1912 年無線通信法は無線局を運営する者に、商務長官が発行する免許の取得を求めた62。 

ソリン・ボデア（Sorin A. Bodea）は、1912年無線通信法の欠点を指摘し、その後成立

する 1927 年無線法との関係を論じた63。1912 年無線通信法は、免許を受ける者が米国ま

たはプエルトリコの市民であることを条件とし、戦争時には大統領が免許人の通信施設の

所有権を差し押さえる権限を認めていた。しかし、この法律は戦時以外における大統領の

権限を規定しておらず、また、免許を取得した米国企業を支配する外国企業には規律が及

んでいなかった。この状況下で、第一次世界大戦初期には、ドイツ企業が所有する米国企

業 2 社がドイツ海軍の艦船と通信を行っていたことが問題となった。この背景を踏まえ、

1927 年無線法では国籍制限規定が強化され、無線局の外国人所有権に対して 20%までの

直接出資制限が設けられた64。 

この 1927 年無線法の過程における議会の議論をマーク・グッドマン（Mark Goodman）

とマーク・グリング（Mark Gring）の研究は取り上げた。1920 年代初頭に多数のラジオ

放送局が設立される中で、商務長官ハーバート・フーバー（Herbert Clark Hoover）はラ

ジオの政府規制の議論を提起した。彼はラジオが虚偽情報を拡散する可能性を指摘し、規
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制の必要性を訴えた。一方で議会では、商務省が放送内容を政治的に操作する懸念が示さ

れ、規制を商務省が担うべきか独立規制機関が担うべきかで意見が分かれたことをグッド

マンらは指摘した65。このような経緯を経て、1927 年無線法が成立し、規制権限は商務省

から独立規制機関である FRCに移管されることになった。 

その後、1934 年通信法が成立し、通信事業の規制権限は独立規制機関である FCC に集

約されることになる。ガネーシュ・シタラーマン（Ganesh Sitaraman）は、1934 年通信

法は 1927 年無線法と比べ、外国人の間接出資規制が含まれたことに注目した。1934 年通

信法第 310 条は、免許の外国人の所有権規制を強化し、その適用を持ち株会社にも拡大す

るものであった66。彼は論文で、1934 年通信法に係る議論の間に軍は様々な基準に基づい

て外国人所有権の規制を主張したとするものの、その詳細は記述していない67。 

1934 年通信法は、1934 年の制定以降、通信技術および国際情勢の変化に伴い、ほぼ毎

年改正された68。中でも 1996 年の改正は、ゴア副大統領の 1994 年の演説で提案され、制

定までに2年を要した大改正となった69。サイダックは1995年に議会で行われたこの通信

法改正に関する議論を、「外資規制を緩和すべきかどうかではなく、どのように緩和すべ

きかが議会で問題となった」と評した。通信法の外資規制の起源には、前述のように、米

国における外国人のラジオ局支配が国家の安全保障を損ない、紛争時に米国民に影響を与

えるプロパガンダに利用されるという議会の懸念があった。一方で、このような 1927 年

無線法の立法経緯に基づく安全保障上の懸念は、時代遅れであるという指摘もあった。し

かし最終的には、米国の通信業に対して外国企業が与える安全保障上の懸念について、ど

のように対応するべきか、議会は結論を出せず、通信法の外資規制は維持された70。この

外資規制を維持した経緯について、議会の審議記録には手がかりになるような記録は残さ

れていないとサイダックは指摘している71。 

1997年 2月のWTO基本電気通信合意妥結を踏まえ、米国は外国事業者に対して自国市

場を本格的に開放した。合意発効前の 1997 年 7 月、FCC は 1997 年外国参加命令を発表

し、例外的な状況を除きWTO加盟国からの申請を認可する方針を示した72。通信法第310

条および第214条に基づく申請時の審査では、FCCはその申請を許可することが「公共の

利益（public interest）」に適うか否かを判断する。この「公共の利益」の判断には、FCC

が判断する米国通信サービス市場における競争促進の重要性、これに加えて「追加的な公

共の利益要因」として国家安全保障、法執行、外交政策、貿易の判断が含まれるとした。

この「追加的な公共の利益要因」の判断について、FCC は行政機関の専門性を尊重すると

宣言した。一方で FCCがこれらを考慮することは、「極めて稀」であるとも主張した73。 
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シンディー・チョー（Cindy J. Cho）は、1997 年外国参加命令の発表後、FCC の通信

法の外資規制の解釈は経済的利益に重点を置き、国家安全保障は「時代錯誤の扱い」にな

ったと考察した74。このチョーの論文を踏まえながら、ローラ・シャーマン（Laura B. 

Sherman）は、1997 年外国参加命令以降、通信分野における FCC の審査への行政機関の

関与は日常的なものになったと主張した75。この行政機関の動きを FCC 委員であったファ

ーチゴット・ロス（Harold W. Fructo-Roth）は文献に残した。彼は、1997 年から 2002

年までの買収・合併審査の審査記録を用いて、安全保障上の観点から司法省、FBI、国防

総省が審査に関与したケースを示した。彼の 2005 年の文献では、FCC の許認可における

行政機関の動きが、個別の安全保障官庁のものとして描写されている76。 

他方、2010 年代の文献には、FCC の審査における安全保障官庁の行動を「チームテレ

コム」として論じるものが見られる。例えば、ジョシュア・アボット（Joshua Abbott）

は 2013 年の論文で、「チームテレコム」を FCC の専門性を補完し、通信技術の急速な進

化に対応し、通信ネットワークのセキュリティを確保するための新たなガバナンスモデル

として論じた。 アボットは、通信技術が急速に進歩する中で、FCCの所管法令である通信

法を「今はもう存在しない風景の上に成り立っている」と批評した。そして、FCC が時間

の経過とともに「公共の利益」に基づいて申請を許可するための基準や仕組みを開発して

きたことを指摘し、安全保障の観点をチームテレコムに委譲し、他機関の専門知識を活用

していると考察した。 

特に、アボットはチームテレコムが FCC の審査過程において、申請者と「軽減合意

（mitigation agreement）」と呼ばれる安全保障上の取り決めを締結し、この合意が FCC

の認可条件として機能する点に注目している。この軽減合意は、認可に伴う安全保障リス

クを軽減するものであり、ネットワークセキュリティ協定（Network Security 

Agreement：NSA）とも呼ばれる77。その内容には、データ管理の制限や監視・報告義務

などの厳格な条件が含まれており、法律を改正せずに柔軟に変更可能である。このため、

アボットは軽減合意を、行政機関が政治的干渉を受けることなく通信網を最も効果的に保

護する方法であると評価した78。 

このように、アボットの研究は「チームテレコム」と FCCとの関係に焦点を当て、その

役割や機能に光を当てた。一方で、チームテレコムの非公式な審査プロセスの起源や発展

について、具体的な説明はなされていない。 
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（2）1921 年海底ケーブル陸揚げ免許法と 1954 年大統領令 10530 号 

米国の 1921 年海底ケーブル陸揚げ免許法は、1934 年通信法とは異なる法的経緯がある。

鳥居博は、1869年以来、外国の電信会社の海底ケーブルの米国の陸揚げおよび運用権の付

与は大統領が行い、この大統領の権限に関して、1921年まで明確な法的根拠を欠いていた

ことを指摘した79。外国企業による海底ケーブル陸揚げの許認可権限を巡り、州と連邦政

府の間でどちらに権限があるのか 1868 年末に論争となり、海底ケーブル陸揚げの許認可

に関する法律は、議会で成立しなかった80。第二次世界大戦後、1921 年海底ケーブル陸揚

げ免許法が成立し、海底ケーブルの陸揚げ権限を巡る問題に終止符が打たれた。第一次世

界大戦中、米国が、ラテンアメリカによる外国人所有・管理下の海底ケーブルに依存して

いたことが、1919 年の議会公聴会において安全保障上の観点から議題となり、1921 年海

底ケーブル陸揚げ免許法の成立に至ったとされている81。この法律は、大統領に米国国内

に海底ケーブルシステムを陸揚げ・運用するための免許を付与し、必要に応じて免許条件

を設定する権限を与えるものであった。また、陸揚げの許認可に係る申請は国務長官が受

理し、その認可につき大統領に意見を具申することが法律に規定されていた82。FCC の設

立後、米国と外国を繋ぐ海底ケーブルの陸揚げおよび運用に関する一切の申請は FCCが受

理し、国務長官の承認を経て、その認可の可否に関する意見を大統領に進言することにな

った83。そして、ドワイト・アイゼンハワー（Dwight D. Eisenhower）大統領は、1954年

に大統領令 10530 号を発表し、陸揚げ許認可に係る大統領の権限を FCCに委任した84。 

他方、国務省以外の行政機関がFCCの審査に関与したことを捉えた文献も確認できる。

例えば、大野哲弥は、1980年代に米国の陸揚げ許認可が必要となった第3太平洋横断ケー

ブル（Trans Pacific Cable-3：TPC-3）について、陸揚げ地を米国政府の意向で変更した

経緯を取上げた。大野は、この事案で国防総省と商務省電気通信情報局（National 

Telecommunications and Information Administration：NTIA）の意向が反映され、敷設

ルートが決定された経緯を記述した。陸揚げ許認可の審査過程で、グアムが「極東戦略上

の要」であるという国防上の観点から、米国政府が申請者にハワイ－グアム間に敷設ルー

トを変更するよう求め、その要請通りにルートが変更されたという経緯である85。このよ

うな国務省、国防総省、NTIA の関与は、2000 年代前後の海底ケーブル陸揚げ免許の審査

でも観察された。例えば清家秀哉は、2000 年 11 月に認可された海底ケーブル陸揚げ免許

の審査プロセスで、国務省が国防総省、NTIA と協議した結果、認可に異議はないとコメ

ントしたことを文献に残している86。 

ローレンス・スピワック（Lawrence J. Spiwak）の研究は、1934 年通信法に基づく審
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査と 1921 年海底ケーブル陸揚げ免許の審査の類似性を捉えた。FCC が「類似しているが

同一ではない」としながらも、2 つの審査の考慮要素を関連づけていることを指摘した。

1921 年海底ケーブル陸揚げ免許法には、1934 年通信法のような外資比率を制限する規定

はない。しかし、FCC は通信法の趣旨に鑑みて、海底ケーブル陸揚げ免許審査においても、

海底ケーブルの外国人所有権を考慮して条件を課していると、スピアックは指摘した87。 

ここまでをまとめれば、FCC は審査において、国務省、国防総省および商務省と調整し、

申請された免許に対して、外国人所有権に係る変更案も含み得る条件を課していたという

ことが言える88。そして、2000 年代後半には、FCCによる海底ケーブル陸揚げ審査に国務

省、国防総省、NTIA ではなく、「チームテレコム」が関与していることを取り上げた文献

が確認されるようになった。例えば、DHS の職員であったマイケル・セクレスト

（Michael Sechrist）は、FCC の海底ケーブル陸揚げ免許審査において、チームテレコム

のメンバーとしてDHSが積極的に関与していると主張した89。また、2007年から2008年

に申請された一部の新規免許の審査において、チームテレコムの関与が原因で審査期間が

2年近くに及んでいた点にも注目した。その約10年後、ジョナサン・ヒルマン（Jonathan 

Hillman）は、審査期間がさらに長期化していることを指摘し、その主な理由がチームテ

レコムによる審査の影響であると述べている90。このように、海底ケーブル陸揚げ免許の

審査においても、通信法に基づく許認可審査と同様に、次第に「チームテレコム」の審査

の存在が認識されるようになった。一方で、チームテレコムの審査の起源や発展、さらに

この審査と国務省の審査との関係については不明確な点が残されている。 

 

（3）3 度の公式化の検討―2000 年の法案、2016 年の規則案、大統領令 13913 号 

1996 年の 1934 年通信法改正やWTO基本電気通信合意などの節目を迎える中、行政機

関による FCC の審査への関与が 1997 年から始まり、新しい問題が浮上したと指摘されて

いた91。外国企業の米国市場への参入以降、2000年、2016年、2020年と 3つの年代にわ

たり、行政機関のFCCの審査への関与のあり方を改革する動きがあった。以下では、これ

らを米国通信事業規制における安全保障上の改革として捉え、既存研究の理解を把握する。 

FCCの法律顧問であったブライアン・トラモント（Bryan Tramont）は、行政機関によ

る FCC 審査への関与を制限する「最も有効性が見込まれる対応策」の１つとして、2000

年通信合併審査法（Telecommunications Merger Review 2000）という通信法の改正法

案を挙げた92。この法案には、買収・合併に伴う FCC の免許移転の審査を改革し、安全保

障官庁の介入を議会が制限する内容が含まれていた93。この法案が提案される背景には、
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行政機関が FCCの免許移転プロセスに介入し、申請者に軽減合意（mitigation agreement）

を課す行動が挙げられる。トラモントは、免許譲渡に外国所有が関わる場合、司法省や

FBI が国家安全保障上の懸念を表明し、FCC の手続きを利用して軽減合意し、申請者に義

務を課していることを指摘した。この軽減合意は、行政機関や FCCが要求したものではな

く、あくまで申請者の「自主的（voluntary）」な誓約書として扱われるため、行政府の行

動が司法審査の対象外となる点を問題視した94。 

2000 年代には、トラモントだけでなく、他の FCC 関係者も許認可における安全保障官

庁の行動に対して問題意識を抱いていた。例えば、FCC 委員であったキャスリーン・アバ

ナシー（Kathleen Abernathy）は、行政機関が締結する軽減合意を FCC が認可の条件と

して扱う状況に疑問を呈し、その問題を指摘する論文を発表した。 彼女は、FCCが行政機

関の軽減合意の内容に干渉できないにもかかわらず、それらの協定を FCC免許の認可条件

として扱わざるを得ない現状を明らかにした。彼女の主張から、FCC は軽減合意を条件と

して認可を行うものの、安全保障に関する専門知識をほとんど持たず、軽減合意の起草や

その遵守監督を行うことができないという問題点が捉えられる95。 

2016 年には、FCC 規則により、「チームテレコム」の公式化を検討する動きがあった。

アリ・フィッツジェラルド（Ari Fitzgerald）は、2016 年の FCC 規則は CFIUS とチーム

テレコムの重複した審査の問題を解決するものではなく、むしろ審査の成文化は、チーム

テレコムの権力を強化させる可能性があると主張した。そしてフィッツジェラルドは

CFIUS と比較しつつ、チームテレコムを官僚ドリフト（Bureaucratic drift）の結果である

と表現し、立法設計を揺るがす可能性を提起した96。官僚ドリフトとは、官僚機関がその

裁量を元に、立法時の議会が想定しない政策をつくり出す事象を意味し97、1980 年代にマ

シュー・マカビンズ（Mathew D. McCubbins）らが論じた概念として知られている98。

CFIUS は、行政機関の安全保障に関する活動を規制し、調整するために、議会が繰り返し

行った努力の成果であるとフィッツジェラルドは表現した。これに対し、チームテレコム

は議会の承認なしに、法令に基づく明示的な権限を持たず、複数の行政機関がその権限の

範囲を組み合わせ、FCC の所管法令の本来の任務と外れた行動をとる懸念があるとする99。 

フィッツジェラルドと同様に、ダフナ・レナン（Daphna Renan）も、チームテレコム

を官僚ドリフトの事象として捉えた。加えて彼女は、チームテレコムは所属する行政機関

に、議会だけでなく司法からの制約を回避する機会をもたらしていると指摘した。他方で

レナンはフィッツジェラルドとは異なり、議会の委任や監視を乗り越え、単独の機関では

対応できない安全保障上の懸念を解決するものとして、チームテレコムを肯定的に論じて
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いる100。また、ユアン・サザーランド（Ewan Sutherland）の 2021 年発表の論文でも、

2016年のチームテレコムの改革に対する言及が見られる。彼は、FCCとNTIAは2016年

にチームテレコムの改革に着手したものの、協議の末に行き詰まり、結果的にCFIUS と重

複する、複雑で長期化するチームテレコムの審査プロセスが維持されたと主張した101。こ

のようにいくつかの既存研究では、2016年のチームテレコムの改革が認識されていた。し

かし、その過程や結果をCFIUS の改革のように分析する文献は確認することができない。 

2020 年の大統領令によるチームテレコムの公式化は、FIRRMA によるCFIUS の改革の

動きと合わせ、既存研究においては対中政策の文脈で取上げられている。例えば、クリス

テン・アイヒェンセール（Kristen E. Eichensehr）とキャシー・ファン（Cathy Hwang）

は、FIRRMAによるCFIUSの改革を扱う論文で、チームテレコムの審査プロセスの改革に

言及した。彼らは 2020 年 4 月の大統領令発表後、同年 9 月、FCC がチームテレコムの審

査プロセスに関する規則を採択したことまでを捉えていた。そして、FCC による近年の申

請拒否および免許取消の多くは、中国企業に対する国家安全保障上の懸念に焦点を当てた

ものと考察している102。 

チームテレコムの公式化後に関連する審査事案として、中国企業の免許取消や、中国が

支配を強める香港に陸揚げする海底ケーブルの申請拒否勧告に関する文献が確認できる。

例えば、ポール・トリオロ（Paul Triolo）は、大統領令の発表後、行政機関が中国電信の

免許取消を FCC に勧告した点に注目し、この行動が超党派議員による書簡や一部の FCC

委員が抱えていた懸念に応えるものだったと考察している。また、トリオロは、中国聯通

についても同様の運命をたどり、数ヶ月以内に免許を失うだろうと予測した。実際には、

中国聯通の免許はパシフィックネットワークスおよびコムネットの免許と共に、2022年に

取消されるに至った103。さらに、渡井はチームテレコム改革を促した議会の動きとして、

上院国土安全保障・政府問題委員会の報告書を挙げている。この報告書は、米国国内で事

業を展開する政府系中国通信企業に対する安全保障上の懸念を表明したものだった104。 

このように、トランプ政権における対中政策の転換を背景として、いくつかの既存研究

は FIRRMA による CFIUS の改革と共に、チームテレコムの公式化にも注目している。し

かし、チームテレコムが大統領令によって公式化に至る過程は、過去の通信事業規制にお

ける安全保障上の改革と同様に、十分な評価がなされていない105。米国の通信事業規制に

関する研究は、1996 年の 1934 年通信法改正106、通信と放送の融合107、競争政策108といっ

た観点から蓄積があるものの、市場開放以降、安全保障の観点が通信事業規制にどう取り

入れられ、その変遷がどう進展したかを十分に論じた研究は、見当たらない。 



 29 

第 2 項：対内直接投資規制―CFIUS の公式制度との関係 

既存研究では、独立規制機関の FCC に安全保障の観点から影響を与える組織として、

CFIUS はチームテレコムとともに取り上げられてきた。これは通信企業の買収・合併事案

では、「免許の移転」も伴うため、同一の事案に対して、この CFIUS とチームテレコムが

同時に別々に安全保障上の審査を行うためである。2010年代の先行研究には、非公式な省

庁間組織であったチームテレコムは、官僚ドリフト（Bureaucratic Drift）の結果として、

また、議会を回避したテクノクラート集団として、CFIUS と対比的に論じるものがあった。

この点を踏まえ、以下では、CFIUS、対内直接投資規制の研究を確認し、チームテレコム

とCFIUSの関係に注目する。その結果、CFIUSの公式制度の変化に合わせたチームテレコ

ムの非公式制度の形成と、その組織的な運用の可能性を指摘することになる。 

CFIUS は財務省が議長となり、国務省、司法省、国防総省、商務省、運輸省、DHS、エ

ネルギー省が所属する公式の省庁間組織であり、1970年代に発表された大統領令で設立さ

れ、その後、議会で採択された法案によって権限が強化されてきた。CFIUS は安全保障上

の観点から外国直接投資の規制を担い、大統領と議会からの監督を受けている。チームテ

レコムが通信分野に特化した組織であるのに対し、CFIUS は分野横断的に米国企業の合

併・買収を安全保障上の観点から審査する組織である。 

CFIUS はジェラルド・フォード（Gerald R. Ford）大統領が発布した大統領令に基づき、

1975 年に設立された。この背景には、1973 年の第一次石油危機以降、OPEC 諸国のオイ

ル・マネーが大量に米国資産に向かい、米国国内で外国からの投資に対する懸念の高まり

があった。その中で、フォード大統領はCFIUS を大統領の諮問機関として設立し、財務省

を議長に指名した。当初、CFIUS は諸外国の対米直接投資等の実情を調査させ、議会に報

告書を提出させるもので、投資規制を目的としたものではなかった109。しかし、ロナル

ド・レーガン（Ronald Reagan）政権下の 1988 年の包括貿易・競争力法の審議過程にお

いて投資規制が検討され、「エクソン・フロリオ（Exon-Florio）条項」が成立した。 

この条項は、CFIUS が国家安全保障に対する脅威について、その信頼できる証拠を見つ

けた場合、外国企業による米国企業の買収を阻止する権限を大統領に与えるものであり、

当初は時限措置であったものの、1991年に恒久化された110。その後、議会は、エクソン・

フロリオ条項を法案により修正し、CFIUSは2度の大きな改革を実現した。1つ目は2007

年成立した FINSA、2 つ目は 2018 年に成立した FIRRMA である。以下では CFIUS の既

存研究を確認し、チームテレコムとの関係を捉える。 
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（1）エクソン・フロリオ（Exon-Florio）条項の恒久化 

秋山憲治は日米貿易摩擦の研究で、CFIUS の審査が不活発であった実態を指摘している。

1988年の「エクソン・フロリオ条項」は、安全保障を損なう恐れのある企業買収を禁止す

るものであり、日本企業の富士通が米国半導体企業の買収を試みたことを契機として生ま

れた。この制定経緯を踏まえながらも、秋山は、「エクソン・フロリオ条項」の制定から

1990 年 7 月までの 2 年間で約 420 件の届出があったものの、買収が大統領によって阻止

されたのは 1 件にしか過ぎないことを指摘した111。他方、その 1 件が「中国」の事案であ

ったことは注目するに値するだろう。具体的には 1990 年 2 月、CFIUS は中国の公共法人、

中国国家航空技術論出入公司（Connecticut Attorneys Title Insurance Company：

CATIC）に対して、1989 年末に買収した米国の飛行機部品メーカーの株式持分を売却す

るように命じた112。 

「エクソン・フロリオ条項」は当初、1990年に失効する時限的なものであったが、ジョ

ージ・H・W・ブッシュ（George H. W. Bush）政権下の 1991 年に「国防生産法延長およ

び修正法」が可決され、恒久化された。セシリア・ワルデック（Cecelia M. Waldeck）は、

この立法過程において議会が「国家安全保障」を意図的に未定義にしており、これは防衛

産業基盤の衰退に対する政策的な解決策であると主張した。そして、このような安全保障

基準の曖昧さは、特に政権交代時に外国投資家に政治情勢を見極める必要性を迫り、不確

実性を生じさせると問題視した。さらに、ワルデックはCFIUS 内部での意見の乖離にも言

及した。具体的には、CFIUS の議長を務める財務省は投資促進という外資規制と相対する

政策にも関心を持っており、一方で国防総省や商務省といった他のメンバー機関間、さら

には国防総省内部でも外国投資に対する見解が異なっていたことを指摘した113。 

村山裕三はCFIUS における「国家安全保障」の定義について、議会と行政機関の間で意

見の対立から未定義になった経緯を捉えた。議会の意向としては、定義に「重要性の高い

商業上および経済的厚生」の領域、すなわち経済安全保障を含めようとした、しかし、行

政機関はこれが自由競争主義に反するとして強硬に反対し、定義が曖昧になった経緯を村

井は論じている114。渡井理佳子は、この投資審査上の「国家安全保障」の概念について、

解釈の変容があったことを捉えた。1990 年代には防衛産業の保護に限定されていたが、

9.11 を契機に国土安全保障が加味されるようになったと渡井は考察した115。 

2000 年代には、FCC の審査で用いられる軽減合意を CFIUS の軽減合意と同一視する文

献が見られた。例えばデヴィッド・ザリング（David T. Zaring）は、CFIUS が外国企業と

締結した軽減合意が、FCC による免許移転の審査において付録（Appendices）として公

表されると理解していた。そして、彼は 1997 年から 2007 年の FCC の「免許移転」の審
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査で締結された軽減合意をCFIUS の審査のものとして分析した。この分析の結果、特に国

有企業や非 OECD 国からの買収者に対して、軽減合意がより厳格な条件を課す傾向がある

ことが明らかになった。この傾向から、CFIUS の審査への議会の意向の反映を考察し、ザ

リングは、議会がCFIUS を通じて外国投資に対する監視体制を強化してきたと主張した。

また、ザリングと同様に、買収や合併に係る FCCの免許移転審査における行政機関の関与

を「CFIUS の審査」と解釈する文献が存在する116。 

以上のように、過去の文献では、FCC の審査に介入する審査主体は、個別の安全保障官

庁による行動、またはCFIUS による行動と解釈が分かれ、その理解は曖昧にされていた。

そして 2007 年の FINSA 成立以降、行政機関による FCC の審査への関与は CFIUS ではな

く、非公式省庁間組織「チームテレコム」の動きとして記述されることになる。 
 
（2）外国投資および国家安全保障法（FINSA） 

2007 年の FINSA の成立によって、CFIUS は組織として法的な根拠が付与され、議会の

関与が強まることとなった。FINSA は、エクソン・フロリオ修正条項における CFIUS の

審査手続きを、広範かつ具体的な規定に置き換えたものと評されている117。また、国家安

全保障の定義には、国土安全保障、重要インフラの概念が追加されることとなった。 

この FINSA の改革の背景としてまず挙げられるのが、ドバイ・ポーツ・ワールド

（Dubai Ports World：DPW）事案と呼ばれるCFIUS の審査事案である。これはアラブ首

長国連邦の企業であるDPWが、2006 年に米国に子会社を持つ英国の港湾会社の買収を試

みた事案だった。この買収は、CFIUS の認可を受けたにもかかわらず、その後議会による

反発を受け、最終的に撤回された。議会の買収反対派の懸念は、9.11 の実行犯の作戦・資

金拠点となったアラブ首長国連邦の DPW が米国の港湾業務を行うことにあった。議会は

CFIUS の審査後にもかかわらず、この取引の阻止を決議し、結果的に買収計画は撤回され

た118 。この事案と同様、政治的な反響を呼び、FINSAの検討につながった事案として、中

国海洋石油集団（China National Offshore Oil Corporation：CNOOC）による米国企業

ユノカル社の買収が挙げられる。この中国の石油会社による投資計画はCFIUS の審査過程

で議会の懸念により、撤回された。これら買収事案は、CFIUS の審査プロセスの不確実性

に関する議会の懸念を呼び起こし、CFIUS の役割と権限を明確にする FINSA の検討につ

ながったと論じられている119 。 

FINSAの成立により、CFIUSは法的な根拠を持つ機関として再編成され、議会への説明

義務が設けられるなど、議会による CFIUS の審査結果への監視が強化された120。渡井は、

FINSAの成立経緯や内容だけでなく、成立後の運用についても評価し、議会によるCFIUS
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への監督の強化を論じている。彼女は、FINSA の施行と同時期に CFIUS に届出された事

案として、中国最大の通信機器企業である華為（Huawei）による米国企業スリーコム

（3Com）の買収計画を取り上げた。3Com は国防総省にもシステムを提供している企業

であり、この買収により中国政府が米国政府のネットワーク防御システムの情報にアクセ

スする可能性があるとして、一部の議員から懸念が示された。その結果、FINSA 施行直後

にこの買収を承認すべきではないとの下院決議が採択され、一部の議員はFINSA自体の改

正を主張する事態となった。渡井は、この事案について、FINSA 成立前の審査であれば軽

減合意の締結によってCFIUS の承認が得られる可能性があったものの、議会の強い懸念の

影響を受けて、最終的に華為技術が買収を断念するに至ったと考察した121。 

既存の通信免許を保有する米国企業の買収・合併事案では、FCC による「免許の移転」

が必要となるため、CFIUS と「チームテレコム」が同時に別々に審査をするものと、既存

研究では記述されている122。両者には共通点があり、例えば CFIUS には国防総省、司法省、

DHS といったチームテレコムの主要メンバーが含まれており123、審査手法として「軽減合

意」を用いる点が挙げられる124。一方で、CFIUS とチームテレコムの相違点も指摘されて

いる。チームテレコムは、企業に対する支配権の移転を伴わない、CFIUS の審査対象外で

あるグリーンフィールド投資（新規投資）の審査が可能であることを指摘する研究が見ら

れる125。また、渡井は、CFIUS の審査が FINSA の規定により最大 90 日以内に結論を出す

必要があるのに対し、チームテレコムの審査期間には規定がなく、時間をかけた審査が可

能である点を指摘している126。さらに、CFIUS の権限が「国家安全保障」に関する脅威に

限定される一方で、チームテレコムは通信法の「公共の利益」という曖昧な基準を活用し、

中国製機器の使用禁止など、外国人所有権との関連性が必ずしも明確でない条件を含む軽

減合意を締結しているとの考察も見られる127。 

以上のように、FINSA による CFIUS の権限強化後、「チームテレコム」に言及する文献

が登場するようになった。既存研究では、CFIUS とチームテレコムの類似性が認識される

一方で、議会の監督以外の点でも両者の違いが指摘されている。 

 
（3）外国投資リスク審査現代化法（FIRRMA） 

FIRRMAは、トランプ政権下で実現した FINSA以来のCFIUS の改革であり、CFIUS の

規制枠組みを大幅に変更し、中国の台頭に対する米国の懸念を反映した法律であると考え

られている128。FIRRMA は、外国企業による米国の機微技術や重要インフラ等への投資、

機微な個人情報の搾取などを防ぐために、CFIUS の審査対象を拡大した。具体的には、

FIRRMA により、新規投資や重要インフラなどを含む非支配的な投資、軍事施設付近の不
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動産への投資も CFIUS の審査対象に含まれることとなった。マディ・バーグ（Maddy 

Berg）は、FIRRMA 改正の背景として、米国企業に対する中国からの投資額増加への懸念

に加え、少額の投資、一部の合弁事業など、これまでCFIUS の審査を回避してきた特定の

投資についても、安全保障の懸念として認識され始めたことを挙げている129。 

そして、FIRRMAの成立過程におけるCFIUSの特徴として「超党派の議員の協力」を挙

げ、その順調な成立の要因を、中国に対する議会と政権、行政機関の一致した選好である

とする研究が見られる。例えば、杉之原真子は、FIRRMA の成立過程における米国国内の

中国への懸念を念頭に置いた合意形成のあり方を論じた。有力な超党派議員の主導により、

FIRRMA は議会の圧倒的な支持を受け、政権からも歓迎されながら成立した過程を論じた。

そして杉原は、議会超党派の提案するCFIUS 改革に対して、政権だけでなく、行政機関か

らも支持が表明されたとし、FIRRMA の成立は極めて順調なものであったと評価した130。

2018 年 8月に、FIRRMAは輸出管理改革法（Export Control Reform Act：ECRA）とと

もに国防権限法に盛り込まれるかたちで成立した131。2020年2月には、その最終規則が施

行され、約2ヶ月後、大統領令13913号の発表により、チームテレコムが公式化された。 

渡井は、FIRRMA による CFIUS の審査の強化から、米国政府の国家安全保障の概念が

「重要技術・データ保護」を重視するものとなったと考察し、チームテレコムの公式化に

も注目した。渡井は、公式化後のチームテレコムによる FCCに対する勧告が、既存免許に

まで及ぶ点を指摘し、チームテレコムの変化として「認可後の監督強化」を指摘した132。

チームテレコムはこれまで、CFIUS との違いとして、CFIUS が審査対象としない新規投資

の審査が可能である点が指摘されてきた133。しかし、FIRRMA により、CFIUS は新規投資

にまで審査対象を広げ、チームテレコムも「認可後の再審査」が可能になった。カリム・

ファルハット（Karim Farhat）は、トランプ政権下でCFIUSとチームテレコムの改革がな

されたものの、2 つの機関は依然として驚くほどの規制の重複を含んでいると指摘した。

そして、チームテレコムの公式化後も両機関が統合されなかったことについては、制度

的・構造的な惰性であると主張した134。他方で、ラクラン・ロブ（Lachlan Robb）らの研

究は、前述のレナンの文献を先行研究の1つとして参照しながら、「規制の重複」について

は、場合によっては制度運用上の有用性があり、一律に非効率であるとはみなせない可能

性を主張している135。以上のように、既存研究では、FIRRMAによるCFIUSの改革と並行

して進められたチームテレコムの大統領令による公式化が取り上げられている。一方で、

CFIUS とチームテレコムという 2 つの組織間の審査プロセスや役割分担が明文化されたに

もかかわらず、両者の関係についての評価は依然として不十分である。 
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第 3 項：新制度論―公式制度と非公式制度の関係  

前述の先行研究では、市場の変化や国際情勢の緊迫化といったグローバルなガバナンス

の観点から、米国の通信規制の変化が論じられてきた。一方で、本研究はこれらの対外的

な環境に対応する動きに加えて、米国国内の制度のあり方が自律的に変化している点に注

目し、分析の方法論を検討する。例えば、行政統制理論は行政機関の行動が議会や上位機

関の監視を受けていることを前提とし、その監視の仕組みや実効性を測ることに重点を置

く特徴がある。この点に鑑みると、非公式な存在であるチームテレコムの起源や発展が十

分に解明されていない現状では、チームテレコムの監視機構の曖昧さが行政統制理論によ

る分析を困難にする要因となり得ると考えられる。 

一方、新制度論では、制度的枠組みや慣習が行動を規定する視点を持つため、明確な統

制主体が存在しない場合でも、その慣行や制度の枠組みが組織間の関係性に与える影響を

探ることが可能である。行政統制理論に対して新制度論は、議会や官僚制などの政治制度

が自律的に活動し、社会集団の政策選好に影響を与える可能性を重視すると評価されてい

る136。これを踏まえ、次項では新制度論の研究を確認し、制度の観点からチームテレコム

に関わる利害関係者を特定し、その非公式な審査の形成過程を捉えることを検討する。 

新制度論は、制度がどのように社会行動や経済活動、政策決定に影響を与えるかを研究

する理論である。従来の制度論が各国の憲法や法律に裏付けられた公式制度を対象とした

のに対し、新制度論では非公式の慣習や文化的規範を含めて射程にする。また、制度論で

は制度を人々の行動に制約を課すものとして、静的に捉えるのに対し、新制度論では制度

は人々の信念や文化と相互に影響し合いながら維持・変化するものと捉え、制度の自律性

に注目する特徴がある。以下ではまず、新制度論の理論的系譜となる主な議論を参照し、

その後、新制度論の 3 つの代表的な理論枠組みの特徴を捉えた上で、新制度論における非

公式制度の研究を確認する。 

 

（1）制度に対する捉え方―非公式制度と公式制度の扱い 

本研究で必要な範囲において、既存研究における制度に関する捉え方を確認する。本研

究の題材とするチームテレコムの分析は、公式制度と非公式制度を射程にした国家が執行

する国内制度の分析である。この点を踏まえ、国家が執行する公式制度と社会に根付いた

非公式制度の両方を分析対象に含め、それらが経済や社会行動にどのような影響を与える

かを探求した青木昌彦、アブナー・グライフ（Avner Greif）、ノースの研究を参照する。

ノースらの新制度学派のアプローチを踏まえ、青木は比較制度分析、グライフは比較歴史
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分析という分野を切り拓いたとして知られる137。表 3 はこれら 3 人の代表的な研究上での

制度の捉え方について、その特徴を整理したものである。 

              

表 3 制度に対する捉え方の特徴 

出典：Aoki (2001) 138、Greif  (2006)139 、North (1990)140を参考に筆者作成。 

         注：網掛けは制度の公式/非公式の区別の基準を表す。 

 

表 3 のように、非公式制度と公式制度を明確に区別したものは、ノースの研究であり、

非公式制度の公式化を研究対象とする本研究において、最も注目すべき研究であると考え

られる。まず、青木は制度を「ゲームの均衡」、「共有された予想」としての均衡ととらえ、

制度に慣習を含めて論じたものの、非公式制度と公式制度を明確には区別していない141。

グライフは青木と同様に制度を「ゲームの均衡」として捉えながら、ゲーム理論と経済史

を統合し、制度を分析する手法を用いた。ノースの研究が国家による所有権保護を題材に

し、実質的に公法上の制度に限定して論じたと評価されているのに対し、グライフはゲー

ム理論の応用により、私法上の制度も含め、より広い範囲で制度を論じた特徴がある142。

一方、グライフも青木と同様に、非公式制度と公式制度の区別を明確にしていない。 

ノースは、制度を「ゲームのルール」に例え、ゲームにおけるプレイヤーたちの戦略集

合（選択肢の集合）に対する制約とみなし、公式と非公式の双方を含めた意味で定義した。

ノースはその際、制度と組織を厳格に分け、組織を「合目的な活動に従事する個人の集合」

と定義し、制度発展は 2 つの相互作用によって導かれると考えた143。この考え方をノース

が用いたのは、合理的選択による制度形成を肯定しつつ、合理的選択にはよらない制度変

化の存在を説明することに関心を持ったためだった。自己の効用を最大化する合理的な選

択を前提とした「効率的な制度」の形成を研究する経済学者の中で、ノースは合理的な選

択のみでは説明できない「非効率な制度」の存在に注目した144。 

青木 グライフ ノース

捉え方 ゲームの均衡 ゲームの均衡 ゲームのルール

定義

「人々のあいだで共通に

了解されているような、社会

ゲームが継続的にプレイ

される仕方のこと」

「行動に一定の規則性を

与えるさまざまな社会的要因

が形成するシステム」

「社会におけるゲームの

ルールであり、人間の相互

作用を形づくる、人間が考

案した制約」

公式/非公式の区別 形式は関係ない 形式は関係ない 文書化を基準

分析手法 ゲーム理論 ゲーム理論/経済史 経済史
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また、ノースは制度を均衡で求められる機能を果たさずとも存在する「ゲームのルール」

として捉え、必ずしも均衡を求めない「非効率な制度」を研究対象とした145。これは、青

木やグライフが市場の均衡で求められる機能を果たすがゆえに存在する「ゲームの均衡」

として制度を捉える立場をとっていたことと対照的である146。加えて、上述の通り制度と

組織を厳格に区別した点もノースの研究の特徴である。これも青木やグライフとは異なる

点であり147、例えばグライフは組織を制度ととらえるか否かは分析する論点に依存すると

し、組織は制度の要素でもあり、また制度自身でもあるという立場をとっていた148。 

ノースは制度の発展史を探究し、制度と組織の相互作用によって生まれる「経路依存性

（path dependency)」が制度変化に大きく影響することを論じた。彼の研究は、経路依存

性を「置き換えられようとしている制度的枠組みに対応して進化した組織が、粘り強い生

存能力を持ち、起こっている制度改革を『妨害』しようとすること」と表現する149。つま

り、ある組織が、その制度や組織自体を変化させないことが効率性の観点から損失である

にもかかわらず、自らの制度の変化に対して顕著に抵抗する行動を取り、さらに変化を回

避するために新たな制度や、その担い手である別の組織を作り出す現象を指している。こ

の現象が、過去への執着に基づく「制度と組織の相互作用」によって生じる「経路依存性」

の性質であると述べた150。制度および組織の漸進的な生成発展を辿り、制度と組織の相互

作用に注目することで、経路依存性の発現を捉え、現在の制度が必ずしも合理的選択のみ

に基づいて存在しているわけではないことを説明している151。 

ノースは合理的選択による「効率的な制度」の形成を探求する考え方を肯定しつつ、そ

れだけでは説明できない「非効率な制度」の存在に注目し、結果として生み出された制度

枠組みを、「効率的な制度」の収斂のみならず、「非効率な制度」の存在から導かれる変化

の複合体として論じた152。 

このような経済学における議論は、政治学にも広がり、政治学と経済学が重複する一領

域、新しい政治経済学（New Political Economy）ないし、新制度論につながったと評価

がなされている153。以下では、新制度論に関する研究の現状を概観し、チームテレコムの

事象を分析するための方法論を確認する。 
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（2）新制度論の代表的な 3 つの理論枠組み 

新制度論では一般的に、①合理的選択制度論、②歴史的制度論、③社会学的制度論の 3

つの理論枠組みが主流である154。表 4はこの 3つの理論枠組みの特徴を表す。 

 

           表 4 新制度論の 3つの理論枠組みの概観 

     出典：Schmidt (2008: 94 Table1) 155と岩崎 (2012: 135 表 1) 156 を参考に作成。 
         注：網掛けは本文中で言及する理論枠組みの違いを表す。 

 

表 4 の網掛けの「インセンティブ」の行は、①合理的選択制度論と②歴史的制度論の差

異、「組織と制度の区別」の行は、②歴史的制度論と③社会学的制度論の差異がそれぞれ

存在することを示している。これらの違いを踏まえ、本研究が対象とする事例の性質に鑑

み、第 4節で②歴史的制度論を選択することになる。 

まず、①合理的選択制度論と②歴史的制度論の違いを述べる。どちらも組織と制度を区

別するが、大きな違いはインセンティブの捉え方にある。合理的選択制度論においては、

アクターのインセンティブを外生的に捉えるのに対し、歴史的制度論においては、アクタ

ーのインセンティブを内生的に捉えるという違いがある。合理的選択制度論がインセンテ

ィブを所与のものにするのに対し、歴史的制度論はインセンティブの形成自体を分析対象

とし、なぜ当該アクターは特定のインセンティブを有するに至ったのか、その要因を論じ

るものとされている157。このインセンティブの捉え方の違いに鑑みると、合理的選択制度

論は短期的な制度変化、歴史的制度論は、アクターのインセンティブが時代によって変化

しうる長期的な制度変化を扱う場合に有用と理解できる158。また、歴史的制度論は、必ず

しも行動決定の合理性を説明できないケースにも適用が可能である。加えて、同一の制度

が、歴史的文脈により異なる結果を生み出すような制度形成のあり方を論じる際にも、有

①合理的選択制度論 ②歴史的制度論 ③社会学的制度論

説明の対象
合理的行動や

利益

歴史的ルールや

その一定性

文化的規範や

フレーム

説明の論理 計算 経路依存性 適切さ

分析例

プリンシパル・

エージェント理論；

ゲーム理論

過程追跡；

資本主義の多様性論

構成主義；

規範；文化分析

インセンティブ 外生的 内生的 内生的

組織と制度の区別 区別する 区別する 区別しない
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益な視点を提供するとされている159。 

次に②歴史的制度論と③社会学的制度論を比較する。どちらもアクターのインセンティ

ブを内生的に捉えるが、「組織と制度の区別」をするか否かという違いがある。歴史的制

度論では組織と制度を区別するが、社会学的制度論では組織と制度を区別しない点に特徴

がある。 

以上のように 3 つの理論枠組みを概観すれば、②歴史的制度論には、アクターのインセ

ンティブを内生的なものとして、制度と組織を区別し、制度と組織の相互作用を捉える特

徴があると理解できる160。これに鑑みると、分析対象の事例が長期間の制度変化であり、

またその制度を用いる組織のあり方が変化する場合、②歴史的制度論のアプローチを用い

ることが適切であると考えられる。 

②歴史的制度論では、ノースの重視する「経路依存性（path dependency)」を説明の論

理として用いる。過去の制度形成の過程において、制度にどのような重大な転換点、決定

的転機（critical juncture）が偶発的にもたらされたか、それが現在の制度選択にどのよう

な影響を及ぼしたか、なぜ制度が時間とともにより安定的に維持される「自己強化」に至

るのかといった論点を中心に分析がなされてきた161。他方で、決定的転機の特定が命題に

なり、突如として大規模に制度変化を生じさせる外生的要因の影響を重視し過ぎるという

批判もあった162。例えば、経路依存性に依拠した歴史的制度論は、「歴史を重視せよ」とい

う言明以上のものでないという主張も見られる163。このような指摘に対し、歴史的制度論

の近年の研究では、制度変化の内的要因を捉え、制度がなぜ変化するのか、既存の制度が

崩壊し、徐々に新しい構成に再構築される脱制度化についても漸進的な制度変化と位置付

け分析する試みがある164。 

例えばその試みとして、歴史的制度論者のセーレンらの漸進的制度変化の理論モデルが

挙げられる。セーレンは 2005 年のヴォルフガング・シュトレーク（Wolfgang Streeck）

との研究を踏まえ165、2009年にマホーニーと共に、漸進的制度変化モデルを発表した166。

このシュトレーク、セーレン、マホーニーらのモデルは、「制度変化の 4 類型」のみなら

ず、その変化に出現しやすいアクターを「制度改革者の 4 類型」として提示し、この 2 つ

を組み合わせる理論モデルである167。歴史的制度論が急進的な制度変化をもたらす外的要

因を重視しているという批判に対し、見落としがちな内生的要因に基づく漸進的な制度変

化を捉える試みであった。この理論の発表前、セーレンは、必ずしも自己強化に至らない

「制度の維持」だけでなく、その後の制度の自壊や再編成といった「制度の変化」を説明

する必要性を主張していた168。そして彼女は、ノースの後期の研究を評価した上で、制度
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の「促進」という自己強化のメカニズムだけでなく、制度枠組み内の政治闘争がもたらす

「歪み」に注目した。なぜ、ある制度が自らの「破壊の種（seeds of destruction）」を含

んでいるように見えるのか、その分析のため、制度変化の内生的要因に注目した169。 

セーレンらの理論は、その発表後、多くの研究で参照された一方、分析力に乏しいとい

う指摘がなされ、モデルの精緻化に向けた議論が研究者の関心になった170。この漸進的制

度変化モデルは、公式制度と非公式制度の双方への適用が想定されるものの、非公式制度

の分析で用いた研究例は限定的である171。実際、歴史的制度論を用いた研究の中には、公

式制度に限定して論じる方針をとるものもある。例えば、セーレンらと同じく代表的な歴

史的制度論者であるポール・ピアソン（Paul Pierson）は、制度変化に関する問題を取り

上げた際、制度の定義を「成文化した政治争議のルール」として定義し、公式な政治制度

に限定して論じる立場を強調した。彼が公式制度に限定した理由は、すべての種類の「制

度」を包含しようと試みる議論は過剰な一般化を招くおそれがあり、公式制度に関する研

究の多くの特徴を必然的に曖昧にするため、というものであった172。 

そのような中、「非公式制度の公式化」の検討過程を異なる時代で比較する研究が見ら

れるようになる。2018 年に発表されたアヤ・チャカー（Aya S. Chacar）らの研究である。

チャカーらは米国プロ野球の慣行を題材に、1876 年と 1976 年の異なる年代で、球団オー

ナーと選手の関係における、雇用に係る慣行の規則策定に係る交渉過程を比較した。入手

可能なデジタル化された文献資料をもとに、交渉過程で争点となった事項毎に表として一

覧化し、交渉前後でのルールの変化を示した。このような手法でチャカーらの研究は非公

式な慣行と新しい規定を比較し、公式化前後の差分を考慮した。その結果、選手間の連帯

と集団行動という「組織」の成熟度が選手側に有利な条件での規則策定を導いたことを捉

えた。彼女たちの研究は組織と制度を区別する歴史的制度論を用いて、制度を用いる組織

のあり方が「非公式制度の公式化」の結果に与える影響を指摘した。しかし、この論文の

主眼は非公式制度と公式制度の変化の順序であり、非公式制度が公式化に至るメカニズム

は射程外だった173。 

以上のように、歴史的制度論においては、外生的要因を重視するのみならず、アクター

の行動論理など内生的要因に留意した理論モデルや事例研究が確認できた。一方、歴史的

制度論を用いて、非公式制度を扱う研究は公式制度の分析に比べて事例研究は乏しく、

「非公式制度の公式化」について、分析の方法論は十分に確立されているとは言えない。 
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（3）非公式制度の起源、発展、公式化 

非公式制度と公式制度の関係は、3 つの新制度論の理論枠組みにおいて、共通のテーマ

として扱われる。ノースの定義や議論を用いて、彼の主張をさらに精緻化する、または事

例研究を通じて確認し、裏付ける研究が見られてきた。以下では非公式制度の起源、そし

て発展、最後に公式化の 3つに分け、既存研究の状況を整理し、課題を抽出する。 

 

非公式制度の起源―自発的非公式制度と反応的非公式制度 

ギレルモ・オドネル（Guillermo O’Donnell）は、民主化に関する研究において、これ

まで過小評価されていた非公式な社会規範の重要性を強調した。オドネルは、多くの新し

い民主主義国家は、制度化が行われていないのではなく、むしろ代替的な慣行という非公

式な制度化を経験していると論じた174。ダニエル・ブリンクス（Daniel M. Brinks）は、

制度の欠如という状況、一見、アノミーや無法地帯と考えられる状況も、実際は多くの場

合、ルールがないのではなく、非公式制度のような本来のルールとは「異なるルール」が

存在すると主張した175。このような公式制度の基盤としての非公式制度の存在に加え、公

式制度が欠如している状況においても存続する非公式制度についても議論が見られる176。 

グレッチェン・ヘルムケ（Gretchen Helmke）とスティーブン・レヴィツキー（Steven 

Levitsky）は、非公式制度の起源を 2 つに分類した。公式制度とは無関係に生まれる①自

発的（spontaneous）非公式制度、公式制度の構造に内生する②反応的（reactive）非公

式制度である177。①自発的非公式制度は、公式制度が存在していない世界で生まれた伝統

的な制度を想定する。地域が孤立していたため、外界では公式制度の進歩が見られたとし

ても、その地域では非公式の慣習の耐久性が長期にわたって持続するといった事例が確認

されている178。一方で②反応的非公式制度は、関連する公式制度に期待される結果を達成

するため、公式制度の補完として、動機を持つアクターによって創造されることが想定さ

れており、そのことから、公式制度の変更の影響を受けやすいものと考察された179。 

ウラジミール・ゲルマン（Vladimir Gelman）の研究は、ロシアにおける非公式制度の

形成過程を題材に、②反応的非公式制度の起源を精緻化したものと解釈できる。彼は、非

公式制度がいつ生まれるかについて、②-1 公式制度が生まれた時点で曖昧な文言をいれて

意図的につくることもあれば、②-2 公式制度の成立後にその抜け穴を補完するため意図せ

ずして非公式制度が現れることを体系的に整理した180。つまり非公式制度は、公式制度の

成立以前、成立時、また成立後のいずれのタイミングでも現れうること、そして、その起

源や公式制度との関係により、どのように発展するかが異なる可能性が理解できる。 
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非公式制度の発展―補完、代替、対立関係 

公式制度が存在する世界において、非公式制度の発展段階やその役割は、主に公式制度

との相互作用とともに論じられてきた181。ノースは、非公式の制度変化の最も明白な原因

は「公式制度の変化」にあると主張した。一方で、非公式の制度変化の要因として、公式

制度の変化に限らず、それまでその非公式制度を支えてきた「現状条件の変化」も同時に

挙げている。彼は非公式制度と公式制度の関係を、補完関係にありながら「緊張関係」で

もあると表現する。ノースは非公式制度が公式制度を補完するだけでなく、既存の非公式

制度と矛盾するような、公式制度の根本的な変化が起きるとき、2 つの制度間には解決で

きない「緊張」が生まれると指摘し、それは長期的な制度の不安定さに結びつくとノース

は予想した182。 

ハンス・ヨアヒム・ラウス（Hans-Joachim Lauth）は、対象を民主主義国家に限定し、

公式制度と非公式制度の関係を 3 つに分類した。①相互に補強・支援し合う補完型

（complementary）、②機能的に同等という意味での代替型（substitutive）、そしてこの2

つの体系が相容れない場合の③対立型（conflicting）である183。 

ラウスの分類論をもとに、ヘルムケとレヴィツキーは、公式制度との関係によって非公

式制度の位置付けを 4 つに分類した。ラウスの分類の①補完型と②代替型はそのままに、

ラウスの③対立型（conflicting）を既存の公式制度がある事象に対して機能しているか否

かで、競合型（competing）と許容型（accommodating）の 2 つに分けた184。この類型は

多くの研究で引用され、米国から中国、ロシアの制度まで、異なる政治体制における制度

の分析、それらを比較する分析で用いられてきた185。表 5 はヘルムケとレヴィツキーが発

表した「公式制度に対する非公式制度の位置付け」の 4類型を表す。 
 
表 5 「公式制度に対する非公式制度の位置付け」の 4類型     

 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Helmke, G., & Levitsky, S. (2003: 12 Figure 1)186とHelmke, G., & Levitsky, S. (2004: 728  

   Figure 1)187を参考に作成。網掛けは本文で言及する「許容型」の非公式制度を表す。 
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対立的
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（accommodating）

競合
（competing）

公式制度に対する非公式制度の位置付け
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表 5 のように、ヘルムケとレヴィツキーは「公式制度の目的との関係」と「公式制度で

の対応」の 2 軸で非公式制度の位置付けを 4 つに類型化した。4 類型の中で特徴的である

のは、許容型の非公式制度である。これは公式制度が機能する中、公式制度の本来の目標

とは異なる結果をもたらすものの、公式制度が目を瞑り、許容するような非公式制度であ

る。表立っては対立しないが、確実に公式制度と相容れない目標を持つ非公式制度の類型

である188。 

他方、ケリー・ツァイ（Kellee Tsai）は、中国の制度の事例から、適応型（adaptive）

の非公式制度という分類を新たに提示したことで知られる。この適応型の非公式制度は、

ヘルムケとレヴィツキーの示した許容型の非公式制度が持つ潜在性に注目したものと言え

る。彼女は、中国の共産主義政権下で、集団部門（the collective sector）を優遇する公式

制度の変更がもたらした制約効果が、民間企業の出現を可能にする適応的な非公式慣行の

発展につながったと論じた。ツァイは、非公式制度は原初的なものであるという概念から

離れ、非公式制度は公式制度に対する反応として発展し、形づくられ得るものと捉えた。

中国におけるある種の適応的な非公式制度の出現と発展を、公式制度との関係の中で生ま

れた「創造的な対応」の結果と考察し、非公式制度は、時に両立しがたい公式制度の要求

までをも調整し得るものと論じている189。 

ジュリア・アザリ（Julia R. Azari）とジェニファー・スミス（Jennifer K. Smith）の米

国の制度を事例にした研究も、ツァイの適応型のような、非公式制度の調整的機能を肯定

した。そして彼らの研究は、1 つの非公式制度が、補完、対立といった 1 つの性質だけで

なく、複数の性質を同時に備える場合があることを指摘した190。 

このような類型化によって、これまで非公式制度と公式制度の関係は論じられてきた。

従来の議論をまとめれば、非公式制度の役割はラウスの主張する①補完、②代替、③対立

を基本として、③の対立関係の類型が精緻化され、ヘルムケとレヴィツキーが主張した許

容型や競合型、またツァイが主張した適応型の非公式制度が提示された。これらの類型は、

公式制度の本来の目的からは想定されない事項を執行する非公式制度の機能と言える191。

また、2004年に発表されたヘルムケとレヴィツキーの非公式制度の4類型では、非公式制

度は公式制度に対して何らかの反応をするもの、できるものという想定がなされている192。

つまり、既存の公式制度が機能しない・機能を有さない「公式制度の限界」は考慮しなが

らも、非公式制度が機能しない・機能を有さない「非公式制度の限界」は考慮されていな

い。ノースは公式制度に限界がある状況では、非公式制度に頼ることが唯一の選択肢とな

る可能性があり、公式制度は非公式制度に依存する傾向があることを捉えた193。一方で、
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非公式制度は常に公式制度の無理な要求に応えられる存在ではないということは、十分に

想定されてこなかったと考えられる194。 

実際、2020 年代に入り、「非公式制度の限界」は概念化が提唱され始めた。2020 年の

ジャスティン・ウェブ（Justin Webb）らの研究は、「非公式制度の限界」の概念化を試み

た。従来の研究では、非公式制度の「公式制度の空白（void）」を埋める役割を強調され

てきたことに対し195、「非公式制度の空白（void）」という概念を提示した。そしてこの 2

つの空白、「公式制度の限界」と「非公式制度の限界」が重複する可能性を論じた196。 

そして 2022 年には、ルイス・アルフォンソ・ダウ（Luis Alfonso Dau）らの研究で

「非公式制度の限界」を考慮し、2004年に発表されたヘルムケとレヴィツキーの4類型を

修正する動きも見られた197。この研究は、事例研究の蓄積が十分でない中で、「非公式制度

の限界」という概念を既存モデルに組み込もうとする試みと評価できる。また、「非公式

制度の限界」を考慮すれば、従来の「公式制度に対する非公式制度の位置付け」の表を裏

返し、「非公式制度に対する公式制度の位置付け」を考察できることが示唆される198。 

 

非公式制度の公式化―非公式制度と公式制度の「対立関係」の構図 

「非公式制度の公式化」は、観察された事例の蓄積も不足しており、理論も未成熟であ

る。一方で、ノースの時代から考察された事例に基づき、既存研究では、「非公式制度の

公式化」は既存の公式制度との対立関係で生じるという主張が見られた。 

ノースは、公式制度はその根底にある非公式制度の現れであり、その発展形であると論

じた。公式制度は、非公式制度を修正、変更、あるいは代替するために制定されうるとす

る。そして、「ときどき（しかし必ずしも常にではないが）」現存する非公式制度を新しい

公式制度によって置換することが可能であるとした。その成功例として、1974年に制定さ

れた米国下院の「小委員会の権利章典」を挙げた。これは下院において、各小委員会が持

つ権利と権限を定めた一連の規定であり、従来の非公式な委員会構造を覆したものだった。

ノースは、このような構造変化の要因として、立法に対する権力の低下と、共和党政権下

における異なるアジェンダを持つ民主党議員の急増が挙げている199。 

ラウスもノースと同様に、非公式制度と公式制度が対立関係にある場合、公式制度と非

公式制度は互いに置換され得ると主張した。これに加え、ラウスは置換に至らないとして

も、その働き方の点で、非公式制度は公式制度と内部で相互結合を起こし、公式制度の機

能論理を妨害する可能性を指摘した。そのような非公式制度は、自らは公表を避けつつ

（shy away from publicity）、公式制度を自分の利益のために利用しながらも公式制度の
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犠牲の上に生きる、「寄生的な制度（parasitic institutions）」であると表現する200。 

ゲルマンはラウスの主張に賛同し、非公式制度は公式制度に寄生する細菌（bacillus）

に過ぎないと論じた。そして公式制度に依存した寄生的な制度から、公式制度の機能を妨

害する「破壊的な制度（subversive institutions）」になる非公式制度の存在を捉えた201。

ゲルマンの意味する「破壊的な制度」とは、公式制度の内部で相互結合し、いずれは公式

制度を転覆させるような非公式制度である。彼はロシアの政治体制を事例に、公式制度の

抜けや曖昧さは、非公式制度が優勢になりやすい環境を形成するとした。そのような非公

式制度は既存の公式制度の現状維持に役立つ限り維持され、あるいは偏った一連の公式制

度に変化していくと主張する。ロシアの非公式制度を事例に、民主主義と法の支配という

公式制度の表面下で、その中核は内部から非公式制度によって破壊され、あるいはまった

く異なる「ゲームのルール」に変容することを論じた。その例として、ソ連後期には下級

官僚によるアカウンタビリティが弱まり、公式制度が徐々に衰退し、非公式制度に置換さ

れた事例を挙げた202。ゲルマンは、非公式制度が依存する公式制度とのパワーバランス次

第で、非公式制度が公式制度を転覆することを指摘し、ラウスの非公式制度と公式制度の

「対立関係」をより精緻化させ、ノースにない主張を展開した203。つまり、「非公式制度の

公式化」は公式制度のアクターだけでなく、非公式制度のアクターに主導されるかたちで

も起こりうるということである204。 

非公式制度の 4 類型を提唱したヘルムケとレヴィツキーも、同じく対立関係の文脈で

「非公式制度の公式化」が起こると考察した。ラテンアメリカの先住民法の成文化事例や、

大統領の非公式な権力濫用を制限するためのアルゼンチンの憲法改正を挙げ、国家が公式

制度と「競合」する、あるいは公式制度の下にあると考えられる非公式制度の法制化を選

択する場合があると考察した。公式化に関連する要因としては、公式制度を執行する国家

の能力、非公式制度の国内および国際的な正当性を挙げたものの、この考察は今後の課題

としての位置付けだった205。 

実際、ヘルムケとレヴィツキーが例示したアルゼンチンの憲法改正は、「非公式制度の

公式化」の意味合いを十分に解明できてはいない。1990年代、カルロス・メネム（Carlos 

Menem）大統領による憲法外の権限の行使を規制するため、野党と大統領は憲法改正の

プロジェクトを発足させ、憲法に規定を盛り込む改正を行った。一見すると、この「非公

式制度の公式化」は、大統領の非公式な権限行使を弱める憲法改正とも思われる。しかし、

この公式化の事例について、デリア・フェレイラ・ルビオ（Delia Ferreira Rubio）とマッ

テオ・ゴレッティ（Matteo Goretti）は、明文化前と明文化後で実態はほとんど変わらな
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いという主張を展開した。また彼らは、明文化により、むしろ大統領の権限が強化された

とする学説の存在を指摘した。そして彼らは、明文化された新たな規定によって採用され

る慣行を観察することでより明確な答えが得られるとして、その制度変更の意義や結果を

考察するには、公式化後の状況までを長期的に捉える必要性を主張した206。 

ルビオらの考察からは、非公式制度が公式化され、その公式制度からさらに新たな非公

式制度が生まれるという考えが示唆される。一方、ラフトの研究では、非公式制度が公式

制度の背後に隠れ続け、非公式制度であり続けることに固執する性質も指摘されている207。

この既存研究に鑑みると、非公式制度はいずれ公式制度になるものであるとは単純化でき

ず、なぜ非公式制度が公式制度に至るのかについて、未だ十分に解明されていない。 

 

第 3節：先行研究との関係と本論文の特徴  
既存研究では、通信分野における安全保障上の観点からの許認可は、FCC ではなく行政

機関が担うものと理解されてきた。そして、チームテレコムがFCCに助言するという非公

式なプロセスは、CFIUS の動きとともに研究上で取り上げられるようになった。本節では、

第 2節の先行研究のレビューを踏まえ、本研究の新規性と独自性を整理する。 

本研究の新規性は、米国の通信事業規制の変遷を論じる研究の中でも、安全保障上の改

革を通時的に扱う点にある。米国の通信事業規制と安全保障の関係は、海軍が議会を説得

し、外資規制の規定を通信法に盛り込んだことを端に発していた。そして、結果的に議会

に拒否されるものの、海軍および行政機関が通信事業規制を管理する法案が議会に提出さ

れたという過去もある。その後、独立規制機関であるFCCに通信事業の規制権限が委ねら

れることになるものの、歴史的経緯を紐解けば、通信事業規制は安全保障との関係性が深

い業規制領域であることがわかる。しかしながら、1934 年通信法の成立以降、FCC の規

制のあり方については、競争政策の観点からの研究が中心であり、FCC の許認可における

安全保障上の観点からの行政機関の関与は、断片的に論じられるに過ぎなかった。つまり、

世界的な市場開放の流れと規制緩和の中で、行政機関とFCCの関係、米国通信事業規制に

おける安全保障に関する論点は、過去の研究上で看過されてきた可能性が高い。実際、

2000年代、2010年代にも、行政機関によるFCCの審査への関与を改革しようとする動き

がありつつも、各々の改革を真正面から捉えた研究は確認できない。これに対し、本研究

では、2020 年のチームテレコムの公式化を含め、3 つの年代で通信事業規制の安全保障上

の改革の過程を扱い、米国の通信事業規制の長期的な政策過程の変遷を捉える。 

本研究の独自性は、米国内の行政組織間の関係に注目し、その構造と役割を分析する点
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にある。外国から米国内への投資や外国企業の市場参入を審査するCFIUS およびチームテ

レコムについては、これまで主に国際関係の文脈で論じられてきた。例えば、FIRRMA に

よるCFIUS 改革や大統領令によるチームテレコムの公式化を、米中対立の枠組みで論じら

れる文献が確認できる。一方で、2020 年のチームテレコム公式化以降も、CFIUS とチー

ムテレコムという行政組織間の関係は曖昧なままであり、通信事業規制に関わる各アクタ

ーがどのように規制制度を形成しているのかについては、既存研究では十分に論じられて

いない。また、FCC の許認可プロセスにおいて、チームテレコムがどのように生まれ、発

展してきたのかについても解明が進んでいない。トランプ政権下の対中政策の転換を背景

とする通信事業規制の変化を正確に把握するためには、トランプ政権以前に遡り、各時代

の国際情勢を踏まえつつ、FCC、CFIUS、チームテレコムといった各組織の歴史を体系的

に考察する必要があると考えられる。 

そこで、本研究は、従来の研究と異なり、対外的な変化に目をむけつつ、実態として、

米国国内の通信規制のあり方がどのように変化したのか、国内のガバナンスに注目して分

析を進める。既存研究で曖昧に理解されてきた、通信事業規制に関わる行政府内のアクタ

ーの関係の変化を実証的に捉える。FCC、CFIUS、チームテレコムに焦点を当て、この米

国の行政組織 3 者の関係の変化を通時的に捉えるアプローチを採用する。加えて、議会の

審議記録のみならず、FCC による審査記録という実際の行政行為の結果を分析データとし

て用いることで、通信事業規制の枠組みをより厳格に捉える。これら手法により、米国の

通信事業規制の変遷、現状の枠組みに対し、既存研究で明らかにされなかった新たな洞察

を提供する。 

 

第 4節：分析方法 
（1）先行研究からの考察 

先行研究において、1997 年の審査以来、FCC の審査に対する行政機関の関与が常態的

に確認されるようになった208。また、FCC への行政機関の関与を「チームテレコム」とし

てではなく、安全保障関連機関の個別の取組みや「CFIUS」の審査に類似するものと解釈

する文献も複数存在した209。2007 年には、CFIUS が FINSA の制定により法的枠組みを強

化し、議会の関与を拡大する改革が行われた。その後、文献上では「チームテレコム」の

名称が増え、免許移転だけでなく新規免許の審査も記述されるようになり、CFIUS との類

似性が指摘されるようになった。2018年にはFIRRMAの成立により、CFIUSはFINSA以

来の改革を経験し、2020 年 2 月にはその最終規則が施行された。これに続き、2020 年 4
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月にはチームテレコムが公式化され、認可後の再審査まで対象を拡大した。以上に鑑みる

と、チームテレコムは議会の統制を回避し、CFIUS の改革に沿って発展した可能性がある。 

2020 年の大統領令発表以前から、FCC の許認可における行政機関の非公式な関与を公

式化しようとする動きが存在していた。非公式制度には、公式化に抵抗し、既存の公式制

度の機能を非公式のまま妨害するほどの力があることが既存研究で指摘されている210。実

際、議会やFCCという公式制度側の主体が主導した2000年法案や2016年のFCC規則に

よる検討は、いずれも実現に至らなかった。これらの動きは「公式制度に対する非公式制

度の位置付け」の視点から公式化が検討されたものと捉えることができる。 

一方、2020年の大統領令を通じた公式化の検討は、チームテレコムという非公式制度の

主体が主導したものであり、従来のような「公式制度に対する非公式制度の位置付け」で

はなく、非公式制度の視点から公式化のインセンティブを考察する必要があると考えられ

る。この視点の転換をもとに、表 6 はヘルムケとレヴィツキーの「公式制度に対する非公

式制度の位置付け」の4類型を裏返し、「非公式制度に対する公式制度の位置付け」として

整理したものである。 

 

表 6 「非公式制度に対する公式制度の位置付け」の 4類型 

 

 

 

 

 

 

 
出典：Helmke, G., & Levitsky, S. (2003: 12 Figure 1)211とHelmke, G., & Levitsky, S. (2004: 728  

   Figure 1)212を参考に作成。網掛けは本文で言及する「補完型」の公式制度を表す。 

 

表 6 は、既存研究で十分に議論されてこなかった「非公式制度の限界」を考慮し、非公

式制度の視点から公式制度との関係を捉えたものである。この表をもとに非公式制度の視

点から、公式化する動機を考察すると、表 6 の補完型のような公式制度が欠如している場

合、すなわち非公式制度の目的が、既存の非公式制度および公式制度の双方で補完できず、

かつ既存の公式制度の変更も困難な場合、非公式制度には自ら公式化を選択するインセン

ティブが生じると考えられる。 

非公式制度の
目標との関係

非公式制度での対応

機能している 機能していない
（or 機能を有さない）

整合的
（compatible）

代替
（substitutive）

補完
（complementary）

対立的
（conflicting）

競合
（competing）

許容
（accommodating）

公式制度に対する非公式制度の位置付け
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この考察を本事例に適用すると、安全保障上の観点から、チームテレコムと類似性が指

摘されてきた CFIUS の改革に合わせ、FCC の改革の必要性が高まったため、公式化に至

ったとの仮説が立てられる。これに基づき、本研究の分析では、CFIUS の制度改革に伴い、

チームテレコムの起源と発展過程を捉え、米国政府がチームテレコムの公式化に至った理

由を探ることとする。 

チームテレコムの審査は20年以上維持された非公式制度であり、制度を用いる組織のあ

り方、その追求するインセンティブも時間とともに、変化した可能性がある。そこで新制

度論の 3 つの理論枠組みの中でも、インセンティブを所与ではなく内生的なものと捉え、

制度と組織を区別する歴史的制度論のアプローチを選択する。この手法では説明の論理を

経路依存性として長期間の過程追跡（process tracing）により、制度変化を捉える213。 

 

（2）分析期間 

分析期間は、行政機関によるFCCの審査への関与が見られた外国企業への市場開放の時

代から、チームテレコムの公式化後までとする。具体的には、1997 年 1 月 1 日から 2023

年 4 月 30 日までを対象期間にする。CFIUS の制度改革の変遷に合わせ、チームテレコム

の非公式な審査を 3段階で分析する。表 7はこの 3段階を表す。 

                 表 7 CFIUS の制度改革に合わせた 3段階 

                   出典：筆者作成。 

 

表 7のように、分析期間は 2007 年 10 月 25 日の FINSA の施行、2020 年 2 月 13 日の

FIRRMAの最終規則の施行を区切りとする。 

 

（3）分析データ 

非公式制度は文書化されたものではないため、公式制度に比較し、制度内容や利害関係

者の特定に難しさがあり、実証的な研究が困難とする意見もあった214。近年の研究では、

このような研究上の課題を踏まえ、歴史的資料に加え、データセットを用いて、研究者が

非公式制度を捉える試みがなされている215。そこで本研究では、議会の審議記録や政権の

章 区分の理由 対象期間

第2章起源 外資参入後 1997年1月1日-2007年10月24日
第3章発展 FINSAによる改革後 2007年10月25日-2020年2月12日
第4章改革 FIRRMAによる改革後 2020年2月13日-2023年4月30日
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戦略文書などの歴史的資料の他、FCCの審査記録をデータセットとして用いる。CFIUS の

審査内容は、情報公開法の適用対象外であり、FCC の審査のように公開されていない。そ

のためCFIUS の制度については、既存研究や議会レポート、議会の審議記録や報道からの

情報を活用して確認する。 

議会の審議記録について、通信政策に関する議会両院の主な委員会の議論を確認する。

FCCの監督、通信関連法案の策定の観点から、主に上院は商業・科学・運輸委員会、下院

はエネルギー商業委員会で審議がなされてきた。また、サイバーセキュリティに関する政

策については、上院は国土安全保障・政府問題委員会、下院は国土安全保障委員会で主に

審議がなされている。これらの常設委員会の議会の審議を中心に確認しつつ、下院の情報

特別委員会と上院の情報特別委員会などの議論も含めて確認する。 

分析対象となる審査記録は、FCC のデータベース（FCC’s Electronic Comment Filing 

System216, FCC Report217, Advanced IBFS Search218）から収集し、認可の時点を基準に整

理する。各々の期間で、行政機関と軽減合意を締結した申請を中心に、①免許移転の審査、

②新規免許の審査、③認可後の監督の状況に分け、審査内容を確認する。厳密には、チー

ムテレコムの関与する審査は司法省の公表資料では、以下の 5つに区別される219。 
 
(1) 通信法第 310条で規定される外国所有率の上限を超える権限を求める請願 

(2) 通信法第 214条に基づく国際通信免許の支配権の割当または移転 

(3) 海底ケーブル陸揚げ免許の支配権の割当または移転 

(4) 通信法第 214条に基づく国際通信免許の新規申請 

(5) 海底ケーブル陸揚げ免許の新規申請 
 
本論文では、（1）から（3）の中から買収・合併に関わる申請を①免許移転の審査とし、

第 2章から第 4章の第 1節の分析で扱う。なお、第 310条は衛星事業や放送業も対象にし

た規定であるが、本研究では通信法第 214 条に基づく国際通信免許、海底ケーブル陸揚げ

免許に関する買収・合併審査を対象とする。また（4）と（5）を②新規申請の審査として、

第 2 章から第 4 章の第 2 節の分析で扱う。そして、（1）から（5）の申請の認可後の扱い

について、第 2章から第 4章の第 3節の分析で③認可後の監督として扱う。 

分析の全体像として、第 2 章の起源段階に起因して後のチームテレコムの「非公式制度

の限界」が生まれていたことを確認する。その後、第 3 章の発展段階でチームテレコムの

「非公式制度の限界」とFCCの「公式制度の限界」の重複を捉える。そして第4章でその

非公式・公式制度の重複した限界、既存の制度枠組みの限界を米国政府はチームテレコム
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の「非公式制度の公式化」により、克服したことを特定する。 

先行研究を確認した結果、2020年以前にも、2000年および2016年に FCCの許認可に

おける行政機関による非公式な審査を公式化しようとする動きが見られた。本論文では、

第 2 章から第 4 章の各章第 4 節において、これらの改革について捉える。具体的には、第

2章で①2000年に提出された通信法改正法案、第3章で②2016年のFCC規則、第4章で

③2020年の大統領令13913号およびFCC規則による公式化の検討を分析する。この分析

を踏まえ、第5章においては、3つの年代における公式化の検討過程を比較し、2020年に

チームテレコムが公式化に至った背景と理由を考察し、結論につなげる。 
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第 2 章：起源―公式制度から派生と寄生 
本章では、非公式制度がなぜ生まれたのか、その起源を探ることを目的とする。非公式

制度の起源を明らかにすることで、その起源の経緯から、後のチームテレコムの「非公式

制度の限界」が生じたことを観察する。期間は、1997 年 1 月 1 日から 2007 年 10 月 25

日のFINSAの施行前までを対象とする。その中で、非公式制度が公式制度から派生し、他

の公式制度に寄生する過程を捉え、外資参入後、CFIUS の投資審査制度を補完する意味合

いから、通信免許の安全保障上の審査、後のチームテレコムによる非公式審査が生まれた

ことを明らかにする。表 8は、本章における審査分析の概観を示している。 

 

表 8 審査の分析の概観（1997 年 1月から 2007 年 10月） 

                                     出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 
注：省庁名は審査の主導官庁を表す。灰色は非公式の審査、白は公式の審査を表し、黒は審査に 

  行政機関の関与が確認できない期間を表す。 

 

概況として、CFIUS の「公式制度の限界」を補完するため、CFIUS の安全保障官庁は

FCC の審査を利用し始め、非公式な審査を形成したと言える。その過程で、安全保障官庁

と FCCの対立関係が生まれ、CFIUS 内での省庁間の対立も深まることになる。 

表 8 に示すように、この期間においては、①買収・合併に伴う免許移転の審査に行政機

関は積極的に関与しており、②新規免許の審査は十分に精査されていない状況であった。

また、③既存免許の監督についても、省庁一体的なプロセスは確立されていなかった。当

時の通信における安全保障上の懸念は外資規制、すなわち外国人所有率が中心であり、そ

の審査は例外的に実施されるものと位置づけられていた。行政機関の審査において、サプ

承認 ①    免許移転の審査 ③   認可後の監督

1997
1998
1999
2000
2001 国防総省

2002 司法省

2003
2004
2005
2006
2007

国際通信免許/
海底ケーブル陸揚げ免許

第２章
起源

（1997年1月〜
2007年10月）

国防総省
司法省

国務省

国防総省
司法省

DHS

国防総省
司法省

DHS

区分

②   新規免許の審査

年
国際通信免許/

海底ケーブル陸揚げ免許
国際通信免許

海底ケーブル
　陸揚げ免許
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ライチェーンや中国通信機器の利用に対する懸念はそれほど顕在化しておらず、また非公

式な審査は形成されたものの、組織的な運用には至っていなかった。 

本章第 1 節では、買収・合併に伴う免許移転の審査について分析する。当時、安全保障

官庁と経済官庁の間には激しい対立があったとされ、CFIUS による審査は厳格であった。

そこで、CFIUS の安全保障官庁は、CFIUS の審査と同時並行で行われ、審査期限がなく、

経済官庁とのコンセンサスが必須でないFCCによる「免許移転」の審査を利用し、FCCの

審査を通じて申請者と軽減合意を交渉するようになった。 

第 2 節では、新規免許の審査について分析する。「新規免許」の審査は、当時の CFIUS

が対象外としていた新規投資に関連しており、十分に審査が行われていなかった実態を示

す。2000年代前半に申請された中国企業の国際通信免許は、行政機関による精査を受ける

ことなく認可されていた。また、海底ケーブル陸揚げ免許については、市場開放以前から

の国務省主導の審査が形骸化し、新規申請に対する行政機関の関与が確認できなくなった。 

第 3 節では、既存免許の認可後の監督について分析する。省庁一体的な認可後の監督は

実施されておらず、むしろ、安全保障官庁は1990年代から2000年代にかけて、これまで

精査できていなかった免許申請について、該当申請者からの新たな申請を契機に、軽減合

意を再度締結するなどの見直しを行った。しかし、2000年代前半に申請された中国聯合通

信の新規免許は、軽減合意を締結することなく、未締結のまま据え置かれた。 

第 4 節では、2000 年の通信法改正法案による公式化の検討過程を記述する。2000 年に

は、通信法改正による制度改革が議会で検討されるも、議員の中でも意見に対立があり、

法案は成立しなかった。その後、2001年の9.11を経てDHSが加わった安全保障官庁は、

CFIUS の組織的な行動としてではなく、裁量的に軽減合意を申請者と交渉し始め、CFIUS

内・議会で問題視された。そして、行政機関によるFCCの審査への関与は、通信法改正で

はなく、CFIUS の権限強化を図る FINSAを機に変化が見られることになる。 

第 5 節では、本章で明らかとなった組織化以前の非公式制度の形成過程を小括する。ク

リントン政権は、1998 年に大統領決定指令（PDD63）を発表し、FBI 内にサイバー攻撃

の監視などを担う全米インフラ防衛センター（National Infrastructure Protection Center: 

NIPC）を、商務省内に重要インフラ保証局（Critical Infrastructure Assurance Office: 

CIAO）を設立した220。そして、NIPCやCIAOなどの重要インフラ機関は、9.11を契機に

ジョージ・W・ブッシュ政権が設立した DHS に集約された221。この DHS の存在が、安全

保障官庁による FCCの審査への関与を強化することにつながっていく。 

以下では、クリントン政権からブッシュ政権にかけて形成された行政機関の非公式な審

査について、①免許移転の審査、②新規免許の審査、③認可後の監督の順に記述する。 



 54 

第 1節：免許移転の審査 
1997 年 2 月、WTOは基本電気通信合意を妥結させた。この合意は、米国や日本を含む

69 カ国が参加したものであり、1998 年 1 月の合意発効によって、世界の電気通信市場の

90％以上が開放されると言われた222。従来、米国は外国通信事業者の参入を認めるにあた

り、相手国の市場に米国企業が同様に参入可能かという相互主義的な基準を用いていた223。

WTO 基本電気通信合意を受け、FCC は 1997 年外資参加命令を策定し、米国通信市場の

本格的な外国事業者への開放に踏み切った224。外国企業による大型の投資事案が見られる

中、CFIUSの安全保障官庁である国防総省、司法省は、不活発であったCFIUSの審査を補

完するために、1997 年から FCC の免許移転の審査を利用し始めた。これがチームテレコ

ムの非公式制度の起源となる。そして9.11後にCFIUSの安全保障官庁にDHSが加わるこ

とで、安全保障官庁による FCCの審査への介入が強まっていく過程を以下で記述する。 

 

（1）1997 年：MCI と BT の合併審査への介入 

1997 年の米国第 2 位の電話会社 MCI コミュニケーションズ（Microwave 

Communications, Inc：MCI）と英国最大の電話会社ブリティッシュ・テレコム（British 

Telecom：BT）の合併事案から、行政機関による FCC の審査への介入が見られた。まず、

国防総省と司法省の一機関である FBI は、FCC に行政機関が勧告をするまで審査を延期す

るように要請した。その際、国防総省は、CFIUS は「適切な場」ではなく、CFIUS の審査

内では自分たちの懸念を解消することが「難しい場合がある」と言及した。そして国防総

省は FCCの審査上で安全保障上の条件づけを課すことができると主張した225。 

CFIUS の議長は財務省であり、国防総省、司法省、国務省、USTR といった後のチーム

テレコムのメンバーも所属していた。しかし、当時のCFIUS の体制は議長制を取るものの、

議長は実質的にメンバーと対等な立場に過ぎず、省庁間の激しい対立を引き起こすことが

ほぼ確実な特異な構造と政府内では評された226。安全保障官庁の審査について、財務省は

投資家、国務省は外国政府、商務省は産業界の反応を気にしており、安全保障官庁と経済

官庁には溝があったとされる227。 

CFIUSは、第1段階30日以内の審査と第2段階45日以内の調査があり、基本的には合

計 75 日以内の審査が求められた。またそれ以上の審査は、第 3 段階として大統領に報告

され、15 日以内に裁定された。つまり CFIUS は最長 90 日で審査結果を出す必要があっ

た。このような審査上の制約を背景に、CFIUS の安全保障官庁は、CFIUS の審査と同時並

行で行われる、経済官庁との調整が不要で審査期間の上限のない、買収・合併に伴う FCC
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の「免許移転」の審査を利用し始めた。国防総省と司法省は、FCC の審査上で買収・合併

に伴う軽減合意を申請者と調整し締結すると、その合意を条件として、FCC に認可するよ

うに勧告した。表 9 は、1997 年 1 月から 2002 年 12 月まで軽減合意である NSA が締結

された承認案件の代表例を表す。 

 

        表 9 行政機関が審査に関与した案件（1997 年 1月から 2002 年 12月） 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成228。 

 注：網掛けは本文での言及箇所である。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

 

表 9 のように、軽減合意の中には、CFIUS の審査に係る記述が見られるものがあった。

軽減合意の記述から申請者は、FCCの認可後、CFIUS に自発的な届け出をすることを約束

させられていたことが捉えられた。また軽減合意の中で、安全保障官庁もFCCの審査のみ

ならず、CFIUS の審査においても申請を承認することについて、異議を唱えないことを宣

言した。そしてこの軽減合意を条件に行政機関は FCC に認可を勧告し、最終的な裁定は

FCCに委ねられるが、FCCは結果的に行政機関の勧告を受け入れ、認可した。このように

56　

に促すことで、安全保障官庁は CFIUS外で自らの懸念を払拭し始めた。他方で、FCC側で
は、この行政機関の審査に懐疑的であり、安全保障官庁が CFIUSの審査がありながら、FCC

に審査を持ち込み、審査を長期化させていることに疑問を呈していた
（12）
。

2003年：DHSの CFIUSへの加入
　2001年の米国同時多発テロをきっかけにジョージ・ブッシュ（George W. Bush）政権は、
DHSを設立し、既存の重要インフラ防護に関連する政府機能を集約した。さらに、2003年
3月の大統領令 13286号により、DHSは CFIUSメンバーとなった。これ以降、DHSは FCC

の審査についても、司法省、国防総省とともに介入した。表 2は、2003年 1月から 2007

年 9月までに軽減合意が締結された承認案件の代表例を表す。
　表 2の 1を見ると、2003年のグローバルクロッシングの買収から、DHSが審査に加わっ
ていることが分かる。2005年 DHSには政策局、司法省には安全保障局が設立され、CFIUS

の審査を担当するようになり、体制が強化された。表 2の 4や 6のように、買収・合併事

表 1　行政機関が審査に関与した案件（1997年 1月から 2002年 12月）

承認時期 案件 免許の
移転理由 軽減合意 軽減合意の

署名 /宛先
軽減合意内の
CFIUS記述 審査日数

1 1997年 MCI / BT 合併 NSA 国防総省、
FBI ● 296

2 1999年 Airtouch / Vodafone 合併 NSA
国防総省、
司法省、

FBI
● 136

3 1999年 AT &T / BT 合弁企業
設立 NSA

国防総省、
司法省、

FBI
× 346

4 2000年 VoiceStream / 
Omnipoint 合併 NSA 司法省、

FBI ● 213

5 2000年 Vodafone AirTouch / 
Bell Atlantic

合弁企業
設立 NSA

国防総省、
司法省、

FBI
× 153

6 2001年 VoiceStream / 
Powertel / DT 買収 NSA 司法省、

FBI ● 221

7 2001年 Comsat / Telenor 
Satellite 買収 NSA 司法省、

FBI ● 218

8 2002年 Vodafone / Globalstar 買収 NSA＊
国防総省、
司法省、

FBI
─ 84

9 2002年 XO Communications 買収 NSA 司法省、
FBI ● 224

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。＊は既存の軽減合意の流用を表す。
（出所）　FCC審査記録をもとに筆者作成。



 56 

軽減合意について FCC の審査で実質的に合意した後に、CFIUS の審査に進むように促す

ことで国防総省、司法省、FBI は CFIUS 外で自らの懸念を払拭し始めた。 

表9の3および5に示された合弁企業設立の事案では、軽減合意にCFIUSに関する記述

が見られない。これは、自国内で新たに法人を設立する新規投資が、当時のCFIUS の審査

対象外とされていたためと考えられる。軽減合意には、政府による合法的な通信傍受への

協力義務や、企業データを米国内に保存する義務などが規定された。安全保障官庁と申請

者が軽減合意を締結後、FCC が認可し、申請者が CFIUS に自主的な通知をする審査の流

れが軽減合意の記述から読み取れる229。 

2000年、英国企業のボーダフォン・エアタッチと米国企業のベル・アトランティックが

事業統合に合意し、合弁会社「ベライゾン・ワイヤレス（以下、ベライゾン）」を発足さ

せた。これは表 9 の 5 の事案であり、同社の弁護士は司法省に面会を求め、自ら FBI が過

去の取引で要求した条項を盛り込んだNSA の草案を提示したとされる。その後、2回のミ

ーティングと電話会議を経て、企業と FBI は合意に至ったという報道がある230。このよう

に、FCCへの申請に際し、申請者が自ら行政機関に連絡する動きも見られた。 

 

（2）2001 年：ドイツテレコムのボイスストリーム買収と通信法改正法案 

ドイツの通信会社、ドイツテレコムは米国通信企業ボイスストリームを 507 億ドルで買

収する計画を発表した。この買収は、ドイツ政府がドイツテレコムに 50%以上の出資をす

る事案であり、買収成立に強く懸念を表明する議員もいた。中でも民主党のフリッツ・ホ

リングス（Fritz Hollings）上院議員は、FCC 宛にコメントを出し、通信法第 310 条の解

釈に基づき、この取引の阻止を要請した231。ホリングス議員は通信政策立案界の中心人物

であり、FCC の規制緩和推進姿勢を批判していた。ホリングス議員をはじめとする一部の

議員たちが買収を阻止するため、通信法改正案を議会に提出した232。米国は通信法第 310

条によって政府出資比率が 25%を超える外国企業の通信市場参入を原則禁止しており、こ

の買収成立にはFCCが例外的に承認することが必要だった233。この通信法第310条の解釈

を巡り、議会では議員たちの意見が分かれ、激しい議論が起こった234。 

欧州委員会（European Union：EU）からは、この買収を阻止した場合には米国が

WTO 基本電気通信合意に違反する可能性が指摘され、対抗する方針が国務省に対して表

明された235。そして買収審査の結果は、クリントン政権からブッシュ政権への移行後に持

ち越された。結果的には司法省と FBI が軽減合意を申請者と締結し、FCC に認可を勧告し

た後、FCCが承認を発表した。その後、CFIUS の審査においても申請の承認がなされ、買
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収を阻止する目的があったホリングス議員の提出法案は成立しなかった236。この事案のよ

うに、2000年前後の米国通信事業者に関わる大型の買収・合併案件では、外国人所有率に

より、安全保障上の懸念の有無を判断する傾向が捉えられる。 

 

（3）2003 年：DHS の CFIUS への加入とグローバルクロッシングの買収 

2001 年の 9.11 を機にブッシュ政権は DHS を設立し、既存の重要インフラ防護に関連

する政府機能を集約した。そして 2003 年 3 月、大統領令 13286 号が発表され、DHS は

CFIUS メンバーとなった237。これ以降、DHS は司法省、国防総省とともに FCC の審査に

介入した。軽減合意として NSA のみならず、書簡による保証（Letter of Assurances：

LOA）と呼ばれる、NSA と比べ軽微な書簡形式の軽減合意が審査で確認できた。表 10 は

2003 年 1月から 2007 年 9月までに軽減合意が締結された申請の代表例を表す。 

 

     表 10 行政機関が審査に関与した案件（2003 年 1月から 2007 年 9月） 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成238。 

注：網掛けは本文での言及箇所である。 

 

表 10 の 1 を見ると、2003 年のグローバルクロッシングの買収事案から DHS が審査に

加わったことが確認できる。この買収はシンガポール政府投資会社の関連企業によるもの

電気通信業への外国投資を巡るグローバル・ガバナンスへの挑戦　57

案において、軽減合意に全く CFIUSの記述のないものも見られた。次第に安全保障官庁は
CFIUSの審査とは関係なく、軽減合意を締結し始めたと言われている

（13）
。その後、CFIUSは

議会により改革が検討され、議会の監視を強め、組織として一体的な行動を求められてい
くことになった

（14）
。

（2）　FINSAの CFIUS改革とチームテレコムの始動（2007年 10月から 2020年 1月）
　2007年 10月に FINSAが成立し、CFIUSは法的な枠組みを強化された。FINSAによる
CFIUSの大きな変更点として、議会による監督があった。CFIUSは、大統領だけでなく議
会に対する年次報告書の提出、また審査段階や要請に応じて説明義務が求められた。また
軽減合意に違反したなど一定の場合に、再審査が可能となった。議長である財務省の権限
も強化され、財務省が案件ごとに専門性を有する審査主管機関を指定し、共に審査実務を
担当することになった。FINSAの成立を機に安全保障官庁は CFIUSとは別の枠組みである
「チームテレコム」として動き始めた。チームテレコムは現在の審査の原型となる独自の審
査プロセスを築くとともに、CFIUSと「二重審査」をする非公式組織として知られていった。

表 2　行政機関が審査に関与した案件（2003年 1月から 2007年 9月）

承認時期 案件 免許の
移転理由 軽減合意 軽減合意の

署名 /宛先
軽減合意内の
CFIUS記述 審査日数

1 2003年 Global Crossing / 
GC Acquisition 買収 NSA

国防総省、
DHS、
司法省、

FBI

● 406

2 2003年
Pacific Telecom / 
Bell Atlantic New 

Zealand
買収 NSA

国防総省、
DHS、
司法省、

FBI

● 202

3 2004年 Loral Satellite / 
Intelsat North America 買収 LOA

司法省、
FBI、
DHS

● 299

4 2006年 Guam Cellular / 
NTT DoCoMo、Inc. 買収 NSA

司法省、
FBI、
DHS

× 223

5 2007年 TELPRI / America 
Movil, S.A. de C.V. 買収 NSA 司法省、

DHS ● 321

6 2007年 CTC / Choiceone 合併 LOA
司法省、

FBI、
DHS

× 761

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。
（出所）　FCC審査記録をもとに筆者作成。
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で、ホリングス議員をはじめとする議員がFCC宛に書簡で懸念を表明した239。CFIUSの審

査は第三段階の大統領裁定まで進み、ブッシュ大統領が最終的に認可を決定した。 この事

案では議員だけでなく行政機関も注意深く審査を行い、グローバルクロッシングが国防総

省を含む幅広い米国内顧客にサービスを提供している点が特に注目された。同社は 2002

年に破産を申請し、当初は香港のハチソン・ワンポア（Hutchison Whampoa）が買収を

試みたが、中国政府との関係が疑われたことから行政機関の反対を受け、最終的にハチソ

ン・ワンポアによる買収は阻止されたとされている240。 

株主には中国政府の高官が含まれていたとされ、行政機関は中国による買収を利用した

技術情報の収集を懸念していたとの報道があった241。この事案では、従来と異なり、安全

保障官庁と申請者の間で軽減合意が締結される前にCFIUS が審査結果を出し、大統領が最

終判断を行った。CFIUS の審査終了後に FCC の審査において、司法省、DHS、国防総省

と申請者の間でNSAが締結された。この審査の段取りの変化から、安全保障官庁がCFIUS

の審査とは関係なく、軽減合意を積極的に締結し始めたことが示唆される。 

2003 年に DHS が CFIUS に参加して以降、CFIUS 内で安全保障を重視する省庁が増加

し、組織内でコンセンサスを得ることがより困難になる可能性が指摘されていた242。実際、

9.11 を契機に設立された DHS が参画して以降、CFIUS の審査は厳格化したとする研究が

複数見られる243。さらに、2005年にはDHSに政策局が、2006年には司法省に安全保障局

が設立され、これらがCFIUS の審査を担当するようになった。こうして安全保障官庁の審

査体制が強化されるにつれ、表 10 の 4 や 6 に示されるように、安全保障官庁の審査体制

が強化される中で、買収・合併事案においてCFIUS に関する記述のない軽減合意が見られ

始め、安全保障官庁の動きとCFIUS との関係が捉えにくくなった。 

2003 年 12 月、「国土安全保障に関する大統領指令第 7 号（HSPD-7）」が発令された。

この指令は、行政機関に対して米国の重要な社会基盤および資産を特定し、これらをテロ

攻撃から保護するための政策を策定することを求めた。指令では、7 つのセクターにおけ

る重要インフラ保護の担当省庁が指定され、通信分野はDHSが担当することとなった。ま

た、HSPD-7 により、DHS は全セクターの重要インフラにおけるサイバーセキュリティ対

策を主導する機関として位置付けられた244。 

2005 年 4 月には、議会に提出された DHS の予算資料に「Team Telecom」の文字が現

れた245。後に司法省は FBI と司法省、国総防省、DHS の 3 省は、「Team Telecom」と呼

ばれる省庁間グループを結成したと予算資料に記述した。2011年の司法省の予算資料では、

チームテレコムについて「通信事業者の外国人所有・支配・影響力（Foreign Ownership, 
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Control and Influence：FOCI）が、国家安全保障、インフラ保護、法執行機関の利益、

またはその他の公共の安全に関するリスクとなり、軽減合意の実施や取引への反対をする

べきか判断するために、FCC に提出された申請を審査するもの」と説明がなされている246。

つまり、9.11 を経験した米国政府は、DHS の設立後、チームテレコムを主導する安全保

障官庁 3 省での体制を構築し、チームとして動き始めた可能性がある。しかし、DHS が

「Team Telecom」という名前を用い始めた動きは確認できたが、CFIUS との組織の切れ

目は未だ曖昧だった。実際、2005 年に FCC の審査で締結された軽減合意の中には、

CFIUS の議長である財務省が署名したものもあった247。この事案は「CFIUS の軽減合意」

を FCCの審査上で調整したものと既存研究でも理解されていた248。 

 

（4）2006 年：ドバイ・ポーツ・ワールド事案と CFIUS 改革 

2006 年、アラブ首長国連邦の企業であるDPWが米国に子会社を持つ英国の港湾会社を

買収した事案を巡り、米国議会で議論が巻き起こった249。このドバイ・ポーツ・ワールド

による買収は、CFIUS の認可後にも関わらず、議会の主張により、最終的に買収は破棄さ

れた。この事案は議会のCFIUS に対する影響力の大きさを示す事案となった250。 

DHS の政策局の初代政策担当次官補であったスチュワート・ベイカー（Stewart Baker）

は、当時の出来事について回顧録で詳述している251。ベイカーは、2005 年に設立された

DHS の政策局にブッシュ政権から政治任用で登用され、CFIUS および FCC の審査におけ

る行政機関の役割に大きな影響を与えた。彼は国家安全保障局でも政治任用での勤務経験

があり、DHSにおいては2005年から2009年までCFIUSの審査を担当した。また、1997

年にMCI と BT の合併事案において申請者側の弁護士として、国防総省および FBI という

CFIUS の安全保障官庁と軽減合意の交渉を担当した経験が審査記録から確認できた。この

ような過去の経験から、ベイカーはCFIUS の審査において積極的に軽減合意を用いるよう

になったことを回顧録に記している252。 

ベイカーによれば、DPWの事案は既にDHSが軽減合意を締結した上でCFIUSが承認し

たものであり、審査が終わってから 1 ヶ月経った後に、議会やメディアによって問題視さ

れるに至った253。この事案をメディアは、2001 年の 9.11 の犯人の出身国の 1 つであった

アラブ首長国連邦の会社による買収として取上げた。議会が反発した理由としては、

CFIUS が審査について議会への報告をしなかったこと、下級役人で審査がまとめられたこ

とが挙げられた254。このような状況の中、議会では議員たちがブッシュ政権を非難し、買

収取引の撤回を要求した。そして結果的にこの買収は撤回されることになった255。 
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ベイカーは回顧録において、DPW 事案が問題視された当時、議会は混乱し、事案の内

容を理解できていなかったと振り返った。彼はこの事案について政治家は審査中には何も

意見をしなかったとしている。ドバイ・ポーツ・ワールドとともに買収に名乗りを挙げた

企業のロビイストから話を聞いた政治家の1人、民主党チャック・シューマー（Charles E. 

Schumer）上院議員は、事案を理解せずにメディアで問題提起をしたとベイカーは主張し

た256。政権への批判を強める議会の状況は収まらず、CFIUS の改革は審査の実態を知らな

い「議会主導」で行われた。議会のCFIUS への関与に難色を示した政権も、議会の問題意

識に対応し、FINSA は成立に至った。DPW 事案は後に、国内の政治的要因が地政学的要

因を上回り、特定の議員にCFIUS の審査に対する無制限の介入を許容したと評された257。 

この事案は議会による CFIUS 改革を加速させた。DPW 事件は共和党・民主党双方の議

員から政権への批判を引き起こし、その流れは事件後もなかなか収まらなかった258。その

結果、CFIUSは議会の関与を強めるかたちで改革が検討され、約2年の議論を経てFINSA

が成立した。民主党キャロリン・マロニー（Carolyn Maloney）下院議員は 2007 年 1 月

18日に下院版のFINSAを提出した。下院金融サービス委員会は2月13日に修正を加えて

承認し、下院本会議は 2 月 28 日に 423 対 0 の投票により修正・承認した。そして 2007

年 6 月 13 日、民主党のクリストファー・ジョン・ドッド（Christopher John Dodd）上

院議員は上院版のFINSAを提出し、6月 29日、上院は全会一致で採択した。7月 11日、

下院は370対 45で上院版を受理、ブッシュ大統領は7月26日に署名し、上院下院の圧倒

的な支持を経て、FINSAは議会主導で 10月 24日に施行に至った259。 

FINSAにより、CFIUSの審査は財務省主導の組織的な運営を求められ、議会の関与を強

化する改革が実施された。この背景には、当時のCFIUS メンバー間で対立が深まっていた

ことがあった。従来から、CFIUS の審査は不活発であり、メンバー間の意見の相違が指摘

されていた260。DHS が CFIUS メンバーに加わった後、安全保障官庁による CFIUS および

FCC審査への取組みが強化され、DHSは積極的に軽減合意を締結した。その結果、軽減合

意の件数は増加し、安全保障官庁の活動は次第にCFIUS の組織的な動きから乖離していっ

た。DHS は停滞する CFIUS の実態を議会に報告し、議長である財務省は安全保障官庁の

独自の行動に懸念を示し始めた261。このような状況の中、議会は FINSA を通じて CFIUS

を改革し、組織として一体的に機能する体制を求めるに至った262。 
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第 2節：新規免許の審査 
新規投資はCFIUS の審査対象外であったため、行政機関は新規投資に相当する新規免許

の審査を精査できていなかった。2005年にDHSに政策局が設立され、行政機関のFCCの

審査への関与は強化された。新規免許の審査について国際通信免許では 2006 年頃から積

極的な行政機関の関与が見られ始めた。一方、海底ケーブル陸揚げ免許では、国務省主導

の審査の合理化が図られ、敷設ラッシュが終焉する中で形骸化する変化があった。 

第 1 項：国際通信免許の審査 

通信法第 214 条は、米国と外国間の通信サービスを提供するための国際通信免許の根拠

である。具体的には通信設備の所有・再販による米国市場への参入が対象となり、国際通

信提供サービスが該当する263。以下では 2000 年代前半、行政機関の新規免許の審査は未

確立であり、行政機関は中国企業からの新規免許の申請を精査しなかったことを指摘する。 

 

（1）2001 年：中国のWTO加盟と中国電信、中国聯通の新規申請 

行政機関が審査に関与した形跡は、2001 年まで確認ができない。表 11 は、2001 年 1

月から 2007 年 10月までに軽減合意を締結した申請と中国企業による申請を表す。 

 

  表 11 軽減合意を締結した申請と中国企業の申請（2001年 1月から2007年 10月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 出典：FCC審査記録をもとに筆者作成264。 

  注：網掛けは中国企業の申請を表す。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

承認時期 案件 軽減合意 軽減合意の署名/宛先
1 China Telecom × ×

2 Reach NSA＊ 司法省, FBI

3 China Telecom × ×
4 China Unicom × ×
5 China Unicom × ×
6 2004年 TataCommunications NSA 司法省, DHS, FBI
7 Intelsat USA LOA 司法省, DHS, FBI
8 BTI America LOA 司法省, DHS, FBI
9 Belgacom LOA 司法省, DHS, FBI

10 T-Mobile USA NSA＊ 司法省, FBI

11 Reach NSA＊ 司法省, FBI
12 Del Castillo LOA 司法省, DHS, FBI
13 Redes Modernas LOA 司法省, DHS, FBI
14 Sage VOIP LOA 司法省, DHS, FBI
15 JuBe LOA 司法省, DHS, FBI
16 Space Net LOA 司法省, DHS, FBI
17 Rebtel Services LOA 司法省, DHS, FBI

18 Air Channel LOA 司法省, DHS, FBI

19 Zed Telecom LOA DHS, 司法省, FBI

2001年

2002年

2007年

2006年
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表 11 によれば、2001 年から 2007 年の間に FCC が許可した 4446 件の新規申請のう

ち、行政機関が軽減合意を結んだのは 15 件に過ぎなかった。特に、2001 年と 2004 年に

はそれぞれ 1 件の軽減合意が確認されるのみであり、これらはすべて買収・合併に関連す

る案件であった。このことから、2000年代前半には行政機関が新規免許の精査を十分に行

えておらず、審査が本格化するのは 2000 年代後半以降であることが示唆される。また、

2001年以降、中国がWTO加盟を果たし、中国企業の米国市場参入が進んだ中で、中国電

信と中国聯通が国際通信免許を申請した。この2001年と2002年に行われた申請について

は、行政機関と軽減合意が結ばれることなく承認されており、FCC が行政機関に申請を送

致した形跡や、行政機関がこれらを審査した形跡も見られなかった。 

米国企業を買収し、外国企業が事業をする投資に伴う「免許移転」とは異なり、一から

事業を米国で展開するような新規投資に伴う「新規免許」の取得には、基本的には米国企

業から外国企業への所有権の移転が伴わない。新規投資は米国経済に寄与するものとして

歓迎され、CFIUS も新規投資について審査対象から外されてきた経緯があった。2001 年

にはクリントン政権の後押しで中国が WTO に加盟し、中国企業の米国市場参入が進んだ。

当時の時代背景を踏まえると、2000年代前半における中国企業からの新規免許申請に対し、

FCC および行政機関が安全保障上の規制を課すことは想定されていなかった可能性が高い。 

中国企業の免許と同様に、2000年代前半のいくつかの申請は、直接または間接の外資資

本保有率が 10%以上、または政府資本の事業者の申請であっても、行政機関の審査の形跡

がないまま認可されていた。例えば、2004年に申請されたドイツ政府が出資するドイツテ

レコムの完全子会社による申請は、行政機関の審査記録がないまま、わずか 1 ヶ月あまり

で認可された265。これに対し、表 11 の 10 の 2006 年の申請は、同じくドイツテレコムの

完全子会社からの申請だったものの、2004年には安全保障官庁から求められなかった軽減

合意の締結が必要となった。この変化について申請者からも行政府に対して、指摘がなさ

れている266。 

FCC から行政機関に申請を送致するプロセスは、記録上では 2004 年代後半から確認で

きた。特に 2005 年後半にDHSの政策局が設立されて以降、新規免許審査に対する行政機

関の関与が顕著になった。DHS の主導で、2006 年から買収・合併に関わらない新規審査

についても、軽減合意を結んだ上で認可される案件が見られ始めた。さらに、新規免許の

申請の情報は FCC から行政機関に送致されるようになり、安全保障官庁だけでなく、

NTIA、国務省、USTR、科学技術政策局（Office of Science and. Technology Policy：

OSTP）にも共有されるようになった267。 
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（2）2001 年：9.11 と FISA、CALEA の強化 

2001 年は、中国が WTO に加盟を果たし、同時に米国が 9.11 を経験した年であった。

9.11 を受けて、ブッシュ政権は外国情報監視法（Foreign Intelligence Surveillance Act：

FISA）の改正を行った。FISA は、米国政府が外国の情報機関やスパイ活動を監視する際

の手続きを定めた法律であり、1970 年代に FBI や中央情報局（Central Intelligence 

Agency：CIA）などによる、令状を得ない盗聴などの諜報活動が問題視され、適法性をめ

ぐり裁判で争われる事態への対処として成立したものだった。この法律のもと、諜報活動

を行うには外国情報監視裁判所（Foreign Intelligence Surveillance Court：FISC）の許諾

が必要であり、令状主義が原則とされた。9.11 後、ブッシュ政権は米国愛国者法（USA 

Patriot Act）を成立させ、FISA の監視対象にテロリストを含めた268。表 12 は、通信傍受

関連の法令の特徴を整理したものである。 
 

  表 12 インシデント発生時の通信傍受の根拠法令 

出典：NSTAC（2000：19 Table 2）を参考に筆者作成269。 

 
表 12 をみると、FISA は政府の監視業務に万能であることが理解できる。米国政府は表

12 にあるような通信傍受関連法令を用いて、リアルタイムまたは保存された、通信のコン

テンツおよびメタデータを合法的に収集しようとした。 

また、法執行のための通信支援法（Communications Assistance for Law Enforcement 

Act：CALEA）の下、対象となる通信事業者は司法当局の通信傍受に協力することが義務

付けられている。この法律は 1994 年、クリントン政権下で制定され、当初は電話による

通話の傍受を主な対象として想定されていた。しかし、インターネットの普及に伴い、司

法省とFBIからの強い要請を受け、業界からの反発や訴訟を経た後、2007年にCALEAの

対象範囲はインターネットサービスプロバイダーやVoIP サービスにまで拡大された270。 

インターネットの普及は、通信傍受に新しい概念をもたらし、犯罪者とテロリストの温

床となることを防ごうとする法執行機関に、技術的および法律的な課題を突きつけた271。

そのような状況下で、司法省と FBI は FCC の免許審査に介入し、申請者との軽減合意に

CALEAへの準拠を求める規定を盛り込んでいった272。  

情報入手の適時生 通信コンテンツへのアクセス 通信メタデータへのアクセス
(ヘッダー、ログ、その他の情報)

リアルタイムの通信傍受 Wiretap 法
FISA

ペン・レジスタ法
FISA

保存された通信へのアクセス ECPA
FISA

ECPA
FISA
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第 2 項：海底ケーブル陸揚げ免許の審査 

先行研究で述べたように、米国の海底ケーブル許認可は、通信法とは異なる歴史を持ち、

2 つの古い法令に基づいている。まず、1921 年ケーブル陸揚げ免許法で認可権限は大統領

の権限と規定された。そして、1954 年の大統領令 10530 号で、この大統領の権限は FCC

に委任された。その際の委任条件は 2 つあり、国務省と「FCC が必要と判断したその他の

行政機関」の意見の尊重だった273。外国企業に市場を開放した 1990 年代は、国務省が行

政機関の審査をとりまとめる役割を果たしており、チームテレコムの審査は見られなかっ

た。以下では、市場開放前から存在した国務省が行政機関の窓となり、国防総省と NTIA

と調整する審査が、2002 年から合理化され、その後、形骸化する過程を記述する。 

 

（1）1997 年：外資参入以前の審査の踏襲と所有権への焦点 

表 13は、1997 年から 2001 年までに FCCから認可された新規申請一覧である。 
 
   表 13 FCCから認可された新規免許申請（1997 年 1月から 2001 年 6月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                    出典：FCCの審査記録をもとに筆者作成274。 

         注：―は記録の欠損を表す。FCCの承認日順に時系列とした。 

 

表 13 の 33 件中、NTIA と国防総省の審査が及んだ申請 25 件はノンコモンキャリア・

申請案件
行政府の

承認日

外国との

接続

外国資本

の有無
審査の関係省庁

FCCへの
通知省庁

1 Mariana-Guam Cable  1996/6/18 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

2 The PAN AMERICAN 1997/12/4  ● × 国務省 国務省

3 Atlantic Crossing 1997/7/20  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

4 SCCN (Southern Cross Cable Network) –  ● × – –
5 AMERICAS-II 1998/11/3  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

6 Alaska United East submarine – – – – –
7 CHINA - US CN 1998/7/27  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

8 AmeriCan -1 1998/8/18  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

9 Americas II 1998/11/3  ● × 国務省 国務省

10 TAT-10 and TAT-11 – – – – –
11 Pacific Crossing-1(PC-1) / Pacific Crossing Cable –  ●  ● – –
12 Guam-Philippines Cable 1998/12/8 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

13 the OXYGEN Network 1999/1/15 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

14 Pan American Crossing (PAC) 1999/2/5  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

15 Mid-Atlantic Crossing Cable 1999/2/5 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

16 ARCOS -1 1999/5/24  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

17 Japan - U.S. Cable Network 1999/7/7  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

18 Columbus III  1998/11/3  ● × 国務省 国務省

19 TAT-14  1999/9/3  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

20 FLAG Atlantic -1 1999/9/23  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

21 Maya-1 1999/10/20  ● × 国務省 国務省

22 GlobeNet (Atlantica-1) 1999/12/7  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

23 GTT Atlantic (Hiberna Atlantic Cable System) 2000/1/10  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

24 Yellow 2000/1/10  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

25 South American Crossing (SAC) 2000/1/10  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

26 BAHAMAS Internet Cable System (BICS) 2000/6/16  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

27 TGN Atlantic 2000/8/3  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

28 South America-1(SAm-1) 2000/8/3  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

29 FLAG Pacific-1 2000/11/8 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

30 360pacific CN (former Hibernia) 2000/11/6 ×  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

31 Australia - Japan Cable 2000/12/6  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

32 TyCom Pacific (TGN Pacific) 2000/12/6  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省

33 Apollo Cable 2001/6/5  ●  ● 国務省,NTIA,国防総省 国務省
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ケーブルの案件である。また 1997 年以降の審査記録を見ると、国務省主導の審査が安全

保障上の観点を担うものであったことが確認できた。 

FCC は国務省に書簡を送ることで申請を通知し、国務省が NTIA および国防総省と調整、

その結果を国務省からFCCに書面で通知することが通例だった275。FCCの国際局と国務省

の国際通信情報政策局との間で書簡のやりとりが行われ、行政機関の審査が進められた。

この時期は、コモンキャリア・ケーブルの案件については、FCC から国務省への送致のみ

であり、NTIAと国防総省には国務省から送致した記録は見られない276。 

承認条件は、認可時の書面に記載される形をとった。行政機関の安全保障上の懸念は、

海底ケーブル陸揚げ免許審査においても「所有権」に焦点があったことが理解できる。実

際、外資参入以前は、国防総省が、申請者に対して米国国内の陸揚げ局や海底ケーブルシ

ステムの所有権に量的制限を設けることが通例とされた277。例えば米国人による「陸揚げ

局の100%の所有権」や、「ケーブルに対する50%以上の所有権および議決権」の維持を条

件とした記録がある278。しかし、本格的な外資参入の時代を迎え、そのような条件は行政

機関から要求されることが記録上、確認できなくなった。この時期のFCCの認可時の書面

においては、陸揚げ局とシステムの所有に関して具体的な量的制限を持たせず「実質的な

支配」を申請者に求める文言のみが、付けられることが通例となった。この背景には、

1997 年の外国参加命令において、FCC が例外を除き、陸揚げ局の外国人所有に制限を加

えないと決定したことがあると考えられる279。他方で、この命令の策定時、国防総省は日

常的には制限を加えないものの、ケースバイケースで審査するという立場を保持した。ま

た、国防総省は 1999 年の FCC 規則改正時に、陸揚げ局の所有者およびその国籍の特定を

申請時に要求する提案を行うなど、引き続き所有権への関心を寄せた280。 

 

（2）2002 年：国務省の審査の形骸化と侵食 

1990年代以降、米国市場が外国企業に開放されると、新規の海底ケーブル敷設が急増し

た。申請数の増加に伴い、事業者は審査期間の長期化やそのばらつきに懸念を抱いた。業

界からは、この問題が従来の手続きにおける省庁間の調整に起因するとの主張がなされ、

行政機関の審査プロセスに対する批判が出た281。このような状況を受け、FCC は健全な競

争市場の形成を目指し、行政機関と協力して新たな省庁間手続きを調整し、審査期間の短

縮を図る検討を開始した282。 

その結果、国務省はそれまでの政策を見直し、2002年3月から、国務省が窓口となる行

政機関の審査の合理化を発表した。国務省は、FCC から書面で国務省に通知された免許の
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申請について、30日以内に国務省による反対がない限り、FCCが申請の認可または取消の

判断をすることを認める旨を報道発表した283。国際通信・情報政策担当の米国調整官（兼

経済ビジネス局国務次官補）であったデイヴィット・グロス（David A. Gross）は、「海底

ケーブル陸揚げ免許申請の審査を合理化する⾰新的な⽅法で、国益を保護しつつ、電気通

信業界のニーズに応えられたことを非常に嬉しく思う」と声明を発表した。また、NTIA

のナンシー・ヴィクトリー（Nancy J. Victory）通信・情報担当商務次官補も、「この審査

プロセスを合理化することで、海底ケーブルの配備コストが下がり、米国の消費者に利益

をもたらす」、「我々はグローバルリーダーとして、常に電気通信市場に対する不必要な規

制負担を取り除く方法を模索している」とコメントを残した284。このように国務省と

NTIA は審査の合理化について、前向きな姿勢を見せた。⼀⽅、国防総省は報道発表には

コメントを出さなかったことが注⽬される。実際、国防総省は単に合理化を⽀持しただけ

ではなく、国務省の合理化検討時に、⽇常的でない特別な状況において、「国務省の協議

プロセス外」で FCCに直接安全保障上の懸念を勧告する可能性を⽰唆した285。 

審査の合理化を発表した時、国務省は引き続き、個々の申請に関する見解の調整を国防

総省と NTIA と継続する予定とした286。しかし実際には、これを機に国務省が行政機関を

代表して FCC に通知する審査の記録は FCC の公告からも記述が消え、次第に見られなく

なった。FCC は国務省主導の省庁間手続きを合理化し、規制緩和により健全な競争市場の

形成に努めたものの、2001年の夏には海底ケーブル敷設のバブルが弾けた。国務省の審査

が合理化された頃から、業界では企業の倒産が相次ぎ、新規の海底ケーブル敷設が容易に

計画できない状況となった。「新規免許」の申請は減少したが、敷設バブルの崩壊に伴い、

倒産企業が外国企業に買収される事例が見られ、「免許移転」の申請が提出されていった287。 

9.11 を機に DHS が設立されると、2003 年から司法省と国防総省とともに FCC の審査

に関与した。司法省、DHS、国防総省の 3 省は、国務省主導だった海底ケーブル陸揚げ免

許審査に「免許移転」から介入した。その代表例が前述の 2003 年のグローバルクロッシ

ングの買収だった。この買収・合併に係る海底ケーブル陸揚げ免許の審査含め、FCC の

「免許移転」の審査について、CFIUS の審査のように解釈する文献が複数確認できる288。

一方、業界の不況下でも「新規免許」の申請が数件見られたが、以前のように行政機関が

これらに関与した記録はなく、FCCにより認可された。 
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第 3節：認可後の監督  
認可後の監督については、省庁間の一体的な手法は未だ確立されておらず、審査記録上、

行政機関が軽減合意を監視した形跡は確認できない。他方、2000年代に軽減合意を未締結

のまま認可した中国企業の免許について、DHS 主導で軽減合意をかけ直す動きが見られた。

以下では、認可後の監督が各省庁の裁量に委ねられ、不十分であった実態を記述する。 

 

fffft（1）2007 年：中国電信と軽減合意の再交渉 

認可後の監督について、省庁間での統一的なプロセスは、審査記録からは確認できない。

一方で、行政機関は軽減合意を締結していない古い免許に対し、新たに軽減合意を締結し

直そうとする動きが見られた289。既存研究では、申請が一度認可されると、申請者が新た

な認可をFCCに求めない限り、行政機関が軽減合意を再交渉することはできないと解釈さ

れている。つまり、軽減合意の見直しや再交渉は可能であるものの、その機会は基本的に

申請者が新たな申請を行う場合に限られるとされている290。 

2001 年と 2002 年の中国電信の申請に対して、行政機関が審査した記録は確認できず、

FCCはいずれの申請も軽減合意が未締結のまま認可した。そこでDHSは2007年に中国電

信が新たに申請を行った際、行政機関は 2000 年代初頭に軽減合意を未締結で認可された

免許について軽減合意の再交渉を行った。申請者が新たな申請をしない限り、行政機関に

とって、公式に軽減合意の再交渉を強制する手段は限られていた。2007年7月、司法省、

FBI、DHSと中国電信は LOAを締結し、行政機関は軽減合意のかけ直しに成功した。 

他方、中国電信との2007年の軽減合意は、この免許が取消される2021年まで一度も更

新されなかった点には、留意する必要がある。アボットは 2013 年の研究において、軽減

合意が古くなったという理由だけでは軽減合意の再交渉を行えないことを指摘している。

彼は、技術革新などの変化に応じて軽減合意の内容を調整することは法的に制限されてい

ないものの、軽減合意自体は署名された瞬間から「固定されたまま」であると表現した。

アボットは、事業者のネットワーク技術が時間の経過とともに変化しても、軽減合意の条

項は書面通りに効力を持ち続けると主張している291。つまり、軽減合意の内容が締結後に

時代遅れになったとしても、申請者が署名した時点の内容に違反していない限り、申請者

には問題がないということになる。 

行政機関の要求に応じなければ、実質的に免許が認可されることはなく、申請者は認可

時に自主的なコミットメントとして軽減合意に署名する必要があった292。しかし、一度免

許が認可されると、行政機関の要求に従うことは申請者の任意となり、申請者がアクショ
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ンを起こさない限り、たとえ認可時に軽減合意が締結されていても、その更新に応じるこ

とを行政機関が強制することはできなかった293。実際、2000年代に認可された中国聯通の

免許については、軽減合意が締結されることなく、2022年に免許が取消されるまで、その

状態が維持されていた。この中国聯通の免許が行政機関の精査を経ずに FCCによって認可

されたことは、2020 年のチームテレコム公式化へとつながる要因となっていく。 

 

（2）2007 年：軽減合意の監督と CFIUS 内での対立 

CFIUS の審査に対する議会の問題意識は DPW 事案以前からだった。例えば 2002 年に

共和党のクリストファー・シェイズ（Christopher Shays）下院議員は、米国政府監査院

（Government Accountability Office：GAO）に対して、CFIUS の審査について調査を依

頼した。GAO の調査結果は 1997 年から 2001 年までに CFIUS に通知された 320 件の案

件のうち、第二段階に進んだのは 4 件、第三段階の大統領の裁定があったのは 1 件のみと

示した。調査結果には、国防総省と司法省が軽減合意の交渉を申請者と実施したとの記述

があり、議長である財務省は「軽減合意の締結はCFIUS では稀なもの」と答えた記録があ

った。また、調査ではCFIUS の審査における弱点として、軽減合意の監督が挙げられた。

国防総省は軽減合意の監督権限を有していないと主張するなど、CFIUS 内のどの省庁が監

督権限を持つのか、明確でない状況が調査で明らかとなった。このように軽減合意の締結

後、その監視をどの機関が担当するのかを指定するプロセスが欠如していたため、GAOは

軽減合意の遵守を監視する機関を指定することをCFIUS に勧告した294。 

2005年6月には、中国の石油会社、CNOOCによる米国企業ユノカル社の買収事案が発

表された。この事案はCFIUSの審査過程で議会の懸念により、同年8月に撤回されること

になる。議会は審議中であった包括エネルギー法（Energy Policy Act of 2005）に、この

買収事案について CFIUS の審査を 141 日間延長する条項を入れて成立させた。これによ

り、ユノカル社は予定していた株主総会で買収受託の承認を得ることが不可能となった295。

ユノカル社の買収事案では、国務省やCFIUS の正式メンバーではなかったエネルギー省も

審査に関与していた。その後、FINSA の成立により、エネルギー省は正式に CFIUS の一

員となり、積極的に審査に関与するようになった296。 

2005年 9月、GAOは、議員の要請を受けて再びCFIUSのプロセスを調査した。この調

査では、2002 年と比較して CFIUS 内の省庁間連携の不足が指摘された。特に、何を安全

保障上の懸念とみなすかについて省庁間で意見の対立があり、これが審査に影響を及ぼし

ている実態が確認された。また、意見の対立を解決するために、申請者に科す軽減合意の
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要求が狭められた事案があったことも報告された。さらに、ある事案では、議長である財

務省が国防総省の懸念を認識せずに審査を進めていたことも明らかになった。一方で、

2005 年の調査では、2002 年の調査で指摘された軽減合意の監督不備について、2003 年

に CFIUS に加わったDHSが積極的に対応していることも示された297。 

DHS の政治任用だったベイカーは、軽減合意の監督に関する問題意識を回顧録に記述し

た。彼は長年にわたり、軽減合意は CFIUS 全体ではなく、個々の CFIUS メンバーと申請

者との合意と見なされていたことを明らかにしている。DHS は申請者と軽減合意を締結す

る際も「CFIUS ではなく DHS との協定であること」を明示的に伝えていたとベイカーは

振り返った298。つまり、関係省庁が軽減合意の締結後の状況を気にかけないのであれば、

軽減合意は締結後に遵守状況を確認されない状況も存在し得た。 

そこで DHS は独自に軽減合意の見直しと監督を行った。DHS と軽減合意を結んだ免許

人の企業に監査をすると通知をした上で職員を向かわせ、金銭的な罰則を軽減合意に盛り

込むなどの措置を実施し、企業が軽減合意を遵守するようにプレッシャーをかけた299。

CFIUSは申請者と締結した軽減合意は2005年に6 件、2006年に15件、2007年に 14件

と増加した300。このようにDHSが CFIUSに参加した以降、軽減合意がCFIUSの規制ツー

ルとして積極的に用いられ、CFIUS メンバーの承認なく、安全保障官庁が軽減合意を申請

者と締結する状況が顕著となった301。DHS が CFIUS の審査において積極的な役割を果た

す中、DHSが財務省の代わりに議長となり、CFIUSをリードする案が議会で浮上した302。 

この状況の中、CFIUS 内部での対立も深まりを見せた。ベイカーは回顧録で、2007 年

初頭には、安全保障官庁の行動を問題視したCFIUS の他の官庁が、その不満を議会に訴え

るようになったと振り返った303。実際、安全保障官庁が参加しない 2007 年の議会の公聴

会において、財務省をはじめとするCFIUS の他の官庁が、安全保障官庁の行動により、軽

減合意が増加している現状を報告した記録がある304。DPW 事案以降、CFIUS の議長であ

る財務省も安全保障官庁の動きについて言及し始めた305。また、業界からも審査に対する

不満の声が上がる中、議会は FINSA を通じて CFIUS に組織的な行動を求め、財務省は

FINSAの成立を契機にCFIUS 議長としての地位を確立していくことになる。 
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第 4節：公式化の検討―法案による改革の「奇襲」 
本節では、2000年の通信法改正法案による行政機関の審査の改革を分析する。特に、行

政機関による FCC 審査への関与という観点から議論された 2000 年通信合併審査法を取り

上げる306。この制度改革は、FCC および行政機関にとって、いわば奇襲的な議論であった。

つまり、組織内部で意見がまとまらないまま、行政機関と FCCが議員の前で互いに意見を

主張し合う事態となった。 

この改革の背景には、米国市場開放による外国企業の参入があり、議会では規制強化派

と緩和派の間で意見の対立が見られた。規制緩和派の議員たちは通信法改正法案の検討を

主導し、法案で行政機関の非公式な動きを制限しようとした。しかしFCCの間でも意見の

乖離が見られ、行政機関は未だ「チームテレコム」として組織化されていなかった。行政

機関は法案による改革の必要性を強く否定し、議会の審議での発言や報道発表を行った。

以下では、改革の背景、主導主体、議論の論点の 3点に分けて論じる307。 

議論の論点に係る分析手法については、「非公式制度の公式化」を巡る交渉過程を異な

る時代で分析したチャカーらの論文を参考にした。先行研究で概説したように、チャカー

らの研究は米国プロ野球の慣行を題材に、「非公式制度の公式化」に至る交渉過程を扱っ

たものである。彼女らの分析手法は本論文と同様に歴史的制度論のアプローチを採用し、

デジタル化された歴史的資料を用いたものである。具体的には、1876年と 1976年の 2つ

の異なる時点における球団オーナーと選手の関係に焦点を当て、雇用慣行に関する規則策

定の交渉過程を比較した。非公式制度の公式化前後の変化を、争点ごとに整理して表形式

で一覧化し、異なる時期における利害関係者の主張の変化を明らかにした308。 

本論文では、2000 年、2016 年、2020 年における「非公式制度の公式化」に関する主

な検討項目を表形式で一覧化するアプローチを採用する。チャカーらの論文では、2 つの

年代における検討項目の内容を詳細に述べているものの、公式化に対する組織の意見の変

化を通時的に把握しにくい点や、非公式制度全体の変化を捉えづらい面がある309。この課

題を踏まえ、本論文では、同一または新たな検討項目に対する組織の主張を年代ごとに、

全体的な傾向として捉えることを試みる。具体的には、各検討時点での非公式制度の範囲

を基準とし、その範囲をどのように明文化するかについて、各アクターが主張した内容に

注目し、分析することとする。 
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第 1 項：改革の背景―市場開放後の大型投資 

改革の背景には、WTO 基本電気通信合意を受けた市場開放に伴い、大型の買収・合併

事案が相次いだことがある。表 14は、2000 年の公式化の検討過程を表す。 

 

           表 14 2000 年の公式化の検討過程   

出典：筆者作成。 

 注：網掛けは本文での言及箇所である。 

 
表14のように、1999年以降、エアタッチとボーダフォンの合併、AT&TとBTの合併、

ドイツテレコムによるボイスストリーム買収など、大型の外国企業による米国企業への投

資事案が相次いだ。これを受け、2000年1月、ウィリアム・ケナード（William Kennard）

FCC委員長の下で、FCCは取引チーム（Transactions Team）を立ち上げ、FCCの審査の

透明性を確保するため、進捗状況や申請情報を整理して公表する取組みを開始した310。  

買収・合併審査については、①CFIUS と②FCCの審査とは別に、独占禁止法の観点から

③司法省の反トラスト局および連邦取引委員会（Federal Trade Commission：FTC）の

審査があった。つまり FCCの免許を保有する企業の買収・合併案件には①CFIUS、②FCC、

③司法省と FTC の審査が行われる可能性がある。当時、議会は特に③司法省と FTC によ

る審査を問題視していた。この審査は、ハート・スコット・ロディノ（Hart-Scott-Rodino）

法に基づき、一定規模以上の米国企業の株式や資産の取得について、FCC の審査と並行し

て実施された311。この審査は FCC の審査期間を長期化させており、議員たちの間で問題視

された。この③の論点に加え、②FCC の審査における行政機関の安全保障上の審査も議会

の関心となり、公聴会では議員、FCC、行政機関の 3者の意見の相違が露呈した。 

議会では、規制緩和派と規制強化派の議員の間で意見が分かれた。双方の立場から2000

年代前後、FCC の通信法を改正し、買収・合併に伴う免許移転の審査を改革するための法

関連組織 年代 事項
FCC 1999/6/21 ボーダフォンとエアタッチの合併

FCC 1999/10/25 AT&TとBTの合併
FCC 2000/1/12 FCCの取引チームの発足
FCC 2000/2/18 取引チームのパブリックフォーラムの実施

FCC 2000/3/1 取引チームによる審査期間の提案

議会 2000/3/16 2000年通信合併審査法（H.R.4019）の提出
議会 2000/6/27 2000年外国政府投資法（S.2793）の提出

ドイツテレコム 2000/9/18 ドイツテレコムによる買収に係る免許移転申請

政権 2000/12/21 ブッシュ大統領の就任

FCC 2001/4/27 ドイツテレコムによる買収に係る免許移転の認可
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案が提出された。その中でも、規制緩和を目的とした代表的な法案として 2000 年通信合

併審査法がある。この法案は 2000 年 3 月 26 日に下院に提出され、FCC や行政機関を巻

き込んで議論が行われた。この法案の主な内容は、行政機関が免許移転の審査において条

件をつけること、またその条件を申請者と交渉するための期間を厳格に制限し、買収・合

併事案についてFCCに迅速な承認を促すものだった。一方で、規制強化を目的とした法案

として、2000 年 7 月にホリングス議員が提出した 2000 年外国政府投資法（Foreign 

Government Investment Act of 2000）がある。この法案は通信法第 310条を改正し、外

国政府が 25%以上を所有する企業が米国の通信事業を買収することを禁止する内容であっ

た312。この法案には、審議中に進められていたドイツテレコムによるボイスストリームの

買収を阻止する狙いがあった。なお、図 2 は議会の公聴会記録の一部であり、各国のコモ

ンキャリアに対する政府出資比率を示す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図 2 各国のコモンキャリアへの政府出資比率 

出典：Committee on Commerce. Subcommittee on Telecommunications, Trade, and  

Consumer Protection (2000)313より引用。 

 

図 2 に示すように、ドイツテレコムはドイツ政府から 50%以上の出資を受けていた。こ

のように、1997 年のWTO基本電気通信合意以降、政府が 50%以上出資する外国の通信

企業が米国企業を買収しようとする投資案件に、米国は直面した。世界的な市場開放が進

み、規制緩和が進展する中で、安全保障と投資促進をどのように両立させるかが課題とな

り、行政機関による FCCの審査への関与が徐々に議会の関心を集めるようになった。 
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第 2 項：主導主体―外資規制緩和派と強化派の議員  

FCC の買収・合併審査に関する改革の検討は、外資規制の緩和を支持する派と規制強化

を求める派の議員たちによって主導された。議会での長い論争を経て成立した 1996 年改

正の 1934 年通信法は、対立する意見の妥協の産物とも言える。議員たちの意見が分かれ

る中、議会は法案成立を優先し、対立の中で妥協点を模索しながら改正法案を成立させた。

そのため、法律の文言をあえて曖昧なままにした結果、第 310 条を含め、通信法には解釈

が分かれる曖昧な点が残り、これが議会の承認を要しない FCCによる規則策定に委ねられ

たとの指摘がなされている314。このような 1990 年代から続く通信法を巡る議員間の対立

は、2000年にドイツテレコムがボイスストリームを買収する事案を契機として、再び議会

の場で顕在化した315。 

2000年 9月 7日に行われた議会での2000年通信合併審査法の審議では、外資規制緩和

派である共和党のマイケル・オクスレー（Michael G. Oxley）下院議員と、外資規制強化

派である民主党のホリングス議員の間で、白熱した議論が繰り広げられた。 オクスレー議

員は、1995 年に通信法第 310 条の外資規制撤廃を求める法案を提出した実績を持つ外資

規制緩和派であり、2000年通信合併審査法についても支持を表明した316。一方、民主党の

ホリングス議員やエドワード・マーキー（Edward J. Markey）上院議員は、通信法改正の

議論においても一貫して外国企業による米国企業への投資に強い懸念を示し、オクスレー

議員とは対照的な立場を取った317。 

2000年9月7日の議会での質疑に対し、ケナードFCC委員長、司法省、FBI、USTRの

幹部はそれぞれの立場から既存の制度を評価し、新たな法規制を設ける必要はないとの立

場を示した318。当時の政権としても、外国政府による所有権の問題に対処するために新た

な立法化は必要ないという方向性であった。ケナードFCC委員長と行政機関の見解は一致

していたものの、FCC 内部ではこの法案を支持する意見もあり、組織内での意見の統一性

には欠けていたことが指摘できる。 

注目すべき点は、審査を巡る議員と行政機関の間での質疑応答である。行政機関は

「FCC の現状の制度のプロセスを通じて対処できる」との立場を示したが、議員たちはそ

の行政機関による非公式な審査の実態について公聴会を通じて明らかにしようとした。 共

和党のビリー・トージン（Billy Tauzin）下院議員は、FCC の審査に関与していた FBI に

対し、審査プロセスの詳細や、各機関間での運用方法について問いただした。これに対し、

FBI の法務顧問であるラリー・パーキンソン（Larry R. Parkinson）は、「実際にそうして

きた」と前例の積み重ねを強調する返答をした。さらに彼は、この種の免許移転の審査に
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関与してから約 4 年間で、同様の審査を 9 回から 10 回程度実施してきたことを議会で説

明し、行政機関の対応が一定の実績に基づいていることを強調した319。 

当時、司法省で審査を担当していた刑事局のディ・グレゴリー（Di Gregory）副司法官

補に対し、「FCC の権限を利用し、思い通りの審査ができるまで保留にするのが好きなよ

うであるが、そのような理解でよいか」と安全保障官庁の行動にやや批判的な質問を投げ

かけた。これに対して、グレゴリーは、「FCC の法令が、誰かが免許を申請した際に、私

たちが懸念していることを FCC に知らせる権限を与えていると考えており、FCC に対し

て...を通じて要請している」と曖昧に返答した320。この司法省の主張が示すように、2000

年代前半の時点では、FCC から行政機関に申請を送致するプロセスではなく、むしろ行政

機関が積極的に申請に安全保障上の懸念を示し、FCCに通知する動きが見られた321。 

2000年 12月にホリングス議員は、FCCに手紙を送り、ドイツテレコムによるボイスス

トリームの買収は、米国市場における競争を阻害し、FCC が保護するべき「公共の利益」

に明らかに反していると主張した。通信法第 310 条の解釈からすれば、申請を拒否する必

要があるとFCCに強く要請した322。その後、2001年 1月にオクスレー議員もFCCに手紙

を送った。オクスレー議員は、「上院の同僚の一人が通信法第 310 条の適切な解釈につい

ての見解を示している」、「FCC が私の同僚の見解を採用すれば、将来のすべての貿易交渉

において米国の信用を大幅に損なうことになる」とホリングス議員のことを名指しはしな

いものの、彼の見解を受け入れないよう、FCC に要請した323。一方で、議員たちの主張か

らは、特定の事案においてFCCが各自の考え方に沿った審査結果を示す場合には、通信法

の改正に必ずしもこだわらない姿勢もうかがえる324。 

このように、1997年に始まった行政機関によるFCC審査への関与は、2000年には一部

の議員に認識され始め、行政機関や FCCの審査実態を問いただす議員の姿が見られるよう

になった。しかし、そのやりとりからは、行政機関による審査がどのように始まったのか、

またCFIUS との関係について議会内で十分に認識できていない状況が捉えられる。この点

から、FCC の審査における行政機関の非公式な関与は、議員たちが十分に認識しない中で

生まれ、行政機関が審査の実績を積み重ねたことが理解できた。 

 

第 3 項：議論の論点―アクター内での意識の乖離 

通信法改正法案の議論において、FCC と行政機関がそれぞれどのような立場を取ってい

たかを確認する。行政機関が懸念する対象は、2000年通信合併審査法をはじめとする、安

全保障上の観点からの審査を制限するような規制緩和の法案であった。争点になったのは
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（1）審査期間（2）軽減合意の大きく 2 点だった。行政機関はこれらの論点に関して通信

法の改正や新たな立法措置の必要性を否定した。他方でFCCの中での意見は分かれた。具

体的には、通信法の改正を不要とする立場を取る民主党のケナード FCC委員長と、改正の

必要性を主張する共和党のハロルド・ファーチゴット・ロス FCC委員との間で意見の相違

が見られた。表 15は、各検討事項に対する各組織の立場を表す。 
 
         表 15 2000 年の公式化の検討における意見の概観 
 
 
 
 
                 出典：筆者作成。 
    注：検討時点の非公式制度の範囲を基準として、各組織の立場を示している。 

 

表15の「拒否」は、非公式な審査を公式化することを拒む立場を指し、ルールを非公式

なまま維持し、明文化しない選択を表す。また、「縮小」は、現行の非公式制度の範囲を

狭めて公式化するという選択肢を示している。行政機関は立法措置の必要性を否定し、非

公式制度を公式化しない「拒否」の立場を取り、法案に対する強い懸念を表明した。一方

で、FCC 内では、行政機関と同じ「拒否」の立場を支持する意見と、行政機関の審査関与

を制限しようとする「縮小」の立場が見られた。このように、FCC 内において意見の一致

が見られない状況が実態としてうかがえる。 

 

（1）審査期間：ショットクロック（shot clock）への抵抗 

FBI のパーキンソン法務顧問は、2000 年通信合併審査法について、公聴会において強く

懸念を表明した。パーキンソンは、議員が懸念を示していたドイツテレコムによるボイス

ストリーム買収の審査に関与していた人物の一人であり、最終的に申請者との間で締結さ

れた軽減合意において、FBI を代表して署名を行った記録が確認できる。 

FBI のパーキンソン法務顧問は、2000 年通信合併審査法に関し、公聴会において強い懸

念を表明した。彼はこの法案が FCC による「公共の利益」の考慮を排除し、さらに 90 日

間の審査期限を設けている点が、安全保障官庁が企業を訪問し、FCC の免許の認可条件を

交渉してきた従来のプロセスに大きな影響を及ぼす可能性があると指摘した。また、同様

の趣旨を持つ多くの法案が審議中であることにも懸念を示した。パーキンソンは、この法

FCC行政機関検討事項

拒否・縮小拒否審査期間(１)

拒否・縮小拒否軽減合意(２)
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案における審査期間の設定を「ショットクロック（shot clock）」の導入に他ならないと批

判した325。バスケットボールでは、ボールを保持するチームが45秒以内にシュートしなけ

ればならないというルールがあり、ショット・クロックとは、ボールを回して時間を稼ぐ

だけの行為を防ぐための仕組みを指す。この比喩を用いて、パーキンソンは行政機関の審

査に対して法案が厳格な審査期間を設定することに否定的な立場を示した。彼は、買収・

合併事案に関して、国防総省、司法省、FBIが「CFIUSの審査とFCCの審査を活用し、懸

念に適切に対応している」と議会で主張した。 

ケナード FCC委員長も、行政機関と同様に立法措置の必要性を否定する立場をとってい

た。2000年通信合併審査法については、省庁間の協力を排除しつつ厳格な審査期間を求め

る内容に懸念を示していた。また、ケナードの公式声明の中には「FCC は国家安全保障の

専門家ではないため、行政機関の判断に委ねている」という言葉が記録されている326。 

一方で、このような行政機関や FCC委員長と異なる立場を強く主張した人物が、共和党

のファーチゴット・ロス FCC 委員であった。彼は 2000 年通信合併審査法による通信法改

正を支持し、審査の長期化を改善しようとした327。ファーチゴット・ロスが審査に関する

問題意識を主張する中、ケナード委員長は 2000 年に FCC の取引チームを創設するに至っ

た。これは買収・合併事案に係る免許移転の審査について、審査の透明性を確保するため

の取組である。取引チームは 1999 年 10 月にケナードの指示を受け、FCC の法務担当室

（Office of General Council）が創設したものだった。2000年3月には民間事業者とFCC

で審査のあり方について議論するパブリックフォーラムが開催され328、これを踏まえ FCC

は表 15のように 180日の審査期間の内訳を公表した329。 

 

            表 15 取引チームの 180日間の内訳         

  

 

 

 

 

 

        出典：FCCの取引チームのホームページをもとに筆者作成330。 

 

 表 15 のような 180 日を審査期間の基準として、FCC はホームページで申請状況や公告

日数 内容

0日目 公示

1-30日目 パブリックコメント期間

45日目 パブリックコメントに対する反対意見の提出

52日目 反対意見に対する返答

90日目 必要に応じ、申請者の追加の必要書類の提出

52-180日目 分析、関係者との話し合い

180日目 FCCによる審査結果の決定
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などの情報とともに審査事案ごとにまとめ、将来の申請者に対して、審査の予見性を高め

る試みを開始した331。しかし、取引チームの取組みはタスクフォース的な位置付けにとど

まり、行政機関による審査の長期化を抜本的に改善する改革には至らなかった。また、こ

の取組みはケナードFCC委員長や行政機関に主張の中でも援用され、現状の審査において

立法措置が不要であるという主張の根拠の１つとされていた332。FCC 職員による取引チー

ムの活動は継続的に行われ、その動向から、FCC 内部で審査の長期化や不透明性に対する

強い問題意識がうかがえた。クリントン政権下で始まった取引チームの行動は、2016年に

FCC規則により、チームテレコムの公式化を検討する際の提案内容へとつながっていく。 

 

（2）軽減合意：申請者の申し出による任意（voluntary）の合意 

ケナード FCC委員長は、議会によるルールの制定や変更には比較的長い時間がかかるた

め、急速に進化する通信業界には適応できないとの考えを持っていた。この考え方は、

2000年に議会が通信法の改正を試みた際、ケナードが立法の必要性はないと主張した理由

の 1 つだった333。そのような中、FBI や司法省に質問したトージン議員は、行政機関が軽

減合意を交渉し終えるまでFCCが申請を長期間保留している現状に疑問を呈した。トージ

ン議員はケナードに対し、「FCC が永遠に待つことができることを知っている限り、それ

は他の機関が交渉して欲しいものを手に入れるための''レバレッジ''となる」と、FCC の対

応を批判した。これに対し、ケナードは“レバレッジ”という言葉は適切ではないと返答し、

FCC は国家安全保障を守る責任を果たしていると述べ、行政機関の専門性を尊重する方針

を強調した334。ケナードは「FCC は安全保障の分野では安全保障官庁の専門性に委ねると

いうプロセスをとっており、緊密に連携していること、そして、FCC 委員長として自分が

一番やりたくないことは、FBI と司法省から重大な懸念があった場合、その申請を許可す

る票を投じることだ」と、はっきりと明言した335。 

一方で、この軽減合意に関して、ファーチゴット・ロスはケナードとは対照的な立場を

取っていた。彼は、FCCの審査プロセスが行政機関に「ハイジャック（hijack）」されるべ

きではないと強く主張し、軽減合意に対して批判的な姿勢を示した。ファーチゴット・ロ

スは、CFIUS の審査をはじめとする他の規制手段が存在する中で、行政機関が FCC の審

査において申請者と軽減合意を締結し、安全保障上の懸念を解消しようとする行動に疑問

を呈した。さらに彼は、行政機関が申請者と締結する軽減合意について、形式的には「任

意（voluntary）」とされているものの、実際には申請者にとって強制的な性質を帯びてい

ると批判した。ファーチゴット・ロスは、免許移転プロセスの仕組みを熟知した申請者が、



 78 

プロセスの初期段階で行政機関に出向き、その要求に応じざるを得ない状況が多いことを

指摘した。また、彼は司法省や FBI が懸念を抱いているのであれば、独立した権限を活用

して問題に対処すべきであり、もしそのような権限がないのであれば、行政機関は議会に

適切な権限委譲を求めるべきだと主張した336。 

またファーチゴット・ロスは、行政機関の行動を許容するFCCの対応にも批判的だった。

彼は、FCC は「電気通信を規制する広範な権限を持っており、裏口（back door）から目

標を達成するために、アドホックな免許移転の手続きを使い、その権限を拡大する根拠も

必要性もない」と指摘した。彼は行政機関と申請者が締結した第三者の契約を遵守するこ

とを免許の認可条件とするのではなく、FCC 自身が安全保障の問題を判断（passed on）

したのみ、何らかの条件をつけることが適切であろうと主張した337。そしてファーチゴッ

ト・ロスは、将来的にFCCがこのプロセスを批判的な目で再検討することを期待すると言

葉を残した338。彼が「FCC のスタッフに話を聞くと、みんな FBI がやっていることを嫌っ

ているが、公の場では誰も何も言わない」と取材に答えた記録もあった339。このように、

行政機関の行動について、FCCの職員も問題意識を持っていたと考えられる340。 

議員の中には、行政機関による FCCの審査への関与について問題視する立場も見られた。

例えば、共和党のアナ・エシュー（Anna G. Eshoo）議員は、行政機関の動きに対して懐

疑的な姿勢を示した。エシュー議員は「FCC は審査において国家安全保障上の懸念がある

場合、FBI や国防総省といった機関の専門知識に依存している」と FCC の立場について述

べていた。そして彼女はFCCの合併審査プロセスに介入する行政機関の行動に対して、何

らか法改正の手段を取らずとも抑制することはできないか、問題提起した341。一方で、共

和党のジョン・シムカス（John Shimkus）下院議員をはじめ、行政機関が FCC の審査に

介入することに理解を示す議員も存在した。注目すべき点は、FCC が自ら安全保障上の判

断を行わないという認識が、外資規制緩和派と強化派の議員の間で共通していた点である。 

2001 年、共和党のブッシュ政権が発足し、共和党のマイケル・パウエル FCC 委員が政

権から委員長に指名され、ケナードの後任となった。パウエルは前任者ケナードと同様に、

多くの必要な改革は新たな法律を制定せずとも、FCC 内部で実行可能だとの立場を取った
342。一方、反対派の先鋒ホリングス議員は、2001年のドイツテレコムによるボイスストリ

ーム買収決定を受け、9.11後の11月に2000年の通信法改正法案を議会に再提出した343。

その後も通信法改正は議会で継続的な関心を集めたが、論点は必ずしも買収・合併に関す

る FCCの審査ではなかった344。 
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第 5節：小括―組織化以前の非公式制度の運用 
第 1 節から第 4 節までの、組織化以前の非公式制度の形成過程の分析を踏まえ、本節で

は第２章の内容を小括する。本章では非公式制度がなぜ生まれたのか、非公式制度の起源

を探った。その結果、チームテレコムの審査の起源がCFIUS の審査にあったことを明らか

にした。外資参入の時代を迎え、CFIUS の安全保障官庁が CFIUS の審査を補完するため

に、FCC の審査を利用し始め、非公式制度を形成していく過程を捉えた。行政機関におけ

る安全保障上の観点は、外国人所有権に焦点があり、一定以上の外資資本を持つ企業から

の申請を例外的に審査した。図 3は、第 2章で捉えた外資参入後の組織の関係を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           図 3 第 2章における組織の関係（1997 年 1月～2007 年 10月） 
       出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。灰色は非公式部分を表す。 

 

図 3 のように、行政機関による FCC の審査への介入は「CFIUS の安全保障官庁」によ

って 1997 年から始まり、当初は CFIUS の審査をスムーズに進めるための補完的な意味合

いがあった。この頃、行政機関は「チームテレコム」という組織として行動していたわけ

ではなく、安全保障官庁は、CFIUSとの関係を曖昧にしながら、買収・合併に伴うFCCの

「免許移転の審査」に積極的に関与した。一方、CFIUS の審査対象外である「新規免許の

審査」については、行政機関は十分に関与できていなかった。そのため 2000 年代前半に

申請された中国企業の免許申請については、行政機関の審査を受けた記録がなく、軽減合

意が未締結のままFCCによって認可されていた。この審査のあり方が、中国企業の免許取

消を巡るチームテレコムの「非公式制度の限界」につながることになる。 

外国企業への市場開放により大型投資が増加したことを背景に、2000年には、通信法改

CFIUS 安全保障官庁

申請 認可

送致

勧告

申請

認可

申請者

FCC

図4
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正を通じてFCCの買収・合併に係る免許移転の審査を改革しようとする動きが議会で見ら

れた。しかし、規制緩和派と外資規制強化派の議員の間で意見が対立し、FCC 内の意見も

一致せず、通信法改正には至らなかった。また、海底ケーブル陸揚げ免許の審査は、規制

緩和の流れを受けて、国務省主導の行政機関による審査が合理化され、敷設ラッシュの終

焉とともに形骸化した。また、行政機関は、申請者から新しい申請があったタイミングで、

軽減合意をかけ直すなど、審査の見直しを始めた。しかし、2000年代に軽減合意が未締結

のまま認可されていた中国聯合通信の免許は、軽減合意を再締結されることもなかった。

議会の一部では中国敵視論が存在したものの、2001年の中国のWTO加盟を援護した米国

が、政府として中国からの新規投資を安全保障上の観点から規制する行動は、想定しづら

いものがあったと考察される。 

9.11 以降、2003 年に設立された DHS が CFIUS に参加し、安全保障官庁は次第に、従

来の CFIUS の審査対象外であった「新規免許の審査」に着手し、FCC の審査への関与を

強化していった。ただし、その対象は国際通信免許のみに限定され、海底ケーブル陸揚げ

免許の審査は含まれていなかった。2000 年代後半には DHS に政策局、司法省に安全保障

局が新設され、安全保障官庁の審査体制が強化された。その過程で、軽減合意を各省が個

別に判断するなど、CFIUS 内での組織的な行動との乖離が顕著になっていった。2006 年

の DPW 事件をきっかけに、CFIUS の審査運用のあり方が議会で問題視され、CFIUS 改革

が進展した。軽減合意を独断で申請者と締結するような安全保障官庁の行動も見られ、

CFIUS 内で安全保障官庁と他の関係省庁との対立が深まる中、議会は CFIUS の改革を進

め、2007 年に FINSAが成立した。 

本章では、非公式制度の形成が進展したものの、制度が組織的に運用されるには至らな

かった。次章では、FINSA 成立後の時代を扱い、安全保障官庁が主導する「チームテレコ

ム」という非公式組織がCFIUS から分離し、独自の審査体制を確立していく過程を捉える。

中国は急速な経済発展を遂げ、2010 年には日本を超えて GDP で世界第 2 位となり、米国

の対中姿勢は強硬化した。本章で扱った時代には、中国通信企業が華為機器を使用するこ

とが許可されていたが、2010 年代に入ると、米国通信ネットワークにおける華為・ZTE

機器の利用が議会で問題視され、サプライチェーンリスクが安全保障上の懸念として広く

認識されるようになった。そのような中、司法省安全保障局の体制が徐々に確立し、DHS

主導から司法省主導の審査が見られていく。次章では、行政機関が「チームテレコム」と

して非公式な審査を確立する過程とその限界点を捉える。 
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第 3 章：発展―公式制度からの分離と対立 
本章では、非公式制度が組織的に運用されていく時代を扱い、FINSA 施行後の 2007 年

10 月 25 日から、FIRRMA 最終規則が施行される 2020 年 2 月 12 日までの期間を対象と

する。その中で、FINSA による CFIUS の改革を契機に、「チームテレコム」が非公式組織

として独自の非公式制度をFCCの審査において確立する過程を明らかにする。どこまでチ

ームテレコムは非公式に発展したのか、言い換えればチームテレコムの「非公式制度の限

界」を探り、これが FCC 審査の「公式制度の限界」と重複する地点を観察する。表 16 は

本章の審査分析の概観を示す。 

 
     表 16 審査の分析の全体像（2007 年 10月から 2020 年 2月） 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 

注：組織名は審査主体、灰色は非公式の審査、黒色は行政機関の関与が確認できない期間を表す。 

 

この期間の概況として、CFIUS とチームテレコムは審査上の協力関係を築く一方で、

FCC とチームテレコムは対立を深めていったことが指摘できる。議会では華為・ZTE など

の中国製通信機器の利用が懸念され始め、安全保障上の懸念として、外国人所有権のみな

らず、サプライチェーンリスクが重視されるようになった。チームテレコムはCFIUS の審

査対象外である新規投資を審査し、サプライチェーンリスクを精査できる存在として、

CFIUS と連携して審査を行う組織にまで発展した。 

表 16 のように、FINSA の成立を契機に、FCC の許認可における行政機関の関与は「チ

ームテレコム」という非公式組織による行為として実施され、審査の範囲は第 2 章の時代

に比べて拡大した。チームテレコムは①買収・合併に伴う免許移転の審査に関与しつつ、

承認 ①    免許移転の審査 ③   認可後の監督

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

第３章
発展

（2007年10月〜
2020年2月）

チーム
テレコム

チーム
テレコム

チーム
テレコム

チーム
テレコム

国際通信免許/
海底ケーブル陸揚げ免許

区分

②   新規免許の審査

年
国際通信免許/

海底ケーブル陸揚げ免許
国際通信免許

海底ケーブル
　陸揚げ免許
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②新規免許の審査を強化し、海底ケーブル陸揚げ免許の審査も対象にするようになった。

また、③認可後の監督には、議会で華為・ZTE への問題意識が高まる 2010 年代に着手し

始めたものの、2000年代に認可した中国企業の国際通信免許の遡及的な取消ができないと

いう限界に直面する。 

第 1 節では、①買収・合併に伴う免許移転の審査について記述する。議会は CFIUS を

FINSAで改革し、議会への報告・通知義務を盛り込むとともに、CFIUSに組織的な行動を

求めた。安全保障官庁は、CFIUS の枠組みの下で従来のような裁量的な軽減合意を締結し

づらい状況となる中、「チームテレコム」という CFIUS とは別の組織として動き、FCC 審

査への関与を強めた。一方、CFIUS とチームテレコムという 2 つの組織は、議会の対中姿

勢の高まりの中、内部で審査上の協力関係を築き、高度な連携を見せることになった。 

第 2 節では、②新規免許の審査について分析する。チームテレコムは、CFIUS の審査対

象外である新規免許審査の強化を通じて独自の審査体制を確立させ、国務省主導の審査が

形骸化していた海底ケーブル陸揚げ免許にまで審査対象を拡大した。そうした中、2011年

に中国移動から国際通信免許の新規申請が提出され、7 年もの審査を経て、2018 年にチー

ムテレコムはFCCに拒否勧告を行い、FCCは 2019年に申請却下の判断を下すに至った。 

第 3 節では、③既存免許の認可後の監督に関する分析を記述する。議会の対中姿勢が強

まる 2010 年代には、認可後の監督に着手し、軽減合意を締結した免許の取消を模索する

動きも見られた。特に中国移動の新規申請を巡り、この申請を拒否するには、既に認可さ

れた中国企業の既存免許を取消す必要が生じた。しかし、2000年代に認可された中国聯合

通信の免許については、軽減合意が未締結であるため、取消の法的根拠がなく、さらに

FCC の通信法や FCC 規則にも既存免許の取消手続きが明文化されていなかった。この時

点で、CFIUS の審査を起源とするチームテレコムの「非公式制度の限界」と FCC の「公

式制度の限界」が重なる状況が顕在化した。米国の対中姿勢が一層強硬化する中、このよ

うな既存制度の枠組みの限界は深刻な課題となり、最終的に 2020 年のチームテレコムの

公式化につながる要因となった。 

第 4 節では、2016 年における FCC 規則によるチームテレコムの公式化に向けた検討過

程を記述する。この検討は、審査の合理化を目的とした FCC主導の取り組みであり、業界

からも支持を受けた動きであった。しかし、進行の過程でチームテレコムと FCCの間に意

見の乖離が見られ、その結果、オバマ政権からトランプ政権への政権交代の間にこの取り

組みは頓挫した。 

第 5節では、本章で明らかとなったことを小括する。 
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安全保障上の懸念として、外国人所有率だけでなく、サプライチェーンリスクが注目さ

れる背景には、中国通信機器企業である華為および ZTE の存在がある。特に、華為という

企業名は、近年の米中貿易摩擦の中で広く知られるようになった。これらの中国企業は、

当初、通信事業者向けの通信機器製造を主軸として創業し、その後、一般消費者向けのデ

バイス供給に事業を拡大したことで、世界市場での認知度を高めた。中国通信機器産業の

発展を振り返ると、中国が通信機器の自主開発に成功したのは 1990 年代前半のことであ

る。当初、中国は国内に通信機器メーカーを持たず、先進国から最新の通信機器を輸入し、

自国の通信システムの整備を優先していた。1987 年に創業した華為は、1993 年にデジタ

ル電話交換機の自主開発に成功し、1998年には国内の電話交換機市場でシェアトップに躍

り出た。その後、インターネットの中核装置であるルーターの自主開発に成功し、国際展

開や事業の多角化を加速させた345。さらに、固定通信と移動通信の両方に対応したビジネ

スモデルや、大量生産による低価格と高品質を武器に、華為はスウェーデンのエリクソン

（Ericsson）やフィンランドのノキア（Nokia）といった先行する企業の地位を脅かす存

在へと成長した。2009年末には売上高でノキアを上回り、世界第2位の通信機器メーカー

となり、2012年にはエリクソンを抜いて世界第1位の地位を獲得した。そのような中、米

国の通信機器企業であるシスコ（Cisco）は、華為が技術を盗んだと非難し、他の米国企

業も同様に華為を批判するようになっていった346。 

米国政府が華為に注目し始めたのは 2000 年代前半に遡るが、本格的に中国通信機器へ

の懸念が米国内で高まったのは 2010 年代に入ってからと言えるだろう。2010 年、中国の

国内総生産が日本を抜き、米国に次ぐ世界第 2 位の経済大国となると、中国通信機器産業

に対する米国議会の懸念が顕在化した。その時期、米国通信事業者が国内通信ネットワー

クの構築において華為製通信機器を採用しようとする動きが見られた。また、通信企業が

FCC の補助金を利用して中国通信機器を購入し、ユニバーサルサービスを展開している実

態も明らかになった。華為は中国政府から資金提供を受け、中国軍の影響を受ける可能性

が指摘される中、米国内では、華為の機器を用いた中国政府によるスパイ行為や妨害行為

といった安全保障上のリスクが議会で議論されるようになった。このような政治的懸念の

高まりに伴い、中国企業が関与する審査事案を通じて、チームテレコムの存在が議会の超

党派で認識されるようになっていく。  

以下では、議会で対中強硬姿勢が高まる中、米国政府が既存の制度枠組みの限界に直面

する過程を捉える。第 1 節から第 3 節では①免許移転、②新規免許、③認可後の監督に係

る審査の分析、第 4節で 2016 年の公式化の検討を記述する。 
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第 1節：免許移転の審査 
2007 年 10 月、FINSA が成立し、CFIUS は議会の関与を強め、法的な枠組みを強化さ

れた。この法律により、CFIUS のメンバー構成にも変更が加えられた。新たにエネルギー

省長官がメンバーに追加され、職権メンバーとして国家情報長官および労働省長官も加わ

り、国家情報長官は、必要に応じて分析情報を提供する役割を担うこととなった。また、

FINSA により CFIUS は重要技術や重要インフラに関わる買収に重点を置くことが求めら

れるようになった347。FINSA による CFIUS の大きな変更点の 1 つとして、議会による監

督が挙げられる。CFIUS は、大統領だけでなく議会に対しても年次報告書の提出を義務付

けられ、さらに審査段階や要請に応じて説明責任を果たす必要が生じた。また、軽減合意

の違反など一定の条件下で再審査を実施できるようにもなった。さらに、議長である財務

省の権限が強化され、財務省は案件ごとに専門性を有する審査主管機関を指定し、共同で

審査実務を担当する仕組みが導入された。FINSA の成立を契機として、安全保障官庁は

CFIUS とは別の枠組みである「チームテレコム」として独自に動き始めた。チームテレコ

ムは、現在の審査体制の原型となる独自の審査プロセスを構築した。さらに、米国内での

華為や ZTE に関連する問題やサプライチェーンリスクへの懸念の高まりを背景に、チーム

テレコムはCFIUS とともにその活動が議会に認識されるようになり、外国政府にもその存

在が知られるようになっていく。 

 

（1）2007 年：FINSA による CFIUS 改革 

FINSA により、軽減合意は申請者と個々の CFIUS メンバーとの協定ではなく、CFIUS

メンバーを代表して（on behalf of）締結されることが規定された。この規定により、安

全保障官庁は、CFIUS のメンバーとして単独で軽減合意を締結する権限が弱められた。そ

の結果、安全保障官庁がFCCの免許審査時に申請者と交渉する際、従来のように各省庁の

裁量に基づいて行うことが困難となった348。こうした状況の中、安全保障官庁は「チーム

テレコム」という枠組みを用い、CFIUS とは異なる組織として FCC の審査への介入を継

続した。チームテレコムの審査はCFIUS とは異なり、全会一致のコンセンサスが必須では

ない。具体的には、司法省は通信傍受やテロ対策、DHS はサプライチェーン、国防総省は

軍事というように、各省庁がそれぞれの専門分野に基づき案件を選定し、軽減合意の内容

を策定したうえで申請者と交渉を行った。このように FCCの免許審査においては、CFIUS

の審査と併行して、チームテレコムという枠組みの下で安全保障官庁主導による独自の審

査運用が確立された349。また CFIUS は審査対象の取引について、米国の国家安全保障上の
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脅威、脆弱性および影響を調査するリスクベースの分析を行うことがFINSAで規定された。

この分析の基準は、チームテレコムにおいても用いられているとされている350。表17は、

2007 年 10月から 2010 年 12月までに軽減合意が締結された代表的な承認案件を表す。 

 
表 17 チームテレコムが審査に関与した案件（2007 年 10月から 2010 年 12月） 

        出典：FCC審査記録をもとに筆者作成351。 

 注：網掛けは本文での言及箇所である。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

 

表 17のように、2008年以降は、軽減合意からCFIUSの記述が消えた。安全保障官庁は

CFIUS の審査プロセスの一環としてではなく、「チームテレコム」という別組織として引

き続き FCC の免許審査に関与した。ただし、CFIUS とチームテレコム、双方に司法省、

DHS、国防総省の 3省が所属し、CFIUS 関連業務を担当する部署や職員がチームテレコム

の業務を兼任し、実務上で 2 つの審査は連動した352。具体的には、チームテレコムが実質

的に審査を完了した後で、CFIUS が公式の審査プロセスを開始し、CFIUS の承認を待って

FCCが承認する、チームテレコムとCFIUS の二元審査が見られた。 

FINSA の法案審議に関わった議員であっても、「チームテレコム」の存在を認識してい

ないことが、2008 年の議会の公聴会の記録から確認できた。この記録は、FINSA の法案

が提出された銀行・住宅・都市問題委員会でのFINSA成立後の議論だった。申請者の代理

人として行政機関と軽減合意を交渉している弁護士が、CFIUS の審査前にチームテレコム

との交渉を行うプロセスについて議会で証言した際、FINSA の主要提案者であったドッド

議員は、「チームテレコム」という名前を初めて聞いたような反応を示した。また、招致

された政府参考人もその名称を聞き慣れていない様子だった353。この政府参考人はデイビ

ット・マーチック（David M. Marchick）という弁護士兼実業家であり、クリントン政権

58　

2007年：FINSAによる CFIUS改革
　FINSAは、軽減合意は申請者と個々の CFIUSメンバーとの協定ではなく、CFIUSを代表
して（on behalf of）締結するものと規定した。この文言により、安全保障官庁は、単独で
CFIUSのメンバーとして、軽減合意を締結する権限を弱められ、従来のように各省の判断
で、FCCの審査において申請者との交渉をしにくい状況となった。その結果、安全保障官
庁は「チームテレコム」という名前を用いて、CFIUSとは別の組織として、FCCの審査介
入を従来通り継続することになっていった。表 3は、2007年 10月から 2010年 12月まで
に、軽減合意を締結した代表的な承認案件を表す。
　表 3を見ると、2008年以降は、軽減合意から CFIUSの記述が消えていた。安全保障官
庁は CFIUSの審査プロセスの一環としてではなく、「チームテレコム」という別の枠組み
として引き続き免許審査に関与していくことになった。しかし、CFIUSとチームテレコム、
双方に司法省、DHS、国防総省の 3省が所属しており、CFIUS関連業務を担当する部署や
職員がチームテレコムの業務を兼任していたため、実務上は 2つの審査は連動していた

（15）
。

この時期には、チームテレコムが実質的に審査を完了した後で、CFIUSが公式の審査プロ
セスを開始し、CFIUSの承認を待って FCCが承認する、チームテレコムと CFIUSの「二
重審査」が見られるようになっていった。
　チームテレコムは、買収・合併に伴う「免許移転」のみならず、CFIUSが公式には審査
対象外にしている「新規免許」についても、積極的に審査した。チームテレコムの審査は
CFIUSとは異なり、各機関は意見を調整するが、必ずしも全会一致のコンセンサスは必要
ない。司法省は通信傍受・テロ対策、DHSはサプライチェーン、国防総省は軍事といった
各々の観点から関与する案件を決め、専門性をいかして軽減合意の内容を変化させ、申請

表 3　チームテレコムが審査に関与した案件（2007年 10月から 2010年 12月）

承認時期 案件 免許の
移転理由 軽減合意 軽減合意の

署名 /宛先
軽減合意内の
CFIUS記述 審査日数

1 2008年 SunCom Wireless / 
T-Mobile USA 買収 NSA＊

DHS、
司法省、

FBI
× 130

2 2009年 Stratos Mobile / 
Inmarsat Group 買収 NSA＊

DHS、
司法省、

FBI
× 212

3 2009年 IT&E / 
Pacific Telecom Inc. 買収 NSA＊

DHS、
司法省、

FBI
× 404

4 2010年 Cook Inlet GSM IV PCS / 
T-Mobile USA 組織再編 NSA＊

DHS、
司法省、

FBI
× 777

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。＊は既存の軽減合意の流用を表す。
（出所）　FCC審査記録をもとに筆者作成。
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時代には USTR や国務省で勤務していた人物だった。彼の 2005 年の著作には、FCC の審

査における行政機関の関与を「CFIUS の審査」と解釈する記述が見られる。マーチックは、

9.11 以降、安全保障官庁が軽減合意を用いて申請者と交渉を行うことが通例となったと論

じた。また、彼はCFIUS の審査の中でも、通信分野は軽減合意が公開される唯一の分野で

あると考えていた354。 

このような有識者の認識からも、「チームテレコム」は、FINSA 成立前には CFIUS の行

動と解釈されるような曖昧な存在であったことがうかがえる。そして、議員からチームテ

レコムと CFIUS の関係について問われたマーチックは、「非常に良いアイディアだと思う」

と回答した。彼は、DPW 事案を踏まえた反省から、一定の省庁間連携があることは望ま

しいのではないかと証言した355。議会は、CFIUS で何が行われているのかを十分に理解し

ないまま、FINSA を通じた CFIUS の改革を進めた経緯があった。ベイカーの回顧録によ

れば、FINSA の成立により議会の関与を強める改革が行われた一方で、軽減合意の締結に

CFIUS メンバーのコンセンサスが必要となり、迅速な審査が阻害される事例も見られ始め

たという実態が記されている356 。実際、2008 年以降、新たな CFIUS の審査体制のもと、

第 2 段階の調査に進む審査案件は増加したものの、締結された軽減合意の数は減少した357。

そしてベイカーは 2009 年に DHS を離任し、その後、DHS 政策局主導で行われていたチ

ームテレコムの審査は、次第に 2006 年に司法省に設立された安全保障局主導の体制へと

移行していった。 

 

（2）2010 年：米国議会における華為と ZTE に対する懸念 

2010 年に米国議員たちは中国企業の華為と ZTE への懸念から、CFIUS の審査の課題を

表明した。この背景には、2009年頃から、華為がスプリントなどの米国通信企業のネット

ワークに機器の提供を協議していた報道があった358。商務省は、スプリントに華為への大

型契約の発注を思いとどまらせたものの、最終的には企業側の自主的な判断に委ねられた

結果だった359。同様の事態が再び起こることを懸念した議員たちは、当時の FCC 委員長宛

にレターを送付し、問題意識を伝えた。この書簡で彼らは、現在のCFIUS 体制では、米国

通信企業による外国企業からの機器調達を精査する仕組みが不十分であることを主張した。

そして通信ネットワークのセキュリティについて、FCC と他の機関との協働状況を把握し

たいと詳細な情報を要求した360。これに対し、当時の FCC のジュリアス・ジェナコウスキ

ー（Julius Genachowsk）委員長は、FCC 内に専門家チームを結成し、行政機関や業界関

係者と協議し、情報収集を進める対策を講じたと議員に回答した。そして、議題の機微性
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を考慮し、議員に対して結果を書面ではなく口頭で報告することを提案した361。 

2012 年 10 月 8 日、下院情報特別委員会は米国国内で事業展開する華為および ZTE が

もたらす安全保障上の脅威への対策の必要性を主張する報告書を発表した。報告書におい

てはCFIUSが華為およびZTEが関与する投資案件を阻止すべきという主張がなされた362。

この議会の報告書の発表から一週間後、2012 年 10 月 15 日、日本のソフトバンクは米国

通信企業大手のスプリント買収を公式に発表した363。表 18 は 2011 年 1 月から 2020 年 1

月までに軽減合意を締結した代表的な承認案件を表す。 

 
表 18 チームテレコムが審査に関与した案件（2011 年 1月から 2020 年 1月） 

           出典：FCC審査記録をもとに筆者作成364。 
  注：網掛けは本文での言及箇所である。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

 

表18の 6にある2013年のソフトバンクによるスプリント買収の事案では、ソフトバン

クが華為の通信機器をネットワークで利用していることが問題視され365、この案件を通じ

て、チームテレコムと CFIUS の「二元審査」が認識されるきっかけとなった。また、表

電気通信業への外国投資を巡るグローバル・ガバナンスへの挑戦　59

者と交渉した。チームテレコムは CFIUSとも二重審査を継続しながら、FCCの免許審査に
おいて、安全保障官庁主導で独自の審査を築いていった

（16）
。

2010年：米国議会における華為と ZTEに対する懸念
　2010年に、米国議員たちは、中国企業の華為と ZTEへの懸念から、CFIUSの審査の課
題を表明した。この背景には、2009年頃から、華為がスプリントなどの米国通信企業の
ネットワークに機器の提供を協議していた報道があった。議員は、当時の FCC委員長宛に
レターを送り、現在の CFIUS体制では、米国の通信企業が行っている外国企業からの機器
の調達を精査することができない、と主張した。そして通信ネットワークのセキュリティ
確保について、FCCと他の機関との協働状況を把握したいと詳細な情報を要求していた

（17）
。

表 4は 2011年 1月から 2020年 1月までに軽減合意を締結した代表的な承認案件を表す。
表中にある 2011年以降の NSAでは、従来の情報セキュリティ対策に加え、主要機器のリ

表 4　チームテレコムが審査に関与した案件（2011年 1月から 2020年 1月）

承認時期 案件 免許の
移転理由 軽減合意 軽減合意の

署名 /宛先
軽減合意内の
CFIUS記述 審査日数

1 2011年 NextWeb / TelePacific 買収 LOA DHS、
司法省 × 70

2 2011年 Global Crossing / 
Level3 買収 NSA

司法省、
DHS、
国防総省

× 157

3 2012年 Truphone / 
Vollin Holdings 買収 LOA 司法省 × 320

4 2013年 T-Mobile USA / 
MetroPCS 合併 NSA＊

DHS、
司法省、

FBI
× 145

5 2013年 CIVS VII / T-Mobile 
USA 組織再編 NSA＊

司法省、
DHS、
国防総省

× 59

6 2013年 Sprint / Softbank 買収
CFIUS
と NSA
を締結

司法省、
DHS、
国防総省

─ 230

7 2014年 TWT / Level 3 買収 NSA
DHS、
司法省、

FBI
× 109

8 2019年 Inmarsat / 
Connect Bidco 買収 LOA＊ 司法省 × 149

9 2019年 T-Mobile / Sprint 合併
CFIUS
と NSA
を締結

司法省、
DHS、
国防総省

─ 505

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。＊は既存の軽減合意の流用を表す。
（出所）　FCC審査記録をもとに筆者作成。
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18 の 9にあるTモバイルとスプリントの合併では、CFIUS で NSAを締結したことを条件

に、チームテレコムの承認が得られ、最終的に審査結果が非公開となるという、これまで

にない審査パターンが示された。2011年以降、軽減合意の規定には主要機器のリスト提出

などサプライチェーン対策が常態的に盛り込まれていった。また、2012年には、日本政府

がWTOにおいて、米国政府に対してチームテレコムと CFIUS の関係について質問した記

録が確認された366。さらに、ソフトバンクによるスプリント買収が完了した 2014 年以降、

経済産業省の不公正貿易報告書は、チームテレコムの審査の不透明さを批判した367。 

 

（3）2012 年：スプリント買収での CFIUS とチームテレコムの協力関係  

DHS を離れ、大手弁護士事務所の共同経営者となったベイカーは、スプリント買収に関

する取材に応じ、コメントを行った。この案件について、彼は「CFIUS による安全保障面

での審査対象となることはほぼ確実だが、ソフトバンクは『チームテレコム』と安全保障

上の条件について、うまく交渉をまとめるだろう」と公式の買収発表前から予測した。ま

た彼は、「チームテレコムとの合意は実質的に CFIUS の承認を意味しており、CFIUS が認

めれば FCCもこの買収にゴーサインを出すだろう」という主張を展開した368。 

従来は、チームテレコムとの軽減合意が実質的に成立した後にCFIUS が審査を開始し、

その結果を踏まえてFCCが認可を行う、という手続きの流れが一般的であったと考えられ

る。しかし、この事案においては、FINSA 成立以前に CFIUS の体制強化に貢献したベイ

カーでさえ、予想しない形で、CFIUS とチームテレコムが審査を進めた。図 4 は、スプリ

ント買収に関するチームテレコムとCFIUS の審査の進行状況を示したものである。 

        

 

 

 

 

 

 

 

図 4 チームテレコムとCFIUS の審査の進行状況 
           出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 

   注：図の上部分はFCCの審査状況、下はCFIUS の審査状況を表す。 
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図4のように、この事案では、買収発表から約1ヶ月後にFCCへの申請が行われたが、

その後100日以上経過してからCFIUSへの申請が行われた。ソフトバンクはワシントンの

ロビイスト事務所と契約し、チームテレコムや FCC、議会への対応策を進めていたと報じ

られている369。申請者は申請後、チームテレコムと軽減措置に関する交渉を進めていたと

考えられる。しかし、その軽減合意は最終的にCFIUS との軽減合意として用いられ、その

内容が非公開とされるという、今まで確認できなかった審査のパターンが見られた。 

この背景には、CFIUS の審査が進行する中で、ソフトバンクが華為の製品を採用してい

る点が問題視され、複数の米国議員から強い懸念が出たことがあった。共和党マイク・ロ

ジャース（Mike Rogers）下院議員は、買収交渉に伴ってスプリントとソフトバンクの関

係者と協議し、買収が承認されれば、華為製の機器を使用しないという確約を得たと発表

した。そして同様の確約をCFIUSの審査上も企業と取り付けることを期待するとした 370。 

ロジャース議員は、華為および ZTE に関する報告書を策定した下院情報特別委員会の委員

長を務める有力議員だった。結果的には企業から、チームテレコムではなく、CFIUS と軽

減合意を締結したと発表された371。FCC もその後、CFIUS の審査結果を踏まえ、チームテ

レコムの安全保障官庁から勧告を受けたとして、申請を承認した。その際、FCCは CFIUS

との軽減合意の内容について一部を明らかにしている。この内容には、ネットワーク内に

配置された「特定の機器』を2016年 12月までに撤去し、廃棄することを求める規定が含

まれており、本件の経緯から、華為製機器の撤去を要求したものと推測される372。 

CFIUS には、チームテレコムとは異なり、議会への報告・説明義務が課される一方で、

審査結果を非公開にする性質がある。このため、CFIUS で軽減合意を締結することにより、

政治的関心に対応しつつ、機微な内容を非公開に保つことが可能となる。本事案では、議

員からの懸念を受けて、チームテレコムが企業と実質的に軽減合意を交渉した後、その合

意内容が CFIUS によって活用され、最終的に CFIUS と企業の間で軽減合意が締結された

と、報道や審査の進展から推測される。CFIUS とチームテレコムは、議員の関心や審査内

容の機微性を考慮し、どちらの組織で審査結果を確定させるか選択できる柔軟な運用を実

現していた。このような高度な「二元審査」の事例は本件以外にも確認できる。例えば、

同様の段取りで、2019 年の T モバイルとスプリントの合併事例でも、チームテレコムと

CFIUS による審査がなされた。具体的には CFIUS が申請者と NSA を締結した後、チーム

テレコムがその内容をもとにFCCに認可を勧告し、軽減合意はCFIUSで締結されたため、

その内容は非公開となった373。 

以上のような審査の動向から、CFIUSと安全保障官庁との関係が、FINSA成立以前の時
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代と比べて変化したことがうかがえる。CFIUS とは別組織として「チームテレコム」とい

う非公式な組織が発展したことで、事案に応じてCFIUS とチームテレコムが審査過程で内

部的な協力関係を構築するようになったと考えられる。 

 

（4）2013 年：超党派のサプライチェーン・ワーキンググループの発足 

2012 年に下院情報委員会が発表した華為と ZTE のリスクに関する報告書の提言には、

立法措置を議会に促す提言が含まれていた。具体的には、「米国議会の所管委員会は、国

家とつながりのある、あるいは重要インフラを構築する上で明らかに信頼できない電気通

信事業者によってもたらされるリスクによりよく対処するための潜在的な法案を検討すべ

きである。そのような法律には、民間企業間の情報共有の促進や、購買契約を含む CFIUS

プロセスの役割の拡大が含まれる可能性がある。」という提言がなされた374。 

この下院情報委員会の報告書を踏まえ、2013 年 5 月 21 日には公聴会が開催された。そ

こでは、中国製通信機器に対する懸念を背景に、超党派のサプライチェーン・ワーキング

グループが設立され、超党派でCFIUS の権限拡大を検討する動きが見られた。このグルー

プは、スプリント買収を問題視していたロジャース議員、そして共和党のアナ・エシュー

議員が共同議長を務めるものだった375。超党派の議員たちの懸念は、米国企業の通信機器

調達に関する規制であり、簡単にまとめれば「米国のネットワークで中国の通信機器やサ

ービスの利用をどのように規制するか」というものだった。 

エシュー議員は、下院のエネルギー商業委員会に所属し、2000年の通信法改正法案の議

論では規制緩和寄りの立場を示した議員だった376。彼女は、2009年5月には国家情報長官

に宛てに、中国製の通信機器が法執行や情報活動、そして通信インフラに与える安全保障

上の影響について評価を求めたことを明らかにした。その評価結果について、エシュー議

員は「機密情報のため詳細は公表できないが、その内容は厄介なもの（troubling）であっ

た」と強調した377。さらに、2010 年にはジェナコウスキーFCC 委員長に対しても、「中国

の通信企業である華為と ZTE について非常に懸念している」と述べた書簡を送付した。こ

の書簡から、彼女の問題意識は米国企業による中国製通信機器の調達が、買収・合併を対

象とする CFIUS の審査範囲外であり、十分に規制できない点にあったことが捉えられる378。 

エシュー議員は FCC 委員長に繰り返し懸念を表明し、2011 年末には GAO に対し、海

外製通信機器の潜在的なセキュリティリスクを調査するよう要請したことを議会で説明し

た379。そして調査結果は、米国のサプライチェーンが外国製通信機器に依存していること

が、ネットワークセキュリティリスクを招く可能性があると指摘した380。この調査は、
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CFIUS の権限拡大を視野に入れて実施され、CFIUS の審査対象範囲を「ネットワークプロ

バイダーによる外国製機器の購入」にまで拡大するアイデアを念頭に置いていた。GAOの

調査では、国防総省、DHS、商務省、一般調達庁（General Services Administration：

GSA）、そして FCC がインタビューに応じた。調査結果によると、CFIUS の審査対象拡大

に難色を示し、調査への参加を渋る省庁もあったとされている。 

そして GAO の調査結果の中で注目できるのは、FCC の回答である。FCC は調査が求め

るサプライチェーンセキュリティの確保を実施するには、「通信法の改正」が必要になる

ことを示唆した。言い換えれば FCC は GAO の調査に、現在、米国企業による外国製機器

の購入を規制する明確な権限を持っていないという立場を示した。FCC は、商用通信ネッ

トワークにおけるサプライチェーンセキュリティに関連する規制や政策を採用してこなか

った。FCCの関係者は、通信法の改正により、FCCに明示的に新たな権限を認めることで、

サプライチェーンリスクの軽減を念頭にした安全保障上の規制の採用を促進できる可能性

に言及した381。このように、FCC には安全保障に関して判断する権限や前例が乏しいとい

う実態あり、この点が 2020 年のチームテレコムの公式化につながることになる。 

2013 年 5 月 21 日には、この GAO の調査結果をもとに、超党派グループは今後の対応

を議論するため、公聴会を開催した。GAOの調査は「チームテレコム」という存在に触れ

ていなかったものの、公聴会で政府参考人にヒヤリングを行う上で用意されたメモの中に

は、「CFIUSと Team Telecom」と書かれた項目があった。そして、「CFIUSとチームテレ

コムは、重要な通信に関する取引を審査する 2 つの組織である。彼らの唯一の焦点ではな

いものの、彼らは時々、サプライチェーンの問題を検討する」という認識が示された382。

この記述からも当時の議員のサプライチェーンへの関心が推測できる。そしてヒヤリング

項目として、「CFIUS と Team Telecom のプロセスはどの程度機能しているのか。米国の

通信会社による機器やソフトウェアの購入にも適用を拡大すべきか。その場合、どのよう

な種類の購入に焦点を当てるべきか。そのような審査は、通信会社の経営にどのような影

響を与えるか」という事項が公聴会開催前に用意されていた383。 

公聴会当日、CFIUS の審査を DHS で主導していた経歴を持つベイカーが参考人として

招致された。ベイカーは議会で、「チームテレコムは、自身が DHS の立場から監督してい

た」と述べ、CFIUS とチームテレコムの役割の違いについて説明した。彼は、CFIUS は企

業買収に限定された管轄を持つ一方で、チームテレコムは安全保障官庁が外国の通信事業

者に FCC の認可取得条件を課すことを可能にする仕組みであると述べた384。また、ベイカ

ーは、チームテレコムは「法律で明確な権限を持たない」ことや、「その対応範囲が FCC
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を超えるものではない」ことを指摘し、これらの限界が議会での超党派議員たちに理解さ

れるよう説明した385。この発言は、CFIUS とチームテレコムの双方には制度的な限界があ

ることを示唆するものとなっている。 

さらに、ベイカーは FCCにも対応すべき課題があることを指摘し、特に米国通信企業へ

の連邦補助金の支出基準を問題視した。彼は、連邦補助金を用いて中国企業の通信機器が

米国の通信ネットワークに広がる状況をどのように防ぐべきかという問題意識を議会で共

有した。具体的には 2009 年に制定された米国復興再投資法（American Recovery and 

Reinvestment Act of 2009）386に基づき、FCCはユニバーサルサービスの拡大を目的とし

た補助金プログラムを採用したが、ベイカーは、この法律には国家安全保障を損なう可能

性のある通信機器への資金利用を防ぐ規定がないことを指摘した。具体的な企業名につい

ては明言しなかったものの、証言内容からは華為を念頭に置いた発言であったと推測され

る。ベイカーは、AT&T やベライゾンといった米国通信企業が、国の補助金を用いて知ら

ず知らずのうちに中国製の通信機器を購入する事態に対する適切な対策が存在しないこと

を強調した。また、この問題に関連して、CFIUS やチームテレコムが外国通信企業を主な

審査対象としていることから、米国通信企業の行動を直接的にコントロールするには限界

があると指摘した。ベイカーの発言からは、CFIUS とチームテレコム、FCCのそれぞれの

規制には限界があり、通信ネットワークの安全保障を確保するためには、包括的で一貫性

のある制度的対応が必要であることが示唆される387。 

CFIUSの権限拡大を念頭に始まった超党派の関心は、次第にCFIUSとチームテレコム、

さらには FCC の権限拡大にまで広がった。2013 年 10 月、超党派の議員は再びベイカー

に「FCC は、米国の通信ネットワーク上で活動する米国企業による外国製機器の調達を審

査すべきか」と質問をした388。そして2013年12月12日、ロジャースは事前通告なしに、

チームテレコムの権限強化について、FCC 委員長に議会で考えを求めた。彼は、そもそも

チームテレコムとはどのような組織なのか、という認識から議会で共有しようと、トム・

ウィーラー（Tom Wheeler）FCC委員長に説明を要求した。そしてウィーラーが答える前

に、ロジャース自らチームテレコムについて、「CFIUS プロセスを補完する重要なもの

（an important compliment to the CFIUS process）」と表現し、これにウィーラーは同

意した。議員は、中国が米国国内の通信を支配することにつながる投資や機器の購入を防

ぐという点で、チームテレコムは安全保障上の観点から重要な役割を担っている、という

認識を示した。さらに、チームテレコムの審査プロセスの改善点は何か、FCC の権限に限

界があるのではないか、とウィーラーに尋ねた。ウィーラーはその場で答えることではな
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いと回答することを回避したものの、ロジャースは「CFIUS の改革を検討し、チームテレ

コムの方向性を確認しようと思う」という言葉を残した389。またロジャースの発言からは

選択肢として、この 3者各々に新たな権限を付与する可能性も示唆された390。 

ここまでをまとめれば、オバマ政権下の超党派の議論において、「米国通信企業が中国

の通信機器やサービスを利用することをどのように規制するか」という問題意識が生まれ、

議論がなされていた。そして超党派はこの観点から CFIUS、FCC、そしてチームテレコム

の権限強化に関心を寄せた。しかし、その後、ロジャースを含む超党派からは、チームテ

レコム改革に関する具体的な言及は見られなくなった。 

2014 年、当時 FCC 国際局の副局長であったデイビッド・トゥレツキー（David 

Turetsky）は、短期間ながらチームテレコムの審査プロセスの見直しを指揮したことを後

に明らかにしている。彼はサイバーセキュリティ関連事項において FCCを代表し、省庁間

の政策決定にも深く関与した人物である391。トゥレツキーの退任後、2016 年に FCC 主導

でチームテレコムの公式化に向けた検討が進められた。しかし、この取り組みは 2013 年

に超党派のサプライチェーン・ワーキンググループが示した方向性とは異なり、チームテ

レコムやFCCの安全保障上の権限を強化するのではなく、チームテレコムの審査プロセス

の合理化を目的としていた。この改革案は業界から支持を得たものの392、チームテレコム

と FCCの間で意見が折り合わず、さらにトランプ政権への移行により、停止した393。 

本節では、中国企業およびサプライチェーンに対する懸念が高まる中で、チームテレコ

ムとCFIUS が審査過程においてどのように協力関係を築いていたかを考察した。次節では、

FCCとチームテレコム間の対立関係に焦点を当てる。  
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第 2節：新規免許の審査  
チームテレコムは、CFIUS にはない独自の特徴を活かし、独自の審査運用を確立してい

った。その具体例として、買収・合併に伴う「免許移転」に限らず、CFIUS の審査対象外

である「新規免許」にも積極的に審査を行った点が挙げられる。また、行政機関による非

公式な審査の範囲は、国際通信免許にとどまらず、国務省の審査が形骸化していた海底ケ

ーブル陸揚げ免許審査にまで拡大した。 

国際通信免許においては、中国電信や中国聯通に続き、2011年に中国移動が新規免許を

申請した。オバマ政権下で対中姿勢が強まる中、この申請の扱いが議論の的となった。し

かし、中国移動の申請を拒否することは、すでに認可された中国政府系通信企業の免許と

の整合性の観点から容易ではなく、対応が難航した。チームテレコム内でも、安全保障官

庁と経済官庁の間で意見が分かれたため、審査は長期化し、これを受け、中国政府は

WTO で米国政府を批判する事態に発展した。そのような状況下で、FCC 内部ではチーム

テレコムの公式化を検討し、審査の合理化を模索する動きが見られるようになった。その

後、トランプ政権に移行した後も審査は継続され、最終的に行政機関は 2018 年に中国移

動の申請を拒否するようFCCに勧告した。その翌年の2019年、FCCはこの勧告を受け、

5人の委員による全会一致で中国移動の申請を正式に拒否する決定を下した394。 

国際通信免許の審査を主導する省庁は、徐々にDHSの政策局から司法省の安全保障局へ

と移行していった。そして、チームテレコムにおける審査は司法省、国防総省、DHS の 3

省が共同で主導しながらも、次第に司法省がチームテレコムの実質的なリーダー的役割を

担うようになる395。 

 

第 1 項：国際通信免許の審査 

WTO加盟後の中国の急速な経済発展に対し、議会では2005年に、中国が経済的、軍事

的な“脅威” になっているとの懸念の声が上がっていた396。このような中、国際通信免許の

新規申請の審査が強化され、中国企業に対する審査が見られていった。FINSA 成立後、米

国政府は中国企業からの新規申請に対して、軽減合意を締結するようになり、注意深く審

査した。一方で、中国通信機器およびサプライチェーンに対する懸念が審査に反映される

ようになるのは、2010 年代以降のことだった。ここでは、中国移動の 2011 年の新規申請

から、2018 年のチームテレコムによる却下勧告、そして 2019 年の FCC による申請拒否

に至るまでの経緯について記述する。 
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（1）2008 年、2009 年：パシフィックネットワークス、コムネットの審査 

申請記録では FCCがチームテレコムに申請を送致するプロセスが確認できるようになっ

た。表 19 は、2007 年 10 月から 2010 年 12 月に認可された国際通信免許の 816 件のう

ち、行政機関によって軽減合意が締結された 19件の申請を示す。 

 

    表 19 行政機関による免許申請の審査（2007 年 10月～2010 年 12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
               出典：FCC審査記録をもとに筆者作成397。 

 注：網掛けは中国企業の申請を表す。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

 

表 19 のように、パシフィックネットワークスは 2008 年と 2009 年に、またその子会社

コムネットは 2009 年に、DHS および司法省と LOA を締結している。つまり、チームテ

レコムは、2000年代前半に軽減合意なしで承認された中国電信や中国聯通とは異なる対応

を、この 2 社と同様に中国政府が出資する中国企業、パシフィックネットワークスとコム

ネットに対して取っていた。2008 年のパシフィックネットワークスの申請で締結された 3

ページのLOAには、米国政府の合法的な通信傍受活動への協力など、大きく6つの誓約事

項が含まれた。このような軽減合意は、他の申請の軽減合意の内容と比較すると、当時と

しては強固なものであった。他方で、中国企業との軽減合意にも、機器調達に関する項目、

サプライチェーン対策は確認できない。図 5 は、パシフィックネットワークスと行政機関

が 2008 年に締結した軽減合意の添付資料の一部ある。 

承認時期 案件 軽減合意 軽減合意の署名/宛先
1 Intelsat USA NSA＊ 司法省, FBI
2 Ekofon LOA 司法省, DHS
3 Pacific Networks Corp. LOA DHS, 司法省
4 Cablemas LOA DHS
5 Horizon NSA＊ 司法省, DHS
6 Pacific Networks Corp. LOA DHS, 司法省
7 FastIPCalls LOA 司法省, DHS
8 ComNet LOA DHS, 司法省
9 WX LOA 司法省, DHS
10 Inmarsat Group NSA＊ 司法省, DHS
11 ACT LOA DHS, 司法省
12 Stanacard LOA 司法省, FBI
13 GTI LOA 司法省
14 VIZADA NSA＊ –
15 Comsat NSA＊ –
16 Cable & Wireless LOA DHS

17 Hibernia Atlantic LOA 司法省, 国防総省, 
DHS

18 Alrus LOA 司法省, DHS
19 OPT NSA＊ DHS,司法省

2009年

2010年

2008年
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図 5 華為機器が含まれたパシフィックネットワークスの申請書類の一部（2008 年） 
出典： FCC (2008, September 3) PETITION submitted by DHS/ DOJ/ FBI Petition to Adopt  
             Conditions and Letter of Assurances. U.S. Federal Communications Commission.  
              https://fcc.report/IBFS/ITC-214-20070907-00368/661672(accessed on 26 April 2023).398 

 
図 5 は、パシフィックネットワークスの親会社であるシティック・テレコム・インター

ナショナル・ホールディング（CITIC Telecom International Holding Limited：CITIC）

が拠点を置く香港と米国を接続する相互接続図である。この図には、中国通信機器企業で

ある華為の機器の使用が記載されていた。図5の右側に「華為」の英語名「Huawei」が見

られる。この申請は、行政機関との軽減合意を条件に認可された。しかし、この申請が認

可された 2008 年は、華為や ZTE に対する議会の懸念が高まる前であり、軽減合意では、

サプライチェーンに対する制限や認可後の報告義務などは求められなかった。CITIC は香

港にある投資持株会社であり、中国政府が100%の所有権を持つ会社だった。後に、CITIC

は、モバイル国際ローミング、国際音声、国際 SMS、国際データ、国際付加価値通信サー

ビス等を提供するアジア太平洋地域の大手電気通信サービスプロバイダーとして自称する

企業へと成長した399。 

2008年に取得した免許は、一度パシフィックネットワークス自身によって返納された。

その後、2009 年に CITIC がデラウェア州で設立されたコムネットを買収したのを機に、

同年にパシフィックネットワークスはコムネットとともに再度免許を申請した。図 6 は、

CITIC、パシフィックネットワークス、コムネット間の所有権の関係を表す。 
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      図 6 中国政府とCITIC、パシフィックネットワークス、コムネットの関係 
出典： FCC (2009, March 3). PETITION submitted by DHS/ DOJ/ FBI Petition to Adopt Conditions and Letter 
              of Assurances. U.S. Federal Communications Commission. https://fcc.report/IBFS/ITC-214-20090105- 
              00006/704909(accessed on 26 April 2023).400から筆者作成。点線は間接出資を表す。 
 
コムネットはもともと香港企業の子会社であったが、2009 年に CITIC による買収を受

け、図 6 に示されるように、パシフィックネットワークスの完全子会社となった。FCC 規

則では、外国人所有率を示す図の提出義務はなく、10％以上の外国人所有率のみ開示が求

められていた。しかし、2009 年の申請に際しては、行政機関が 5％以上の外国人所有率を

開示した図の提出を申請者に求めた。 

中国政府から 100%の出資を受ける、CITIC に紐づくパシフィックネットワークスとそ

の完全子会社となったコムネットは、中国政府との関係が懸念され、行政機関の関心とな

り、軽減合意を締結するに至ったと考えられる。他方、2009年のこれら2社との軽減合意

にも、未だ、使用する通信機器のリストの提出や変更の通知義務を課すようなサプライチ

ェーンに関連する規定は盛り込まれず、締結後、10年以上更新されることはなかった。 

司法省は 2007 年 8月、刑事局から安全保障局に FCCの免許審査を担当する部署を変更

した。刑事局で FCC の審査を対応していた職員は異動せず、安全保障局で CFIUS を担当

するために配置された職員がチームテレコムの審査も兼任するようになったことが、予算

資料から読み取れた。2008 年 6 月、安全保障局の CFIUS チームは外国投資審査室

（Foreign Investment Review Section：FIRS）と呼ばれるようになった401。体制が徐々

に整備されていった司法省の安全保障局は、DHS の政策局が主導した国際通信免許の審査

を主導する役割を担うようになった。次第に DHS は海底ケーブル陸揚げ免許審査を主導

し、司法省は国際通信免許の審査を主導、そして国防総省は双方に関与する、といった 3

省間の役割分担が明確化されていった。 

FCC から申請が送致されると、チームテレコムは申請者に対して質問票を送付するよう

中国政府

CITIC

Pacific Network

ComNet

100%

100%

図7 ７月17日

57.8%

Pacific Network

ComNet

中国政府

CITIC

100%

100%
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になった。これは申請者をセキュリティリスクがほとんどない大多数の企業と、リスクが

ある企業を選別するためのチームテレコムの特徴となる審査プロセスである。この質問票

は「トリアージ質問票（triage questions）」と呼ばれ、その内容は、所有構造、上級管理

職の連絡先といった個人情報、ネットワークトポロジー、サービス内容、顧客基盤、さら

には合法的な通信傍受の技術能力に関する詳細を求めるものだった。こうした情報収集を

通じて、行政機関は軽減合意を交渉するかどうかを判断したと考えられる。 

報道によれば、この質問票の回答を基に行われる行政機関のリスク評価では、米国の同

盟国ではない外国が所有する企業が高リスクに分類される場合や、上級管理職の身元調査

の結果、中程度のリスクに分類される場合もあった402。この質問票によって得られる申請

情報により、チームテレコムの軽減合意に含まれる条項の内容は、申請ごとに異なった。

次第に軽減合意の定義や条項の文言は定型化されたものの、申請ごとに軽減合意の内容は

カスタマイズされ、申請者と交渉・締結されていた。代表的な軽減合意の条項としては、

企業データのリポジトリを米国国内に設置することを求めるデータローカライゼーション

規定が挙げられる。この規定により、行政機関は安全保障や法執行機関の調査に必要な場

合、申請者に対してデータの開示を命じることが可能とされていた。 

この質問票のプロセスを通じて、行政機関は事業者に対して政府の通信傍受活動への協

力を求めた。報道によれば、行政機関は申請者に対して CALEA の要件を上回る監視機能

を求めることもあったとされる403。業界では、要求を申請者が拒否した場合、チームテレ

コムは申請に対する承認を留保することができ、申請者に交渉のための対抗力

（bargaining power）をほとんど与えないと評されていた404。このようにチームテレコム

は非公式な存在ながら、申請者との関係において FCCの審査上で優位な立場を築いた。 

 

（2）2011 年：中国移動の新規申請 

2011年9月に中国移動は、中国電信、中国聯通に続き、米国を拠点とする国際通信サー

ビス事業の展開のため、国際通信免許の新規免許を申請した。この申請は、その後 7 年も

の間、チームテレコムの審査によって保留された。そしてチームテレコムはこの申請につ

いて、トランプ政権移行後の 2018 年に FCCに申請拒否の勧告を行うことになる405。 

2012 年、FBI 長官のロバート・モラー（Robert Mueller）は、「サイバー脅威は国を脅

かす最優先の脅威となる」と主張した406。このようなモラー長官の懸念は、同年にジュリ

アス・ジェナコウスキーFCC 委員長の発言でも引用された。ジェナコウスキー委員長は、

「サイバーセキュリティに関する準備発言」と題して、ワシントンの超党派政策センター
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で講演し、サイバーセキュリティ対策の必要性を訴えた。その講演の中で彼は、2010年に

世界のインターネット接続先の 15%にあたるトラフィックが約 18 分間、中国のサーバー

を経由して迂回した事案に言及した407。この事案は中国電信によるものであり、一部の専

門家は、トラフィックの流れを制御するための大規模な実験であった可能性を指摘した408。 

中国移動は、2011 年から 2012 年にかけて複数回にわたり、計画している事業に関して、

行政機関からの一連の質問に回答した。中国移動は、国際通信免許の申請はまだ保留中で

はあったが、2013年から米国で事業を開始し、インターネットプロトコルのトランジット

サービスなど、FCCの免許を必要としない事業を展開し始めていた409。 

2013 年 12 月 12 日、中国移動の代表者とその弁護士は FCCの関係者と面会した。この

中で、中国移動の申請が26ヶ月以上も保留されていることを指摘し、その原因としてチー

ムテレコムの審査を挙げた。また、同社は 2 年以上前からチームテレコムの審査を受けて

いるにもかかわらず、チームテレコムが同社に対してこれ以上質問する事項はないとして

いる状況を説明した。チームテレコムは検討を継続しているとしながら、中国移動に具体

的な懸念や問題点を伝えず、実質的なフィードバックを何も与えなかったとされている410。 

2014年 9月 18日、中国移動は申請手続きにおいて、新たな弁護士を立てたことをFCC

に通知した。中国移動は、FCC とチームテレコムとの間で 3 年間にわたり認可取得を模索

し続けたものの、進展が得られなかったため、新たにケント・ブレッシー（Kent Bressie）

を起用した。ブレッシーは、電気通信、外国投資、国家安全保障規制を専門とする国際的

に著名な弁護士である。彼の起用以降、審査に進展が見られるようになった。 

中国移動は、申請以来、チームテレコムからの広範な事項を含んだ質問票への回答など

対応を行ってきたと主張した。そして 2015 年 5 月 14 日には、司法省は国務省、USTR、

国務省と協議した上で、中国移動にチームテレコムの行政機関が考慮する「例示的な」要

因を列挙した書簡を送付した。これを受けて、中国移動は2015年 6月 12日に、自ら軽減

合意の案をチームテレコムに提出した。しかし、それ以降、中国移動の主張によれば、ま

たチームテレコムの審査は進まなくなり、彼らとの軽減合意の交渉は行われなかった411。 

中国移動は、米国国内でサービスを提供するために申請をしたわけではなかった。しか

し、申請が認可された場合、ベライゾンや AT&T といった米国の通信事業者のトラフィッ

クが中国移動の所有するネットワークを経由する可能性があった。このため、安全保障官

庁は、中国移動と米国通信事業者の接続によって米国の機密情報が漏洩する危険性を懸念

したと報じられている412。また、中国の通信事業者は、ロサンゼルス、シアトル、ニュー

ヨークをはじめとする米国国内の主要都市に複数の接続拠点を設置していた。米国通信事



 101 

業者は、中国の通信事業者とこれらの接続拠点を介してトラフィックを交換していたとさ

れる。このように、米国と中国のキャリア間の接続が増加し、2010年に中国電信の関与が

疑われたルーティング・エラーのような問題が再び発生し、それが広範に影響を及ぼす可

能性を行政機関が懸念していたとの主張も見られる413。 

2014 年、中国移動が申請中の免許の必要性について、弁護士を通じて FCC に書簡で説

明した記録がある。この書簡では、国際通信免許が他の通信事業者との契約交渉、特にユ

ニバーサルサービスを展開するために重要な資格であるとして、その取得の必要性を訴え

ている414。 ユニバーサルサービスを展開するための連邦補助金は、FCCや各州が指定する

適格電気通信事業者（Eligible Telecommunications Carrier：ETC）のみが受け取ること

が可能である415。この ETC の資格を証明する一環として、国際通信免許の保持が求められ

ることが一般的であった416。この書簡の内容からは、中国移動が免許を取得することで連

邦補助金を活用し、米国国内でユニバーサルサービスを提供することを視野に入れていた

ことがうかがえる。また、中国移動が米国でユニバーサルサービスを展開する場合、華為

の機器を用いて米国のネットワークを構築する可能性がある417。 

2015 年、中国政府は WTO において、2011 年に申請した中国移動の免許が数年以上も

留保されていることについて、米国政府を強く批判した。特に、チームテレコムの審査プ

ロセスや CFIUS との違いについて疑問を呈し、「どの部局が免許の認可について反対した

のか」を米国政府に質問した。これに対し、米国政府は、中国移動の申請は法執行および

国家安全保障の観点から審査中であり、その審査に必要な専門知識は国防総省、DHS、司

法省の 3省に依存していると回答した418。 

質疑応答の中には、中国政府が米国政府に対して「米国は、電気通信分野における国家

安全保障審査の濫用を是正する計画があるか」と質問したものも含まれた。これに対し、

米国政府は「米国は、この質問の前提に同意しない」と返答した。また、中国政府の質問

には「関係部門間の意見の相違にどのように対処しているのか」というものも含まれた419。

実際、中国移動は USTR の代表者とも面会しており、その代表者も申請が長期間保留され

ていることに懸念を示していたと述べた420。中国移動の申請を担当したブレッシー弁護士

は、申請が拒否または取消勧告となる場合、チームテレコムの安全保障官庁と経済官庁

（NTIA、USTR、国務省）との間で意見の対立が生じ、何年も続くことがあったと後に言

及した。そして、その最も顕著な例として自身が担当したこの中国移動の事案を挙げた421。 

USTR をはじめ、NTIA、国務省、そして OSTP もチームテレコムのメンバーであり、

FCC から申請が彼らにも送致されている記録はあるものの、審査に進んだ段階では名前を
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見ることはほとんどなかった。しかし、この中国移動の事案では、かつて WTO 基本電気

通信合意の交渉を担当したUSTRのジョナサン・マクヘイル（Jonathan McHale）次席補

佐官、国務省のダグラス・メイ（Douglas May）国際通信担当副調整官、後に商務次官補

代理を務めるイヴリン・レマリー（Evelyn Remaley）などの管理職の名前が審査記録に見

られ、安全保障官庁以外の各省庁にとっても、この案件が重要であることがうかがえる422。 

一方で、中国移動の申請において、CFIUS の議長である財務省の関与は記録からは見ら

れなかった。第 2 章で扱った FINSA 成立以前は、財務省が署名した軽減合意が FCC の認

可で用いられるケースも存在した。財務省もチームテレコムのメンバーと主張されること

もあるものの、中国移動の申請のみならず、他のチームテレコムの審査事案において財務

省の存在は審査記録から確認できなくなっていた。FCC からチームテレコムの関係省庁に

申請を送致する際のメールの記録は申請ごとに公表されているが、その記録を見ると財務

省の職員は宛先に入っていない。このような記録から、安全保障官庁主導のチームテレコ

ム、財務省主導のCFIUS のように、内部で別組織として区別がなされていたこと、財務省

はチームテレコムの審査に対して、強い発言権をもっていなかった可能性が推測できる。 

ソフトバンクによるスプリント買収が議会で話題となった 2011 年頃、安全保障官庁は

チームテレコムの存在について曖昧な発言をしていた。しかし、2011年度の司法省の予算

資料にチームテレコムに関する言及が見られるようになり423、2012 年には FCC の公式文

書にもチームテレコムの記述が確認できた424。さらに、2016年にはチームテレコムが司法

省、国防総省、DHS の 3 省による取り組みとして位置づけられ、その活動について DHS

が議会で説明する動きも見られた425。 

「チームテレコム」という非公式組織として活動するようになってから、組織内での各

省庁の主張が見えづらくなった。しかし、中国移動の審査を通じて、安全保障官庁と他の

官庁の間に対立が存在し、それが審査の長期化を招いたことが示唆された。チームテレコ

ムの体制は、CFIUS のようにコンセンサスが必須ではなく、柔軟性を持っていた。一方で、

FCC にとっては、安全保障官庁からの勧告が商務省や USTR との協調したものであるかに

ついて、確信を持てない状況が生まれていたことが、元 FCC 職員の証言から確認できた426。 

CFIUS とチームテレコムは別の組織として分離され、審査上で協力関係を築くようになっ

た。一方で、チームテレコムは FCC の審査への関与を強め、安全保障に関する FCC の権

限不足を補う役割を果たしながらも、その行動に対する懸念はFCC内部で高まっていった。

そして中国移動の審査が長期化する中、チームテレコムからの勧告を待ち続ける姿勢だっ

た FCCは、チームテレコムの改革を検討する動きを見せていくことになる。 
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（3）2018 年、2019 年：中国移動への最終判断 

2011 年 1 月から 2020 年 2 月にかけて、FCC が許可した 974 件の申請のうち、チーム

テレコムが 78 件の申請に対して軽減合意を締結したことが確認された。表 20 は、行政機

関が軽減合意を結んだ申請の審査を表す。 

    

  表 20 行政機関と軽減合意を締結した申請の審査（2011 年 1月～2020 年 2月まで） 

             出典：FCC審査記録をもとに筆者作成427。 

  注：網掛けは本文での言及箇所である。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

  

表 20 の軽減合意の署名・宛先を見ると、司法省および FBI が審査を主導したことが読

みとれる。LOA と NSA は、他の免許からの流用ではなく、徐々にフォーマット化された

ものが使用された。また、軽減合意の内容にもサプライチェーン対策が確認できた428。 

中国移動の代理人弁護士であったブレッシーは、2016 年 11 月 18 日にチームテレコム

と最後に面会した。その際、チームテレコムの行政機関は、中国移動の申請認可を支持で

きない様子であったとブレッシーは後に主張している429。 

結論が出たのは、オバマ政権からトランプ政権への移行後である。2018年、チームテレ

承認時期 案件 軽減合意
軽減合意の
署名/宛先

承認時期 案件 軽減合意
軽減合意の
署名/宛先

1 Rules Telecomm LOA 司法省 40 2014 Speed Telco LOA 司法省

2 Antel USA LOA 司法省 41 Netuno LOA 司法省

3 Homeland Phone LOA 司法省 42 US Voicecom LOA 司法省

4 IP To Go NSA＊ 司法省 43 One Allied Fund LOA FBI

5 Communications Rey LOA 司法省 44 Sheng Li LOA FBI
6 T-Mobile USA NSA＊ 司法省, FBI, DHS 45 AMERICA NET LOA FBI
7 GSH LOA 司法省 46 SHUF LOA FBI
8 Electrosoft Services LOA 司法省 47 Routetrader LOA FBI
9 Bright Packet LOA 司法省 48 ALCALLER LOA FBI
10 Voiamo US LOA 司法省 49 011Now Technologies LOA FBI
11 Itsoftel LOA 司法省 50 Emsitel LOA FBI
12 TI Sparkle North America LOA 司法省 51 emveno LOA 司法省, FBI
13 Glentel Corp. LOA＊ 司法省, 国防総省, DHS 52 Vista Latina LOA FBI
14 Cohere Communications LOA 司法省 53 My Fi LOA FBI

15 Advanced Voice Technologies LOA 司法省 54 Five9 LOA FBI

16 Ocean Technology LOA 司法省 55 Dharm LOA 司法省

17 42COM LOA 司法省 56 US Matrix Telecommunications LOA 司法省

18 Telefonica Digita LOA 司法省 57 US Telephone & Telegraph LOA 司法省

19 Moontius LOA 司法省 58 Reliance LOA 司法省

20 Phonesty LOA 司法省 59 Tampnet Inc. LOA 司法省

21 Synety Group PLC LOA 司法省 60 Telecom Services Network LOA 司法省, FBI
22 Angel Americas LOA 司法省 61 Telkom USA NSA 司法省

23 TELEDIREK LOA 司法省, DHS 62 iTalk Mobile NSA 司法省

24 Voice Trader LOA 司法省 63 IP Network America LOA 司法省

25 amaysim LOA 司法省 64 HIGHCOMM LOA 司法省

26 TWare Connect LOA 司法省 65 Moxtel LOA 司法省

27 Angel Mobile LOA 司法省, FBI 66 Swisstok Telnet LOA 司法省

28 Quickly Phone USA LOA 司法省, FBI 67 Cyan Security USA LOA 司法省
29 iTellum LOA 司法省 68 TX Voice Wholesale LOA 司法省

30 Telediga LOA 司法省 69 TvF Cloud LOA 司法省

31 Altex LOA 司法省 70 Lexitel LOA 司法省

32 Flock FZ-LLC LOA 司法省 71 NYXCOMM LOA 司法省

33 3GTY LOA 司法省, FBI 72 MATCHCOM LOA 司法省

34 First Technology Development LOA 司法省, FBI 73 Zero Technologies LOA 司法省

35 VoxVision LOA 司法省, FBI 74 Ztar Mobile LOA 司法省

36 KOL LOA 司法省, FBI 75 VRT USA LOA 司法省

37 Yatango LOA 司法省, FBI 76 Rebtel Networks LOA 司法省

38 iTalk24 LOA 司法省, FBI 77 eKaleo LOA 司法省

39 COMMKONEKT LOA FBI 78 2019 Neutral Networks USA LOA 司法省

2017

2018

2014

2011

2012

2013

2015

2016
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コムは FCC に対して中国移動の申請を拒否するよう勧告した。NTIA は行政機関を代表し、

「米国国内での法執行と安全保障上の懸念が解決されない」ため、「公共の利益」を満た

さないとFCCに伝えた。中国移動との数度にわたるやり取りの末に作成された勧告の中で、

チームテレコムは、「米国を標的とした中国の過去の諜報活動や産業スパイ活動に加え、

中国移動の規模や技術・金銭的なリソースを考慮すると､申請の認可は米国の国家安全保

障と法執行に対する受け入れがたいリスクとなる」と主張した。 

このチームテレコムの勧告には、政府内でのサイバー脅威の高まりが捉えられる。オバ

マ政権下で、2013年頃から急増した中国からのサイバー攻撃は、米国政府や議会、さらに

は米国企業と共有されたと既存研究で考察がなされている430。実際に、安全保障上の機密

情報のみならず、企業の技術情報・産業情報を盗んでいると、中国の行動が米国政府から

も正式に非難されるようになった。このようにサイバー攻撃の脅威はオバマ政権時代から

認識され、その認識は政府内、そして産業界に広がっていった431。 

チームテレコムの勧告から 1 年ほどたった 2019 年 5 月、FCC はチームテレコムの勧告

に従い、中国移動の申請を却下した。その際には、共和党のマイケル・オライリー

（Michael O'Rielly）FCC 委員からチームテレコムの公式化について言及がなされた。チ

ームテレコムの構造を成文化し、その手続きを合理化することを強く信じている旨を主張

した。加えて、FCC 内であれ、政権そのものであれ、この件に関するアクションを期待し

たいと述べた。そして他のFCC委員は、中国移動に対する決定の中で、中国電信や中国聯

通などの既存免許の取消を示唆した432。 

議員たちの中で、米国国内で活動する中国通信企業に対して、問題意識が広がった。

2019 年 9 月、かつて CFIUS の DPW 事案で事案について、いち早く問題視し始めた民主

党のシューマー上院議員、そして共和党のトム・コットン（Tom Cotton）上院議員は、

FCC に書簡を送付した。コットン議員は FIRRMA の成立にも貢献した超党派の 1 人であ

った433。その内容は、チームテレコムが中国移動の申請拒否を勧告したことを受け、中国

電信と中国聯通が保有する米国での事業免許を見直すよう FCCに要請するものだった。そ

してこの手紙の宛先には、他のFCC委員4名とチームテレコムの関係省庁の高官が含まれ

た。関係省庁とは司法省、DHS、国防省、国務省、商務省、USTR、OSTPである434。この

ように、議会の有力な超党派議員からの要請を受け、FCC およびチームテレコム所属の行

政機関は中国企業への対応を強く求められる状況となった。また、この超党派の手紙から

は、議員たちがチームテレコムの関係省庁を把握していたこともうかがえる。 
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第 2項：海底ケーブル陸揚げ免許の審査 
2007 年 10 月から 2020 年 2 月までの海底ケーブル陸揚げ免許の新規申請の審査を分析

する。2002年以降、国務省による審査は形骸化し、海底ケーブル陸揚げ免許の新規免許審

査において、行政機関の関与は見られなくなった。その後、国土安全保障活動の統括組織

であるDHSが、司法省および国防総省とともに「チームテレコム」として審査を主導する

体制が整った。国土安全保障に対する政治的関心が高まる中で、国務省に代わり、チーム

テレコムによる「行政機関の関与」が海底ケーブル陸揚げ免許の新規免許の審査にも見ら

れるようになった。 

 

（1）2008 年：国務省の審査に代わる台頭 

安全保障官庁は「チームテレコム」という名前を用いて、CFIUS とは別の組織を主導す

ることで、FCCの審査への介入を継続した。FCCの審査の上で独自の非公式な審査を構築

した。2008年頃から海底ケーブルの新規敷設の復活も見られ始め、チームテレコムは当時

の CFIUS の審査対象外であった新規投資、新規免許の審査を強化した。表 21 は 2008 年

1月から 2010 年 12月にかけて、行政機関と軽減合意を締結した 10件の申請を表す。 

 

         表 21 行政機関による免許申請の審査（2008 年 1月～2010 年 12月） 

   出典：FCCの審査記録をもとに筆者作成435。 

   注：網掛けの部分は本文での言及部分を表す。 

 

表 21 のように、審査には DHS、司法省、国防総省の関与が確認できる。軽減合意の署

申請案件
行政府の

承認日

外国との

接続

外国資本

の有無

軽減合意の

形態

軽減合意の

署名/宛先
FCCへの
通知省庁

1 TPE 2008/1/9  ●  ● NSA DHS,司法省,
国防総省

DHS,司法省,
国防総省

2 CFX-1 2008/2/7  ●  ● NSA DHS DHS

3 GBCS 2008/3/4  ●  ● NSA DHS DHS,司法省

4 Telstra
Endeavour 2008/4/17  ●  ● NSA DHS DHS,司法省

5  AAG 2008/6/11  ●  ● NSA DHS DHS,司法省

6 PPC-1 2008/9/8  ●  ● NSA DHS DHS,司法省

7 American 
Samoa Hawaii 2009/1/9  ● × NSA DHS DHS,司法省

8 CB-1 2009/2/13  ●  ● NSA DHS DHS,司法省

9 Unity 2009/9/23  ●  ● NSA DHS DHS

10 Honotua 2010/12/3  ●  ● NSA DHS,司法省 DHS,司法省



 106 

名数からは審査が DHS 主導で実施されたことが捉えられる。2008 年 1 月、ブッシュ政権

は、サイバーセキュリティ戦略の枠組みとなる「包括的全米サイバーセキュリティ・イニ

シアチブ（Comprehensive National Cybersecurity Initiative：CNCI）に係る大統領令」

（NSPD-54／HSPD-23）を策定した436。この CNCI に基づき、DHS は、「重要インフラ領

域へのサイバーセキュリティの拡張に関する連邦政府の役割の明確化」と定義される取組

みの権限を与えられていた437。表 21 の 7 のように、2009 年に承認されたアメリカ・サモ

ア・ハワイ（American Samoa Hawaii）ケーブルから、外国人所有率にかかわらず、米国

と外国をつなぐ国際海底ケーブルは、軍事用を除き、すべて審査対象となった。行政機関

の審査対象には、①外国に陸揚げする場合、または②直接または間接の外国人所有率の合

計が10%以上の場合のいずれかに該当するものが対象となる。1998年、FBIは海底ケーブ

ル陸揚げ免許審査について、「国防総省が伝統的に審査する責任を負ってきたものの、大

統領令 10530 号に基づき、国防総省と同時に審査に関与する権利がある」と主張した438。

この国務省主導の審査の時代には、司法省や FBI の関与は確認されていなかったが、関与

が見られるようになった。 

承認手法は、国務省主導の審査のような認可の書面への記載ではなく、NSA の締結と遵

守となった。その内容については、陸揚げ局およびシステムの所有権に焦点を当て、通信

傍受の重視が見られたものの、DHS はサプライチェーンを審査上で確認をし始める動きを

見せた。表 22は軽減合意の内容を表す。 

 

     表 22 軽減合意の条項（2007 年 10月から 2010 年 12月まで） 

             出典：FCCの審査記録から筆者作成439。 

                        注：網掛けの部分は本文での言及部分を表す。 

 

TPE CFX-1 GBCS Telstra
Endeavour AAG PPC-1 American Samoa

Hawaii CB-1 Unity Honotua

NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA NSA
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010

電子監視 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

傍受 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機微情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

顧客情報 ● ● ● ● ● ● ●

ネットワーク管理情報 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

“Access”または “Accessible” ● ● ● ● ● ● ● ● ●

国内通信インフラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主要機器 ● ● ● ● ●

記録保存義務 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

情報の非開示 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

外国政府への情報の非開示 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

米国政府の情報へのアクセス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

不正アクセスへの対策 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

外国からの影響に係る通知 ● ● ● ●

システムの所有権の変更 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

サービス内容の変更 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主要機器リストの提出 ● ● ● ● ●

申請案件

軽減合意

チームテレコムに承認された年

定義

条項
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表 22 のように、序文の後には、「電子監視」「傍受」「機微情報」を含む言葉が定義され、

通信傍受規定が全体の特徴となった。例えば、「電子監視」の定義においては、電子通信

プライバシー法（Electronic Communications Privacy Act of 1986：ECPA）など、行政

機関による通信傍受に関する法律が参照された。これらの定義を用いて、行政機関は、申

請者である事業者に合法的な行政傍受への協力を約束させた。申請者は、機密性の高い情

報のみならず、発着信番号、時間などの国内通話の情報や顧客情報に至るまで、政府に対

して合法的なアクセス権限を提供することが求められた。さらに、これらの情報の米国内

での保管義務、外国政府への機密情報の不開示、不正アクセス防止措置、外国政府による

運用への関与の報告義務も軽減合意に盛り込まれた。このように許認可を通じて行政機関

が行う通信傍受の取り組みは、後に問題視されることとなる。 

そして 2008 年から、軽減合意にはサプライチェーンに係る条項も徐々に現れ始めた。

実際、表 22 のように、2008 年 9 月に承認された PPC-1 の軽減合意から、「主要機器」の

定義が導入され、リストの提出が求められた。このリストの対象は、メーカー、モデルな

どを含む主要機器の情報のみならず、ネットワーク管理情報やシステムの保守、セキュリ

ティに係る契約情報にまで及んだ。 

この変化の背景には、中国企業の新規参入があったと考えられる。2008年には、中国企

業であるファーウェイ・マリン・ネットワークス（Huawei Marine Networks：HMN）が

設立された。HMN は、華為と英国の海底ケーブルエンジニアリングシステム会社グロー

バルマリン（Global Marine）によって設立された合弁会社であった。海底ケーブルシス

テムサプライヤー市場は、米国のサブコム（Subcom）、フランスのアルカテル・サブマリ

ン・ネットワークス（Alcatel Submarine Networks：ASN）、日本のNECの3社による寡

占状態にあったが、この市場に 4 社目として中国企業である HMN が新規参入を果たした。 

DHS は 2008 年当時から HMN を示唆しつつ、システムサプライヤー業界の変化を懸念

していたという業界関係者の証言が確認できる440。実際に、その懸念を反映するように軽

減合意の中には、サプライチェーンに係る条項が HMN の創業と同時期に盛り込まれ始め

た。HMNはその後、短距離の海底ケーブルの計画から実績を積み重ねた。この DHS の問

題意識は、2010年代に入り、議会の対中姿勢、そしてHMNが市場で実績を積み上げてい

く中で、議会や他の行政機関とも共有されるようになった。 
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（2）2011 年：大西洋横断ケーブルへの中国サプライヤーの採用 

2011 年 1 月、米国通信企業ヒベルニア（Hibernia）は、ヒベルニア・エクスプレス

（Hibernia Express）という海底ケーブルの計画において、サプライヤーとして HMN を

選定したと発表した441。この事案は、国務省が審査を主導していた時期に認可された海底

ケーブルに対し、陸揚げ地の追加など修正を加えた敷設計画であった。図 7 は、このヒベ

ルニア・エクスプレスの敷設計画を表す。 

 

          図 7 ヒベルニア・エクスプレスの敷設計画 
出典：Qiu.W (2020, February 27). Acquires Hibernia Express and Other Assets. Submarine  
     Networks. https://www.submarinenetworks.com/en/systems/trans-atlantic/project- 
          express から引用442。 
 

図 7 に示される青色の敷設がヒベルニア・エクスプレスの計画を表しており、この計画

ではアイルランドを新たに陸揚げ地として追加し、さらに図 7 に示される緑色の既存海底

ケーブルと接続して運用することが予定された。この計画について、HMN がヒベルニア

と提携し、ニューヨークから英国にケーブルを建設しようとしているとして議会で話題に

なった。具体的には、議員からニューヨーク証券取引所の市場情報を含む機密データが流

出する可能性について懸念が示された。2011年3月の公聴会では、共和党のジョン・カイ

ル（Jon Kyl）上院議員から、モラーFBI 長官に質問がなされた。カイルは CFIUS やチー

ムテレコムが、華為とヒベルニアとの提携やこの海底ケーブルの敷設に関わる陸揚げ免許

を確認したかどうか、またその際の審査上の考慮要素を教示するよう、モラーに質問した。

モラーは議員に回答したものの、その回答は以下の図 8のように非公開となった。 
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  図 8 議員からのヒベルニア・エクスプレスに関する質問と行政機関の回答 
出典：Committee on the Judiciary (2011, March 30)443から引用。 

 

図 8 のように、非公開とされたチームテレコムに関連する議員と行政機関とのやりとり

は他にも存在した。このように、華為やサプライチェーンリスクへの関心の高まりを背景

に、議会では「Team Telecom」という名称がCFIUS とともに議員によって言及されるよ

うになった。議員たちは、チームテレコムの役割や実態、さらには CFIUS や FCC との関

係を理解しようとする動きを見せた。このことから、議会は FINSA によって CFIUS の監

視体制を強化した一方で、その背後で活動するチームテレコムについては十分に把握でき

ていなかった状況が捉えられる。 

さらに注目すべき点は、議会からチームテレコムに関する質問があった際の行政機関の

回答が非常に曖昧であったことである。2011年にチームテレコムに対する質問が出た際、

FBI はその存在自体を隠そうとしているような姿勢を見せた。たとえば、2011年 3月の先

述の公聴会で、FBI のモラー長官は、議会で「チームテレコム」という言葉を使うことを

避け、自らの発言の中で繰り返し「CFIUS と呼んでいる」と説明した444。 

2011 年 4月 11 日の審議においても、カイル議員はチームテレコムについて FBI に再び

質問をした。議員は、FBI のサイバー課のゴードン・スノー（Gordon Snow）に対して、

チームテレコムにおける FBI の役割や、FCC に勧告を行うチームテレコムの役割について

説明を求めた。しかし、これに対して FBI のスノーは「聞き慣れない言葉」と言葉を濁し

た。その上で、FBI は CFIUS のプロセスにおいて、サプライチェーンの問題に対処するた

めに司法省と協力し、政府全体の意思決定者に対して、判断を下すための助言、指導、指

示、情報提供を行っていると議会に説明した445。 

2013年2月、ヒベルニアは計画していたヒベルニア・エクスプレスのサプライヤーを中

国企業のHMNから米国企業のサブコムに変更することを発表した。表23は、行政機関に

よる審査への関与が見られた審査事案の 18件である。 
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 表 23 行政機関が審査した審査案件一覧（2013 年 1月から 2020 年 2月まで） 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             出典：FCCの審査記録から筆者作成446。 

                        注：網掛けの部分は本文での言及部分を表す。 

 
表 23 のように、承認方法には、NSA に加え、LOA の軽微な軽減合意の形態が導入され

た。この時期の軽減合意から読み取れる安全保障上の懸念は、主にサプライチェーンに関

するものであった。DHSは、軽減合意および FCCへの通知に一貫して関与した。 

2020 年、司法省のジョン・デマーズ（John C. Demers）国家安全保障担当司法長官補

佐官は、2012年以降、司法省が監視する軽減合意の数がほぼ倍増し、その増加傾向が今後

も続くと見込まれると述べた。また、デマーズは、政府および申請者自身による効果的な

軽減合意の監視がなければ、CFIUS およびチームテレコムを通過できる案件の数は大幅に

減少するだろうと指摘した447。2012 年は、CFIUS による中国からの投資案件の審査件数

が前年の 2倍以上に増加し、中国が初めて最多の審査対象国となった年であった448。 

2017 年から、審査対象が再び拡大された。表 21 のように 2017 年に申請されたアラス

カ域内を結ぶ AU-アリューシャン（AU-Aleutian）から、国内拠点のみを結び、かつ外国

資本によるものではない海底ケーブルも審査対象になり、LOA を締結することになった。

軍事用などの一部の例外を除き、米国に陸揚げする国内および国際海底ケーブルは、ほと

申請案件
行政府の

承認日

外国との

接続

外国資本

の有無

軽減合意の

形態

軽減合意の

署名/宛先
FCCへの
通知省庁

1 AMX1 2013/1/29 ● ● LOA DHS,司法省 DHS,司法省

2 PCCS 2014/1/15 ● ● LOA DHS DHS,司法省

3 AEConnect 2014/10/21 ● ● LOA DHS DHS

4 FASTER 2016/5/27 ● ● NSA DHS
DHS,司法省,
国防総省

5 Seabras-1 2016/11/10 ● ● LOA DHS DHS

6 Monet 2016/12/8 ● ● LOA DHS DHS

7 SEA-US 2017/1/12 ● ● NSA DHS DHS

8 NCP 2017/1/12 ● ● NSA DHS,司法省 DHS,司法省

9 Atisa 2017/2/16 × ● LOA DHS DHS

10 Quintillion 2017/3/27 × ● LOA
DHS,司法省
(FBI),国防総省

DHS,司法省,
国防総省

11 MAREA 2017/5/2 ● ● LOA DHS,国防総省
DHS,司法省,
国防総省

12 BRUSA 2017/8/4 ● ● LOA DHS,国防総省
DHS,司法省,
国防総省

13 Hawaiki 2017/12/19 ● ● LOA DHS,国防総省
DHS,司法省,
国防総省

14
Crosslake
Fiber

2018/9/25 ● ● LOA DHS
DHS,司法省,
国防総省

15 AU-Aleutian 2019/6/10 × × LOA DHS DHS

16 VILink 2019/7/11 × × LOA DHS DHS

17 Havfrue 2019/9/5 ● ● LOA DHS DHS

18 Curie 2019/9/19 ● ● LOA DHS DHS
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んどの申請が審査対象となった449。表 24は 2013 年 1月から 2020 年 2月までの軽減合意

の内容を表す。 

 

               表 24 軽減合意の条項（2013 年 1月から 2020 年 2月まで） 

                        出典：FCC審査記録をもとに筆者作成450。 

  注：定義・条項名を筆者が翻訳。一部意訳した。網掛けの部分は本文での言及部分を表す。 

 
表 24に示すように、DHSが主導する海底ケーブル陸揚げ免許審査においては、2013年

を境に、軽減合意における通信傍受への協力事項に関連する記述が消え、その代わりにサ

プライチェーン対策に関する記述が増えた。 

この背景には、スノーデン事件があったと考えられる。2013年に、元国家安全保障局の

外部契約職員であったエドワード・スノーデン（Edward Snowden）によって、米国政府

が大規模な通信傍受を行っていたことが明らかにされた。暴露された情報には、軽減合意

に盛り込まれたような政府による海底ケーブルの通信傍受も含まれた。ブラジルでは、同

国の大統領の通話が米国政府によって傍受されていたことが明らかになり、米国を経由し

ない海底ケーブルの敷設を検討する迂回策が模索され始めた451。米国内外からの批判を受

け、オバマ政権は、2014年、苦渋の選択として、国家安全保障局主導の情報収集の改革案

を発表した。大統領は、「米国と密接な関係にある同盟国、友好国の首脳と政府の通信は

監視しない」と約束し、国家安全保障局によるメタデータの収集と利用について大幅な制

限を加える方針を表明した452。スノーデン事件を機に、チームテレコムによる情報収集の

目的について多くの人々が疑念を抱くようになり、政治家からも海底ケーブル事業者に対

し、政府による通信傍受への協力を中止または制限するよう求める声があったとされる453。 

一方で、表 24 のように、2016 年には軽減合意に海中部分の設備を指す「ウェットイン

AMX1 PCCS AE
Connect

FASTER Seabras-1 Monet SEA-US NCP Atisa Quintillion MAREA BRUSA Hawaiki Crosslake
Fiber

AU-
Aleutian

VILink Havfrue Curie

LOA LOA LOA NSA LOA LOA NSA NSA LOA LOA LOA LOA LOA LOA LOA LOA LOA LOA

2013 2014 2014 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2019 2019 2019

電子監視 ●

傍受 ●

機微情報 ●

顧客情報
ネットワーク管理情報 ● ● ●

“Access”または “Accessible” ● ●

国内通信インフラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主要機器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ウェットインフラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

記録保存義務 ● ● ●

情報の非開示 ●

外国政府への情報の非開示 ●

米国政府の情報へのアクセス ●

不正アクセスへの対策 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

外国からの影響に係る通知 ● ● ●

システムの所有権の変更 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

サービス内容の変更 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主要機器リストの提出 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

既存主要機器の変更報告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機器実証時の報告 ● ● ● ●

申請案件

軽減合意
チームテレコムに承認された年

定義

条項
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フラ」という定義が導入され、これに加えてシステムの陸上部分を指す「国内通信インフ

ラ」と併せ、「主要機器」の正確な把握を目指す動きが見られた。その後、中国のシステ

ムサプライヤーである HMN が敷設実績を積み上げる中で、軽減合意におけるサプライチ

ェーン対策も変化した。例えば、2019年以降には「機器実証時の報告」という条項が新た

に追加され、提出されたリストにない主要機器の実証に際しても、行政機関への事前連絡

が義務付けられるようになった。同年、中国のファイバー企業である亨通光電が HMN を

完全子会社化することを発表し、亨通光電がファイバーとケーブルの製造を担い、その完

全子会社である HMN がシステムサプライヤーとして敷設を担当することで、中国国有通

信企業による垂直統合型モデルでの敷設が可能となる体制が整備された454。 

 

（3）2017 年：PLCN ケーブルと陸揚げ地に対する懸念 

2017 年までは、中国と米国を接続する海底ケーブルも認可されていた。例えば、1998

年のクリントン政権下では、チャイナ・ユーエスケーブル・ネットワーク（China-US 

Cable Network：CUCN）の申請が認可された455。また、ブッシュ政権下では、トラン

ス・パシフィック・エクスプレス（Trans-Pacific Express：TPE）ケーブルの陸揚げのた

めの申請が 2008 年に認可された456。さらに、トランプ大統領が大統領に就任する 8 日前

の 2017 年 1 月 12 日には、中国と米国を結ぶニュークロスパシフィック（New Cross 

Pacific：NCP）ケーブルの申請も認可された457。この NCP ケーブルの事案は、オバマ政

権下の 2015 年に申請されたものであった458。 

これに続き、2017 年 4 月 21 日に申請された事案がパシフィック・ライト・ケーブル・

ネットワーク（Pacific Light Cable Network：PLCN）であった。この PLCNは、米国と

香港を直接結ぶ初の海底ケーブルとなるはずであった。しかし、トランプ政権下で米国国

内の対中強硬姿勢が高まる中、PLCN を含む香港に陸揚げを予定する計画の申請は、チー

ムテレコムの公式化まで保留された。申請者は最終的に、陸揚げ地の変更や中国企業を出

資者から外すなどの措置を講じることとなった459。 

1980 年代の FCC による海底ケーブル陸揚げ免許の審査において、陸揚げ地を巡り、懸

念を表明したことがあった。第 1章の先行研究において取上げた TPC-3 の事案である460。

TPC-3は日本企業も参画した計画であり、そのためのFCCの陸揚げ許認可は日本の国会に

おいても話題となった。1984 年 12 月の国会審議において、グアムを通るようにせよ、と

いう国防総省からの強い圧力があったという言及が議員からなされている461。図9はTPC-

3 を含む太平洋地域の海底ケーブルのルートを表す。 
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         図 9 TPCを含む太平洋地域の海底ケーブルルート  

                      出典：郵政省（1986）昭和 61年版 通信白書462  

    

 図 9 のように、結果的にTPC-3 はハワイから日本を直接結ぶのではなく、海中分岐装置

をいれ、ハワイからグアムを経由し、日本を結ぶルートで設計された。このケーブルは、

日本の KDD（現 KDDI）および AT＆T を中心とした国を代表する通信会社、当時は電話

会社の間で計画された。NTIA はグアムの陸揚げ地点について、米国に運用の柔軟性を提

供し、米国が西太平洋諸国へのサービスを管理することを保証するものであると主張した。

また、国防総省は、防衛通信に不可欠な回線は、グアムと東南アジア、日本、韓国の米軍

施設や活動を結んでいると主張し、同省の通信拠点であるグアムに終点を持たない TPC-3

の計画は支持できないとした463。 

この 1980 年代に申請された TPC-3 の頃とは、2017 年のトランプ政権移行後に申請さ

れた PLCN の事案は、市場の在り方やケーブルの所有形態も異なった。かつて海底ケーブ

ルの出資主体といえば AT&T のような電話会社が基本であった。しかし 2008 年以降、海

底ケーブルにオーバー・ザ・トップ（Over the Top：OTT）と呼ばれるグーグルやメタの

ようなプラットフォーマーが海底ケーブルに投資するようになり、出資主体や形態は多様

化・複雑化し、陸揚げ地を巡る行政機関の懸念点にも変化が見られた。図10は 2017年に

申請された際の PLCNのルートを表す。 
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図 10 PLCNのルート（2017 年時点） 
                   出典：FCC. (2020). File No. SCL-LIC-20210329-00020 から引用464 
           注：陸揚げ地の（）は陸揚げ地点の出資主体を表す。 
  

図 10のように、PLCNはハワイやグアム、日本を経由せず、米国と香港を直接結び、台

湾とフィリピンに陸揚げするルートをとった。この PLCN には、グーグルとメタ、さらに

パシフィック・ライト・データ・コミュニケーション（PLDC）という企業が出資した。

PLDC は香港の法律に基づいて設立された通信サービスプロバイダーであり、香港市民で

ある韋俊康（Wei Junkang）がその親会社に 100%出資していた。しかし、申請後にその

親会社が中国のDr. Peng Group（鵬博士電信伝媒集団）に売却され、これがチームテレコ

ムの懸念を招いたとされている465。Dr. Peng Group は民間企業であるとされつつも、中国

の 3 大国有通信企業（中国移動、中国電信、中国聯通）に次ぐ中国第 4 位の通信企業であ

り、華為とのつながりも指摘されていた466。 

中国政府とも関係のあるとされるDr. Peng Group が 100%出資し、海底ケーブルシステ

ムの 6 割をコントロールする想定が、チームテレコムの懸念の対象となった。審査過程に

おける回答は非公開であるものの、チームテレコムがDr. Peng Group に対し、「中国政府」

および「華為」との関係について質問を行ったことが後に明かされている467。また、米国

政府はOTTが保有する大量の個人情報が香港、さらには香港を支配しつつある中国政府に

流出することを懸念した468。この懸念は特に国防総省ではなく司法省から強く表明された。

このようにデータ保護の観点、香港の情勢、さらにOTTという事業体が申請者となるとい

う状況は、1980年代に認可されたTPC-3では想定し得ないものであった。そしてOTTは

かつて海底ケーブルの出資主体であった AT&T とは異なり、政府の規制が届きにくい事業

体であった。実際、OTT はトランプ政権下の対中強硬姿勢の中でも、香港、中国に接続す

る海底ケーブル敷設を計画し、2020 年までその申請を取り下げることはなかった。 
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さらに事態を複雑にしたのは、この案件がチームテレコムによって審査されている最中

に、FCC が申請者に対して暫定的な免許を認可したことであった。PLCN ケーブルの申請

者は、香港と米国間の海底ケーブル部分を敷設するために、特別一時権限（Special 

Temporary Authority：STA）をFCCに申請した。このSTAは、軽減合意の交渉が終わる

まではFCCは運用のための免許は認可できないものの、米国への陸揚げ免許が発行される

前に申請者が敷設を進めるための暫定的な免許だった。海底ケーブルの敷設計画には多額

のコストがかかり、チームテレコムの審査が長期化する傾向がある中で、FCC が行政機関

の審査が継続中であっても、このような暫定免許を申請者に与えることで、米国領内での

敷設作業を可能となってきた。今回も同様に、2018 年 9 月 7 日に申請者から仮免許の申

請があった後、FCC は約 1 ヶ月後にこの仮免許を認可し、行政機関の審査が進行中の段階

でも申請者が敷設を開始できるようにした。 

行政機関の精査を待たずに、FCC が認可をしてしまう事象は、CFIUS の審査にはないチ

ームテレコムと FCC の審査特有の問題であった。CFIUS には外国企業に関する取引を積

極的に審査し裁定する自律性と権限があるのに対し、チームテレコムはあくまでもFCCの

規制権限に依存している。CFIUS は申請者から直接申請を受け付けるが、チームテレコム

は基本的に FCC から送致された案件に対してのみ勧告を行う。そのため、FCC から送致

がない申請は見逃してしまう可能性が高いという、CFIUS にはない構造的な難点があった。 

FCC は後に、STA の申請について、たとえ安全保障上のリスクとなりうる国有企業が所

有する事案でも、一方的に認可するという慣行があったことを明らかにしている469。そし

てこの仮免許は他の申請とは異なり、公告がなされておらず、行政機関を含めた第三者が

コメントする機会が限られていた。この状況に鑑みれば、チームテレコムが申請を認識し

ていない段階でFCCがPLCNの仮免許を認可した可能性が高い。行政機関側では、陸揚げ

地を香港から変更する案も選択肢に含めて審査を進めていた可能性があるが、FCC にはそ

の想定が伝わっていなかったと考えられる。このように、行政機関とFCCの審査上の関係、

組織間の連携不足により、認可後に問題が発生する事態が見られるようになった。 

このPLCNの事案でFCCが申請を却下すれば、米国が安全保障の観点から海底ケーブル

事業免許の申請を却下する初の事例になると予想する報道が出た。そして 2019 年 8 月に

は、PLCN のオーナーが香港への陸揚げを断念し、一時は計画自体が頓挫する可能性につ

いての報道も見られた470。FCC は、行政機関からの勧告を待つ形で PLCN の申請を含む香

港と米国を結ぶ他の3件の海底ケーブル申請についても、2020年のチームテレコムの公式

化まで保留にした。 



 116 

第 3節：認可後の監督 
チームテレコムは 2010 年代に入り、既存免許における軽減合意の遵守状況を点検し始

めた。国際通信免許において、チームテレコムの勧告に基づき、FCC は軽減合意を締結し

た免許取消を実施した。そして、中国移動の新規申請が出た 2011 年以降、既に認可した

中国企業 3 社の免許を見直す動きがあった。しかし、軽減合意が未締結であった中国聯通

は免許を取消す根拠がなく、チームテレコムと FCCは認可後の審査の限界に直面する。 

 

（1）2010 年：認可後の監督への着手、軽減合意違反での取消 

2020年6月に発表された上院国土安全保障・政府問題委員会の報告書によれば、チーム

テレコムが軽減合意の遵守を監視するための省庁間プロセスの開発に着手したのは 2010

年または 2011 年であったとしている。この報告書によると、2010 年頃に DHS は軽減合

意の遵守状況を追跡するための内部記録システムを開発したとされている471。表 25 は、

2012 年 1月から 2020 年 2月までに失効した既存免許のステータスを表す。 

 

    表 25 失効した既存免許のステータス（2012 年 1月～2020 年 2月） 

          出典：FCC審査記録をもとに筆者作成472。 

注：網掛けは取消（revoked）のステータスを表す。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

 

表 25 のように失効した免許には、返納（surrendered）と取消（revoked）の 2 つのス

テータスが確認できた。2011年の予算資料から、司法省もチームテレコムについて言及し

始め、CFIUS とチームテレコムの体制強化のための増員要求を行ったとされる。司法省に

よると、それ以前はCFIUS やチームテレコムの案件を担当する部署が、企業に対して現地

調査や監査を行うことはほとんどなく、監督能力が限定されていたと報告されている473。 

案件 承認時期 軽減合意 最終更新 最終ステータス 案件 承認時期 軽減合意 最終更新 最終ステータス

1 Intelsat USA 2006 NSA＊ 2016 Surrendered 16 Alrus 2010 LOA 2018 Surrendered
2 Belgacom 2006 LOA 2018 Surrendered 17 IP To Go 2011 LOA 2016 Revoked
3 Redes Modernas 2007 LOA 2016 Revoked 18 GSH 2012 LOA 2014 Surrendered
4 Sage VOIP 2007 LOA 2014 Revoked 19 Ocean Technology 2013 LOA 2016 Revoked
5 JuBe 2007 LOA 2016 Revoked 20 42COM 2013 LOA 2019 Surrendered
6 Space Net 2007 LOA 2018 Revoked 21 Telefonica Digita 2013 LOA 2018 Surrendered
7 Air Channel 2007 LOA 2018 Revoked 22 Angel Americas 2013 LOA 2019 Revoked
8 Zed Telecom 2007 LOA 2018 Surrendered 23 TELEDIREK 2014 LOA 2018 Surrendered
9 Intelsat USA 2008 NSA＊ 2019 Surrendered 24 amaysim 2014 LOA 2015 Surrendered
10 Cablemas 2008 LOA 2019 Revoked 25 Angel Mobile 2014 LOA 2019 Revoked
11 Horizon 2009 NSA 2016 Surrendered 26 Altex 2014 LOA 2017 Surrendered
12 FastIPCalls 2009 LOA 2019 Surrendered 27 Speed Telco 2014 LOA 2016 Surrendered
13 WX 2009 LOA 2018 Revoked 28 Routetrader 2015 LOA 2018 Surrendered
14 ACT 2009 LOA 2014 Revoked 29 Swisstok Telnet 2017 LOA 2018 Surrendered
15 Hibernia Atlantic 2010 LOA 2015 Surrendered 30 TvF Cloud 2017 LOA 2018 Surrendered
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FCC の記録からは、少なくとも 2012 年の早い時期から、既存免許の監督に着手してい

たことが確認できた。2014年以降、チームテレコムは、軽減合意を遵守していないと判断

した既存免許について、FCC に対して 15 件の免許取消を勧告した。この勧告に基づき、

FCCは15件の免許のうち12件を取消し、残りの3件の免許は免許人により返納された。

つまり、返納された免許の中には、免許人が自発的に返納を申し出たものと、FCC から免

許を取消す予定であることを示唆されて初めて返納した免許が存在した。 

この免許取消のプロセスは、以下の大きく 5 段階の手順に分けて説明でき、行政機関と

FCC の慎重な対応が見て取れる。まず、①軽減合意を締結したチームテレコムの行政機関

は、締結した企業や企業に代わって手続きを担当した弁護士に連絡を取り、状況を確認し

た。その結果、認可先企業の倒産や廃業、弁護士との契約切れなど、免許を付与した企業

の実態が掴めない状況が明らかとなった。②そのような調査結果に基づき、チームテレコ

ムは軽減合意の遵守が困難であると判断し、FCC に対して免許の取消を勧告した。これを

受けて、③FCC は「最終通知と回答の機会」として公告を発表し、免許人が官報に「終了

したことを宣言する意図の通知」が掲載されてから15日以内に回答しなければならないと

通知した。その後、④FCC は実際に官報に「終了の意図通知」を掲載し、さらに免許人の

残された連絡先に文書を送付するなどして連絡を試みた。回答がない場合、⑤ FCCは免許

取消の決定命令を発表し、免許取消の手続きを進めた。この慎重な段取りの中で免許人と

連絡が取れた場合は免許人からの申し出により返納となり、申し出がなければ取消となっ

た。そして、この免許取消の対応は、FCC による慣行の積み重ねで実行されたものだった。 

そもそも当時、国際通信免許の根拠法となる通信法第214条には、FCCが免許を取消す

際に従うべき手続が明記されていなかった。また、FCCはそのような手続を定めたFCC規

則も公布していなかったため、免許取消は上述のような慣行の積み重ねで実施されていた。

過去の例では、FCC は限定的かつ極端な状況下において、「明らかに複数の FCC 規則や規

定に故意に繰り返し違反している」場合にのみ免許取消を実施した474。上記の事例におい

ても、単に軽減合意に基づく義務が履行されていないだけでなく、FCC に通知せず認可を

放棄し、サービス提供を停止するなど、複数のFCC規則違反が理由となって免許取消が実

施された。通信法第 214 条に基づく国際通信免許の取消は、①～⑤で示したような「書面

審理プロセス」による慣行が積み重ねられた結果として実行されてきたものである。 

ただし、当該プロセスにより免許取消となった事例は、どれも既に事業自体が消滅して

いるような、明らかに免許に基づく事業を運営する状況にない企業の事案だった。軽減合

意を締結していない、米国国内で事業を展開し続けている免許について、チームテレコム
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とFCCが免許取消に着手した事例は、非公式時代のチームテレコムの審査記録からは確認

できない。 

 

（2）2011 年：中国移動の新規申請と中国電信・中国聯通の既存免許  

中国移動の 2011 年の申請は、FCC とチームテレコムの対立関係を表明化させる事案だ

った。この申請に対するチームテレコムの審査については、同じく政府系企業である中国

電信と中国聯通が 2000 年代初頭に同様の免許を取得していた事実が、審査を複雑化させ

ていると報じられた475。また、中国移動は 2013 年、FCC に対して、中国を拠点とする他

の外資系通信事業者が既に認可を受けていることを踏まえ、本件の遅延は特に悪質で差別

的（egregious and discriminatory）なものであると抗議した476。このように、もしチーム

テレコムが中国移動の申請について却下の勧告をすれば、既に認可している他の中国企業

への対応と比べて差別的だという批判を受ける可能性があった。その批判を避け、訴訟の

リスクに鑑み、対応の一貫性を保つためには、米国政府は中国政府が出資する中国企業の

既存免許についても取消す必要があった。しかし、中国聯通の免許のように、チームテレ

コムは軽減合意を締結していない免許の取消を勧告した前例はなかった477。つまり認可時

に取り決めのない免許は、過去の違反行為が存在しないため、非公式なチームテレコムが

このような免許を取消す勧告をすることは困難だったと考えられる。 

そして重要な点は、前述の通り、FCC の通信法およびその規則において免許の取消手続

きが明確に定められていなかったことである。1998 年に一度、FCC は免許取消について

FCC 規則の変更で検討を試みたものの、断念し、手続きは未策定のままであった478。同年、

国防総省はFCCに対して免許取消の手順を策定するよう要請していた。国防総省は、申請

時の審査が安全保障上の合理的な基準を提供したとしても、免許保有条件の変更や取消が

必要となる場合があることを予期していた。これは、安全保障をめぐる環境が将来的に変

化する可能性を見据えたものである479。しかし、FCC は国防総省の意見に応じることなく、

免許取消手続きの策定を行わなかった。その背景には、免許の付与が事業者に特権を付与

する行為と見なされ、その取消が業界からの強い反発を招く可能性が高いと予想されたこ

とがあったと考えられる480。このように、FCC にとって、従来から通信免許の取消手続き

は、業界からの反発を考慮し、慎重な対応を取らざるを得ない事項であった。 

この結果、中国移動の免許審査において、既存免許の取消ができないという、チームテ

レコムの「非公式制度の限界」と FCCの「公式制度の限界」が重複する事態が生じた。中

国移動の申請について、オバマ政権下ではチームテレコム内で判断がつかず、審査は長期
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化した。2014年9月、チームテレコムの関係省庁が、中国政府系通信企業からの免許申請

を拒否するという「前例のない行動」に出るべきかどうかを議論しているとの報道があっ

た481。また、同時期には中国移動の申請を受けて、チームテレコムが既に認可された免許

を保有する中国企業に対してアプローチを開始したことが、上院国土安全保障・政府問題

委員会の報告書から以下のように確認できる482。 

まず、2014年のある時期には中国電信、FCC、チームテレコムとの会合があり、中国電

信は想定される企業再編について、説明をしたとされている。その後、2017 年 3 月、

2018 年 4 月にもチームテレコムは現地訪問をした。また、2014 年 2 月には、チームテレ

コムはコムネットのオフィスへも訪問を行った。この際には、チームテレコム、コムネッ

ト、その親会社である香港にある投資持株会社CITICも同席した。この会合はCITICの新

たな申請により促されたとされている。中国政府が 100%出資する CITIC は 2012 年に

2011年の中国移動の申請に後追いするように、新たな免許の申請を行った。中国移動と同

様に、CITIC の免許もチームテレコムの審査対象となり、長期間保留中の状態が続いてい

た。また、2018 年 3月にもチームテレコムがコムネットを訪問した。 

しかし、軽減合意を締結していなかった中国聯通については、認可後に一度も連絡をと

っていなかったとされている。後に中国聯通も、チームテレコムは、他の中国企業とはそ

れぞれ協議を行ってきたが、行政機関との協議の機会はなかったと主張した483。CFIUS か

ら派生したチームテレコムという非公式制度は、審査対象を拡大し、新規免許の審査にお

いてサプライチェーンを精査できる組織体へと発展した。しかし、中国聯通の既存免許が

CFIUS による審査の過渡期に認可され、新規免許の精査が不十分だったことや、FCCが免

許取消手続きを未策定であったことが、中国移動の申請を単純に拒否できないものにした。 

2017 年のトランプ政権移行後に FCC委員長に就任したアジット・パイ（Ajit Pai）から

は、オバマ政権の無策が主張された。パイは自分が委員長に就任した際、FCC と行政機関

は、特定の外国の機器プロバイダー、特に中国共産党と密接な関係にあるプロバイダーが

もたらす、通信ネットワークの安全性に対する脅威に対抗する戦略を欠いていたと発言し

た484。一方で、オバマ政権は 1 期目の後半から、サイバーセキュリティに関する取組みに

積極的な姿勢を見せてきた。またトランプ政権における対中制裁関税発動の政治的環境を

整えたのは、オバマ政権であったという考察もある485。 

例えば、2011年5月にオバマ政権は「サイバー空間のための国際戦略」を発表した。こ

の戦略は、サイバー脅威を他の脅威と同様に取り扱い、対抗する可能性を示したものとし

て広く知られる486。そして、2013年 2月 1日に成立した2013年度国防授権法には、中国
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企業を対象とした政府調達を実質的に禁止する規定があった。この法案は、司法省や商務

省など一部の機関に対して、IT システムの調達で製品のリスク査定を要求し、事実上、政

府調達から中国製品を排除するものだった487。また、オバマ政権 2期目の 2013 年 2 月 12

日の一般教書演説で、大統領は「外国による企業機密の窃盗や、電力、金融、航空制御シ

ステムの攻撃の発生など、我々は国家安全保障と経済によって本当の危機に直面している」

と発言し、重要インフラのサイバーセキュリティ強化を目的とする大統領令 13636 号を発

表した 488。これは、米国標準技術研究所（National Institute of Standards and 

Technology：NIST）に、重要インフラにおけるサイバーリスクを軽減するための民間企

業向けの任意基準の策定を指示するものだった。さらに、同日にオバマ政権は、大統領政

策指令 21 号 （PPD-21）を発表し、重要インフラの物理面、サイバー面でのセキュリティ

強化を目的とした官民連携を進めるため、各省庁に対応を求めた。この PPD-21 は HSPD-

7 を改定し、16 分野の重要インフラ防護の責任省庁を指定しており、通信分野は DHS が

責任省庁に指定されている489。 

しかし、2011年以降は上下両院での民主党多数派が崩れ、党派対立により、オバマ政権

下のサイバーセキュリティに関する取組みは一時停滞した。例えばホワイトハウスが提出

したサイバーセキュリティ法案は、企業への負担が懸念され、共和党に阻止された490。一

方で、2013年以降、中国からのサイバー攻撃が急増したことにより、米国政府内で中国に

対する懸念が高まったとの考察もある。実際、これらのサイバー攻撃では、安全保障上の

機密情報だけでなく、企業の技術情報や産業情報も盗まれる事例が確認された491。 

2013 年 6 月 7 日から 8 日には、オバマ大統領と習近平・中国国家主席の首脳会談が開

催された。この首脳会談において、米国政府は、中国が米国企業から企業秘密を盗み出す

ために日常的にハッキングをしていると圧力をかける方針だったとされる。しかし、スノ

ーデンの事件を受け、米国政府の情報取集の手法が露呈し、米国政府は中国政府に対して

強硬な主張を行うことが困難となった492。米中首脳会談の数日前、2013年6月5日、米国

家安全保障局がベライゾンから米国国内の通話、国際電話のメタデータを収集していると

の報道が出た493。その後、NSA が「プリズム（PRISM）」と呼ばれる情報収集プログラム

を通じて、インターネット企業 9 社のサーバーから情報を収集していたことも報じられた
494。これらはいずれもスノーデンによる内部告発によるものであった。このプリズムによ

る政府の通信傍受は FISA の規定に基づくものであったが、外国政府の要人やテロリスト

に限らず、一般人の個人情報まで収集していた点が問題視された。この大規模な通信傍受

は、国内外から「行き過ぎた活動」として批判を受けた。また。政府に協力していた民間
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企業にも批判が集まり、従来のような通信傍受における官民協力が困難な状況に陥った495。

スノーデン事件は米中関係を含む米国の外交関係に影響を及ぼし、米国の諜報活動を一時

的に制限せざるを得ない事態を招いた496。 

 

（3）2012 年：Ralls 事件、CFIUS とチームテレコムの「差分」 

財務省のヒース・ターバート（Heath Tarbert）次官が、CFIUS はチームテレコムと

「連携して（in tandem）」機能しているとメディアの取材に答えた記録がある。彼は「チ

ームテレコムは多くの権限を持っているため、CFIUS はまず彼らを参考にする」と発言し

た497。報道の中でターバートは、CFIUS とチームテレコムの両審査において、各省庁は同

じ人材を活用する可能性があり、どちらもリスクベースの分析の枠組みを用いるが498、審

査で考慮する要素は異なると説明した499。CFIUS とは異なり、チームテレコムは通信分野

に特化し、企業の委託関係や調達する機器などサプライチェーンまで継続的に、軽減合意

を用いて監視することが可能である。他方でターバートは「チームテレコムが持っていな

い特定のツールがある場合、それらの残りの問題に対処するためにCFIUS を頼りにする」

とも発言した500。この文脈において CFIUS にあり、チームテレコムにない審査の性質とし

て考えられる事項として、議会の関与、審査結果の公表の有無を除けば、再審査による許

可の取消や罰則といった強制執行が挙げられるだろう。 

2012 年には、CFIUS の行動が司法審査の対象となった事例が初めて発生した。同年 9

月、オバマ大統領は、中国の三一重工の関連企業であるロールズ（Ralls）に対し、オレゴ

ン州の風力発電プロジェクトを売却するよう命じた。この決定は、1990 年に中国企業

CATIC の買収事案で大統領が買収中止命令を出して以来、22 年ぶりの措置であった。ロ

ールズは中国籍のオーナーが所有する米国企業で、オレゴン州での風力発電所計画に関与

する米国企業を買収した。買収完了後に、CFIUS の指摘を受け、当事者は事後的に任意の

届出を行い、最終的に大統領判断による中止命令が下された。この命令に対し、買収当事

者は適正手続が確保されていないとして憲法違反を理由に異議を申し立てた。ロールズは、

大統領、CFIUS の議長である財務長官、CFIUS そのものを相手取り訴訟を提起した。 

2014年、裁判所は、大統領の命令が憲法上の適正手続の保護に準拠していることを認め

る一方、CFIUS が取引停止または禁止を決定する際に使用した証拠について、投資家にア

クセス可能な形で提供する必要があると判決を下した。この判決により審査結果自体は覆

らなかったが、CFIUS を相手に訴訟を提起するという初の事例が生まれた501。 

一方で、チームテレコムの行動が司法審査の対象となるかについては、いまだに検証さ
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れていない502。チームテレコムの軽減合意の罰則に関して、その法的効力がどのように整

理されているのかについては、CFIUS と比較して不明確な部分が多かった。CFIUS が要求

する軽減合意の内容とチームテレコムの軽減合意の内容は類似しており、いずれにも罰則

規定が含まれる場合があった503。実際、CFIUS では軽減合意違反による罰金が課された事

例が存在する。2018 年には、2016 年の CFIUS 緩和合意に対する複数の違反に対して、

CFIUS が 100 万ドルのペナルティを課した504。この事例は、FINSA 制定以来、CFIUS が

課した初のペナルティである。一方、チームテレコムと FCCの審査においては、罰則を課

すかどうかはチームテレコムの勧告を受けた FCCの判断次第であり、軽減合意の罰則規定

が実際に発動された事例は確認できない。これに鑑みるとチームテレコムの軽減合意の規

定は、申請者に対する一種の「脅し」のようなものに過ぎなかった可能性もある505。 

チームテレコムは CFIUS とは異なり、自らの非公式制度をどれほど拡大しようとも、

FCCの判断に依存しているに過ぎない。チームテレコムが強制執行するためには、FCCの

協力が必要であり、FCC が動かなければ申請者の行動を取り締まることはできなかった。

一方で、FCC もチームテレコムの勧告がなければ、安全保障に関する判断を審査で行うこ

とができなかった506。このようにチームテレコムは、財務省が議長である CFIUS とは異な

り、安全保障官庁が主導する審査体制である一方で、行政機関の合議体であるチームテレ

コムと、「行政機関から独立」した独立規制機関 FCC との関係では審査にも制約が存在し

た。2014 年以降、オバマ政権の対中姿勢が再び顕在化した。2014 年には、米国が中国軍

関係者 5 人を産業スパイ容疑で訴追した。これは、サイバー攻撃による企業へのスパイ行

為、いわゆるサイバースパイを理由に外国の政府当局者を訴追した初の事例となった。ま

た、サイバーセキュリティに関する法案が議会で成立し始めた。 

例えば、2015 年のサイバーセキュリティ法（Cybersecurity Act of 2015）は、サイバ

ー脅威に関する官民の情報共有を目的として成立したものである507。同様の法案は以前か

ら複数提出されていたが、成立には至っていなかった。このような法整備が進んだ背景に

は、オバマ政権後期から、経済諜報型サイバー攻撃に対し、米国政府と産業界で危機感の

共有があったとの考察がある508。そして 2015 年、オバマ大統領と習近平国家主席の間で、

二国間サイバー宣言が合意された。この宣言は、経済諜報型サイバー攻撃を行わないこと

を国家間で約束するものであった。しかし、公式化後のチームテレコムの勧告において、

この合意は中国政府によって破られたものとして扱われることとなる509。 
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第 4節：公式化の検討―FCC 規則による改革と「会戦」 
本節では、2016 年の FCC 規則によるチームテレコムの審査の公式化の検討を分析する。

2016年のチームテレコム改革は、第2章の 2000年の法案による検討のような「奇襲」的

な議論ではなかった。2016 年の改革は、事前の通告の上で、チームテレコムと FCC の組

織間の議論が成立し、意見をすり合わせる動きが見られた。一方で、この改革は、2 つの

政治集団が熾烈に争う「会戦」とも言える展開を見せ、FCC とチームテレコムの対立関係

が表面化する結果となった。 

この改革の背景には、チームテレコムの審査の合理化があった。FCC はチームテレコム

の公式化の検討を主導し、申請者の利益に鑑み、チームテレコムの審査の長期化と不透明

さを改善しようとした。2000 年の検討の際には、当時の FCC 委員長も行政機関と同じく

立法措置の必要性を否定する立場をとり、ルールの明文化には消極的だった。しかし、そ

の後、行政機関は非公式制度を「チームテレコム」として組織的に運用するようになった

変化が見られた。チームテレコムがCFIUSから分離し、FCCの審査に介入を強めた結果、

チームテレコムの審査は拡大し、審査期間は長期化の一途を辿った。FCC でさえもチーム

テレコムの審査の状況が掴めない事態が見られ、FCC のチームテレコムに対する問題意識

が高まった。特に 2016 年の改革時は、2011 年に申請された中国移動の新規免許の審査が

チームテレコムによって長期間保留された時期だった。中国移動の申請を巡り、チームテ

レコム内で意見の対立があり、審査は長期化した。この状況の中、行政機関の勧告を待ち

続けてきた FCC は、チームテレコムの審査を FCC 規則に基づいて公式化し、審査プロセ

スを合理化しようとする動きを見せた510。 

2016 年の改革は、共和党の FCC 委員オライリーが主導し、業界からも支持を受けた511。

2000年代の議論と比べ、各々の組織内での議論がまとまった上で、議論が行われた。しか

し、この改革を巡り、FCC はチームテレコムの非公式制度の「縮小」を目指し、対するチ

ームテレコムは「拡大」を主張して議論は平行線をたどった。その結果、意見の対立が解

消されないまま、オバマ政権からトランプ政権への交代によって、改革は白紙となった512。 

2016 年の議論では、2020 年の公式化で焦点となったチームテレコムの「組織」の公式

化や「既存免許の再審査」といった論点が含まれていなかった点が注目できる。以下では、

2016年の公式化の検討について、改革の背景、主導主体、そして議論の論点の3点に分け

て論じる。 
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第 1 項：改革の背景―審査の合理化 

2016 年の改革は、FCC のイニシアチブであるが、まずチームテレコムに提案を出させ、

その上で議論が展開された。しかし、結果的に議論は収斂することなく、折り合いがつか

ないまま発散するに至った。表 26は、2016 年の公式化の検討過程の経緯を示す。 
 
            表 26 2016 年の公式化の検討過程 

            出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 
注：網掛けは本文での言及箇所である。 

 
2016 年の公式化の検討の背景には、チームテレコムの審査の合理化があった。表 26 の

ように、改革のきっかけは、2015 年の 9 月に FCC のオライリー委員が公式ブログにおい

て、「Team Telecom Reviews Need More Structure」という題名でチームテレコムの改

革を提起したことだった513。同年 11 月 17 日、オライリー委員が議会においてもチームテ

レコム改革の必要性を訴え、FCC 内で自身の提案を検討してきたものの、これまで先送り

にされてきたと明かした514。議会からはオライリーの主張に対し、特段の反応は見られな

かったものの、今回のオライリーの提案は業界からの注目も集め、改革の検討は本格化し

た。2016 年 5 月 10 日、NTIA はチームテレコムを代表して、公式化に際しての提案を

FCC 宛に書簡で提出した515。そして、NTIA から書簡を受け取った 2 日後、FCC のオライ

リーは、行政機関からの提案が「期待したものとは全く違っていた」との声明を発表した。

彼は「NTIA が提案した要件は一見、外国人所有率の審査とは無関係の問題を多数提起し

ているように見える」と懸念を表明した516。同日に FCC はチームテレコムの提案に、審査

期間の設定など、FCC からの提案項目を加え、パブリックコメントをかけた。その結果を

踏まえ、FCCは 2016 年 6 月 24 日、チームテレコムの審査を公式化する FCC規則案を公

表した517。その後、FCCとチームテレコムを代表したNTIAとの議論に発展していった。 

関連組織 年代 事項

FCC 2015年9月18日 オライリーFCC委員がチームテレコム改革を公式ブログで提案
FCC 2015年11月17日 オライリーFCC委員が議会でチームテレコムの改革を要請

チームテレコム 2016年5月10日 NTIAが行政機関を代表してレターをFCCに送付①
FCC 2016年5月12日 FCC国際局はNTIAレターに対するコメントを求める公告を発表
FCC 2016年6月24日 チームテレコムの審査プロセスを改革するFCC規則の発表

チームテレコム 2016年7月2日 NTIAが行政機関を代表してレターをFCCに送付②
チームテレコム 2016年8月18日 NTIAが行政機関を代表してレターをFCCに送付③
チームテレコム 2016年9月2日 NTIAが行政機関を代表してレターをFCCに送付④

政権 2016年11月8日 大統領選でトランプ大統領が当選
チームテレコム 2016年11月10日 NTIAが行政機関を代表してレターをFCCに送付⑤

政権 2017年1月20日 トランプ大統領の就任
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FCC の追加提案や民間事業者の意見が採用されれば、チームテレコムの審査を制限する

規則が制定される可能性があった。そのため、NTIA は行政機関を代表し、規則案発表後

に 4 回にわたって書簡を送付し、規則案に対する懸念を表明し続けた。この様子から、規

則案発表に伴い、チームテレコムと FCC間の議論が本格化した様子が見て取れる。つまり、

両者の間では議論を始めることには合意があったものの、公式化の達成に向けた共通の目

的意識は十分に醸成されていなかったと考えられる。 

2016 年のこの改革においては、NTIA の提案からわずか 2 日後に FCC が提案を加え、

パブリックコメントをかけた。この行動から、どのような意見がチームテレコムから出た

としても、FCC側では、当初から盛り込みたい事項を既に検討していた可能性が高い。 

実際、2015 年にオライリーがチームテレコム改革を主張し始める前から、FCC では行

政機関による審査への関与について問題意識があり、動きがあった518。2016年に公表され

た規則案は、FCC が 2 年あまりの時間をかけて作成したものとされ、民主党のウィーラー

FCC 委員長の着任頃からすでに議論が始まっていた可能性がある。2013 年、ウィーラー

の着任時の提案で、FCC改革のための報告書が作成され、その中には150以上の提言が盛

り込まれた。その提言の多くはFCCの意思決定プロセスを合理化、透明化することを目的

としたものだった519。この報告書の作成に向け、FCC は「チームテレコムの審査に時間枠

を設けるかどうか」についても意見募集をかけており、報告書は 2016 年に発表された規

則案でも引用された。FCC 内では、2000 年から始まった取引チームの活動も継続してお

り、このような行動からも、FCCの行政機関に対する一貫した問題意識が捉えられる520。 

後にトランプ政権下でFCC委員長となるパイ委員は、チームテレコムの審査が米国への

投資や新しいサービスの導入を遅らせる可能性を指摘した。その他のFCC委員たちの発言

からもチームテレコムの審査に対する問題意識が確認できる。このようなFCC委員の「審

査の合理化」を念頭にした主張からは、安全保障よりも米国市場への投資促進を重視する

考え方が見受けられる。 

 

第 2 項：主導主体―FCC、オライリー委員 

この改革を主導したのは議会ではなく FCC であり、2000 年代の検討時と異なり、FCC

内部でチームテレコムの改革に対する意見の方向性が一致した。共和党のオライリー委員

が中心となり、民主党のウィーラーFCC 委員長と協力し、党派を超えた FCC 委員たちの

支持と業界からの賛同を得て検討が進められた。 

2015 年にオライリーは、チームテレコムのプロセスを「脱出できないブラックホール
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（inextricable black hole）」と呼び、審査は「個々のチームテレコムのメンバーの気まぐ

れに従う」ものだとして、痛烈に批判した。そして彼は不透明で時に際限のないチームテ

レコムの審査は、FCC の独立した審査が政治に影響されるとの批判を招きかねないとし、

この状況が米国の独立規制機関による自律的な規制を損なう可能性にも言及した。この状

態を打破するため、オライリーはチームテレコムの公式化の必要性を強く訴えた521。 

2000 年の通信法改革法案の検討では、共和党のファーチゴット・ロス FCC 委員がルー

ルの明文化を支持した一方で、民主党のケナード FCC委員長は一貫してその必要性を否定

していた。そして、今回の 2016 年の公式化の検討も民主党政権下で行われたが、2000 年

の検討とは異なり、党派を超えて FCC委員たちは共和党のオライリーの主張に賛同した。

FCC 委員からは、規則策定に尽力した FCC 職員への慰労の言葉も寄せられ522、FCC 委員

だけでなく職員の中でもチームテレコムに対する問題意識が高まっていたと考えられる。 

そして、この検討は議会の関心以上に業界の関心が集まっていたのと言えるだろう523。

2015 年 11 月 17 日に下院エネルギー商業委員会の公聴会で、オライリー委員は議会に対

してチームテレコム改革の必要性を訴え、FINSA に類似した法案による立法化を提案した
524。下院エネルギー商業委員会には、2013年に発足した超党派のサプライチェーン・ワー

キンググループ所属の議員もいた。そして彼らはチームテレコムの改革にも当時は関心を

示していた。しかし、2015年のオライリーのチームテレコムの法制化の提案に、議員たち

は反応することはなかった。結果的に、チームテレコムの公式化は、議会の承認のいらな

い FCCの規則を用いるかたちで検討された。 

司法省は 2022 年度の予算資料で、業界と FCC から審査期間についてプレッシャーがあ

ったことを明らかにしている。司法省は、2016 年のチームテレコム改革では、「業界と

FCCが審査期間を180日以内（またはそれ以下）に行うよう圧力をかけていた」と表現し

た525。このように、公式化の検討はオライリーを中心とした FCC の行動に業界が賛同する

形で進展したものだった。そして行政機関を代表するNTIAと FCCの間で、チームテレコ

ムの審査を公式化するための議論が展開された。次項では、その議論の内容を概観し、公

式化の検討事項に対するチームテレコムと FCCの意見の相違点を明らかにする。 

 

第 3 項：議論の論点―組織間の意見の乖離 

2016 年の「非公式制度の公式化」の検討において、争点は大きく 5 点ある。それは、

2000 年代の検討時にも議論された（1）審査期間、（2）軽減合意に加え、（3）審査対象、

（4）質問票、（5）窓口の 5点である。表 27 は、各検討事項に対する各組織の立場を表す。 
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         表 27 2016 年の公式化の検討における意見の概観 

 
             
 
 
 
 
 
            出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 
    注：検討時点の非公式制度の範囲を基準として、各組織の立場を示している。 

 

 表27のように、チームテレコムの非公式な審査の明文化に際して、チームテレコムは現

状の非公式制度を「維持」したまま公式化、または「拡大」して公式化する立場をとった。

本論文における「拡大」とは、既存の非公式制度で解釈可能な範囲内で対象範囲を広げ、

明文化することを指す。2000年代の検討時と同様に、行政機関は自分たちの審査が制限さ

れることを受け入れなかった。チームテレコムは、今後も安全保障上の懸念に対応する観

点から、非公式制度の範囲を「拡大」する立場をとった。その一方、FCC は申請者の利益

の観点から、5 つの検討項目のうち 4 項目においてチームテレコムの非公式制度を「縮小」

する立場をとった。チームテレコムとFCCの立場は、折り合いがつかず、政権交代によっ

て改革は頓挫した。以下では、各検討項目について議論の展開をまとめる526。 

 

（1）審査期間（FCC の提案）：1 回限りの延長 

審査期間については、NTIA の書簡には特段の記述がなかったが、FCC は最長 180 日の

審査期間を提案し、パブリックコメントを募集した。180 日の内訳は、最初の 90 日と、1

回限りの 90 日延長という構成である。FCC が提案したこの 180 日の最長審査期間は、

2000 年代に取引チームが設定した審査期間の目安と同じ日数であり、厳格な審査期間、

「ショットクロック」を取り入れる考え方も 2000 年代の検討と同様であった。FCC の提

案においては、行政機関への情報提供や軽減合意の交渉過程において、申請者からは 7 日

の延長を繰り返し求めることが可能と想定されていた。一方、行政機関側の延長は 1 回限

りで、90 日の延長を行う場合には理由の提示が求められるとしていた。また、期間内にお

いて 30 日ごとに行政機関は FCC に状況を通知することも求められた。さらに、申請者お

よび行政機関が期間内に対応できない場合、FCC が申請を却下する裁量権を有することも

FCCチームテレコム検討事項

縮小維持審査期間(１)

縮小拡大軽減合意(２)

縮小拡大審査対象(３)

縮小拡大質問票(４)

拡大維持窓口(５)
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提案に含まれていた。 

この FCCの提案については、業界関係者から支持されたものの、行政機関からは強い反

対を受けた。NTIA が行政機関を代表して強く抵抗し、これが後に改革が停滞する要因の

一つとされる527。行政機関は、時間制限を設けることによって、申請を徹底的に分析する

ための十分な時間が確保できなくなる可能性を懸念した。また、審査期間の延長がケース

バイケースで必要となることから、延長を 1 回に限定することにも強く反対した。行政機

関はFCCに対し複数の対案を提示したが、いずれも無期限の審査期間を認める余地を残す

ものであった。すなわち、行政機関の提案は、非公式時代と変わらない運用を明文化する

だけにとどまり、審査期間に時間枠を設けずに審査が継続できる状況を維持しようとする

ものであった。 

 

（2）軽減合意（チームテレコムの提案）：3 つの認証の要求 

行政機関は、軽減合意で日常的に申請者に求めている 3 つの認証を、申請時点で義務付

けることを提案した。その内容は、①CALEA への準拠、②米国政府による合法的な通信

傍受への協力、③米国市民または合法的永住者を連絡先として指定すること、の 3 点であ

る。行政機関は、提案した 3 つの認証は、実務上、申請者に申請後に求めてきた要件を明

文化するものに過ぎないと主張した528。一方、この条件は、チームテレコムが審査対象と

してきた外国資本の関わる申請者のみならず、米国企業を含めたすべての申請者を対象と

するものであり、外国人所有率に関係なく一律に適用される点が問題視された。この点に

ついて、FCC の委員や業界から疑問が提示された。例えば、パイ FCC 委員は、「申請者の

義務が現行の法的要件を超えて増加するのではないか」と懸念を表明した。他方、民主党

のウィーラー委員長は、3 つの認証を申請時に義務付けることで審査の迅速化が図れると

いう考えを示した。彼は、2015 年に交渉された軽減合意の 50%以上が、この認証が事前

に義務付けられていれば不要だったと主張した。このパイ委員とウィーラー委員長の意見

の相違の背景には、オバマ政権が通信傍受を再び強化する動向があったと考えられる529。 

2013 年に入り、FBI が CALEA の適用範囲をすべてのインターネット通信サービスに全

面的に拡大するよう働きかけていることが報じられた。スノーデン事件の直前の2013年5

月、ニューヨーク・タイムズ（New York Times）紙は、この提案がホワイトハウスの支

持を得る「寸前」であると伝えた。2013 年には動きはなかったものの、CALEA の適用拡

大は、2014年に FBI 長官が表明した優先事項にもなった530。そして2015年、チームテレ

コムの改革についてオライリーが議会で問題提起を行った公聴会で、ウィーラーも
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CALEAの適用拡大に関して議会に検討を促す発言をしていたことが注目できる531。 

2013年に始まったスノーデンの暴露の後、企業がサービスを展開する上で、通信を暗号

化させる需要が高まった。スノーデン事件では、AT&T、ベライゾンなどの企業のみなら

ず、アマゾン（Amazon）やアップル（Apple）、グーグル、メタなどの OTT も米国政府

の通信傍受活動に協力した実態が明らかになった。その後、企業は、ユーザーのプライバ

シーを重視する姿勢を示す必要性に迫られ、通信内容が第三者に解読できないよう、通信

の暗号化を進める動きが見られた532。企業のサービス暗号化が進むことで、法執行機関の

傍受活動が困難になる状況は「ゴーイングダーク（going dark）」とも呼ばれる。企業のサ

ービス暗号化に伴う法執行機関の傍受活動の機能不全の状況は「ゴーイングダーク

（going dark）」とも称される。この言葉は、企業が通信を暗号化することにより、政府の

通信傍受が制約され、法執行機関が何もできず暗闇に取り残されるような状況を表す533。 

FBI のジェームズ・コミー（James B. Comey）長官は、企業が通信の暗号化を進め、ユ

ーザー当人以外は企業自身や司法当局でもアクセスできない環境を構築する、ゴーイング

ダークの問題に懸念を表明し続けていた。2016 年 8 月、彼は FBI の捜査官が合法的な捜

査令状や裁判所命令に基づき開錠を試みた 6000 台以上のデバイスのうち、46%がどのよ

うな手法でも開錠できなかったことに触れた。彼からは「つまり、テロ事件、諜報機関対

策事件、ギャング事件、児童ポルノ事件で遭遇するデバイスの半数は、どのような手法で

も開けられないということだ。これは大きな問題だ」という発言が見られた534。 

申請者の代理人である弁護士が、2016年頃からチームテレコムがCALEAの適用を重視

するようになったと証言している535。この当時の状況からも、行政機関がチームテレコム

公式化についてFCCと議論するメリットが推測できる。つまり行政機関には、チームテレ

コム公式化により、少なくとも CALEA の適用範囲を拡大しやすい文言を FCC 規則に追加

し、通信傍受活動を強化できる可能性があった。ウィーラーもまた、オライリーと協力し

つつ改革を進める一方で、CALEA の適用範囲の拡大を視野に入れていた可能性がある。

実際、前述の通り、ウィーラーはオライリーがチームテレコムの改革を議会に主張した同

じ公聴会で、CALEA の更新について要望する動きを見せていた536。また、ウィーラーは

FCC の優先事項としてサイバーセキュリティの問題を詳述した白書を発表するなど537、

FCC として安全保障に関する問題を取り扱うことに積極的な動きを見せたという評価もあ

る538。このような状況の中、業界からは FCC のチームテレコム改革を審査の合理化として

支持しながらも、CALEAの適用範囲拡大の可能性を危惧する主張が見られた。 
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（3）審査対象（FCC の提案）：行政機関の審査対象を狭める提案 

FCC は、行政機関の審査対象としない申請の特定を試みた。行政機関は当初、審査対象

範囲を自ら明確化しようとはしていなかった。そこで FCC はバブリックコメントの際、

「行政機関に審査をFCCが依頼すべきではない申請の類型があるかどうか」について、意

見を求めた。FCC には、行政機関に照会する申請書の範囲を狭めることで、審査を合理化

しようとする意図があったと考えられる。その結果、業界からはいくつかの要望が寄せら

れたものの、行政機関からは、技術や世界的な安全保障を巡る状況といった運用環境の変

化に鑑み、審査対象を制限することに対して否定的な反応が示された。 

 

（4）質問票（チームテレコムの提案）：5 つの情報提供義務 

行政機関は、審査対象となる申請に対し、申請時に 5 つの情報提供を義務づけることを

提案した。具体的には、①企業構造と株主情報、②外国の実体との関係、③財政状態と状

況、④適用される法律および規制の遵守、⑤提供されるサービスやネットワークインフラ

などの事業・業務情報である。 

これは、FCC が行政機関に申請書を照会した後に、行政機関が申請者に質問票で直接求

めていた情報を、申請時にあらかじめ提出させるものだった。質問に対する回答は、機密

性が高く、個人を特定できる情報が含まれることが想定された。そのような個人情報をど

のように管理するかについて、行政機関とFCCの間で議論となった。行政機関は、FCCで

あれ行政機関であれ、機密情報を受領する者が、その情報を適切に保護するシステムを持

つ必要性を主張した。 

ブレッシー弁護士は、チームテレコムのすべての行動は、FCC の行動にピギーバック

（piggybacking）していると表現した。そして彼はチームテレコムが現在、申請者から直

接収集している情報をFCC規則で、あらかじめ申請時に提出させようとする状況は、ピギ

ーバックの範囲の拡大であると批判した539。 

 

（5）窓口の一本化（FCC の提案）：行政機関の単一窓口の設置 

FCC は、申請時における行政機関のコンタクトポイント、単一の窓口の設定にこだわっ

た。これは、FCC のホームページで行政機関の連絡先を提供するという提案であった。オ

ライリーは、各審査機関が責任者とその連絡先を提示するという提案は、説明責任と透明

性を大きく向上させるものとした。一方で行政機関としては、FCC が申請の唯一の窓口で

あるべきだと主張した。従来から、申請前に行政機関やチームテレコムと事前調整を行う
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申請者も存在していたが、規則作成においてチームテレコムは、申請が FCCにより完全で

あると判断され、行政機関に照会された後に必要な窓口を確保できるという現状を維持す

る方針を支持した。 

以上のように、5 つの検討項目を巡る議論を見た結果、チームテレコムと FCC の考え方

の乖離により、議論の決着は見通せない状況にあった。FCC 内の意見の方向性は、2000

年の検討時と比較して一致していた。また、行政機関側でも NTIA がチームテレコムを代

表して FCC と連絡を取る体制が整い、チームテレコムと FCC という組織間での議論が可

能となっていた。しかし、この時期には、チームテレコムのメンバーの中で NTIA 以外の

省庁からの動きは見られなかった。非公式時代から実質的な議長の役割を担っていた司法

省、DHS、国防総省という安全保障官庁 3 省からは、2016 年のチームテレコム改革に関

する目立った発言は確認できなかった。 

このほか FCCはすでに慣行化した事項について明文化を主張した。例えば、直接または

間接の 10%以上の所有権を表す図を申請書に含める提案が挙げられる。また、直接または

間接にかかわらず、申請者の 10％以上の株式および議決権を保有するすべての個人および

団体の開示も提案した。従来は株式のみの開示が求められ、特定の状況で株式と議決権の

両方が要求されていたが、そのたびに FCCが申請者に問い合わせを行っていた。そのため

申請時点から株式と議決権の両方の開示を求めることで、FCC は審査の合理化を図り、申

請者にとっての利益を増やすだけでなく、行政コストの削減も目指したと考えられる。 

FCC のオライリーは、2015 年からチームテレコムの改革を訴え、ウィーラーと緊密に

連携しながら改革を推進したと主張した。しかし、彼は後に、この改革の検討が 2016 年

の大統領選直後に不可解な形で白紙に戻されたことを告白した540。2016 年 11 月、トラン

プが大統領に選出され、民主党オバマ政権から共和党トランプ政権に移行し、2017年1月

20日よりトランプ政権が発足した。 

トランプ政権移行後、中国企業に対する規制強化の動きは、政府調達規制から捉えられ

た。2017 年 12 月に成立した 2018 年度国防授権法は、国防総省に対し、弾道ミサイルな

どの重要システムについて、華為および ZTE の製造・提供する通信機器・サービスの使用

を禁止した。オバマ政権時代に比べ、トランプ政権下では中国企業が名指しされ、政府調

達の禁止対象となった541。そして2018年8月に成立した2019年度国防授権法には、すべ

ての連邦政府機関に対し、システムの中核部分において中国企業 5 社の通信機器・サービ

ス調達を禁止する規定が盛り込まれた。具体的には、中国政府が支配する企業として国防

長官が指定する、華為、ZTE、ハイテラ（Hytera）、ハイクビジョン（Hikvision）、ダー
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ファ（Dahua）、その関連会社だった542。この 2019 年度国防授権法は FIRRMA と ECRA

が盛り込まれた重要法案であり、「政府一体となった巻き返し（whole of government 

push back）」と呼ばれる対中政策の方針を定めたと評価されている543。 

2017年 11月 8日、FIRRMAのスポンサーであるジョン・コーニン（John Cornyn）上

院議員、ダイアン・ファインスタイン（Dianne Feinstein）上院議員、ロバート・ピテン

ジャー（Robert Pittenger）下院議員は、CFIUS 審査の包括的改革を目的とした関連法案

を両院に提出した。その後、議会の超党派は中国の対米投資、特に技術分野での投資の拡

大に懸念を主張し、FIRRMA は 2018 年に議会の圧倒的支持を受け、政権に歓迎されるか

たちで成立することになる。2018年 8月 13日、トランプ大統領が署名し、FIRRMAは正

式に成立した。FIRRMAは、FINSA成立時と同様に圧倒的な議会支持を得たが、FINSAが

政権批判の文脈で検討されたのに対し、FIRRMA はトランプ政権の対中政策を後押しする

CFIUS改革として成立した。ホワイトハウスはFIRRMA成立時に報道発表を行い、トラン

プ大統領はコーニンやコットン、マルコ・ルビオ（Marco Rubio）上院議員への感謝を表

明した544。また、コーニンは財務省、国防総省、司法省、USTR の高官たちを含む行政機

関の協力にも感謝の意を示した545。 

CFIUSに詳しい有識者によれば、FIRRMAの検討について、2016年に始まり、2017年

に勢いを増したとされている。FIRRIMAは、必ずしもトランプ政権が後押ししたわけでは

なく、それ以前に議会で検討が始まったものという見解がある546。実際、2016 年 9 月、

GAO は 16 人の議員から、米国における戦略的に重要な分野での外国企業買収の範囲の拡

大に対応するために、CFIUS の権限を拡大すべきかどうかを検討するよう要請をうけ、調

査を開始した。この超党派の中には、コーニンとともにスポンサーとして FIRRMAを主導

したファインスタイン議員、そしてオバマ政権下のスプリント買収で華為への懸念を表明

したマイク・ロジャース議員が含まれた547。このGAOの調査依頼は、超党派の議員たちが

特に中国やロシアなどの国有企業の台頭を踏まえて要請したものとされている。GAO は

2016 年 12 月から 2018 年 2 月にかけて調査を実施し、結果を報告書として公開した548。

調査結果を見ると、議員たちが FBI、そして FCC を CFIUS メンバーに追加するべきかど

うかについても、GAOに検討を依頼していた点が注目できる。そしてGAOの調査は、FBI

は司法省を通じて既に審査に関与していること、FCC については業務負担が過剰になる可

能性があるため、CFIUS への参加は必要ないという結論を示した549。 

コーニン上院議員は、2017 年 6 月に FIRRMA となる法案の準備が進行中であることを

議会で明らかにした。コーニンおよびその議会スタッフによれば、国防総省の国防イノベ
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ーション・ユニット（Defense Innovation Unit：DIUx）の調査が FIRRMAによるCFIUS

改革のきっかけとなった。DIUx の調査結果は、米国政府がベンチャー投資を監視・制限

しておらず、特定の中国からの対米投資に関して生じる問題を強調しており、後にコーニ

ンは FIRRMAの背景について「それは中国である（it’s China）」と明言している550。 

2017年12月、コーニン、コットン、ルビオなどのFIRRMAの成立を主導した超党派は

パイFCC委員長宛に書簡を出した。その内容はチームテレコムに華為と米国の通信事業者

の関係を検討させるよう、FCC に指示するものだった551。この書簡からは、オバマ政権下

で議論されていた「米国のネットワークにおける中国の通信機器やサービスの利用をどの

ように規制するか」という超党派の問題意識が捉えられる。そして2018年 3月 20日、パ

イ FCC 委員長は、この 2017 年の議員たちの書簡に返信した。その中でパイは、華為によ

る諜報活動の脅威に関する懸念を共有していることを議員に伝えた。また、議員たちから

の書簡にあった提案を踏まえ、国家安全保障局、CIA、FBI といった情報機関からのブリ

ーフィングを受けたことも説明している552。 

2017 年の議員たちからの要請を受け、FCC はチームテレコムとの関係を見直す動きを

見せた。具体的には、FCC はまずユニバーサルサービスの補助金支出から中国企業を排除

する方向へと動き始めた。2018年 4月 17日、FCCはユニバーサルサービスの連邦補助金

を「国家安全保障上の脅威をもたらす企業からの機器やサービス」に対して支出すること

を禁止する規則案を発表し、意見募集を開始した553。この規則案は、外国企業のみならず、

米国企業が使用する通信機器やサプライチェーンまでを安全保障の観点から精査しようと

する動きとも捉えられるものだった。 

この FCC の規則案について、国際局の副局長を務めたトゥレツキーは、2019 年のイン

タビューで、「FCC は過去 2 年間、サイバーセキュリティに関する管轄権の主張にかなり

消極的であったが、この規則案は顕著な例外である」と述べた。彼は、この規則案は、セ

キュリティリスクとみなされる特定の中国企業製の通信機器にユニバーサルサービス基金

を利用することを阻止する意図があったと指摘した。「ホワイトハウスが後押ししたのだ

ろうが、パイの全体的なアプローチとはかなりずれているように思えた」と述べ、従来の

パイ委員長の方針との違いを指摘した554。パイ委員長は、着任当初の 2017 年には、民主

党のウィーラー前委員長とは対照的に、サイバーセキュリティ領域における FCCの役割は、

通信事業者を積極的に規制することではないとの見解を持っていたと評価されていた555。 

このような方針転換は、同じく共和党のオライリーの発言からも捉えられる。オライリ

ーは、2016年のチームテレコム改革当時、チームテレコムの審査プロセスを「不透明で厄
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介（the opaque and troublesome）」と表現していた。しかし、2018 年の規則案に関して

は、従来からチームテレコムに批判的だったオライリーが「FCC がチームテレコムへの対

処を改めることが重要」という見解を示し、業界で話題となった556。オライリーからは、

どのような機器が国家安全保障上のリスクをもたらすか、その他の重要な決定について、

FCC は行政機関と協力する必要がある、という認識が示された。そして彼は、オバマ政権

からトランプ政権の移行で白紙になったチームテレコム改革の再開を示唆した557。 

この FCC による規則策定の取り組みは、2020 年 3 月に成立した「セキュアネットワー

クス法（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019）」によって具体化

されることとなる558。そして、この法律の成立から約 1 ヶ月後には、チームテレコムを公

式化する大統領令が発表されていく。 
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第 5節：小括―非公式組織による非公式制度の運用 
本章では、FINSA による CFIUS 審査制度改革を契機として、「チームテレコム」という

非公式組織がCFIUS から分離し、独自の非公式制度を確立する過程を分析した。また、中

国企業の既存免許の取消しができないことが、チームテレコムの「非公式制度の限界」で

あり、FCC の「公式制度の限界」でもあったことを特定した。さらに、チームテレコムの

審査において、安全保障上の懸念として外国人所有権に加え、サプライチェーンリスクが

重要視されるようになった点を指摘した。図 11 は、本章で論じた FINSA 以降の組織の関

係を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 11 第 3章における組織の関係（2007 年 10月～2020 年 2月） 
      出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。灰色は非公式部分を表す。 

 

図 11 のように、FINSA による改革を契機として、FCC の許認可に対する安全保障上の

視点から、チームテレコムの審査はCFIUS の審査から分離され、チームテレコムは組織と

しての活動を活発化させた。CFIUS とチームテレコムは別組織として活動する中で、審査

上の協力関係を内部的に構築し、安全保障上の課題に対応する体制を整備した。一方で、

CFIUS から独立したチームテレコムは、FCCの審査に対する関与を一層強化し、このこと

がFCCと行政機関の間での対立関係を深める要因となった。チームテレコムは、安全保障

官庁主導の通信分野に特化した組織としてCFIUSとは異なる特徴を持ち、CFIUSの審査を

補完した。具体的には、チームテレコムは、CFIUS の審査が及ばない、新規投資に該当す

る新規免許に対する審査を強化した。また、彼らは外国企業がネットワークで用いる通信
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機器等のサプライチェーンまで精査する組織体として議会にも認識された。 

2010 年頃から、議会では米国通信事業者による華為・ZTE などの中国通信機器の利用

が問題視され、安全保障上の懸念として、サプライチェーンリスクが強調された。そのよ

うな中国に対する懸念の高まりの中、2011年には中国移動の申請が提出され、同年には中

国海底ケーブルサプライヤーである HMN が米国と欧州を結ぶ大西洋海底ケーブルを受注

する事案、2012年には華為製機器を用いていたソフトバンクによるスプリント買収に注目

が集まった。このような状況下で、CFIUS の背後にいたチームテレコムの存在は、新規投

資を審査するだけでなく、CFIUS が精査できない通信事業者のサプライチェーンを監督で

きる存在として、業界のみならず議会の一部にも関心が持たれた。当初はその存在を曖昧

にしていた安全保障官庁も、次第に CFIUS とは異なる組織体として、「チームテレコム」

を対外的に明らかにするようになり、議会にも認識され始めた。 

一方、チームテレコムと CFIUS、そして FCC の現状の取組みだけでは、審査対象に含

まれない米国通信事業のサプライチェーンを精査することに限界があった。議会の超党派

は「米国通信企業が中国の通信機器やサービスを利用することをどのように規制するか」

を問題意識に、サプライチェーン・ワーキンググループを発足させ、CFIUS、チームテレ

コム、FCC の権限強化をオバマ政権下で議論した。しかしその後、超党派の活動は確認で

きなくなった。オバマ政権の推進するサイバーセキュリティ法制も、議会の党派対立の影

響もあり、一時停滞することになった。 

チームテレコムの審査はその主導権がDHSから司法省に移り、司法省が実質的なリーダ

ーの役割を担い始めた。中国移動から新規免許が申請されたことで、議会の中国への対抗

姿勢が強まる中、中国企業の既存免許の取消が検討された。その際に必要となった、軽減

合意未締結の中国企業の免許取消は、チームテレコムの非公式制度と FCCの公式制度、双

方の制度解釈を拡大でも対応できない、「非公式制度の限界」と「公式制度の限界」が重

複した既存の制度枠組みの限界と言えるものであった。この中国移動の申請事案から、チ

ームテレコムの認可後の監督には限界があったことが指摘できた。 

中国移動の申請が長期間保留される中、2016年にはFCCの主導でFCC規則によるチー

ムテレコムの公式化が検討された。しかし、行政機関とFCCの意見は並行線となり、政権

移行によって改革自体が白紙となった559。次章では、既存の制度枠組みの限界を、米国政

府が大統領令によるチームテレコムの公式化によって克服する段階を記述する。対中国で

政権と議会の選好が一致する中、CFIUS とチームテレコムの協力関係のみならず、FCCと

チームテレコムの協力関係が観察されていく段階を次章で捉える。 
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第 4 章：改革―公式制度への転換と影響 
本章では、非公式制度から公式制度への転換と、公式組織による制度の運用を捉える。

対象期間は、FIRRMA最終規則が施行された 2020 年 2月 13 日から 2023 年 4月 30 日ま

でとし、チームテレコムの公式化以降の運用を分析し、公式化によってどのような変化が

生じたのかを明らかにする。2020 年 4 月 4 日には大統領令 13913 号が発表され、この大

統領令により、チームテレコムは「米国電気通信役務部門への外国参入査定委員会（The 

Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States 

Telecommunications Services Sector：The EO Telecom Committee）」という名称の閣

僚級組織となった。その審査は、大統領令とそれに続く2度のFCC規則策定により、詳細

に明文化された。表 28は、本章における審査分析の概観を示している。 

 

       表 28 審査の分析の概観（2020 年 2月から 2023 年 4月） 

 
          出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 
           注：組織名・省庁名は審査主体を表す。 

 
概況として、トランプ政権と議会の対中姿勢の高まりを受け、CFIUSのFIRRMAによる

改革に合わせ、司法省の主導で、FCCの協力のもとチームテレコムは公式化に至った。 

表 28のように、FIRRMAによるCFIUSの改革期を迎え、FCCの許認可に対する行政機

関の非公式な関与は明文化され、チームテレコムの審査は閣僚級の公式組織による行為と

して位置づけられた。司法長官がチームテレコムの議長の役割を担い、運営資金も司法省

が拠出することとなった。①企業買収・合併に伴う免許移転、②新規免許の審査のみなら

ず、③認可後の監督についても、大統領令によってチームテレコムの既存免許の再審査が

可能となり、これを機に FCCは中国企業 4社の免許取消を行った。 
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第1節では、買収・合併に伴う免許移転の審査について分析する。CFIUSはFIRRMAに

より、従来は審査対象外としていた新規投資や非支配的な投資にも審査対象を拡大した。

その後、チームテレコムが公式化されることで、認可後の再審査が可能となり、CFIUS と

チームテレコムの審査対象が重複する範囲が拡大していった。加えて、チームテレコムと

FCCによる積極的な審査が行われるようになった。 

第 2 節では、新規免許の審査について分析する。国際通信免許については、中国移動と

同時期に申請がなされていた CITIC の申請が取下げられた。また、海底ケーブル陸揚げ免

許審査では、香港につながる海底ケーブルの申請を一部拒否する勧告が出された影響で、

香港への陸揚げを予定した計画の申請が相次いで取下げられた。これに加え、チームテレ

コムの公式化に合わせ、FCC が 2000 年代前半から形骸化していた国務省の審査を復活さ

せる動きが見られるようになった。 

第 3 節では既存免許の認可後の監督を分析する。大統領令により、チームテレコムは既

存免許の審査が可能となり、FCC は軽減合意が未締結の中国聯合通信の免許を含め、中国

企業 4 社の国際通信免許を遡及的に取消した。この中国企業の遡及的免許取消を機に、

FCC は行政機関の明示的な勧告の有無にかかわらず、安全保障上の決定を実施し始め、中

国企業以外の免許についても、自主返納を促す運用や罰則をかける動きが見られた。 

第 4節では、2020年の大統領令13913号とFCC規則による公式化の検討を分析する。

司法省が主導した検討過程においては、チームテレコムとCFIUS との関係のみならず、チ

ームテレコムと FCC との関係が、2020 年 4 月に大統領令を発表するに至った背景にある

ことを確認する。 

第 5 節では、本章で明らかになった内容をまとめる。CFIUS の制度改正に伴い、行政機

関は FCC による免許移転および新規免許の審査への関与を強化し、2020 年のチームテレ

コムの公式化により、従来は見られなかった軽減合意の有無に関わらない、免許への「認

可後の監督」が可能となった。大統領令13913号発表後の動向を踏まえ、CFIUSおよびチ

ームテレコムの改革に伴い、FCCの安全保障上の改革が進められたことを指摘する。 

トランプ政権は 2017 年に国家安全保障戦略を発表し、中国を米国の競争力を弱体化さ

せる「戦略的競争相手」と位置付けた560。さらに、オバマ政権時代から提唱されていたサ

イバー脅威への対応としての政府一体（whole-of-government）アプローチのもと、トラ

ンプ政権下で CFIUS およびチームテレコムの制度改革が実施され、この動きは FCC の制

度改革にも波及し、チームテレコムと FCCの連携が顕著に現れるようになった。 

以下、第 1 節から第 3 節では、①免許移転、②新規免許、③認可後の監督に関する審査

の分析を行い、第 4節では 2020 年の公式化の検討過程について記述する。 
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第 1節：免許移転の審査 
2020年2月13日にFIRRMAの最終規則が施行され、同年4月4日には大統領令13913

号によりチームテレコムの公式化が発表された561。FIRRMA により、CFIUS は新規投資や

少額出資といった非支配的な事案も審査可能となり、特に重要技術、海底ケーブルを含む

重要インフラ、機微な個人情報に関わる米国企業への投資に重点を置いた562。大統領令

13913 号により、チームテレコムは既存免許の再審査も可能となり、CFIUS とチームテレ

コムの審査対象の重複が以前より大きくなった。さらにチームテレコムの公式化後、FCC

はチームテレコムへの協調的な動きをより顕著に示すようになった。 

 

（1）2020 年：大統領令 13913 号の発表によるチームテレコムの改革 

チームテレコムは公式化され、CFIUS と同様に議長制が導入され、司法省が議長となっ

た。委員会メンバーと委員会アドバイザーから構成される。委員会メンバーは、司法長官、

国防長官、国土安全保障長官および大統領が適切と判断した他の行政機関の長および大統

領の補佐官となった。表 29は、公式化後のチームテレコムとCFIUS の比較を表す。 

 

        表 29 公式化後のチームテレコムとCFIUS の比較 

            出典：FCC審査記録をもとに筆者作成563。 

 注：網掛けは本文での言及箇所である。 

  

表 29を見ると、CFIUSとチームテレコムは2020年以降、未だ大きな違いが2つある。

1 点目は、チームテレコムに対して、議会の関与を強める改革は行われていないことであ

電気通信業への外国投資を巡るグローバル・ガバナンスへの挑戦　61

年 12月、米国議会の超党派は、当時の FCC委員長に、チームテレコムに華為と米国の通
信事業者の関係を検討させるように要請していた

（21）
。議会の要請を受けながら、チームテレ

コムの審査を問題視してきた FCCも、チームテレコムとの関係を見直し始めていった。

（3） 　FIRRMAの CFIUS改革とチームテレコムの公式化（2020年 2月から 2022

年 8月）
　2020年 2月には、FIRRMAの最終規則が施行され、同年 4月には、大統領令 13913号に
より、チームテレコムは、「米国電気通信役務部門への外国参入査定委員会」として、公式
に発足された

（22）
。大統領令 13913号により、チームテレコムは既存免許の再審査も可能と

なった。FIRRMAにより、CFIUSは新規投資や少額出資のような非支配的な事案にも審査
対象範囲を拡大した。そして、特に重要技術、海底ケーブルを含む重要インフラ、機微な
個人情報に関わる米国企業への投資に重点を置いている

（23）
。CFIUSとチームテレコムとの審

査対象の重複は以前よりも大きくなり、チームテレコムの公式化後、FCCのチームテレコ
ムの審査に対する協調的な動きが顕著になっていった。

2020年：大統領令 13913号によるチームテレコムの改革
　チームテレコムは公式化され、CFIUSと同様に議長制を導入し、司法省が議長となった。
表 5は、公式化後のチームテレコムと CFIUSの比較を表す。
　表 5を見ると、CFIUSとチームテレコムは 2020年以降、未だ大きな違いが 2つある。

表 5　公式化後のチームテレコムと CFIUSの比較
チームテレコム CFIUS

議長 司法省 財務省

審査タイムライン 第 1次審査 120日、第 2次審査 90
日（長期延長あり）

通知前手続き（最長 30日）、第 1次
審査 45日、第 2次審査 45日（最長
60日）大統領による決定 15日間

委員会メンバー
司法長官、国防長官、国土安全保障
長官、大統領が適切と判断した他の
行政機関の長、大統領の補佐官

司法長官、国防長官、国土安全保障
長官、財務長官、商務長官、米国通
商代表、国務長官、エネルギー長
官、科学技術政策局

議会への通知・説明義務 × ●
年次報告 大統領 大統領・議会

審査結果の公表 ● ×
新規免許・新規投資の審査 ● ●

認可後の再審査 ● ●
最終的な認可者 FCC 大統領・CFIUS

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。
（出所）　筆者作成。
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る。チームテレコムの公式化はCFIUS とは異なり、議会を通じた法律ではなく、大統領令

とそれに続く FCC 規則によって実施された。チームテレコムには CFIUS のように、審査

過程での議会への通知や説明を行う義務はない。また年次報告について、CFIUS は大統領

および議会に提出するのに対し、チームテレコムは大統領にのみ報告する形となっている。 

2 点目は、大統領令がチームテレコムに独立した権限を与えていないことである。チー

ムテレコムはあくまでFCCに対して「助言」として勧告を行う役割にとどまり、最終的な

認可の判断はFCCが行政機関の専門性を尊重しながら行うという、従来通りの建てつけが

維持された。大統領令の第10条は、公式化後のチームテレコムの軽減合意の交渉をはじめ

とする裁量的な行動について、「この命令に記載されていない関連する権限（relevant 

authority not described in this order）」に基づくと規定した。つまり実態としては、チー

ムテレコムは FCC の権限に依存せざる得ない状況となっている564。このようにチームテレ

コムは、公式化後も法令に基づく明示的な権限を持たず、議会や司法の監視を受けない

CFIUS とは異なる組織のあり方を維持した。 

 

（2）2021 年：チームテレコムと FCC の対中強硬姿勢 

表 30 は、2020 年 2 月から 2022 年 8 月までにチームテレコムと軽減合意を締結した代

表的な審査案件を表す。 
 
表 30 チームテレコムが審査に関与した案件（2020 年 2月から 2022 年 8月） 

 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成565。 

注：網掛けは本文での言及箇所である。 

 

従来は関連する企業が合同で1つの軽減合意を締結していたが、2021年以降は企業別に

62　

　1点目は、チームテレコムに対して、議会の関与を強める改正は行われていない。チー
ムテレコムの公式化は、CFIUSとは異なり、議会を通じた法律ではなく、司法省が起草し
た大統領令と FCC規則によって実現された。CFIUSの FINSA成立時のように、審査過程
での議会への通知や説明義務は導入されていない。そして年次報告について、CFIUSは大
統領および議会に提出するのに対し、チームテレコムは大統領にのみ報告する。
　2点目は、大統領令は、チームテレコムに独立した権限を与えていない。チームテレコ
ムはあくまでも FCCに勧告として「助言」を行い、FCCは行政機関の専門性を尊重し、最
終的な認可の判断をする、従来通りの建てつけを維持した。このように、チームテレコム
は公式化されながらも、司法府からも立法府からも実質的に管轄外の組織のままである。

2021年：チームテレコムと FCCの対中強硬姿勢
　表 6は 2020年 2月から 2022年 8月までの軽減合意を締結した代表的な承認案件を表す。
　従来は関連する企業が合同で 1つの軽減合意を締結していたが、企業別に分けて 1つの
申請で複数締結する事例も見られていった。例えば、表 6の 3では、シンシナティ・ベル
（Cincinnati Bell）社とハワイアン・テレコム（Hawaiian Telcom）社の 2社別々に軽減合意
を締結している。シンシナティ・ベル社との軽減合意には、中国企業が名指しされ、中国
製機器の撤去が要請されている。この事例では、同社が提供した ZTE製機器をすべて撤去
または交換したことを行政機関に証明するまで、6ヶ月ごとに進捗状況を報告するよう義務
付ける記述が見られた。
　この背景には、2021年 3月、FCCが華為と ZTEを含む中国企業 5社について、連邦補

表 6　チームテレコムが審査に関与した案件（2020年 2月から 2022年 8月）

承認時期 案件 免許の
移転理由

軽減
合意

軽減合意の
署名 /宛先

軽減合意内の
CFIUS記述

審査
日数

1 2020年 Zayo Group / Digital 
Colony and EQT IV 買収 LOA 司法省、DHS × 231

2 2021年 CUB Parent Inc / CUB 
GP and APG US 買収 LOA 司法省 × 283

3 2021年
Cincinnati Bell Inc. 

and Hawaiian Telcom / 
Red Fiber Parent LLC

合併 LOA
2つ

①  Cincinnati Bell 
Inc.（司法省、
国防総省）

②  Hawaiian Tel-
com（司法省、
DHS、 国防総
省）

× 376

4 2021年 Inteliquent / Sinch US 買収 LOA 司法省 × 242

5 2022年 Lumen / Apollo 買収 LOA 司法省、国防総省 × 295

（ 注 ）　網掛けは本文での言及箇所である。
（出所）　FCC審査記録をもとに筆者作成。
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分けて 1 つの申請で複数締結する事例も見られた。例えば、表 30 の 3 では、シンシナテ

ィ・ベル（Cincinnati Bell）とハワイアン・テレコム（Hawaiian Telcom）の 2社別々に

軽減合意を締結した。シンシナティ・ベルは米国の通信会社であり、ZTE の通信機器を使

用していたため、軽減合意の中で、購入した ZTE 製機器をすべて撤去または交換したこと

を証明し、6ヶ月ごとに進捗状況を報告する義務が課された。 

中国企業の機器撤去を名指しで指示する軽減合意が公表された点は、2013年のスプリン

ト買収時と異なる行政機関の対応を示している。この背景には、2021 年 3 月に FCC が華

為やZTEを含む中国企業5社の製品について、連邦補助金での機器購入を禁止したことが

あった566。この対象企業は、チームテレコムに所属する行政機関に勧告を受けながら、選

定に至っていた567。このように、免許の審査以外でも FCC と行政機関の共同作業も見られ

始めた。オバマ政権時のスプリント買収の事案と比べると、中国企業を名指しする対応か

ら、トランプ政権の対中姿勢の明確化が捉えられる。 

 

（3）2022 年：ズームによる米国企業 Five9 の買収案件 

チームテレコムは公式化後、買収事案において積極的な動きを見せ、報道でも取り上げ

られた。2021 年 9 月、Web 会議サービスのズーム（Zoom）による 150 億ドル規模の買

収計画の審査で、チームテレコムの名前が報道に出た568。チームテレコムは、ズームによ

る米国クラウドソフトウェア会社 Five9 の買収に伴う免許移転審査において、FCC に審査

の延期を要請した。ズームは、外国人所有率が 10％以下の米国で設立された企業であり、

FCC から行政機関へ送致する対象の申請ではなかった。にもかかわらずチームテレコムは、

自ら FCCに申請を審査することを通知し、積極的に審査した569。 

ズームは、中国出身のエリック・ユアン（Eric Yuan）によって設立された企業であり、

議会から中国政府と関係があると懸念された経緯があった570。チームテレコムが買収を懸

念している報道とともに株価は低落した。買収計画自体についても株主からも賛否があり、

結果的にズームの事案に係る申請は取下げられた。この事案がCFIUS の審査対象となって

いるのか不明な中、買収は白紙となった571。この審査でのチームテレコムの行動について、

民主党のジェフリー・スタークス（Geoffrey Starks）FCC委員は、積極的な働きかけに感

謝し、行政機関の専門知識を歓迎するとした。そして行政機関と協調して仕事をする必要

性を痛感させられたと述べた572。トランプ政権下で FCC 委員になったスタークスは、司法

省出身であり、FCCが安全保障に関する取組みを進めることに肯定的な立場をとった573。 

2000年代、ファーチゴット・ロスFCC委員は、行政機関にFCCの審査を「ハイジャッ
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ク」されてはならないと強く主張した。そして彼は将来のFCCに行政機関の行動に対して、

改革をもたらすことを託した574。しかし、その後 2020 年に実行された改革は、彼が想定

していたものとは異なっていた。トランプ政権下でFCC委員はチームテレコムの存在に感

謝し、彼らをパートナー（partners）と呼び、安全保障に関する事項において、FCC は行

政機関、チームテレコムとの連携を強調する動きを見せ始めた575。 

ファーチゴット・ロスが FCC 委員であった時代に設立された取引チームには、2018 年

以降、活動が見られない。買収・合併審査に関する情報提供は、同チームのホームページ

で行われなくなった576。一方で、2023年 6月 14日、FCCはプライバシーおよびデータ保

護タスクフォース（Privacy and Data Protection Task Force）という新たな作業部会を

立ち上げた577。これは、FCC の各局職員が参加する取引チームと同様のタスクフォースで

あり、プライバシーおよびデータ保護分野での規則制定や安全保障に関する取り組みを行

うことが期待された。このタスクフォースのリーダーには、FCC 執行局局長のローヤン・

イーガル（Loyaan A. Egal）が任命された。イーガルは、司法省の外国投資審査室の副室

長として、チームテレコムの非公式時代にリーダーを務めた経歴を持ち、2022年1月にジ

ェシカ・ローゼンウォーセル（Jessica Rosenworcel）FCC 委員長によって登用された578。 

タスクフォースはホームページを開設し、その中でローゼンウォーセルの言葉が掲げら

れた。彼女の言葉では、現実の安全保障上の課題に正面から取り組むため、消費者の情報

を保護し、データのセキュリティを確保する重要性が強調されている579。 

タスクフォース設立の背景には、チームテレコムの公式化後、スタークスがFCC内に安

全保障に関する局間タスクフォースの設置を打診したことがあったと考えられる580。彼は

2021 年の講演において、「FCC とチームテレコムのパートナーシップは、米国の通信ネッ

トワークの将来にとって非常に重要」と強調した。そして、スタークスは「長年、安全保

障に係る問題のサポート機関としての役割に終始してきた FCCが、より大きな役割を果た

すことを支持する超党派のコンセンサスが形成された。そのためには、FCC が自信を持っ

て行動し、パートナーの仕事をより深く理解し、評価できるよう、組織内の専門性を高め

ることが必要である」と発言した581。この言葉から、FCC が安全保障において積極的な役

割を果たすべきだという超党派の支持が存在することがうかがえる。さらにスタークスは、

「FCC は安全保障を守るために協力的かつ積極的でなければならない」との考えを示し、

チームテレコムをパートナーと位置付けながらも、FCC 自身が安全保障に関する問題に対

処する必要性を主張した582。 
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第 2節：新規免許の審査 

第 1 項：国際通信免許の審査 

国際通信免許の審査においては、公式化後も司法省主導の審査が継続された。大統領令

13913 号の発表から数日後、中国政府が 100%出資する CITIC は、長らく保留となってい

た申請を取り下げた。また、チームテレコムの軽減合意内容にも、FIRRMA 規則で定義さ

れた「機微な個人情報」が盛り込まれるなどの変化が見られた。以下では、公式化後の国

際通信免許の審査について記述する。 

 

（1）2000 年から 2022 年：申請数の変化から見る FCC の動向 

2013 年に超党派のサプライチェーン・ワーキンググループが検討した CFIUS の審査対

象の拡大が、FIRRMA の成立によって現実のものとなった583。CFIUS の審査対象として重

要視されるインフラ分野には、海底ケーブルだけでなく、インターネットプロトコルや電

気通信サービス、特定のインターネット交換ポイントも含まれた584。表 31 は、2020 年 2

月から2023年4月までに認可された82件の申請中、軽減合意が締結された19件を表す。 

 

  表 31 チームテレコムが軽減合意を締結した案件（2020 年 2月から 2023 年 4月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         出典：FCC審査記録をもとに筆者作成585。 

 注：網掛けは本文での言及箇所である。✴は既存の軽減合意の流用を表す。 

承認時期 案件 軽減合意
軽減合意の
署名/宛先

FCCへの
通知省庁

1 SORACOM LOA 司法省 司法省
2 AFRIX Telecom LOA 司法省 司法省
3 Pivotel America LOA 司法省 司法省
4  Reach Mobile LOA 司法省 司法省
5 FIDELITEL LOA 司法省 司法省
6 Itel Networks LOA 司法省 NTIA
7 Tadiran Telecom LOA 司法省 NTIA
8 Liberty LOA 司法省 NTIA
9 ARIA TEL LOA 司法省 NTIA
10 Telecom2Go LOA 司法省 NTIA
11 Plintron LOA 司法省 NTIA
12 Wuru Telecom LOA 司法省 NTIA
13 Marcatel LOA 司法省 NTIA
14 InfiCloud LOA 司法省 NTIA
15 Interoute LOA 司法省, DHS NTIA
16 Oktacom LOA 司法省 NTIA
17 Rakuten LOA 司法省 NTIA
18 Vocus Group LOA 司法省 NTIA
19 Cincinnati Bell Inc LOA＊ 司法省, 国防総省 NTIA

   2020年

   2021年

   2022年
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公式化後のチームテレコムでは、行政機関の審査結果の通知を NTIA が代表して行うよ

うになった。大統領令 13913 号は、非公式な旧体制から公式の新体制への明確な移行規定

や期限を定めていなかった。しかし、2020年 8月 7日に認可された表31の 6における申

請から、NTIA が審査結果を FCC に通知するようになり、新体制での審査が開始されたこ

とがわかる。軽減合意の署名を確認すると、引き続き司法省が審査を主導していることも

捉えられた。また、CITIC は弁護士を通じて、2012 年 6 月 29 日に申請していた国際通信

免許の審査を 2020 年 4 月 27 日に取下げる判断をした。中国移動の申請は FCC の判断ま

でに 8 年近くを要したが、CITIC の申請も同様に長期間 FCC に保留されていたことにな

る。中国移動の申請が長期間保留となっていた事実は知られているが、CITIC の申請に関

しては政府関係者からの具体的な言及は見られない586。この取下げについて、司法省が申

請者の取り下げ意思を明確にした文書を FCCに通知した。 

そして、大統領令は、2020 年 7 月 3 日までに、大統領令の実施・執行計画を記した覚

書（Memorandum of Understanding：MOU）を委員会メンバーおよび国家情報長官と締

結することを義務付けていた。この覚書は非公開であり、大統領令や FCC規則には記載さ

れず、政府内部での手続きに関する規範が詳述されたと考えられる587。 

2020 年 6月、NTIAは覚書が確定した時点で、現在審査中の申請のうち、大統領令発表

よりも 2 年以上前に照会されたものについては、チームテレコムが申請者に連絡を取り、

申請プロセスを進める意思があるかを確認するとした。申請を継続する意思があると回答

した場合は審査を進めるが、回答がない場合、チームテレコムは FCCに対して速やかに申

請を却下するよう勧告するとした588。例えば、表31の8に示される事例は、チームテレコ

ムの非公式時代から保留されていた申請であったが、申請から 1000 日以上経過した段階

で新体制のもとで認可された。  

また、司法省の予算資料によれば、2020年4月4日の大統領令13913号発表後の90日

間で、司法省はチームテレコム議長として申請中の懸案事項の約半分を解決したとされる。

さらに、司法省は 2020 年に FCC が行政機関に照会した全ての申請の審査を 100％主導、

または他省庁と共同で主導したとした589。 このように、大統領令の発表後、審査プロセス

の迅速化が図られたことがうかがえる。なお、図 12 は 1997 年 1 月から 2022 年 12 月ま

での国際通信免許の新規申請における認可数の変遷を示しており、2023年は 4月時点で2

件のみが認可されている。 
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図12 国際通信免許の新規申請における認可数の変遷（1997年 1月から2022年 12月） 
        出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 

  

図 12に示されているように、認可数は2000年をピークに、その後、年間数百件程度が

認可されていたものの、市場参入の時代が終わり、申請数の減少に伴って認可数も減少の

一途を辿った。2020 年代に入ると、認可数は 30 件程度にまで減少している。1990 年代

から 2000 年代前半にかけて、米国市場が外国企業に開放されたことで大量の申請が発生

し、FCC は画一的なアプローチに基づき、外国資本の総量で規制せざるを得なかったと推

測される。また、第2章で示したように、2000年代前半には、政府資本の完全子会社によ

る新規免許であっても、行政機関の関与なく認可されていた。これは当時、新規投資は

CFIUS の審査対象外であり、行政機関は新規免許の審査を精査していなかったためである。 

実際、2000 年代前半の時点で FCC が行政機関に申請を送致するプロセスは確認されてお

らず、中国聯通の新規申請が提出された時期もこの期間に含まれる590。 

しかし、超党派が公表した調査報告書には、異なる審査慣行が記述されていた。2020年

6 月、上院国土安全保障・政府問題委員会の超党派は、米国内で事業を展開する中国政府

系通信企業に対する安全保障上の懸念を指摘する調査報告書を発表した。この報告書は、

チームテレコムが中国通信企業に対する監督を十分に行っていない点を問題視する内容で

あった。委員会は 2019 年から報告書の策定を進め、その調査過程でチームテレコムの審

査について司法省、DHS、および FCCに対してブリーフィングを実施していた591。 
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報告書には、2000 年代の中国聯通の新規免許申請について FCC が「チームテレコム」

に送致し、2002 年 8 月 28 日に申請された中国聯通の申請について、9 月 3 日までにあら

ゆる懸念事項を報告するよう求めたという証言が記載されている592。調査によれば、この

申請についてチームテレコムから懸念は示されず、FCC は申請書を受理してから 2 週間後

に承認したとされる593。しかし、FCC から行政機関に送致されたという審査記録は確認で

きず、中国聯通の免許は行政機関の審査を経ることなく、軽減合意も締結されずに認可さ

れていた594。2000 年代前半の審査傾向や FCC の送致プロセスの成熟度を考慮すると、当

時提出された中国聯通の申請は、行政機関に送致されることなく FCCによって認可された

可能性が高い。さらに、FCC が行政機関に送致した免許について、行政機関の勧告がない

まま認可したと報告書が記述している点にも注目できる。このような報告書に記述された

FCCの行動は、審査上確認されておらず、FCCが行政機関の勧告が出るまで無制限に審査

を保留してきた慣行と矛盾するものである。 

以上のように、超党派が発表した調査報告書には、これまで本研究の分析で審査記録か

ら把握してきたチームテレコムと FCCの審査実態とは異なる審査のあり方が記述されてい

ると考えられる。この審査の実態とは異なる慣行を含んだ調査報告書は、発表後、中国企

業の免許取消を正当化する根拠として、FCCと司法省によって活用されていく。 

そして、1990年代から2000年代前半にかけて毎年500件以上の申請があったことを考

慮すると、FCC から行政機関に送致されず、行政機関が精査しなかった申請は中国企業に

限らず多数存在していたと推測される。実際、チームテレコムが公式化された後、行政機

関に送致されなかった申請も含め、FCC からすべての免許の見直しが示唆された。2022

年 4 月 21 日、ローゼンウォーセル FCC 委員長は、進化する脅威からネットワークを保護

するための監督が免許の認可後には十分に行われていないとの意見を表明した。彼女は、

安全保障の観点から、1 回限りの認可にとどまらず、既存免許を定期的に見直す必要性を

主張した。また、ローゼンウォーセルは、FCC が行政機関のパートナーと協力し、より広

範な審査体制の確立に向けた取り組みを進めていることを明らかにした595。この FCC の再

審査の取り組みは、上院国土安全保障・政府問題委員会の調査報告書の提言を受けたもの

であった596。このように、ローゼンウォーセルの発言からは、スタークスと同様に、議会

の要望を踏まえ、FCC が安全保障に関して積極的な行動を取ろうとする姿勢が見て取れる。

また、調査報告書の提言には、大統領令によって公式化されたチームテレコムを議会で法

制化することも含まれていた。以下に、関連する提言 4および提言 5の内容を示す597。 
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提言 4：議会は、the EO Telecom Committee を法的に承認すべきである。 

現政権は、チームテレコムを正式に組織化する the EO Telecom Committee を設立

したが、この委員会には依然として統括的な法的権限が与えられていない。チーム

テレコムがこれまで法的権限を欠いていたことが、多くの人々から「不透明」で

「機能不全」と批判される見直しプロセスにつながった。最近の大統領令は前向き

な一歩（positive step）であるが、正式な立法権限があれば、外国の通信事業者に

対する監督を強化できる。 

 

提言 5：議会は、他の関連行政機関の役割を維持すべきである。 

チームテレコムは、司法省、DHS、国防総省の職員で構成されていた。これらの機

関は、新たに設立された the EO Telecom Committee の主要な構成要素でもある。

歴史的に、FCC は外国通信事業者の申請について、国務省、商務省、USTR など、

他の行政機関から意見を求めてきた。最近の大統領令により、これらの機関および

その他の機関が the EO Telecom Committee のアドバイザーに任命された。これら

の機関は非常に貴重な情報を提供しており、その役割は正式な立法手続きにおいて

説明されなければならない。 

 

上記の提言 4 からは、超党派が大統領令を事前に認識しつつも、チームテレコムの議会

による法制化を大統領令発表後の課題として位置付けていたことが理解できる。また、超

党派は、大統領令によってチームテレコムに FCC や CFIUS のような法的権限が与えられ

ていないことを認識していた。さらに、提言 5 からは、報告書が大統領令においてチーム

テレコムの安全保障官庁とそれ以外の行政機関の役割を区別した点に言及していることが

わかる。提言の中では、国務省、商務省、米国通商代表部など安全保障官庁以外の省庁の

役割を議会の法案で明記する必要性が主張された。また、司法省が議長を務める安全保障

官庁主導の体制が明確化された大統領令後のチームテレコムについて、議会の法案で体制

の変更を求めるような言及が見られる点にも注目できる。 

 

（2）2000 年と 2022 年：軽減合意から見るデータの価値の変容 

表 32 は、2000 年代に締結された中国企業との軽減合意と、公式化後のチームテレコム

との間で締結された 2020 年代の軽減合意の条項を比較したものである。 
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  表 32 2000 年代の中国企業との軽減合意と 2020 年代の軽減合意の条項の比較  

出典：FCCの審査記録から筆者作成。 

注：網掛けは中国企業からの申請を表す。 

 

表 32 のように、2000 年代と比べて、2022 年には網羅的に軽減合意の条項が設定され

ていた。実際、2000 年代に認可された中国企業との LOA は、数ページ程度であったが、

認可当時は他の免許の軽減合意と比べて、強固なものだった。しかし、チームテレコムが

公式化された 2022 年の軽減合意には、2000 年代には含まれていなかった多くの条項が追

加され、基本的なものでも 10 ページ以上の内容となっている。表 32 の 2000 年代に認可

された中国企業の免許の軽減合意には、機器ベンダーの一覧や委託関係まで報告を義務づ

ける条項が見られない。第3章で述べたように、2008年のパシフィックネットワークスの

申請時には、行政機関がすでに中国企業に対して警戒心を抱き、華為の通信機器が設備に

使用されていることを把握していた。しかし、その当時の国際通信免許の審査では、サプ

ライチェーンリスクは、安全保障上の懸念として、外国人所有権や傍受などの観点と比較

すると重視されていなかったと言えるだろう598。 

実際、国際通信免許の審査で、軽減合意にサプライチェーン対策が反映されたのは、議

承認時期 2007 2009 2009 2022 2022 2022

申請者
China

Telecom ComNet Pacific
Networks Oktacom Rakuten Vocus

軽減合意 LOA LOA LOA LOA LOA LOA

CALEA準拠の証明書 ● ● ●

傍受能力の変更 ● ● ●

LEPOCの通知 ● ● ● ● ● ●

LEPOCへの変更 ● ● ● ● ●

U.S.Records, DC, DCIに
アクセス可能な外国人/従業員の識別個人情報（Pll） ● ● ●

新しい人事考課の方針 ● ● ●

主な設備・機器 ベンダーの一覧 ● ● ●

アウトソーシングまたは

オフショアサービス プロバイダー ● ● ●

最新のネットワーク図およびトポロジーマップ ● ● ●

米国政府への情報提供 ● ● ●

外国人または外国政府からの情報提供の要請

または法的手続きの要請 ● ● ● ●

米国内の記録の米国外での

保管および/またはアクセス ● ● ● ● ● ●

セキュリティ・インシデント、

その他の事件や違反の発見 ● ● ● ● ●

顧客情報への不正アクセスの発見 ● ● ●

NIST準拠のサイバーセキュリティ計画
ネットワークシステムセキュリティ計画 ● ● ●

NOCの所在地の変更 ● ● ●

重大な変更

（所有権とサービスの変更ポートフォリオ）
● ● ● ● ● ●

現地訪問 ● ● ● ● ●

コンプライアンス監査の報告結果 ● ●

アニュアルレポート ● ● ●
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会で華為・ZTEに対する懸念が高まり始めた2010年代に入ってからだった。2010年代以

降にチームテレコムの行政機関は政治的な関心を受け、安全保障上の懸念点としてサプラ

イチェーンへの問題意識を省庁間で共有したと考えられる。また、上院国土安全保障・政

府問題委員会の報告書によれば、2010 年代に入ると、チームテレコムの関係者は 2007 年

に認可した中国電信の機器リストに潜在的なセキュリティリスクがないかを確認し、場合

によっては軽減合意の修正を求める必要があることを認識していたとされている599。 

そして、軽減合意によるデータ収集の内容にも変化が見られ始めた。CFIUS において、

米国市民の機微な個人データ（sensitive personal data）を直接または間接に保持または

収集する事業が審査対象となった。チームテレコムの軽減合意においても、FIRRMA の規

則で定義された「機微な個人データ」の定義が用いられ、データの保護が申請者に義務付

けられた600。 

9.11 の後の議論において、電子監視が主張される中、個人を特定できる情報の存在は、

むしろ情報収集のリスクと見なされることがあった。個人データからすべての個人識別子

を削除する、個人情報の「匿名化技術」を活用するなどして、機微な個人情報以外の情報

収集ができないかという視点から、これらのデータの取扱いが検討された。電子監視を主

張しつつ、人種や民族の出自、健康に関する個人を識別できる情報などは、日常的に収集

される情報ではないという見解が政府文書で示されていた601。 

しかし、OTT のように大量の個人情報を利用したサービスが登場する中で、機微な個人

情報に対する米国政府の関心は高まった。例えば、司法省はCFIUS の審査において、米国

人の個人情報の流出が懸念となる審査事案で積極的な役割を果たしたことを予算資料で明

らかにしている。司法省はその際、送金サービスやホテル向け宿泊者・資産管理ソフト提

供を行う米国企業を中国企業が買収しようとした事案を例示した602。このような司法省の

データへの関心は、次項で述べる海底ケーブル陸揚げ免許の審査にも反映されていく。 

 

第 2 項：海底ケーブル陸揚げ免許の審査  

海底ケーブル陸揚げ免許審査においては、香港と米国を接続する計画のための申請が相

次いで取下げられた。また軽減合意の内容からは、司法省が通信傍受の復活を図り、DHS

と国防総省がサプライチェーン対策を強化していること、さらに海軍の関与が確認された。

そして国務省は、形骸化していた審査をチームテレコムの公式化に伴い再び活性化させる

動きを見せた。第 2 章で記述した国務省の審査が復活し、第 3 章で捉えたチームテレコム

の審査と融合する形で、新たな行政機関による審査手続が整備された。さらに、チームテ
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レコムの勧告を受けて、FCC が香港だけでなく、キューバに接続する海底ケーブルの申請

も取り下げる動きもあった。 

 

（1）2020 年：香港とつながる計画の拒否・取下げ 

表 33 は、2020 年 2 月から 2022 年 4 月にかけてチームテレコムが審査に関与した申請

の一覧である。なお、取下げられた案件についても、チームテレコムの関与が記録上明白

であるものは承認案件に加え、一覧化した。 

 

       表 33 チームテレコムが関与した申請一覧（2020 年 2月から 2022 年 4月） 

        出典：FCCの審査記録をもとに筆者作成603。 

         注：網掛けは軽減合意を複数結んだ申請を表す。 

 

2020 年 4 月に大統領令 13913 号が発出されて以降、表 33 の 1 から 4 件目までは申請

から承認まで非公式のチームテレコムの審査が行われた。その後、NTIA が FCC への通知

省庁として審査に関与し始め、公式の審査運用の開始が確認できるようになった。表33の

5から 11件目までは、申請時は非公式であったものの、承認時には公式のチームテレコム

申請案件 陸揚げ地 軽減合意
行政側の

署名/宛先官庁
申請側の

署名者数
免許人数

FCCへの
通知省庁

FCCの
承認日/取下げ日

公式化後の

チームテレコムの

審査への関与

1 Dunant 米国、フランス LOA DHS DHS 1社 1社 2020/3/13 ×
2 JUPITER 米国、日本、フィリピン LOA DHS 7社 7社 DHS 2020/6/23 ×
3 Columbus II 米国、米領ヴァージン諸島 LOA DHS 1社 3社 DHS 2020/7/1 ×
3 Americas I 米国、米領ヴァージン諸島 LOA DHS 1社 4社 DHS 2020/7/17 ×

4 Southern
Cross NEXT

米国、サモア、キリバス、

トケラウ、フィジー、

ニュージーランド、豪州

LOA DHS,国防総省 1社 2社 DHS,
国防総省

2020/7/8 ×

5 JGA North グアム、日本 NSA DHS,司法省,
国防総省

3社 3社 NTIA 2020/7/14 FCCへの
通知のみ

6 JGA South グアム、豪州 NSA DHS,司法省,
国防総省

4社 4社 NTIA 2020/7/14 FCCへの
通知のみ

7 PLCN 米国、香港、台湾、

フィリピン
取下げ − − − NTIA 2020/8/27 FCCへの

通知のみ

8 BtoBE 米国、香港、

シンガポール、マレーシア
取下げ − − − NTIA 2020/9/10 第1審査

9 HK-G グアム、香港 取下げ − − − NTIA 2020/11/6 第1審査

LOA DHS 1社
（AT&T）

LOA DHS 1社
（PREPA）

11 HKA 米国、香港、台湾 取下げ − − − NTIA 2021/3/9 第1審査
第2審査

12 Amitié 米国、英国、フランス LOA DHS 4社 4社 NTIA 2021/4/13 第1審査
13 Grace Hopper 米国、英国、スペイン LOA DHS,国防総省 1社 1社 NTIA 2022/1/12 第1審査

14 Echo 米国、グアム、

シンガポール、インドネシア
NSA DHS,司法省,

国防総省
2社 2社 NTIA 2022/1/18 第1審査

NSA DHS,司法省,
国防総省

1社
（Google）

NSA DHS,司法省,
国防総省

1社
（Meta）

16 BtoBE再申請
（CAP-1に名称変更） 米国、フィリピン 取下げ − − − NTIA 2022/4/19 第1審査

第1審査

15 PLCN再申請 米国、フィリピン、台湾 2社 NTIA 2022/1/26 第1審査
第2審査

10 Taino-Carib
米領ヴァージン諸島、

プエルトリコ、

英領ヴァージン諸島

6社 NTIA 2021/2/2
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審査が適用されている。そして、2021 年 4月に承認された 12件目のアミチエ（Amitié）

ケーブル（表 33 の 12 件目）以降の 4件は、申請から承認まで完全に公式のチームテレコ

ム審査の下で進められた。 

締結手法に関しては、1 件の申請につき、複数の軽減合意を結ぶ事例も現れた。具体的

には、タイノ・カリブ（Taino-Carib）ケーブル（表 33 の 10）や PLCN の再申請（表 33

の 15）が該当する。また、締結対象としては、ジュピター（JUPITER）ケーブル（表 33

の 2）のように、米国国内の陸揚げ局を管理する免許人だけでなく、接続先である米国外

の陸揚げ局を管理する免許人も含め、すべての免許人に対して軽減合意を求める事例が見

られ始めた。そして、非公式時代に申請された PLCN（表 33の 7）を含め、香港に陸揚げ

を予定する計画の申請が、新体制の下での審査に入り、軒並み取下げられた。新体制以降、

5件の取下げが見られた。1年あまりの間に、これほどの申請の取下げが見られたことは異

例であり、チームテレコムの権限の強化がうかがえる604。スタークス委員は、PLCN の件

について、行政機関による安全保障上の懸念の提起後、申請が取下げられたと指摘した605。  

2020 年 6 月、チームテレコムは、PLCN について香港との接続を却下するよう FCC に

要請した。チームテレコムは米国と台湾間の接続は認めたものの、米国から香港の接続は

申請を却下した606。一部のルートとはいえ、米国が安全保障上の観点から海底ケーブル陸

揚げ免許を明示的に却下する初の事例となった。この決定に基づき、FCC は 10 月 5 日ま

での STA を認可した。そして申請者は 8月 27 日に、中国のDr. Peng Group から影響を

踏まえ、本拠地を香港に置く PLDC を出資者から外し、香港への接続を取りやめた敷設計

画を含む修正案を提出した607。そして同日に申請者は 2017 年のもとの申請を取下げた608。  

チームテレコムが PLCN の申請を拒否する背景には、中国が影響力を強める香港との直

接的な接続が構築されることや、海底ケーブルを通じて流れるデータが中国政府に収集さ

れる可能性への懸念があった609。チームテレコムが PLCN の申請を拒否する背景には、中

国が影響力を強める香港との直接的な接続が構築されることや、海底ケーブルを通じて流

れるデータが中国政府に収集される可能性への懸念があった610。2020年6月、チームテレ

コムが申請拒否の勧告を発表した時期に、中国政府は香港での反政府活動を取り締まるた

めの国家安全維持法を公布した。この情勢の変化は、PLCNの申請取下げを FCCが勧告し

た際の行政機関の文書にも記述された。文書では、米国政府が中国による米国人の機微な

個人情報取得を重大なリスクと見なしていることが強調された。具体的には、中国のよう

な敵対国が機微な情報にアクセスし、それを収集・分析して米国人を標的とするための情

報や洞察を得る可能性について、深刻な懸念が示された。このような認識から、PLCN が
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香港と米国を直接結ぶことは国家安全保障上の問題として指摘された。 さらに、この議論

の中では、議会が中国からの投資が国家安全保障を脅かし、米国企業の機密な個人情報へ

のアクセスを可能にするという新たな懸念に対応し、FIRRMA を成立させた背景が参照さ

れている611。 

 

（2）2021 年：通信傍受の復活―司法省の影響力の拡大 

公式化後の審査における軽減合意からは、非公式時代にスノーデン事件を機に一度制限

された通信傍受の復活と、サプライチェーン対策への海軍の関与が捉えられるようになっ

た。表 34 は、2020 年 2 月から 2022 年 4 月までに締結された軽減合意における通信傍受

関連の規定を表す。 

 

 表 34 軽減合意の通信傍受関連規定（2020 年 4月から 2022 年 4月まで） 

         出典：FCC審査記録をもとに筆者作成612。 

注：定義・条項名を筆者が翻訳。一部意訳した。条項名が異なるか未設定であっても、明らかに同

趣旨の記載が含まれている場合には、表内で●をつけた。網掛けは文中の言及部分を表す。 

 

表34のように、申請から認可まで公式化後のチームテレコムの審査が適用されたアミチ

エ・ケーブルの申請以降、軽減合意に変化が見られた。2021年以降、軽減合意には、非公

式時代の 2016 年以前に見られた「“Access”または“Accessible”」といった定義や、「記録

保存義務」「外国からの影響に係る通知」等の条項、通信傍受関連法令の記載が再び現れ

るようになった。情報収集の対象は、FIRRMA 規則の定義が盛り込まれ、個人識別情報、

機微な個人情報まで拡大した。チームテレコムの非公式時代においては、軽減合意による

政府の情報収集では、遺伝子情報や生体認証（顔、声等）など、個人識別情報、機微な個

人情報までは対象としていなかった。一方、チームテレコムの公式化後、PLCN の再申請
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に際しては、行政機関がグーグルおよびメタと個別にNSAを締結し、ケーブルを通過する

機微情報についてリスク評価を年次報告するよう求めた613。 

さらに、2020 年の FCC 規則により、これまで軽減合意において日常的に設定されてい

た条件が申請条件として規定された。これには CALEA への準拠や、合法的な政府の通信

傍受への協力も含まれた614。また、軽減合意の規定に基づき、チームテレコムは、通常

CALEA の対象外であるはずのグーグルやメタといった OTT 企業にも、CALEA の義務を

履行するよう求めた615。 

一度制約を受けた軽減合意の傍受規定が復活した要因として、公式化後に司法省がチー

ムテレコムの議長としての存在感を高めたことが考えられる。スノーデンによって政府の

海底ケーブル通信傍受が明らかにされた際、政治家は事業者に対し、通信傍受への協力を

制限するよう要請したとされる616。その後、DHS が審査を主導する海底ケーブル陸揚げ免

許においては、傍受規定が見られなくなった。一方で、司法省が審査を主導する国際通信

免許では、2016年以降に締結された軽減合意にも傍受規定が含まれていた617。そして、公

式化後の FCC 規則により、申請条件として CALEA への準拠や合法的な政府による通信傍

受への協力が明示された。この規則の発効後、海底ケーブル陸揚げ免許にも、司法省が締

結してきた国際通信免許の軽減合意と同様の傍受規定が盛り込まれ始めている。 

この傍受規定を復活させた司法省の問題意識には、サイバー脅威の拡大があると考えら

れる。2017 年の司法省の予算資料では、司法省内でチームテレコムと CFIUS の審査を担

当する安全保障局が直面し続ける最も重要な課題の 1 つに、サイバー脅威の急速な拡大・

進化が挙げられた。インテリジェンス機関は、サイバー脅威は近い将来、従来のテロリズ

ムの脅威を超える可能性があると評価したと司法省は主張している618。つまり、行政機関

は、PLCN の取下げ事案において米国市民の「機微な個人情報」の流出を懸念として掲げ

る一方で、軽減合意の通信傍受規定を復活させ、許認可を通じて「機微な個人情報」を収

集し始めた。2017 年 11 月、司法省の職員が、非公式時代のチームテレコムの審査運用を

「ファイトクラブ（Fight Club）」に例えたとする報道が出た。司法省の国家安全保障局の

職員であったリチャード・ソフィールド（Richard Sofield）は、手続き上の規則がないた

め、司法省が審査において国防総省やDHSに行動を強制できないと主張した。そして、こ

の頃から司法省はチームテレコムの公式化について省庁間で議論をしていることを仄めか

した619。また、大手弁護士事務所からは、司法省や FBI の高官の発言を基に、司法省の通

信傍受に対する方針が転換期を迎えているとの警告が発せられ始めた620。そして、司法省

は 2020 年にチームテレコムの議長となったことを機に、海底ケーブル陸揚げ免許の審査
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への関与を強めていった。 

 

（3）2021 年：海軍の関与―国防総省の外国投資審査室の設立  

公式化後、軽減合意内のサプライチェーン関連規定についても変化があった。2021年に

中国のファイバー企業、亨通光電が HMN を完全子会社化した。これにより、中国政府と

つながりの強い亨通光電グループが 100%子会社となった HMN などを通じ、政府の支援

を受け、市場競争力を急速に高めるのではないかという懸念が高まった621。表 35 は 2020

年 2月から 2022 年 4月までに締結された軽減合意のサプライチェーン関連規定を表す。 

 

   表 35 軽減合意のサプライチェーン関連規定（2020 年 2月から 2022 年 4月まで） 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成622。 

注：定義・条項名を筆者が翻訳。一部意訳した。条項名が異なるか未設定であっても、明らかに同

趣旨の記載が含まれている場合には、表内で●をつけた。網掛けは文中の言及部分を表す。 

 

表35のように、軽減合意にはサプライチェーン関連の規定が網羅的に含まれるようにな

った。また、軽減合意の宛先としてDHSの担当部署が、経済安全保障とサプライチェーン

を担当する戦略・政策・計画局の「貿易・経済安全保障担当次官補」という新設ポストに

変更された。さらに、2021年の承認案件以降、国防総省について、軽減合意の署名や宛先

が外資投資審査室に移行した。これに伴い、軽減合意において海洋部ケーブルへの分散型

音響センシング（Distributed Acoustic Sensing：DAS）技術の導入には、外資投資審査室

を経由して米国海軍の事前許可が必要とされた。DAS は、音響周波数領域の歪み信号を長

距離で検出できる技術で、過酷な環境下での利用が可能である。地震検知などへの有用性

が期待される一方で、軍事・防衛分野では国境監視の強化目的での利用も増加していると

される623。このように、DHS および国防総省はそれぞれ審査体制を強化し、公式化後の審

査に対応したことが審査記録から確認できた。 
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審査への海軍の関与は、国防総省の投資審査体制の整備が影響していると考えられる。

2021年度国防権限法により国防総省の産業政策局が再編され、防衛産業基盤やサプライチ

ェーン対策を強化するため、外国投資審査室（The Global Investment and Economic 

Security (GIES) office）が設立された。この外国投資審査室は、主にCFIUS およびチーム

テレコムの審査を担当し、中国およびその他の外国の敵対国の防衛技術、産業基盤の評

価・分析も行うとされている。大統領令 13913 号に基づき、省内および関係省庁各局と連

携し、軽減合意の策定や効果的な監視をするとした624。このように司法省やDHSに加え、

国防総省もチームテレコムの存在を体外的に打ち出すようになった625。 

2021年9月に国防総省外国投資審査室は、サプライチェーン・レジリエンスに関する会

合（Supply Chain Resiliency Working Group：SCRWG）を新たに立ち上げた。国防総省

全体の利害関係者を招集しサプライチェーンの脆弱性に積極的かつ戦略的に対処するため

の枠組みとされている626。また、公式化後の軽減合意において、国防総省の宛先が外国投

資審査室に変更されたタイミングで、海洋部分へのセンサー技術導入には海軍の許可が求

められるようになった。このDAS技術は、地震や陸揚げ地点付近での工事振動を検知する

のみならず、潜水艦の動きも探知可能と言われる。実際、上院外交委員会の報告書は、中

国が長期的には海底ケーブルを利用し、潜水艦などを追跡するための海底センサーや音響

ネットワークを整備するのではないかと予想している627。 

2019 年 9 月の議会公聴会で議員からの質問に対し、DHS は、チームテレコムの審査に

触れつつ、米国に陸揚げされる海底ケーブルの防衛には、海軍を含むアプローチが必要で

あると回答した。同公聴会では国防総省も、DHS との連携を強調した628。DHS は、中国

HMN の設立を背景にサプライチェーン対策を主導しており、2020 年には戦略・政策・計

画局を再編し、貿易・経済安全保障（Trade and Economic Security）チームを新設した。 

この部署は国防総省の外国投資審査室と同様に、CFIUS とチームテレコムの審査を担当し、

海底ケーブル陸揚げ免許における軽減合意の草案作成と監督も担務になっている629。この

ような動向から、今後、DHS は国防総省や海軍と連携し、海底ケーブルを軍民両用技術と

位置付け、サプライチェーン対策をさらに強化していく可能性がうかがえる。 

以上のように、公式化後のチームテレコムの軽減合意には、非公式時代と比較して、通

信傍受の復活とサプライチェーン対策の強化の双方が見られた。2022年4月以降に認可さ

れた 5 本の海底ケーブルについても同様の傾向があり、安全保障官庁 3 省での積極的な関

与が継続した。これまでの海底ケーブル陸揚げ免許の審査に対する安全保障官庁の関与を

遡って整理すると、国防総省が関与していた審査は、FINSA 改革を契機に DHS が主導す
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る傾向が強まった。さらに、公式化後の軽減合意から、海軍の関与や司法省の影響力が拡

大していることが読み取れた。 

 

（4）2022 年：国務省の審査の復活とキューバにつながる計画 

FCCと国務省は、チームテレコムの公式化を機に、既存制度の再解釈により、2002年3

月に合理化した審査を更新・復活させた。この変更は法律の改正なしに、2022 年に FCC

の運用上の手続き変更として、報道発表のみで実施に至った630。 

2020年、スタークスFCC委員は大統領令13913号の発表を受けたFCC規則策定時に、

国務省の審査の改定を示唆する発言をした631。また 2022 年、ローゼンウォーセル FCC 委

員長は「国家安全保障を強化するための多面的なアプローチ」の 1 つとして国務省の審査

プロセスの改定を挙げ、今後の海底ケーブル陸揚げ免許の審査では単に申請書に判を押す

ようなことはせず、「慎重な審査」を実施すると強調した632。チームテレコムが審査をする

案件においては、チームテレコムの判断の後に国務省は審査を開始し、国務省が FCCに承

認の書面通知を送付するまで、申請が承認されたとはみなされない。国務省はチームテレ

コム審査後10日以内に審査を行うとしているが、延長の可能性を留保しているため、解釈

次第で無期限に審査を継続することも可能となっている。 

チームテレコムの審査と国務省の審査が融合した新しい審査は、キューバに陸揚げを予

定する海底ケーブルの審査事案で実施された。この事案は、米国とラテンアメリカを結ぶ

ARCOS-1ケーブルシステムに関するものである。2022年 11月 30日、チームテレコムは

FCC に対し、ARCOS-1 をキューバの陸揚げ局に接続させる申請を却下するよう勧告した。

この ARCOS-1 は 2001 年に敷設されたものであり、今回の申請は、既存のケーブルから

キューバへの支線を敷設するためのものだった。過去にもキューバへの陸揚げを予定した

申請があったが、認可されたものはなく、申請者によって自主的に取下げられてきた633。

一方、本事案ではチームテレコムが取下げを勧告し、司法省は報道発表まで行った。従来

と異なる対応の背景には、超党派の議員が FCC に対し、この ARCOS-1 に関する申請を拒

否するよう強く要請した経緯があると考えられる634。このようにチームテレコムの公式化

後、香港に接続する海底ケーブルと同様に、米国政府はキューバと米国との接続を拒否す

る方針を明確に示したことになる635。 

司法省の報道発表では、米国とキューバを接続する海底ケーブルの認可は困難である理

由が記載された。司法省安全保障局のマシュー・オルセン（Matthew Olsen）司法長官補

は、このケーブルはキューバの国営通信独占企業であるキューバ通信会社（Empresa de 
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Telecommunicaciones de Cuba S.A.： ETECSA）によって所有・管理されることで、安

全保障上の懸念が生じると指摘した。オルセン長官補は、キューバ通信会社の管理下では、

このケーブルを通じてキューバ政府が米国の機密データにアクセス可能という見解を示し

た。彼はキューバ政府が米国に防諜の脅威を与え、「同じことをする他国」と連携する限

り、重要なインフラに対するリスクはあまりにも大きいとし、「同じことをする他国」と

して中国とロシアを名指ししている。もし認可されれば、キューバ政府が海底ケーブルか

ら収集した情報を中国やロシアなど他の外国の敵対勢力と共有する可能性があるとの懸念

を表明した636。 

この事案はチームテレコムの審査の後、FCC から国務省に審査が回された。その後、国

務省の審査中に、申請者によって申請が取下げられた。国務省は、非公式時代からチーム

テレコムの一員であった。しかし、本研究の分析からは、実際の勧告作成に携わるのは司

法省、DHS、国防総省であり、安全保障官庁により主導され、国務省を含むその他の省庁

は案件により、意見を述べる程度の関与にとどまっていたと考えられる。そして公式化後

のチームテレコムの体制では、2020 年の大統領令 13913 号により、国務省は委員会アド

バイザー、つまり助言機関の位置付けとして指定され、委員会メンバー安全保障官庁 3 省

よりも権限の弱い立場が明定された。委員会アドバイザーは権限が制限され、従来通り審

査に意見できるが、最終判断は議長である司法省に委ねられることが明確になった。 

このような審査の状況を踏まえれば、2022年の国務省の審査プロセスの見直しは、海底

ケーブルの許認可が外交関係に影響を及ぼす可能性に鑑み、国務省が歴史的な権限を用い

て、再び許認可の最終判断ができる余地を創造したものと考察できる。この変更は、チー

ムテレコムの公式化を機に、古い審査の枠組み（国務省の審査）から、それより新しい審

査（チームテレコムの審査）に歩み寄るかたちでの、新旧の行政機関の審査の融合による

新しい審査の始まりと言える。そして、自由裁量の高い国務省の審査がチームテレコムの

審査後に、重ねて必要となることにより、審査には不確実性が生まれた。 

国務省と FCCは、政策が終わったのかどうかわからない外観を作り出し、その後、実際

には形骸化したと思われていた 20 年来の手続きに、「より慎重な審査」という新しい意味

づけをした。成熟した古い政策を曖昧に温存し、形骸化した状況から、新しい政策側に合

わせて柔軟に組み入れ、使える政策として復活させた。つまりチームテレコムの「非公式

制度の公式化」は、既存の公式制度に自らの制度の再解釈をする機会をもたらした637。 

このように自身の制度を戦略的に再解釈する FCCの動きは、海底ケーブル陸揚げ免許の

審査のみならず、次節で記述する国際通信免許の取消事案でも確認されることとなる。  
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第 3節：認可後の監督 
本節では、2020 年 4 月に発表された大統領令 13913 号を契機として、チームテレコム

とFCCが「認可後の監督」を強化したことを記述する。この大統領令の発表により、チー

ムテレコムとFCCは、非公式時代には行われていなかった認可後の監督を可能にした。具

体的には、軽減合意の有無に関わらず、中国企業の免許取消を実施した。FCC は、中国企

業の免許取消を進める際、規則で取消手続きを策定することなく、大統領令の規定に従う

形で中国企業 4 社の既存免許を取消した。そのうち、4 社中 3 社に関しては、行政機関か

ら明示的な勧告がなかったにもかかわらず、FCC が独自に免許取消を決定している。この

免許取消を契機に、FCC は明示的な行政機関の勧告がない場合でも、自ら安全保障上の判

断を下す動きへと転じた。また、チームテレコムと FCCは、既存免許の取消に伴う課題に

直面する中で、認可後の監督の必要性とそのコストを認識し、体制および制度の強化に向

けた取り組みを進めた。具体的には、認可件数が多く、審査を主導してきた司法省が議長

を務める国際通信免許において、既存免許の再整理が行われた。以下では、このようなチ

ームテレコムの公式化後における既存免許の監督状況について記述する。 

 

（1）2021 年：中国企業 4 社の遡及的な免許取消 

大統領令13913号の第 6条では、チームテレコムが委員会メンバーの多数決により既存

免許の再審査を行うことが可能であると規定されている。また、第 9 条では、再審査の結

果としてチームテレコムが既存免許の取消を勧告できることが定められている。さらに、

第6条は2020年のFCC第一次規則により、FCCが申請時に行政機関に照会していれば、

軽減合意が締結されていない既存免許も含め「いつでも（at any time）」審査が可能であ

ると解釈された638。つまり、この大統領令の第6条と第9条により、行政機関はFCCから

送致された既存免許の再審査と取消の勧告を行うことが可能となった。言い換えれば、

FCCから送致がなされなかった既存免許は再審査と取消の対象にはならないことになる。 

大統領令の発表後、FCCは 2022 年までに中国企業 4社の既存免許を取消した。FCCは

2020年と 2021年に 2回にわたり、大統領令で規定された手続きの詳細を策定したが、注

目すべき点は、免許の取消手続きについて独自の FCC規則を策定せず、大統領令の発表の

みで中国企業の免許取消を決定したことである。さらに、審査記録を確認すると、4社中3

社の中国企業に関しては、チームテレコムからの明示的な勧告がないまま FCCが免許を取

消していたことが確認できた。この中国企業に対する FCCの免許取消に関する動向につい

て、以下で詳述する。 
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大統領令の発表から5日後の2020年4月9日、NTIAはチームテレコムを代表してFCC

に対し、中国電信の免許を取り消すべきだと勧告した。この勧告は中国電信に対するもの

であったが、4 月 24 日には、FCC が中国電信に加え、中国聯通、パシフィックネットワ

ークス、コムネットの 3 社にも「FCC が認可を取消す手続きを開始すべきでない理由」を

提示するよう命じた。FCC は 2019 年に中国移動の申請を拒否したことに触れながら、4

社についても中国移動と同様、中国共産党の搾取や影響、支配に対する脆弱性がある点で

深い懸念があると主張した639。FCC は、中国政府の出資比率が高いこれらの企業に対し、

中国政府の影響や支配を受けていないことを証明するよう要求し、各社はこれに対して回

答を行った。 

中国聯通は、中国政府から事業運営に関するいかなる指示も受けたことはないと説明し、

新規免許を申請した中国移動のケースとは異なり、20 年以上にわたり米国で事業を展開し

てきた実績を強調した。また、米国の法律に違反したことはなく、FCC に免許を取り消す

正当な根拠はないと主張した640。FCC は各社からの回答を受け、提出された反論を精査し

た後、再度の反論を各社に求めた。その結果、対象となった 4 社の中国企業の免許を、軽

減合意の有無にかかわらず取り消す決定を下した。この取り消しには、軽減合意が締結さ

れていない中国聯通の免許も含まれていた。安全保障上の理由に基づき、軽減合意が未締

結の免許を遡及的に FCCが取り消したのは初めての事例であった。表 36 は、FCCにより

取り消された中国企業の国際通信免許の状況を比較している。 
 
       表 36 取消された 4社の中国企業の国際通信免許の比較 
              
 
 
 
 
 
 
        

出典：FCC審査記録および中国企業との訴訟資料をもとに筆者作成。 

             注：網掛けは文中の言及部分を表す。 

 
表 36 のように、中国電信に対する措置を除く 3 社の免許取消は、チームテレコムの大

統領令に基づく「勧告」には基づかなかった。つまり、実際に取消された 4 社の免許のう

申請者 承認日 軽減合意の有無 行政機関の措置 FCCの取消日

China Telecom 2000年
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●

（2007年に締結） 勧告 2021年10月26日

China Unicom 2002年
2002年 × 情報提供 2022年1月27日

Pacific Networks
Corp 2009年 ● 情報提供 2022年3月16日

ComNet 2009年 ● 情報提供 2022年3月16日
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ち、チームテレコムが実際、勧告したのは中国電信のみだった。その他の 3 社の企業は

FCC から行政機関に意見を要請し、その問い合わせに対して、チームテレコムの行政機関

は単なる情報提供を行ったのみだった641。 

中国聯通は、行政機関から具体的な勧告がないままFCCが免許取消を進めることは、20

年以上にわたり FCCの審査において行政機関が果たしてきた役割を奪うことになると主張

した642。しかし最終的に、FCC は行政機関からの明示的な勧告がなかった 3社を含む 4社

すべての中国企業の免許を取消した。この免許取消の事例から、安全保障上の問題に関し

て FCC が自ら判断する方針への転換がうかがえる。従来、FCC の安全保障に関する判断

は行政機関の専門性に依存し、申請は数年にわたり保留されて行政機関の判断を待つなど、

FCCは受動的に対応してきた643。しかし今回の中国企業の免許取消の決定により、FCCが

行政機関の勧告に頼らず、自主的に安全保障上の問題に対処する姿勢が浮き彫りとなった。

この新しい FCC の姿勢は、以下で述べるセキュアネットワークス法に基づく FCC の動向

においても捉えられていく。 

 

（2）2022 年：セキュアネットワークス法とカバーリスト 

2020 年 3 月に「セキュアネットワークス法」が成立したことにより、FCC は免許審査

以外の場面でも安全保障上の措置を取りやすくなり、中国企業への規制が強化された。こ

の法律の成立によって、FCC はチームテレコムや CFIUS を含む行政組織、およびその他

の安全保障官庁の主張を一方的に引用し、安全保障対策を講じる判断を拡大した644。 

セキュアネットワークス法の目的は、ユニバーサルサービスを提供する事業者が連邦補

助金により、中国通信機器やサービスを購入することを禁止し、その代替設備への交換費

用を補助することだった。この法律は、「米国の安全保障上、容認できないリスクをもた

らす通信機器メーカー、サービス事業者」を特定するようFCCに義務付け、施行後1年以

内に、対象となる通信機器およびサービスのカバーリスト（covered list）を公表するよう

指示した。このカバーリストに掲載された企業の製品・サービスに対して、連邦資金の使

用が禁じられ、既に利用している企業にはその撤去や交換の費用が補助されることになっ

た。セキュアネットワークス法は、FCC が議会または「行政機関の決定」のみに基づいて、

カバーリストに掲載する対象企業を選定することを規定した645。図13は、この法律にもと

づく、カバーリストへの対象企業の追加のプロセスを図示したものである。 
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         図 13 カバーリストへの対象企業の追加のプロセス 
                  出典：筆者作成。 
        注: 網掛けはCFIUS とチームテレコムの関係箇所を表す。 

 

図 13 のように、FCC がリストに掲載する根拠となる「行政機関の決定」については①

から④の 4 つの情報源が設定された。①大統領令 13873 号で設立された省庁間委員会、

②2019 年度国防授権法第 889 条、③適切な国家安全保障機関（an appropriate national 

security agency）、④省庁間組織の決定である。同法は③適切な国家安全保障機関を DHS、

国防総省、国家情報長官室、国家安全保障局、FBI を含むものと規定した。そして FCC は

セキュアネットワークス法に係る規則策定において、④省庁間組織にCFIUS とチームテレ

コムを含むという解釈を示した。これに対して華為は、チームテレコムとCFIUS に依拠す

ることは不要だと主張したが、この主張を FCCは結果的に却けた646。 

2019年 11月、FCCは議会と行政機関の判断に基づき、カバーリストの公開前から華為

とZTEの 2社を対象企業に指定した。この決定については「チームテレコム」からの勧告

はなかったが、実質的には中国企業の指定に対する支持がチームテレコムに所属する行政

機関から表明されていた。NTIA が行政機関を代表して支持を表明した書簡647や、チーム

テレコムの議長である司法長官からの支持を示す書簡648が FCC 宛に送付された。これらを

引用して、FCC は最終的に華為・ZTE を「米国の安全保障上、容認できないリスクをもた

らす通信機器メーカー、サービス事業者」として指定した649。 

2021 年 3 月、FCC は 2019 年度国防授権法に基づき、政府調達の禁止対象とされた華

為・ZTE を含む中国企業 5 社をカバーリストに掲載した。さらに 2022 年には、チームテ
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レコムが申請を拒否する勧告を出した中国移動、および FCC が免許取消をした中国企業 4

社もカバーリストに追加された650。表 37はこのカバーリストを簡略化したものを表す。 

 

       表 37 セキュアネットワークス法に基づくカバーリスト  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：FCCのホームページより2022年 9月 20日更新版をもとに作成651。 

         注：網掛けはチームテレコムの審査を根拠とした掲載を表す。 

 

表 37 に示されるように、2022 年にはチームテレコムの審査で問題となった中国通信企

業がカバーリストに掲載された652。オライリーは、FCC がネットワークセキュリティ問題

への対応において、ほとんど重要な権限を持っていないと主張していた653。そのような中、

セキュアネットワークス法により、FCC は行政機関の判断を引用し、連邦補助金の支出に

ついて安全保障上の観点から規制をかけることが可能になった。カバーリストに掲載され

た企業のみならず、その関連会社、子会社に対する連邦補助金を用いた調達も禁止された。

さらに、2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻後、FCC はロシア企業のカスペルス

キー（Kaspersky Lab）をカバーリストに掲載することを発表した654。この時の判断の根

拠とされたものは、2017 年に DHS から発表された政府調達に係る指令である。この指令

は、特定の連邦機関が連邦情報システムから「カスペルスキーブランド製品」を削除する

ことを義務づける内容だった。このように、セキュアネットワークス法に基づき、FCC は

チームテレコムの行政機関の主張を免許審査以外でも参照する動きを見せた655。この法案

により、FCCはチームテレコムのみならず、個別の安全保障官庁の判断、そしてCFIUSの

判断までをも参照し、カバーリストの運用を行うようになった656。 

そして華為はカバーリストに掲載されたことを受け、FCC を裁判所に訴えた。結果的に

裁判所は FCC の判断を支持した。裁判官は国家安全保障に関して FCC は 2 軍（junior-

対象となる機器またはサービス 対象リストへの掲載日
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varsity）のような機関であるという華為の主張を退け、「通信ネットワークのセキュリテ

ィリスクの評価は、FCCの得意分野である」と意見書に記した657。 

実際、華為の主張は FCC の実態を反映したものと言える。しかし、議会においては、

FCC の安全保障上の役割について意見が分かれ始めていた。中国企業の問題にとどまらず、

議員たちは FCCが安全保障に関する管轄権を行使する必要性について議論を始めた。 

2018 年 7 月 25 日の議会の公聴会で、共和党ライアン・コステロ（Ryan Costello）は

「FCC には、関連する情報や国家安全保障の専門知識を持つ行政府の専門機関に委ねると

いう長い伝統がある。」と述べ、具体例として、FCC が特定の免許の移転申請を国家安全

保障上の検討のためにチームテレコムに付託していることを挙げた。 

また、コステロは、サイバーセキュリティの問題で FCCが積極的な役割を果たすことに

関心を示す同僚の存在にも触れつつ、FCC がサイバーセキュリティやサプライチェーンの

脆弱性について主導的な役割を果たすべきではないとする自らの立場を示した。コステロ

は「サイバーセキュリティとサプライチェーンの脆弱性に対する懸念は確かに十分な根拠

があるが、FCC がこうした脆弱性の特定と緩和について主導的な役割を果たすことはない

し、果たすべきでもない。」と主張していた。このコステロの意見に対して、オライリー

も賛同するやりとりが審議記録に残されている。オライリーはFCCが安全保障に関して、

大きな権限を持つとは考えておらず、FCC はチームテレコムと協調する立場として、「チ

ームテレコムの改革は必要であるが、その主役は FCCではない」と明言していた658。 

一方、コステロとは異なり、共和党ビル・ジョンソン（Bill Johnson）議員は、FCC が

サイバーセキュリティの領域で積極的な役割を果たすことに関心を示した。これに対し、

パイ委員長は「現行法の下での FCCの役割は、サイバーセキュリティの面で主導権を握る

DHS と、より協議的な形で行動すること」にあると主張し、現行の法律のもとで FCC が

安全保障上の権限を行使する限界について言及した。パイは、FCC が安全保障上の権限を

行使するためには、現在のところ、議論の余地のある唯一の権限源は通信法 1 条であるが、

これは非常にハイレベルで広範な記述であるため、FCC に安全保障上の権限を与えること

はできないという見解を示した。この通信法 1 条は、1934 年通信法における FCC の設立

目的を定めた条文であり、「国防」および「生命と財産の安全」を促進するために FCC が

設立されたと記述している。しかし、これは議会による政策表明に過ぎず、FCC に安全保

障上の権限を直接付与する条文ではないと従来理解されてきた659。パイは、この通説に従

い、FCC が自ら安全保障上の権限を行使するには、通信法の改正が必要であると主張した。 
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FCC に安全保障の対応を求める議員の動きは他にも確認できる。例えば、2019 年 9 月

5日、共和党のアダム・キンジンガー（Adam Kinzinger）下院議員は、FCCの安全保障上

の権限が不十分であると問題意識を持ち、FCC に対しアイデアを求めた。キンジンガーは、

FCC が既存の権限を用いて、あるいは議会が新たな法律を制定し、5G ネットワークのセ

キュリティを強化する方法について、補足情報やアイデアを提供するよう、オライリーに

質問した。これに対し、オライリーは、議員の理解の通り、FCC の権限は限られているが、

FCC はチームテレコムと協力し、彼らから勧告を受けていく旨を回答した。その際彼は、

過去に議会は、ネットワークセキュリティに関する複数の法律を可決したが、FCC にさら

に権限を与えることを拒否してきた経緯を議員に強調した660。 

このようにパイやオライリーは、議会が FCCに課している安全保障上の役割は、支援的

なものであり、FCC に安全保障に関する管轄権を行使するためには、法改正が必要である

という立場をとった661。他方で、トランプ政権で新たに FCC 委員となったスタークスは異

なる見解を示したことは注目に値する。この点については、FCC が中国移動の申請を拒否

した際にスタークスが発表した次の声明から読み取ることができる。彼は「司法省出身の

私は、行政機関の専門性を大いに尊重し、行政機関の見解や入手した情報を慎重に検討す

るつもりである。とはいえ、この FCCは、議会の責任に照らして独自の判断を下す必要が

ある。重要なインフラ、輸送、医療、金融部門を支える通信ネットワークへの依存度を考

えると、これらのセキュリティの脆弱性に対処するための FCCの強力な行動の必要性はか

つてないほど高まっている。1934 年通信法の第 1 条で、議会は FCC を『国防のため』と

「生命と財産の安全を促進するため』に設立したと説明していることから、我々の権限は

明確である」と主張した662。 

第3章で述べたように、オバマ政権下で超党派により依頼されたGAOの調査では、FCC

職員はパイやオライリーと同様、通信法の改正なしにはネットワークセキュリティに関す

る権限行使は困難であると考えていた663。しかし、チームテレコムの公式化後、スターク

スの主張に合致する形で、1934年通信法第1条の「国防」や「生命と財産の安全」の促進

の規定を引き合いに出し、FCC が安全保障に関する政策判断の範囲を拡大する動きが見ら

れていった664。 

そして議会では、大統領令の発表後にチームテレコムの法制化を目指す法案が提出され

る動きが見られた。FCC の安全保障に関する権限強化に関心を持っていたジョンソン議員

は、1934 年通信法の改正ではなく、チームテレコムの法制化を目的とした法案を 2021 年

6月に議会に提出した。しかし、この法案は成立には至っていない665。 
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（3）2022 年：司法省主導の自主返納と FCC 主導の罰金措置 

チームテレコムが公式化され、既存免許の再審査が可能になり、中国企業以外の免許に

も影響が現れ始めた。具体的には、軽減合意を締結していた国際通信免許において自主返

納（voluntary surrender）が相次いだ。表38は、2020年 2月から2022年 4月までに失

効した軽減合意を締結していた免許の一覧を示している。 

 

     表 38 失効した国際通信免許の一覧（2020 年 2月から 2022 年 4月まで） 

出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 

                   注：網掛けは自主返納を表す。 
 

表 38 に示されているように、チームテレコムが公式化されてからの 2 年間で、中国以

外の企業を含む 30 件の自主返納が確認された。海底ケーブル陸揚げ免許は一般的に 25 年

の免許期限が設けられており、これは海底ケーブルシステムの寿命が25年と見込まれてい

るためと考えられる666。一方で、国際通信免許には免許期限が設定されていないにもかか

わらず、申請者からの自主返納が続いた。 

FCC への自主返納通知書にはフォーマットが定められており、免許人が既に司法省に対

して免許を自主返納した旨が記載されていた。司法省は、大統領令により、チームテレコ

ムがFCCに対して免許取得条件として課す軽減合意の遵守を監視する排他的な権限を与え

られた。また、司法省の予算資料によれば、2020 年に司法省は、リスクの低い CFIUS と

チームテレコムの軽減合意をすべて再評価し、不要と判断したものを終了させるイニシア

チブを推進したとされている667。これらの背景から、「自主返納」という新しい免許ステー

タスは、国際通信免許の審査を主導し、議長を務める司法省のイニシアチブの一環である

案件 承認 軽減合意 失効の年 最終ステータス 案件 承認 軽減合意 失効の年 最終ステータス

1 Rebtel Services 2007 LOA 2020 Surrendered 22 011Now Technologies 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender

2 Ekofon 2008 LOA 2020 Surrendered 23 Emsitel 2015 LOA 2021 Voluntary Surrender

3 Rules Telecomm 2011 LOA 2020 Voluntary Surrender 24 emveno 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender

4 Homeland Phone 2011 LOA 2020 Voluntary Surrender 25 Vista Latina 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender

5 Voiamo US 2012 LOA 2020 Voluntary Surrender 26 MyFi 2015 LOA 2020 Surrendered

6 Itsoftel 2013 LOA 2020 Voluntary Surrender 27 Dharm 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender

7 Moontius 2013 LOA 2020 Voluntary Surrender 28 US Telephone & Telegraph 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender

8 Voice Trader 2014 LOA 2021 Voluntary Surrender 29 Telecom Services Network 2016 LOA 2021 Voluntary Surrender

9 TWare Connect 2014 LOA 2020 Surrendered 30 iTalk Mobile 2016 NSA 2021 Surrendered

10 iTellum 2014 LOA 2020 Voluntary Surrender 31 IP Network America 2016 LOA 2021 Voluntary Surrender

11 Telediga 2014 LOA 2020 Voluntary Surrender 32 Moxtel 2017 LOA 2020 Voluntary Surrender

12 Flock FZ-LLC 2014 LOA 2021 Surrendered 33 Cyan Security USA 2017 LOA 2020 Surrendered

13 3GTY 2014 LOA 2021 Voluntary Surrender 34 TX Voice Wholesale 2017 LOA 2020 Surrendered

14 VoxVision 2014 LOA 2020 Voluntary Surrender 35 Lexitel 2017 LOA 2020 Voluntary Surrender

15 KOL 2014 LOA 2020 Voluntary Surrender 36 NYXCOMM 2018 LOA 2022 Surrendered

16 Yatango 2014 LOA 2020 Voluntary Surrender 37 MATCHCOM 2018 LOA 2020 Voluntary Surrender

17 COMMKONEKT 2014 LOA 2022 Voluntary Surrender 38 Zero Technologies 2018 LOA 2020 Voluntary Surrender

18 Netuno 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender 39 Ztar Mobile, Inc. 2018 LOA 2022 Voluntary Surrender

19 US Voicecom 2015 LOA 2020 Voluntary Surrender 40 VRT USA 2018 LOA 2022 Surrendered

20 AMERICA NET 2015 LOA 2022 Voluntary Surrender 41 eKaleo 2019 LOA 2020 Voluntary Surrender

21 SHUF 2015 LOA 2022 Voluntary Surrender 42 Wuru Telecom 2021 LOA 2022 Surrendered
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可能性が高い。このチームテレコムの公式化後に見られた「自主返納」の現象は、中国企

業以外の免許人に対しても、行政機関が既存免許を見直す裁量を行使できるようになった

ことを示している。 

また、FCC はロシア関連の免許事案に対しても強硬な措置を取った。2022 年、FCC は

ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシア企業が米国の通信事業者を所有している状況につ

いて内部評価を進めていることを明らかにした。具体的には、4月 21日にロシアの大富豪

が間接的に所有する企業に関連して、英国企業のトルフォン（Truphone）に対し、66 万

639 ドルの罰金を科す提案を発表した。FCC は、トルフォンが不正確な情報を提供したた

め、チームテレコムから適切な勧告を受けられなかったと主張した668。その後、10 月 20

日に FCCは、トルフォンに対してロシア人との所有関係を解消し、民事罰を支払うことな

どを求める初の和解合意案を公表した669。この和解合意は、これまで行政機関が締結して

きた「軽減合意」と類似しており、FCC が以前は批判的だった行政機関の審査手法をチー

ムテレコムの公式化後に自らの規制手段に取り入れ始めたことを示している。この件に対

応したFCC執行局の局長で、非公式時代のチームテレコムで実務上のリーダーを務めたイ

ーガル氏は、報道発表でこの和解合意は、FCC 国際局の同僚やチームテレコム、そして省

庁間全体と緊密に協力した FCC 執行局の継続的な努力を反映しているとコメントした670。

FCCが安全保障上の観点から明示的に罰則を課したのは、これが初めてである。 

しかし、FCCからは「チームテレコム」の名称が言及されるものの、FCCに罰則を課す

よう指示する勧告など、チームテレコムの関与を示す審査記録は確認できない。非公式時

代にチームテレコムで審査を担当していた司法省のソフィールドは、この事案についてチ

ームテレコムではなく FCC が主導した可能性が高いと見解を示した。また、彼以外にも

FCC の元職員や弁護士など、チームテレコムに精通する関係者も同様の見解を示した671。

このように、FCC は内部評価の開始や、罰金を課すことについて、チームテレコムの「勧

告」に基づいているのかを曖昧にしながら、安全保障を重視した行動を見せ始めた。 

 

第 4節：公式化の検討―大統領令・FCC 規則による改革 
本節では、2020年の大統領令13913号と FCC規則によるチームテレコムの検討過程を

分析する。トランプ政権下で米国の対中強硬姿勢が鮮明化し、政権と議会の選好が一致す

る中、オバマ政権下で構想された内容をもとに、司法省が大統領令の起草を主導した。 

トランプ政権下では、中国企業を念頭に置いた包括的な規制措置が講じられ、その流れ

の中で司法省がチームテレコムの公式化を推進した。この「制度化」アプローチは、オバ
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マ政権第 2 期から米国政府内で検討されており、サイバー脅威に対処する「政府一体

（whole of government）」アプローチの考え方がその基盤となった。この考え方はトラン

プ政権にも引き継がれ、2018 年に発表された「国家サイバー戦略」にも反映された672。 

FIRRMAによるCFIUSの改革が検討される中、事実上のチームテレコム議長であった司

法省が大統領令の草案を起草し、議長に立候補した。政権の方針と議会の対中姿勢を背景

に、FIRRMA の審議に合わせてチームテレコムの公式化が同時に進められた。司法省と

CFIUS の議長である財務省は、FIRRMA 成立後の規則案で調整し、その結果、チームテレ

コムと CFIUS の審査対象の重複がさらに拡大した。さらに、チームテレコムは FCC とも

利害を一致させ、セキュアネットワークス法の成立後、大統領令発表に至った。 

2020 年 4 月 4 日に発令された大統領令 13913 号により、チームテレコムは司法省が議

長を務める公式の閣僚級組織となり、その審査手続きが明文化された。FCC はこれを受け、

2016 年のチームテレコム改革で提案した規則案をもとに、2020 年および 2021 年にかけ

て 2 度にわたって手続きの詳細を制定した673。まず、2016 年の公式化検討時に策定した

FCC規則を基にパブリックコメントを受けた上で、2020年 9月 30日に第1次規則として

発表し、大統領令に基づく手続きの詳細を規定した674。そして 2021 年 10 月 1 日、FCC

は、申請書類の審査を円滑かつ迅速にするため、申請審査プロセスの一環として、質問票

を標準化する第 2次規則として提案した675。 

一方で、FCC は「既存免許の再審査」については、規則策定の時期が尚早であるとして

新たな規則は設けなかった。2020 年の検討では、2016 年にはなかった「既存免許の再審

査」が新たに検討事項に加えられ、2016 年の検討時とは異なり、FCC と行政機関の間で

意見の一致が見られるようになった。2016年当時は非公式制度の「縮小」を目指していた

FCC も、チームテレコムの審査を「維持」「拡大」する立場をとり、チームテレコムに対

する協調姿勢への方針転換が見られるようになった。以下では、改革の背景、主導主体、

議論の論点の 3点に分けて論じる。 

 

第 1 項：改革の背景―オバマ政権からの構想と超党派の支持 
以下ではチームテレコムを公式化する大統領令 13913 号は、トランプ政権の対中強硬姿

勢を背景に、CFIUS および FCC の規制を強化する法案の成立後、発表されたものであっ

たことを確認する。表 39 は、大統領令 13913 号が司法省によって草案され、発表に至る

までのチームテレコム、CFIUS、FCC、議会の各アクターの主な動きを表す。 
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                         表 39 2020 年の公式化の検討過程 

                 出典：筆者作成。 
            注：網掛けは本文での言及箇所である。 

 

表 39 に示すように、司法省は FIRRMA の議会での審議と並行して、チームテレコムの

公式化を主導した。司法省は予算資料において、トランプ政権および国家安全保障会議主

導のプロセス（National Security Council-led process）に基づき、チームテレコムの公

式化を検討したことに言及した。この資料によれば、司法省においてチームテレコムおよ

びCFIUSの審査を担当する国家安全保障局は、2017年 8月に大統領令13913号の第一草

案を作成し、関係省庁と調整を進めた676。この司法省の動きと並行して、FIRRMA の検討

は進んでいた。FIRRMAは、2017 年 11 月に議会に提出され、FIRRMAは、2018 年 8 月

に成立した。同法に基づく規則は成立後に順次整備され、最終規則は 2020 年 2 月に施行

された。そして大統領令 13913 号は 2018 年 6 月には副次官級会議（deputies）の承認を

とり、2018 年中に発表される予定だった677。この大統領令 13913 号と同時期に署名され

た大統領令が「ICT サービスのサプライチェーンの保護に関する大統領令」（大統領令

13873 号）である。これは安全保障上の脅威を理由に米国の重要インフラ企業の調達先を

規制するものであり678、特に華為を念頭にしたものとされ、”Huawei Order”とも称される

こともあった679。実際、2018年5月3日の報道では「大統領が国内通信ネットワークから

華為機器を排除する大統領令を検討している」と伝えられていた680。 

大統領令 13873 号とチームテレコムを公式化する大統領令 13913 号は、いずれも司法

省の安全保障局によって策定された681。この 2 つの大統領令は、当初 2018 年中の大統領

の署名を見込んでいたものの、いずれも同年中には発表されず、それぞれ異なる時期に発

表された682。そして 2018 年以降、米中貿易交渉が進展する中で、中国通信機器企業を念

頭に、FCC による連邦補助金支出の改革を図る「セキュアネットワークス法」が成立した。 

関連組織 年代 事項

チームテレコム 2017年8月 司法省による大統領令13913号草案の策定。関係省庁と調整開始
CFIUS 2017年11月 FIRRMAの審議開始

:
チームテレコム 2018年6月 大統領令13913号の副次官級会議における承認
チームテレコム 2018年7月 中国移動の新規免許の拒否勧告

CFIUS 2018年8月 FIRRMAの成立
:

FCC 2019年5月 中国移動の新規免許の拒否
議会 2019年11月 セキュアネットワークス法　審議開始
議会 2020年3月 セキュアネットワークス法　成立

チームテレコム 2020年4月 大統領令13913号の発表
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2018 年 3 月以降、米中両国による関税引き上げ措置がエスカレートした。2000 億米ド

ル相当の品目に対する追加関税率の引き上げを巡り、米中の閣僚級会議が続けられた。こ

の会議では、華為のスマートフォンに対する措置も議題に含まれ、一時的に追加関税の延

期措置が取られる場面もあった。しかし、トランプ政権は 2019 年 5 月 10 日、これまで

10％にとどまっていた 2000 億ドル相当の品目に対する追加関税率を 25％に引き上げ、貿

易摩擦が再び激化した。従来対象外とされていたスマートフォンや PC など、ほぼすべて

の品目に対して追加関税の引き上げ方針が示され683、この時期を境に米国政府は中国企業

を米国の通信網から排除する取組みを加速させていった。 

追加関税引き上げの数日後、2019 年 5 月 7 日、FCC は中国移動の申請について、約 1

年前にチームテレコムから出された勧告を踏まえ、トランプ政権下で申請を拒否する決定

を下した。そして、2019 年 5 月 15 日に大統領令 13873 号が発表され、米国政府による

中国通信機器に対する規制が本格化した。翌日、商務省は中国企業をエンティティリスト

に追加し、中国企業に対する輸出規制を導入した684。大統領令 13873 号が発表された日に

は、チームテレコムを公式化する大統領令 13913 号についても、政権内部から発表を求め

る圧力が高まっていると報じられた685。しかし、この大統領令は 2019 年中には発表され

ず、セキュアネットワークス法が成立した2020年 3月の約1ヶ月後、2020年 4月に発表

に至ることになる。 

2019 年 6 月 12 日の議会公聴会において、パイ FCC 委員長は、中国移動の申請を拒否

したFCCの判断に言及し、今後も通信ネットワークのセキュリティを優先する方針を示し

た。同時に、彼は上院商業・科学・運輸委員会に提出された「米国 5G リーダーシップ法」

（United States 5G Leadership Act）法案についても関心を寄せた686。この法案は、FCC

に圧力をかけていた共和党のコットン議員をはじめとする超党派がスポンサーとなってい

た法案であり、当初案では華為・ZTE が名指しで規制対象とされた687。そしてセキュアネ

ットワークス法の下院版は、2019 年 9 月 24 日に下院エネルギー商業委員会に提出された。

2013年に発足された超党派のサプライチェーン・ワーキンググループに参加する複数の議

員が支持した法案だった。下院エネルギー商業委員会は、2019 年 9 月 27 日にこの法案に

関する公聴会を実施した。その後、同年 11 月に法案は再提出され、上院を経て、2020 年

3 月に大統領によって署名され成立した。 法案成立後の 2020 年 7 月、セキュアネットワ

ークス法の実施に向けた FCC 規則が発表され、その際パイ FCC 委員長やオライリー委員

は、法案成立を主導した「超党派の下院・上院議員」たちに対して感謝を表明している688。 

報道では、チームテレコムの改革は、中国の通信機器メーカーに関わる安全保障の問題
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に対処するための政治的圧力によるものだという、業界の弁護士たちの主張が見られた。

その報道の中で「チームテレコム改革への新たな関心を、華為と ZTE に関する議会や政権

の懸念と切り離して見ることは不可能だ」という弁護士の発言が紹介されていた689。 

このように、トランプ政権下の対中強硬姿勢を契機に、CFIUS の権限強化を図る

FIRRMAや、FCCのセキュアネットワークス法が成立し、チームテレコムを公式化する大

統領令 13873 号が発表された。これらの措置の目的を簡潔にまとめると、米国の通信ネッ

トワークにおいて中国の通信機器やサービスを排除するため、あらゆる方向から規制をか

けることにあったと考えられる。CFIUS、チームテレコム、FCC の権限強化は、オバマ政

権下における超党派のサプライチェーン・ワーキンググループでも議論されていた事項で

あり、CFIUSのFIRRMAについてもオバマ政権後期から、有力な超党派議員によって検討

が進められた。この状況を踏まえると、トランプ政権の対中政策の転換は、オバマ政権下

からの超党派による問題意識と一致するものであったと捉えることができるだろう。 

 

第 2 項：主導主体―司法省安全保障局 
司法省の安全保障局は、2017年作成の予算資料において、複雑化するサイバー脅威に対

応するため、既存の法的権限の下であらゆる選択肢を活用する包括的な“all-tools”アプロ

ーチの必要性を主張し始めた。その取組みの一環として、CFIUS とチームテレコムの 2 つ

が挙げられている。また、チームテレコムの公式化を望む政権の要望（the 

Administration’s desire）に言及しながら、司法省は FIRRMAの法案審議と並行して大統

領令 13913 号の署名を 2018 年中に目指して進めていたことが予算資料に記載されている。

2017年8月には、政権と国家安全保障会議主導のプロセスに基づき、司法省の安全保障局

が大統領令の第一草案を起草した690。トランプ政権下で司法長官を務めたウィリアム・バ

ー（William P. Barr）の指導のもと、司法省は公式化後のチームテレコムの議長に立候補

した。具体的な手続き上の規範については、大統領令が求める関係省庁間で締結される非

公開の覚書に詳述されることになった。司法省は数カ月にわたる関係省庁との意見交換と

議論を経て、省庁間の承認を得たことを明らかにしている。その後、この大統領令は2018

年 6月、司法省の安全保障局が起草した大統領令13873号とともに、副次官級会議の承認

を完了して大統領の署名を待つ段階に至った。2018年初めには、司法省の安全保障局では、

チームテレコムとCFIUS の権限強化後の体制を想定し、担当部署の編成まで完了した。安

全保障局はCFIUS およびチームテレコムの審査チームとは別に、双方の軽減合意の遵守状

況を監督し、必要に応じて強制執行を担当する専門チームを設立した691。 
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司法省はオバマ政権下の 2016 年のチームテレコム改革において、特段目立った発言を

行っていなかった。しかし、トランプ政権に移行した 2017 年以降、司法省からチームテ

レコムの改革に関する発言が見られるようになった。2017 年 11 月 9 日、司法省の外国投

資審査室の職員であったリチャード・ソフィールドは、関係省庁間で、公式化の検討が進

行中であると発言している692。また、2018年には、チームテレコムが中国移動の申請につ

いて FCCに拒否を勧告した。その後、ジョン・カーリン（John P. Carlin）司法長官補も、

チームテレコムの改革の必要性を強調し始めた。彼はモラーFBI 長官の首席補佐官兼上級

顧問弁護士を務めた後、司法省の安全保障局で勤務した経験を持つ人物だった693。 

カーリンは2016年に発表した論文の中で、包括的な“all-tools”アプローチと類似する考

えた方を明らかにしている。その論文でカーリンは、「米国政府は国家安全保障上のサイ

バー脅威を阻止するためのアプローチを変更した」と明言した694。このアプローチは FCC

主導のチームテレコムの公式化の検討と並行し、少なくともカーリンから2015年 10月か

ら主張され始めていた695。これに続き、注目できることは、 “whole of government”のア

プローチを実施し、その新戦略の1つの要素として、「制度化」が挙げられたことである。

この“whole of government”のアプローチは、トランプ政権下で司法省から主張された

“all-tools”アプローチと、同様の意味合いであることが、彼の論文から理解できる696。 

カーリンによれば、どの機関も単独で脅威を完全に打ち負かすことはできず、各機関は

それぞれの専門知識、リソース、法的権限を活用し、特定の脅威を阻止するために最も効

果的なツールやその組み合わせを使用する必要がある。ある場合には、財務省による経済

制裁や、USTR による手続き、国防総省によるサイバー防衛作戦が求められるかもしれな

い。また、DHS による情報共有、国務省による外交圧力、情報機関による諜報活動、司法

省による起訴やその他の法的措置が有効である場合もある。多くの場合、この米国政府の

オプションの中からいくつかの能力を協調して適用することが求められると述べている697。 

つまり、チームテレコムの公式化の基盤となる考え方は、トランプ政権成立以前のオバ

マ政権時代から米国政府内に存在していた。各機関が協調して持つツールを組み合わせ、

技術流出、サプライチェーンリスク、機微な個人情報の収集、と多様化するサイバーの脅

威に対し、政府全体で対応する手法である。このサイバー脅威に対する“whole of 

government”アプローチの実施に向けた「制度化」の一環として、司法省はチームテレコ

ムの公式化を本格的に進めていくことになる698。このアプローチは 2016 年以前から国防

総省の文書で言及されており、2016年以降は国防総省だけでなく司法省からもサイバー脅

威への対応策として主張されるようになった699。そして、オバマ政権下での司法省の主張
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は、2018年にトランプ政権が発表した「国家サイバー戦略」に引き継がれ、この戦略文書

にはCFIUS とともにチームテレコムの制度改革が優先施策として盛り込まれていることが

確認できる700。 

司法省がチームテレコムの公式化を主導した要因として、トランプ政権下で現実となっ

た CFIUS の改革があると考えられる。FIRRMA による CFIUS の権限強化は、その影響力

を増す一方で、チームテレコムの存在意義を相対的に弱める可能性もあった。FINSA の成

立以降、CFIUS とチームテレコムは互いに補完的な制度要素を利用し合い、内部では審査

上の協力関係を築いていた。他方、弁護士のブレッシーによれば、チームテレコムの実質

的な議長を務めていた司法省は、非公式時代からチームテレコムの審査結果が出るまで、

財務省主導の CFIUS の審査結果を「拒否」する方針をとっていたという証言もある701。実

際、本研究の分析からも、CFIUS とチームテレコムの間には協力関係がありつつも、一定

の緊張関係があったと推測可能である。第 2 章で示したように、軽減合意の文書から

CFIUS の記述が徐々に消え、第 3 章での FINSA 後のチームテレコム審査の分析において

は、FCC の審査過程で財務省の関与が確認できなくなった。そして本章で対象となる公式

化後のチームテレコムでは財務省もアドバイザーとして加わっているものの、国務省と同

様に、安全保障に関わる 3 省よりも権限が弱い立場にあることが大統領令で明示された。

これに鑑みると、2020 年の大統領令の発表を契機に、CFIUS とチームテレコムは内部で

役割分担を整理した可能性がある。 

FIRRMA の成立後、FIRRMA を実施するために財務省が策定した規制案に対し、司法省

は財務省と緊密に連携して対応したことを予算資料で主張した702。その結果、FIRRMA の

規則は、チームテレコムが従来担当していた新規投資に加え、海底ケーブルなどの重要イ

ンフラや非支配的な投資もCFIUS の審査対象に含めるよう、詳細に規定されることとなっ

た703。このようなFIRRMA規則の策定過程およびその結果に鑑みると、CFIUSとチームテ

レコムは意図的に審査対象の重複を拡大し、互いの役割分担を再整理した可能性が高い。

さらに、CFIUS の審査対象の拡大に伴い、チームテレコムも公式化により認可後の再審査

を可能とすることで、両組織はそれぞれ異なる審査の性質や専門性を内部で組み合わせ、

高度な二重審査を実現する余地を残し、審査における協力領域を拡大させたと考えられる。 

実際、FCC のオライリーは従来から議会に対し、チームテレコムを CFIUS のような組

織とすることを訴えてきた704。大統領令が行政府内で合意形成される以前に、オライリー

は下院エネルギー商業委員会でチームテレコムの公式化に関する問題提起を行った。2018

年 4 月 16 日、同委員会で行われた FIRRMA の審議において、オライリーはチームテレコ
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ムを FIRRMA 法案の一部として法制化することを提案した705。この下院委員会には、オバ

マ政権時代に超党派で結成されたサプライチェーン・ワーキンググループの主要メンバー

が所属しており、彼らは 2013 年時点でチームテレコムを「CFIUS を補完する存在」とし

て認識し、CFIUS との違いを理解していたと推測される。オライリーが問題提起を行った

時点では、大統領令はまだ署名されておらず、議員が動けば、チームテレコムの公式化に

対して議会が積極的に関与することも可能であった。しかし、オライリーの議会によるチ

ームテレコムの法制化の提案について、議員たちから反応は見られなかった706。 

また、オライリーの行動がFCC全体の総意を反映していたかは不明であり、報道によれ

ば、FCC 関係者の間ではオライリーについて『強い意見を持っている』との評価がなされ

ていた707。この状況に鑑みると 2016 年の公式化の検討時と比較し、オライリーの主張は

FCC 内の意見を代表するものではなかった可能性が高い。むしろ、2020 年の改革は FCC

ではなく、司法省、行政機関が主導したものと言えるだろう。オライリーの提案の後、チ

ームテレコムを公式化する大統領令は副次官級会議によって 2018 年中に承認された。そ

して同時期に FIRRMAも成立し、さらに FIRRMAの成立後、議会は FCCの権限強化を目

指すセキュアネットワークス法の成立をさせた。 

このように、オバマ政権時代に CFIUS とチームテレコム、FCC の権限強化を議論して

いた議員たちは、2016年の公式化の検討時と同様に、チームテレコムの法制化を主導する

には至らなかった。むしろ超党派の議員たちは FIRRMAおよびセキュアネットワークス法

の成立を通じて CFIUS と FCC の改革を積極的に議論した。これら 2 つの法案が成立した

後、チームテレコムは大統領令によって公式化され、その結果、CFIUS のような議会への

報告義務や説明義務を持たず、大統領に直接紐づく組織体制を維持することになった。ま

た、公式化後もチームテレコムは独立した権限を持たず FCCの権限に依存し続け、立法府

や司法府の実質的な管轄外に留まる組織であり、CFIUS とチームテレコムのガバナンス上

の違いは維持されている。大統領令発表後の2020年7月の講演で、司法省高官は、CFIUS

とチームテレコムの変化を総合することで、より強固で包括的な審査体制への移行が進ん

でいると述べ、両組織が重要な変節点を迎えたことを強調した708。 

大統領令の発表以降、CFIUSとチームテレコムの協働に加え、チームテレコムとFCC間

の協力が行政府から強調されるようになった点は、新たな動向として注目される。FCC は

行政機関との協力を強調し、“whole of government”アプローチについて言及する場面が

見られた。例えば、2022 年にローゼンウォーセル FCC 委員長は超党派議員に宛てた手紙

の中で、米国のネットワークと消費者データを確実に保護するためには、米国政府全体と
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しての慎重な取組みが必要であると述べ、“whole of government”アプローチに触れた709。

また、チームテレコムを主導してきた司法省は、予算資料において FIRRMA規則だけでな

く、大統領令発表後の FCC による規則策定への貢献を強調し、CFIUS のみならず FCC と

の協調的な関係を主張する記述も見られた710。このように、オバマ政権で提唱された

“whole of government”アプローチは、トランプ政権に引き継がれ、バイデン政権の国家

サイバー戦略にも反映された711。 

 

第 3 項：議論の論点―組織間の意見の一致 
議論の論点としては 6 点が挙げられる。2016 年の FCC 規則における検討時にも議論さ

れた（1）審査期間、（2）軽減合意、（3）審査対象、（4）質問票、（5）窓口の論点に加え、

（6）既存免許の再審査が新たに追加された。 

大統領令の第10条では、公式化後のチームテレコムの裁量的な行動が「この命令に記載

されていない関連する権限」に基づくことが規定されており、意図的に明文化を避けた対

応がとられている。また、既存免許の再審査については、大統領令には記載があるものの、

FCC 規則には記載がない。この点を踏まえると、2020 年の検討においては、チームテレ

コムの公式化にあたり、何をどこまで明文化するかについて、大統領令での明文化部分と

FCC 規則での明文化部分をチームテレコムと FCC の間で調整した可能性が高い。他の検

討事項についても、チームテレコムと FCC の間で意見の一致が見られた。表 40 は各検討

事項に対する両組織の立場を表す。 

 

            表 40 2020 年の公式化の検討の概観 

 

 

 

 

 

 
            出典：FCC審査記録をもとに筆者作成。 
    注：検討時点の非公式制度の範囲を基準として、各組織の立場を示している。 

      網掛けは 2016年の検討時にはなかった項目を表す。 

 

 まず捉えられるのは、FCCの立場の変化である。従来、FCCはチームテレコムの非公式

FCCチームテレコム検討事項

維持維持審査期間(１)
拡大拡大軽減合意(２)
拡大拡大審査対象(３)
拡大拡大質問票(４)
拡大拡大窓口(５)

追加追加既存免許の再審査(６)
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制度を「縮小」する方向で検討していたが、2020 年には対照的な立場を取った。表 40 に

示すように、FCC はチームテレコムの非公式制度を「維持」、あるいは「拡大」する方向

で同調している。このような FCC の立場の変化が、行政機関と FCC の合意形成を促進す

る要因となったと考えられる。唯一、チームテレコムが FCCの意見に譲歩したのは、行政

機関の単一窓口を設置するという提案であった。また、2016年には見られなかった検討事

項として「既存免許の再審査」が 2020 年には新たに浮上した。これを本論文では、既存

の公式制度と非公式制度では、解釈上も、対応不能な事項を新たに追加して明文化するも

のとして、「新設」と定義する。既存の法制度の解釈拡大で対応可能なものの明文化が

「拡大」であるのに対し、既存の法制度の拡大解釈で対応できない事項に対応することを

「新設」とする。以下では各々の論点について、チームテレコムと FCCの意見の変化を記

述する712。 

 

（1）審査期間：延長が上限なく可能な制度設計 

チームテレコムの公式化後、第 1 審査 120 日、第 2 審査 90 日の 2 審制の審査タイムラ

インが導入された。司法省は、チームテレコムを公式化することで、最も複雑な取引であ

っても、すべての取引が 120 日以内に初期審査され、1 年以内に解決されると主張した。

しかし、実際の審査運用を見ると、既にチームテレコムの審査期間だけで 400 日以上の審

査がかけられている事案もあった。公式化後の審査運用を見ると、審査期間のルールは実

質的には意味をなさず、非公式時代と変わらない運用が行われていることが理解できた。

表 41は、4件のチームテレコムの審査期間の内訳を表す。 

 

表 41 公式の審査体制移行後に申請・承認された案件の審査期間の内訳 

  出典：FCC審査記録から筆者作成713。 

申請公告日
〜第1審査開始日※1

第1審査開始日
〜審査完了日※2

第2審査開始日
〜終了日

第2審査終了日
〜審査完了日

Amitié 第1審査 220日 110日 110日 LOA

Grace Hopper 第1審査 229日 116日 113日 LOA

Echo 第1審査
 (1回延長） 230日 90日 140日 NSA

PLCN再申請
第1審査

 (1回延長）
第2審査
（2回延長）

461日 89日 133日 135日 104日
NSA

（免許人別に
2つ締結）

※1  第1審査開始日は、チームテレコムからの情報要求に対する申請者の回答が完了したと委員長が判断した日を表す。
※2  審査完了日は第1審査のみの申請は、「チームテレコムからFCCへの通知日」、 第2審査まで進むものは、「第2審査開始日」を表す。

申請案件 審査段階
チームテレコム
審査期間合計

チームテレコムの審査期間の内訳

軽減合意
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表41の審査内訳を見ると、チームテレコムの審査制度が行政機関の裁量に大きく依存し

ていることが確認できる。特に、審査の開始や延長が上限なく可能である点が特徴的であ

る。ここから読み取れる留意点として、以下の 3点が挙げられる。 

まず、第 1 審査の開始基準が明確でないことである。第 1 審査は、チームテレコムの情

報要求に対する申請者の回答が完了したと「委員長が判断した日」から開始されるため、

その開始は司法長官である議長の裁量に委ねられている。表 41 の「申請公告日～第 1 審

査開始日」を見ると、平均して 100日程度の時間がかかっている。 

次に、審査の長期延長が行政機関の裁量で可能である点である。大統領令 13913 号によ

れば、第1審査と第2審査はともにチームテレコムによって延長可能であり、表41では、

エコー（Echo）ケーブルで第1審査が1回、PLCNの再申請で第1審査が1回、第2審査

で 2 回の延長が行われた。延長の理由として、行政機関は申請者の回答時間の確保や軽減

合意の調整を挙げている。FCC および申請者への通知などの手続きさえ踏めば、審査は実

質的に上限なく延長可能となっている。 

第 3 に、第 2 審査完了後、さらに審査が可能な例外規定の存在である。チームテレコム

内で意見の一致が得られず、審査が大統領にまで上がった場合、90日の第 2審査終了後に

追加的な審査が必要となる可能性がある。実際、PLCN の再申請では第 2 審査終了後から

軽減合意の交渉が開始され、表 41 の「第 2 審査終了日から審査完了日」までに 104 日を

要している。 

このように、公式化後のチームテレコムの審査制度は、①審査開始の判断、②長期延長

措置、③第 2 審査後の例外規定といった点で、行政機関の裁量によって柔軟に運用される

設計である。このような点を踏まえると、公式化によって導入された 2 審制は、必ずしも、

審査の長期化を厳格に制限するものではなかった。 

2016年の公式化検討時に厳格な審査期間を提案していたFCCが、2020年の公式化では

行政機関に対して大幅に譲歩していたことが理解できる。公式化後の審査は非公式時代と

変わらない運用が維持されつつも、明文化されたルールに基づき、行政機関が申請者と十

分な交渉時間を確保できる体制が整えられた714。 

 

（2）軽減合意：5 つの認証 

行政機関が審査対象とする申請について、2016年の検討時には3つの認証が必要とされ

た。具体的には、②米国政府の合法的な傍受活動への協力、③米国市民または合法的な永

住者である米国国内の連絡先を指定である。他方、2020年の規則策定では、この3つにさ
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らに 2つの認証が追加され、申請に際しては計 5つの条件を満たすことが求められた。 

追加された1つ目の要件は、申請プロセスの一環としてFCCおよびチームテレコムに提

出されたすべての情報が完全かつ正確であり、変更があれば両者に迅速に通知することで

ある。2 つ目の追加要件は、申請条件のいずれかを満たさない場合、免許の取消または終

了、ならびに刑事罰・民事罰が発生する可能性を申請者が理解していることを宣言させる

ものだった。これら項目の追加で、申請が強制執行の対象となりうることが強調された。 

2020 年の大統領令発表後、行政機関は FCC に宛てた書簡において 2016 年の際と同様

に、3 つの認証を要求した。追加の 2 つの認証はその後のパブリックコメントの際にも、

FCC からは言及されなかった。しかし FCC 規則の発表時には、この 2 つの認証が追加さ

れており、このことから、FCC がチームテレコムと調整を行い、最終的な規則発表時に新

たに追加した可能性が示唆される。そして FCC は、この 5 つの認証はいずれも、FCC と

チームテレコムの双方を支援するものと主張した。 

 

（3）審査対象：FCC の裁量によりすべての申請に拡大 

 行政機関が審査対象とする申請は、大きく以下のように指定された。 
 
・ 国際通信免許、海底ケーブル陸揚げ免許に係る申請およびそれらの割当、譲渡、変更

の申請であり、申請者が 10％以上の直接または間接の外国人所有率を有するもの 

・ 放送、無線通信および衛生通信の地上局の認可に関する通信法第 310 条（b）の外国

人所有率の決定に対する請願 

・ FCCの裁量により、上記で特定された要求および申請に関連するすべての申請 

 

最後の項目を見ると、審査対象の範囲は FCCの裁量次第であり、すべての申請が審査対

象になる解釈が可能であることが理解できる。FCC は、規則において基本的には行政機関

の審査対象としない申請についても規定している。一方、そのような申請に対しては、

FCC が公告時に別途、行政機関に通知を行う対応を取るとされている。例えば、ズームの

買収事案に伴う申請は、本来、FCC が行政機関の審査対象としない申請であった。しかし、

行政機関が申請を認識しており、申請が提出された後に FCCへ申請を保留するよう指示し

た。この対応は、内部でFCCが申請についてチームテレコムに通知を行ったためであると

考えられる。また、FCCは、CFIUS が審査している事案に関連する申請をチームテレコム

の審査対象から除外しないとした。FCCは、CFIUS の審査とチームテレコムの審査が異な

る視点から実施されるものであると主張した。つまり、チームテレコムの審査対象は実質
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的に縮小されておらず、むしろ FCCの協力次第では、運用上で審査対象を裁量的に拡大し

やすい状況にあると言える。 

 

（4）質問票：個人識別情報の提供 

標準化された質問リストへの回答が、チームテレコムの審査対象となる申請には申請時

から必要とされている。FCC に申請する際、またはその前に、①企業構造と株主情報、②

外国の実体との関係、③財政状態と状況、④適用される法律および規制の遵守、⑤提供さ

れるサービスやネットワークインフラストラクチャーといったビジネスおよび運用に関す

る情報を行政機関に送付することが求められている。この要件は、2020 年の FCC の第 1

次規則で決定されたものである。 

2021 年には、FCC が第 2 次規則として、上記の①～⑤について申請者に情報提供を求

める際の質問票のフォーマットを申請別に提案した。この質問票は「トリアージ質問票

（triage questions）」から「スタンダード質問票（standard questions）」へと名称が変更

され、申請者に申請時の提出が求められた。質問内容には、申請者のネットワーク機器、

データセンター、インフラの現在および予想される物理的位置、使用している機器の詳細、

外国企業がインフラにアクセス可能かどうかなど、詳細な項目が含まれている。 

 さらに、企業の上級役員の個人識別情報の提出フォーマットも新たに策定された。

2016年の検討時には、申請者が開示する個人情報の扱いや保護に関する議論が行われてい

た。この点について、大統領令は法律で要求される範囲または必要な場合を除き、チーム

テレコムが申請者の専有または個人情報を公に開示することを禁じている。一方で、限ら

れた状況下においては、チームテレコム以外の政府機関に対して情報を開示することも認

められており、政府内での情報共有が可能となることが想定されている。 

 

（5）窓口の一本化：行政機関の単一窓口の設置 

2016 年時点では、行政機関は FCC が申請の唯一の窓口であるべきだとし、行政機関へ

の直接的な連絡先の提供には同意しないとした。申請書が FCCによって完全と判断され、

初めて行政機関に照会される従来の運用を支持した。しかし、2020 年には行政機関が

FCC の提案に同意し、チームテレコムが主導する司法省の担当部署を行政機関の公式窓口

として設置することとなった。この変更は、FCC の提案で唯一行政機関に受け入れられた

事項であった。従来から、申請者が行政機関に連絡を取り、交渉を行う慣行は存在した。

しかし、これは申請者の自発的な行動に依存するものだった。今回の改革により、申請者
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の任意性に関わらず、審査対象の申請情報は適時に行政機関へ提供され、場合によっては

FCC への申請前に提供されることが義務付けられた。この変化の背景には、中国企業への

対応が影響していると推測される。申請者は、FCC への申請時または申請前に司法省の安

全保障局へ質問票や申請情報を提出する義務を負うようになった。 

FCCが行政機関の精査を待たずに認可を進めてしまう点は、CFIUS には見られないチー

ムテレコム特有の問題だった。その典型例として、2000年代に軽減合意が結ばれないまま

認可された中国聯通の申請が挙げられる。上院国土安全保障・政府問題委員会の調査報告

書によれば、中国聯通について軽減合意を再設定する機会はあったものの、FCC と行政機

関がそのタイミングを逃したと指摘されている715。公式化後は、本来の規制権限を持つ

FCC と並行して、場合によってはそれよりも早く、安全保障を担う官庁やチームテレコム

のメンバーが申請内容を把握できるようになった。これにより、FCC としても、自らの対

応にかかわらず申請情報が行政機関に適時提供され、審査過程での情報共有不足を防ぎ、

行政コストを削減につながる利点が得られたことが理解できる。 

 

（6）既存免許の再審査：軽減合意の有無に関わらない遡及的な取消 

チームテレコムは、委員会メンバーの過半数の賛成により既存免許についても審査が可

能となった。審査の結果、大統領令においては、3 つの結論が想定される。①免許保持を

継続して良いと判断し、FCC には勧告しない、②軽減措置を取ることを条件として免許継

続を勧告、③安全保障上の脅威ありと判断し、免許取消を勧告する場合である。大統領令

は、チームテレコムにFCCが過去、行政機関に送致した既存免許の再審査をすることを認

めており、軽減合意を締結していない申請も再審査の対象に含まれると解釈ができる。 

既存免許の再審査については、大統領令の規定を見ると、FCC の申請の「送致」から審

査が始まるわけでなく、行政機関のアクションから再審査が始まることになった。つまり、

チームテレコムの大統領令にも、既存免許の審査プロセスについて、FCC の役割は明示的

には想定されていない。また、FCC はこれまで既存免許の審査や取消の手続きを通信法に

おいて明文化してこなかった。そしてこの既存免許の再審査について、大統領令発表後も、

FCC は既存免許に対する新たな規則や手続きの策定を行っていない。このような手続きに

ついてFCCは、公式化後のチームテレコムの勧告について経験を積むまでは、特定の勧告

の事実と状況に合わせ、調整することがより適切であると主張した。FCC はこの「既存免

許の再審査」を論点として挙げながらも、現段階で既存免許に対するチームテレコムの審

査を扱うための新たな規則や別の手続きは不要であると判断した716。 
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その後、2022 年までに FCCは、自ら所管する通信法や FCC規則を変化させずに、4社

の中国企業に対して遡及的に国際通信免許の取消を行った。つまりFCCは自分の公式制度

は変化させず、大統領令の発表という非公式制度の変化を利用した。この 4 社中、3 社は

行政機関の明示的な勧告がないものだった。FCC はこの中国企業の免許取消を通じ、行政

機関の明示的な勧告がなくとも、軽減合意の有無にかかわらず、安全保障上の観点から免

許を取消す前例をつくった。この前例を持って、2023 年には、FCC は既存免許を定期的

に見直すプロセスの提案をし始めた。提案は中国企業に限定されず、すべての国際通信免

許を対象とし、その対象には従来、行政機関の審査対象となってきた外国通信事業者以外

の免許も含まれ、米国企業も対象となる。 

FCC の試算によれば、本研究の分析期間以前に認可されたものも含め、約 7400 件の国

際通信免許が現在有効であるとされた。FCC は、認可済みの免許に対して、外国人所有率

の情報収集を 1 回限り実施し、さらに定期的な見直しを行うことを提案した。これには、

事業者が設備に華為や ZTE などの中国製通信機器を使用しているかの確認も含まれている。

この情報収集に期間内に応じない場合、また情報収集で特定の懸念が生じた場合には、既

存免許の取消が検討される可能性もある717。 

FCC がこの新ルールを提案するにあたり、ローゼンウォーセル FCC 委員長は、行政機

関からの「勧告（recommendations）」に基づき中国企業 4 社の免許を取消した実績を強

調した。これにより、FCC は軽減できない安全保障上の懸念がある場合に、外国通信事業

者の米国での営業権を停止するための明確なプロセスを確立したと主張した。しかし、正

確にはチームテレコムが「勧告」を行ったのは中国電信のみである。FCC は、中国企業 4

社の免許取消がすべてチームテレコムの勧告に基づいているように仄めかし、行政機関か

らの明示的な勧告がなくても、自ら安全保障上の判断を行う動きを見せた。このような状

況から、中国企業の免許取消は単なる執行事例ではなく、行政機関の明示的な勧告の有無

にかかわらず、FCC が自ら安全保障上の判断を下せる先例を作る意義があることが示唆さ

れる。さらに、FCC は中国企業との訴訟において、今後の安全保障上の対応を拡大するた

めに有利な裁判所の判断を得た。2021 年に中国電信の免許取消に関する FCC の対応につ

いて、2022年 12月に裁判所は「国家安全保障の問題であれば、FCCは即時失効を決定す

ることができる」との意見を示した718。 

上院国土安全保障・政府問題委員会の報告書は、FCC が中国企業の免許取消を決定する

際にも参照された。この超党派の調査報告書は本章第 2 節で述べたとおり、実態に即さな

い慣行の存在を記述しており、中国企業の免許取消や FCCの安全保障上の決定を促す要因
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となった可能性がある。大統領令が再審査の対象とするのは、FCC から行政機関に送致さ

れた申請であったが、FCC が中国聯通の免許を行政機関に送致したとする実態と異なる調

査結果が議会報告書に記載されたことで、認可時の審査記録の内容にかかわらず、FCC と

チームテレコムは大統領令に基づき、中国聯通の既存免許を再審査できる根拠を得た。こ

のように、超党派の報告書は、行政機関に送致された記録がなく、軽減合意が未締結であ

った中国聯通の既存免許を取消すことに貢献している可能性がある。この報告書は、超党

派が大統領令発表前の 2019 年から FCC や司法省に対してブリーフィングを行い、作成を

進めていたものである。さらに、大統領令発表後には、FCC や司法省が審査結果や勧告に

おいてこの報告書を参照していることから、立法府と行政府が足並みを揃え、中国企業の

免許取消を実現させようとする動きが見て取れる。安全保障上の判断を単独では行えなか

った FCC は、大統領令 13913 号の発表により、政治から求められていた中国企業の免許

取消を実行することが可能となった。これによって、FCC は行政機関の勧告がなくても独

自に安全保障上の判断を行った実績を得た。その後、FCC は行政機関に協調的な態度を取

りつつも、行政機関の明示的な勧告なしに安全保障の判断を自ら行うようになった。  

有力な超党派議員であるルビオ上院議員は、FCC による中国企業の免許取消を「称賛に

値する行動（commendable action）」とし、米国政府および消費者にとって重要な役割を

果たした強力な例であると評価した。一方で、彼は中国の国営通信企業が米国市場への参

入制限を回避する可能性を懸念し、FCC に追加的な措置を求めた719。2020 年 3 月に、ル

ビオ議員は、大統領令発表に先立って NTIA からチームテレコムの公式化について説明を

受けた記録があった720。このような超党派議員や上院国土安全保障・政府問題委員会と行

政府とのやり取りから、超党派が大統領令 13913 号の存在を発表前に認識しており、大統

領令によるチームテレコムと FCCによる規制強化を支持していた可能性がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

第 5節：小括―公式組織による公式制度の運用 
本章では、公式化後のチームテレコムの審査運用を捉えた。トランプ政権後の FIRRMA

の検討と同時期に、司法省は大統領令13913号の草案を策定し始めた。そして、CFIUSと

チームテレコムは、それぞれの制度改革により審査対象が重複し、審査上の協力領域を拡

大していった。また、チームテレコムの公式化は、FCC の審査の限界を補完し、中国企業

の免許取消を可能にするだけでなく、FCC の制度改革にもつながった。図 14 は、本章で

論じた組織の関係を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     図 14  第 4章における組織の関係（2020 年 2月～2023 年 4月） 
                 出典：筆者作成。 

 

図 14 のように、チームテレコムは、その制度改革を契機に、CFIUS と同様の公式組織

となった。しかし、公式化後のチームテレコムは実質的に司法および立法の管轄外にあり、

そのガバナンスはCFIUS とは対照的な状態が継続された。 

第 3 章で観察されたように、FINSA による改革を契機に、チームテレコムの組織として

の動きは活発化し、チームテレコムとCFIUSの間で協力関係が築かれた。第4章では、こ

のような協力関係が、本来は密接な関係を持ちえないチームテレコムと独立規制機関であ

るFCCの間で観察された。大統領令により、チームテレコムは従来の審査で課題となって

いた認可後の監督を強化し、既存免許の再審査が可能となった。公式化後、FCC は軽減合

意の有無にかかわらず、中国企業 4 社の国際通信免許を遡及的に取消した。しかし、4 社
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の中国企業のうち、チームテレコムが免許取消を事前に勧告したのは 1 社のみであり、残

りの 3 社については行政機関からの勧告はなかった。FCC はチームテレコムの関与を示唆

しつつ、行政機関の勧告がない 3 社の免許についても遡及的に取消した。それに加え、

FCC は自らの制度において免許取消し手続きを策定することなく、大統領令の発表を基に

免許取消を実行した。 

つまり、トランプ政権の対中政策の転換を契機に、チームテレコムと FCCは協働し、中

国企業の免許取消という、チームテレコムの「非公式制度の限界」と FCCの「公式制度の

限界」が重複した既存の制度枠組みの限界を、チームテレコムの「非公式制度の公式化」

によって克服した。FCC とチームテレコムは、大統領令の発表により、議会の立法機能に

依存することなく、既存の制度枠組みの限界を突破し、安全保障上の観点から通信事業規

制を強化するに至った。そして、中国企業の免許取り消しを通じて、FCC は行政機関の明

示的な助言の有無にかかわらず、自ら安全保障上の判断を実施する先例を作り出した。実

際、中国企業の免許取り消しを契機に、FCC は 1934 年通信法第 1 条の設立目的にある

「国防」と「生命と財産の安全」の解釈を拡大し、自らの安全保障上の政策判断を広げる

動きを見せた。例えば、FCC は安全保障の観点から、米国企業や中国企業以外の外国企業

を含め、すべての国際通信免許の再審査を提案した。そのほか、ウクライナ侵攻を受け、

FCC はロシア企業が関連する事案に罰則措置を課すなど、中国企業に限らず強制執行を実

施している。 

チームテレコムも公式化後、閣僚級組織としてその審査を強化する動きを見せた。司法

省が議長を務める閣僚級組織となったチームテレコムは、国際通信免許の審査において申

請者に自主返納を促し、海底ケーブル陸揚げ免許審査では通信傍受の復活を試みた。香港

のみならず、キューバに接続する海底ケーブルに対しても拒否勧告を行うなど、公式化後

のチームテレコムの審査対象は、中国企業に限定されることなく、より強制力のあるもの

へと変化した。 

2020年のチームテレコムの公式化は、トランプ政権下での対中政策の転換の中で、司法

省が大統領令を起草し、自ら議長に立候補して主導した。オバマ政権下で考案されたサイ

バー脅威に対する政府一体（whole of government）アプローチを具現化するものとして、

チームテレコムの公式化は、トランプ政権下においてCFIUS の改革とともに検討された。

チームテレコムの公式化後、チームテレコムとCFIUS の協力関係が、さらにチームテレコ

ムと FCC の関係にまで広がり、FCC が自ら安全保障上の懸念に対処する動きが見られて

いる。 
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第 5 章：考察―3 つの公式化の検討過程 
まず考察に入るにあたり、第 2章から第 4章までの分析結果を整理する。 

分析の結果、CFIUS、チームテレコム、FCC による多元的な統制が制度枠組みの中で生

じたことが明らかとなった。3 段階の過程追跡による分析、第 2 章（起源）、第 3 章（発

展）、第4章（改革）を通じ、許認可や投資審査に安全保障概念が深く浸透し、アドホック

な技能集団が徐々に制度化され、政府全体としての規制強化へとつながった流れを捉えた。 

CFIUSの審査を補完すべく、1997年に生まれたチームテレコムの非公式制度は2020年

に公式化され、FCC の公式制度の限界を克服するものとなった。後のトランプ政権の対中

政策の転換と超党派の 2010 年代以降の問題意識の一致は、政権と議会による中国への対

抗策を現実のものとした。その状況下で、中国企業の遡及的な免許取消ができないことは、

CFIUS の公式制度から生まれたチームテレコムの「非公式制度の限界」であり、FCCの公

式制度の拡大解釈でも対応できない「公式制度の限界」であった。この新たな展開によっ

て深刻化した既存の制度枠組みの限界（非公式/公式制度の重複した限界）を、米国政府は

既存の公式制度、通信法の改正ではなく、大統領令によるチームテレコムの「非公式制度

の公式化」によって克服した。この結果、CFIUS、チームテレコム、そして FCCまでが、

協調しながらも、各々の判断で、安全保障に対処しやすい規制のあり方が生まれた。

CFIUSの改革に伴う、チームテレコムの起源、発展、そして大統領令13913号による公式

化は、最終的に FCCの改革にも影響を及ぼすものとなっていた。 

政治学者の風間規男は米国行政において、議会の要請という外在的必要性から生まれた

行政の統制手法において、その統制の網羅性と質を高めるため、次第に行政裁量が拡大さ

れていくことを「統制の内在化プロセス」と呼称した。そして風間は、この行政による行

政の内部統制は、統制手法の高度化・多元的統制を可能にしていくものと、その可能性を

肯定的に捉えた721。FINSA成立後のチームテレコムとCFIUSの二元審査は、まさにこの実

例と言える。議会の FINSA による CFIUS 改革を機に生まれた、チームテレコムと CFIUS

の二元審査体制は、まさに統制の内在化プロセスの具体例といえるだろう。その特異性は、

各組織がどの範囲までを所掌するかを、各制度のスコープや専門性のみならず、議会の関

心や審査内容の機微性に応じて柔軟に選択できる点にある。これにより、内部統制の枠を

超え、審査が内政や外交に与える影響を認識した上で、対外的な説明の視点でも協働が可

能となり、CFIUS とチームテレコムの関係は新たな展開を見せた。さらに、FIRRMA 成立

後の大統領令の発表は、FCC とチームテレコムの関係にも新たな関係をもたらした。FCC

は、大統領令を通じて、所管法である通信法の改正がなくとも、「チームテレコム」の名
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称を仄めかすことで、意思決定の主体を曖昧化し、司法審査を回避しつつ、施策領域を自

らの裁量で拡大する動きを見せ始めている。 

本章では、このFCCの方針転換に注目し、年代別の3つの公式化の検討過程を比較する

ことで、チームテレコムの事象は、立法府の選好の変化に対応し、行政府主導で安全保障

を重視する方向に規制を強化するに至った事例であったと考察する。立法府が行政府の選

好に段階的に適応するプロセスを経た結果、米国通信事業規制において安全保障を重視す

る選好が行政府と立法府の間で一致するに至ったことを論じた上で、結論につなげる。 

第2章から第4章にかけ、非公式な行政機関のFCCの審査への関与を公式化しようとす

る検討過程を捉えた。第 2 章の①2000 年代に議会に提出された法案による検討、第 3 章

の②2016年のFCC規則での検討、第4章の③2020年の大統領令13913号とFCC規則に

よる検討の 3段階である。表 42は 3つの年代における公式化の検討の特徴を表す。 
 

        表 42 3 つの年代における公式化の検討過程の特徴 

 
 
 
 
 

                 出典：筆者作成。 
 

 表 42のように2000年、2016年、2020年の公式化の検討は、その背景、検討方法、主

導主体も異なるものであった。以下、第 2 章、第 3 章、第 4 章における、行政機関（チー

ムテレコム）と独立規制機関の FCCによる公式化の議論を整理していく。 

第 2 章の起源の段階（1997 年 1 月―2007 年 10 月）では、非公式制度はありながら、

その制度を担う非公式組織は未発達であった。FCC の免許審査への行政機関の非公式な関

与が、制度として形成されたが、当該制度はCFIUS に所属する安全保障官庁の主導の行動

として運用され、「チームテレコム」という組織的な行動には至っていない。外国企業へ

の市場開放によって大型投資が増加したことを背景に、規制緩和派の議員は通信法改正法

案を提出し、行政機関の行動を抑制しつつ、FCC の買収・合併に係る審査を改革する動き

が議会で見られた。しかし行政機関の反対があり、また、議会内でも意見が分かれ、FCC

内の意見も一致しなかったため、法案は成立しなかった。 

第 3 章の発展の段階（2007 年 10 月―2020 年 2 月）では、非公式制度が「チームテレ

検討時期 2000年 2016年 2020年

検討方法 法案 FCC規則 大統領令

FCC規則

主導アクター 議員 FCC 司法省
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コム」というある種確立された非公式組織として運用されるようになり、公式組織と対等

に渡り合える立場へと成長を遂げた。審査への関与を強められたFCC内では、チームテレ

コムに対する問題意識が醸成された。FCC 内でのチームテレコムに対する意見の方向性は

一致し、業界からの支持を受け、2016 年には、FCC の規則改正により、審査期間に際限

なく、安全保障上の懸念の払拭を追求するチームテレコムの改革が、FCC の主導で進めら

れた。この検討においては、チームテレコムと FCCという組織同士での調整が成立した。

しかし、審査の合理化を目指す FCCと非公式制度を拡大しようとするチームテレコムの意

見は対照的なものであり、折り合いがつかず、議論は並行線であった。最終的には検討自

体がオバマ政権からトランプ政権への移行に伴い停止した。 

そして、第 4 章の改革の段階（2020 年 2 月―2023 年 4 月）では、2020 年の大統領令

13913 号と FCC 規則による公式化の検討を扱った。財務省が議長である CFIUS の、

FIRRMA による改革が検討される中、実質的にチームテレコムの議長を担っていた司法省

は、大統領令の草案を起草し、チームテレコムの公式化を主導した。FIRRMA に併せてチ

ームテレコムの公式化は検討され、議会の対中姿勢の硬化を背景に、安全保障官庁と FCC

の利害の一致が見られた。CFIUS、FCC との調整を果たしたチームテレコムは、大統領令

の発表により、その制度と組織の公式化を実現した。通信の安全保障上の審査は、市場開

放後から公式化の検討がなされ、最終的には 2020 年のトランプ政権下において、司法省

主導で大統領令が発表され、これを踏まえて策定された FCC規則により公式化された。 

この分析結果の整理を踏まえ、以下では米国における安全保障をめぐる通信事業規制が、

行政府と立法府の相互作用によってどのように形成され、変容してきたかを考察する。ま

ず以下の第 1 節では 3 つの年代での公式化の過程における行政府の選好の変化、第 2 節で

は立法府の選好の変化を論じる。この第 1 節と第 2 節を踏まえ、第 3 節で、安全保障を重

視する選好が、段階的に行政府と立法府の間で一致していくプロセスと帰結を考察する。 
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第 1節：行政府の規制選好の変化 
本節では、3 つの年代での公式化の過程における FCC と行政機関・チームテレコムの主

張の変化に注目し、行政府の規制選好の変化を捉える。年代別の議論から、「非公式制度

の公式化」において、非公式制度には 5 つの選択肢（①維持、②拡大、③縮小、④拒否、

⑤新設）があることが観察された。図 15はこの 5つの選択肢を図示したものである。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15 「非公式制度の公式化」における非公式制度の 5つの選択肢 

     出典：筆者作成。 
注：黒は非公式制度、白は公式制度を表す。 

 

図 15にある 5つの選択肢について、以下では既存研究の事例も併せながら記述する。 

まず、1 つ目の場合として①「維持」がある。つまり現状の非公式制度の範囲で公式化

する場合を意味する。本事例においては、10%以上の外国人所有率を示す図を提出する慣

行がそのまま明文化されたことが挙げられる。日本においても、行政改革を背景に、内閣

法の改正法案により、1999年に内閣総理大臣の内閣での発議権が明文化された。この改正

は、総理大臣の地位強化に大きく貢献する改正であると評価されている722。このように①

「維持」は、明文化することにより、権限の正当性を強調するもの、現状の在り方を維持

するための制度変化であることが捉えられる723。 

次に②「拡大」して公式化する場合である。既存の非公式制度でも解釈可能な範囲でそ

の対象範囲を広げ、明文化するものである。本事例においては、海底ケーブル陸揚げ免許

①

①維持：現状のまま公式化

②拡大：拡大して公式化

③縮小：縮小して公式化

④拒否：公式化しない

⑤新設：追加して公式化
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を通じた通信傍受の復活が該当する。非公式時代、軽減合意を用いて、行政機関は政府の

通信傍受活動において、非公式に申請者に協力させた。しかし、スノーデン事件を機に、

そのような非公式制度の運用は解釈上は継続可能であったものの、国内外の政治的状況に

鑑み縮小された。公式化後、FCC 規則に通信傍受活動への協力が免許申請の条件として明

記されたことで、海底ケーブル陸揚げ免許を通じた通信傍受活動は復活した724。このよう

に、非公式制度の解釈可能な範囲で、現状の非公式制度の適用範囲を拡大して明文化する

選択が、②「拡大」に当てはまる。既存研究で観察された例として、ノースが論じた米国

における土地の先買権の事例がある。米国では独立戦争後、特定の州では伝統的に土地に

住み着いていた不法占拠者に先取特権を与えた。しかし、その先例を無視し、1970年代に

連邦政府が土地を不法占拠者から取上げようとした結果、不法占拠者との綱引き争い（tug 

of war）に発展した。結果的には連邦議会で先占法が制定され、不法占拠者の先取特権は

恒久的に保障されるに至った725。このように、本来的には既存の非公式制度の解釈可能な

範囲で、現状の非公式制度の範囲を広げ、明文化させることが②「拡大」に当てはまる726。 

3 つ目は③「縮小」して公式化する場合である。これはもともとの非公式制度の範囲を

狭めて公式化する選択である。2016 年の FCC 規則改正の検討時は、FCC はチームテレコ

ムの制度化において、この「縮小」をほとんどの事項で主張した。しかし 2020 年の検討

時には実質的にこの主張は見られなかった。先行研究の事例であれば、大統領の権限濫用

を抑制するために、用いられた事例が確認できる。アザリとスミスは、米国大統領の任期

を最長2期までとする不文律が発展したことを論じた。この研究は、1951年に合衆国憲法

に新しい規定が制定され、この慣習が公式になるまでの、160 年以上の期間に起こった非

公式制度の発展を扱ったものである。民主党フランクリン・ルーズベルト（Franklin D. 

Roosevelt）が大統領を 4 期務めたことがきっかけに、共和党が多数を占めた第 80 議会で

は、大統領が 2 期を超えて選ばれることを禁じる憲法上の明文規定を望んだ。その理由は、

制限が無ければ大統領の役職は終身任期となり、その権限があまりに強くなり、権力分立

を脅かすというものだった727。 

4 つ目の④「拒否」は明文化をしない選択である。公式化をせず、非公式制度のままに

する、つまり「書かない」という選択とする場合がある。本事例では、大統領令において

チームテレコムに独立した権限を明記せず、申請者との軽減合意の交渉をはじめとした裁

量的な行動の余地を残したことが挙げられる。このような選択は、政府によって意図的に

選択されることが既存研究でも観察されている。末木孝典は、明治期議院規則における傍

聴規定の成立過程において、あえて明文化しない判断を検討する過程とその帰結を捉えた。

女性の傍聴禁止については明文化せず運用上で対応するか、明文化するかで議論があり、
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結果的に明文化に至った。しかしその後、反発があり、女性の傍聴を禁止しない結果とな

った。一方で、児童の傍聴禁止については、検討過程において明文化しないことで合意に

至り、あえて明文化せず、運用上で児童の傍聴を防ぐ整理をした。このような明文化しな

いまま、非公式制度のままにしておく選択が④「拒否」に当てはまる728。 

最後に⑤「新設」である。これを本論文では、既存の公式制度と非公式制度では、解釈

上も対応不能な事項を新たに追加して、明文化するものと定義した。既存の制度の解釈可

能な範囲で明文化する②「拡大」に対し、既存の制度では解釈不可能な範囲を明文化する

ものが⑤「新設」である。つまり②「拡大」は非公式制度が解釈を広げることで達成しう

る事項である一方で、⑤「新設」は、既存の非公式制度も公式制度も対応できない「非公

式の限界」と「公式制度の限界」の重複に対応するものである。そのような既存の制度枠

組みの限界に直面し、「非公式制度の公式化」の際に、新たな要素を追加して明文化する

ことで、「明文化しなければ対応できない」事項を可能にする。 

本事例においては、既存免許の再審査、軽減合意のない中国企業の免許取消がこの⑤

「新設」に当てはまる。軽減合意のある免許取消の事例は、チームテレコムの非公式時代

から存在した。免許人が事業を廃止しているなど、明らかに軽減合意に違反しているよう

な場合、チームテレコムの勧告をもと、免許が取消された。しかし、軽減合意未締結の免

許は、そもそも免許取消の理由となる軽減合意違反という過去の違反行為が存在しえない。

そして軽減合意がなければ、行政機関が免許の認可後に免許人に連絡を取ることもできな

かった。このことからは、軽減合意未締結の免許に対して、非公式なチームテレコムが、

その取消をFCCに勧告することの困難さが捉えられる。そしてこの「非公式制度の限界」

は公式制度であっても補完できなかった。FCCの 1934年通信法およびFCC規則には、免

許の取消手続きが明定されていない。そして FCCには行政機関の勧告がないままに安全保

障上の判断をした前例がなく、既存の公式制度の解釈を拡大しても、対応することができ

なかった。つまり、軽減合意が未締結な免許取消は、既存の非公式制度と公式制度の解釈

可能な範囲では対応できない事項であった。改めて整理すれば、この⑤「新設」と②「拡

大」の違いは、既存の制度枠組みの中で対応可能な範囲であるかで区別され、対応不能な

事項を現状の非公式制度に追加して明文化する選択が⑤「新設」と言える。 

この⑤「新設」以外の他の 4 つの選択肢は、解釈上は既存の非公式制度で対応可能であ

る。これに対して、⑤「新設」は、既存の非公式制度の解釈、既存の公式制度の解釈のど

ちらを広げても、対応できないものである。既存研究でウェブらが指摘した「非公式制度

と公式制度の空白（void）」に対応するものと言える。第1章の分析の枠組みで参照した、

彼らの研究を改めて要約すると、従来の研究では、「公式制度の限界」が強調され、非公
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式制度との関係が論じられてきたのに対し、彼らの研究では「非公式制度の限界」が新た

な概念として提唱した。非公式制度は「公式制度の空白（void）」を埋める役割を強調さ

れてきたことに対し、「非公式制度の空白（void）」という概念を提示した。その 2 つの空

白、「公式制度の限界」と「非公式制度の限界」が重複する可能性を指摘したものであっ

た729。このような非公式制度と公式制度の重複した限界、既存の制度枠組みの限界を⑤

「新設」は、既存の公式制度ではなく「非公式制度の公式化」という非公式制度の変化に

よって、補完するものと言える。 

第2章から第4章の分析を通じて、「非公式制度の公式化」の5つの選択肢として、①維

持、②拡大、③縮小、④拒否、⑤新設が観察された。そして既存研究において、①から④

の「非公式制度の公式化」については、概念化まではなされていないものの、事例として

は観察されていた。しかし⑤新設のような「非公式制度の公式化」の選択は、既存研究で

観察された事例が確認できない。「非公式制度の限界」の考慮が不十分な既存研究の状況

では、「非公式制度の限界」を想定した⑤「新設」のような選択は捉えきれていない可能

性がある。しかし、本研究ではこの選択を捉えたことにより、「非公式制度の公式化」は

非公式制度と公式制度の対立関係から生まれるという既存研究の主張に対し、本事例がチ

ームテレコム、FCC という非公式制度と公式制度のアクターが意図的な連合を組み、既存

の制度枠組みの限界を突破するものであったと考察する。 

表 42は、5つの選択肢（①維持、②拡大、③縮小、④拒否、⑤新設）を各年代の公式化

の検討過程における検討事項ごとに適用し、行政機関（チームテレコム）と FCCの各検討

事項に対する立場をまとめたものである。 
 

 表 42 2000 年、2016 年、2020 年の公式化の検討事項への 5つの選択肢の適用 

                出典：筆者作成。 
 注：網掛けは2016年の議論と 2020年の議論で行政機関とFCCの立場が異なる事項を表す。 

 

検討時期

検討方法

アクター 行政機関 FCC チームテレコム FCC チームテレコム FCC

(１) 審査期間 ④拒否 ③縮小,④拒否 ①維持 ③縮小 ①維持 ①維持

(２) 軽減合意 ④拒否 ③縮小,④拒否 ②拡大 ③縮小 ②拡大 ②拡大

(３) 審査対象 - - ②拡大 ③縮小 ②拡大 ②拡大

(４) 質問票 - - ②拡大 ③縮小 ②拡大 ②拡大

(５) 単一窓口 - - ①維持 ②拡大 ②拡大 ②拡大

(６) 既存免許の再審査 - - - - ⑤新設 ⑤新設

法案 FCC規則 大統領令・FCC規則

第２章：起源 第３章：発展 第４章：改革

2000年 2016年 2020年
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表 42 を見ると、非公式制度の発展に伴い、検討事項はその項目数も内容も変化してい

る。また、同じ検討事項であっても、組織の立場は時代によって異なる。第 2 章で記述し

た 2000 年の法案による改革は、議会による検討であり、行政機関との調整のみならず、

FCC 内での意見もまとまっていない。これに対し、第 3 章で記述した 2016 年の公式化の

検討時には、FCCの組織内での方向性が整い、FCCと「チームテレコム」という組織同士

の議論が可能となった。しかし、その意見は対照的なものであり、議論は発散した。FCC

とチームテレコムの意見の一致が見られるのは、第4章で記述した2020年の検討である。 

2000 年の検討は、大統領令と FCC 規則による公式化の検討だった。2020 年には、

2016 年には検討事項にない「既存免許の再審査」の論点が浮上し、FCC の各検討事項に

対する立場は、2016 年と対照的なものであった。その結果、2016 年の改革とは異なり、

2020年の改革では行政機関とFCCの間で意見の収斂が見られた。2016年、チームテレコ

ムの非公式制度を③「縮小」させる方向を主張した FCC は、2020 年、チームテレコムの

非公式制度の①「維持」②「拡大」を支持した。 

既存免許の審査、遡及的な免許の取消については、大統領令に言及があるのみで、FCC

の公式制度にはその想定がない。そして大統領令発表後の 2020 年の規則策定時において

も、この点のみは、FCCは自分の公式制度を変化させない判断をした。具体的にはFCCは、

免許の遡及的取り消しに係る慣行が積み重なるまでは、既存免許の審査を扱うための新た

な規則や別の手続きは不要であると明言した730。その結果、FCC は自分の公式制度を変化

させることなく、大統領令の発表という「非公式制度の公式化」を機に、中国企業の免許

取消を実施した。これが⑤「新設」の選択に該当する。 

2020 年の改革は 2016 年の改革とは異なり、大統領令と FCC 規則という 2 つの手段で

明文化の手法がとられた。大統領令とFCC規則という2つの手段で、どちらでどこまでを

明文化するのか調整し、運用者が使いやすい工夫を組み入れ、非公式な審査を明文化した

と考察できる。そして中国企業の遡及的な免許取消には、大統領令の発表が必要だった。

ここで重要なことは、FCC は単に⑤「新設」で制度の欠缺を補っただけではなく、チーム

テレコムを公式化する大統領令に合わせ、FCC 自身に係る既存制度の解釈変更で、制度枠

組み内の安全保障に関する役割分担を組み替えた点である。安全保障の専門家ではないと

いう立場を固辞したFCCが、安全保障上の政策判断を行政機関の明示的な勧告なしに実施

し、チームテレコムを構成する安全保障官庁も、FCCのそのような行動を許容している。 

つまり、FCC は、自分たちの通信法という公式制度自体は変化させず、その制度の維持

に固執した。そしてFCCは、大統領令の発表によるチームテレコムの「非公式制度の公式
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化」に、自分たちの制度改革のきっかけを見出した。チームテレコムの公式化以前、議員

の中には法律の改正により、FCC に安全保障上の権限を持たせることに関心を持つ者もい

た。これに対し、FCC委員であるオライリーは、FCCが大きな権限を持つべきとは考えて

おらず、「チームテレコムの改革は必要であるが、その主役は FCC ではない」と断言した
731。確かに 1934 年通信法の改正はないものの、FCC は 2020 年のチームテレコムの公式

化を機に、追加的な改革に着手した。大統領令の発表後、FCC は中国企業免許の遡及的取

消を実施し、1934 年通信法 1 条にある設立目的を拡大解釈し始めた。つまり、FCC は

1934年通信法第1条の「国防」、「生命と財産の安全」を促進するためという設立目的の解

釈を戦略的に拡大していると言える。 

新たな現実に対応する必要があり、一方で既存の制度枠組みが混乱を迎えている場合、

新しいルールの策定や、既存のルールを新しい現実に合わせて創造的に拡張することが選

択肢になる732。本事例は、既存の制度枠組みの限界にどのように対処するかという観点で、

「非公式制度の限界」と「公式制度の限界」が重複した状況において、公式制度の担い手

が非公式制度の変化を選択した事例と言える。公式制度を変化させて対処するか、又は

「非公式制度の公式化」で対処するか、という選択肢の中で、FCC は後者を選好しチーム

テレコムとの関係を見直すに至った。つまり、既存の制度の枠組みの限界である中国企業

の遡及的免許取消を、「非公式制度の公式化」という変化で補う動き（⑤新設）が見られ

た。議会による通信法の改正や新たなFCC規則策定も無く、大統領令で「公式制度の限界」

を克服した。その結果、FCC は自らの公式制度を変更せず、中国企業の免許の取消を実施

し、これを足がかりとして、免許の再審査の規則提案、罰則措置など安全保障上の観点に

基づく政策判断を開始した。 

FCC は行政機関から独立した立場であり、本来ならば行政機関の合議体であるチームテ

レコムとの連携は生まれない。しかし、各々の監視機関である議会と、時の政権の中国に

対する姿勢の一致は、対立関係にあった組織が意図的な連合を組む要因になったと考えら

れる。このような異なる信念をもつアクターたちの奇妙な連合は、バプティスト派と酒類

密造者（Baptist and Bootlegger）理論の一例にも見える。この理論は、経済学者のブルー

ス・ヤンドル（Bruce Yandle）によって提唱された、2 つの異なる利害関係者グループの

需要を組み合わせ、1つの政策を推進する事象を表す理論である733。 

禁酒法時代の米国における酒類密造者（Bootlegger）と禁酒運動を支持するキリスト教

のバプティスト派（Baptist）は、制度の目的に対する態度が互いに対立しているにもかか

わらず、禁酒法の制定には支持で一致した。酒類密造者は、禁酒法を成立させることで、
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不法に高価格でアルコールを販売することを目論み、結果的には禁酒法の主眼である「ア

ルコール消費の防止」という理念を破壊する行動をとった734。またアラン・ジェイコブス

（Alan M. Jacobs）によれば、米国の社会保障制度の重要な特徴である拠出金制度は、

1950年代には、社会的進歩派と財政的保守派の想定されない連合によって支えられていた。

進歩派は、寄付金による資金調達は、社会保険プログラムを維持し段階的に拡大するため

の政治的・道徳的論理として説得力があると考え、一方保守派はプログラムが膨張し、支

出が増大することを防ぐ目的で、この制度を受け入れた735。これらの研究は、制度が掲げ

る目標には対立した態度を持つアクターが、制度の支持については意見が一致した状況に

光を当てた。 
一方、FCC の立場は、アルコール密造業者や財政的保守派とは異なり、自らの信念自体

を転換することで、安全保障を重視し、チームテレコムと規制の方向性を一致させている

と言える。2020 年のチームテレコムと FCC の連合は、他人が作った、自分とは元来異な

る目的を持つ制度の維持と改革を支持する、FCC のいわば「転向」により生まれたものと

言えるだろう736。チームテレコムは「非公式制度の公式化」を実現させ、CFIUS 同様に閣

僚級組織となりながら、FCC の権限に依存することで、実質的に立法府と司法府の管轄権

外となる範囲に活動を広げた。そしてFCCはチームテレコムの「非公式制度の公式化」を

支持し、自らの制度を変更せず、中国企業の遡及的免許取消を可能にした。これをもって

政治の要請に対応するだけでなく、行政機関の勧告の有無に関わらず、自ら安全保障上の

判断ができる先例を FCC は水面化で打ち立てた。FCC は抑制すべき対象だったチームテ

レコムをパートナー（partners）と呼びながら、自ら安全保障上の判断をし始めた。この

FCCの方針転換の背景として、次節では議会の選好の変化を考察する。  
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第 2節：立法府の規制選好の変化  
本節では、3 つの年代での公式化の過程における議会と行政機関・チームテレコムの関

係から、立法府の規制選好の変化を捉える737。 

FCC とチームテレコムは、2020 年の大統領令と FCC 規則の策定により、議会の法案に

依拠せず、通信事業規制における安全保障上の改革を実現した。その後、FCC は設立目的

の解釈を拡大し、チームテレコムとFCCの双方が、各々の安全保障の観点から政策決定を

開始した。これまでチームテレコムの専門性に依存していた FCCが自ら安全保障に関して

決定を下すようになった方針転換が捉えられた。この背景には、1997年の米国通信市場の

外国企業への開放後、次第にFCCに安全保障を重視した政策決定を求めるようになった議

会の通信事業規制に対する選好の変化があると考えられる。 

ドナ・ビパオロ（Donna M. BiPaolo）は、1996 年の 1934 年通信法改正において、安

全保障に関する議論は限定的であったことを指摘した。ビパオロは 1996 年の米国の通信

市場の大規模な開放と改革をめぐる論争は、通信事業における外国人所有権の制限を撤廃

するかどうかという「補助的な、そして未完了の議論（a subsidiary - and uncompleted）」

を覆い隠してしまったと表現する738。彼によれば、通信業と“国家安全保障”に関する意見

は、議員による外国人所有に反対する政治的発言から、非公開となった法執行上の懸念に

関する行政機関による説明まで、数こそ少ないものの多岐に渡っていた。そして、後者の

非公開となった行政機関の主張について、ビナパロは以下の議員発言を紹介した739。 

 

「FBI は、わが国の通信市場に外国が入り込んでいることに重大な懸念を示している。

米国に敵意のある政府、外国の麻薬カルテル、国際犯罪組織、テロ組織、その他そのよ

うな主体が、わが国の通信市場を所有し、運営し、浸透させようとする行動は禁止され

るべきである。」740 

 

FBI と同様の懸念は、1996 年当時、国防総省からも主張された。国防総省は FCC に書

簡を送付し、米国が国防と公共・安全の目標を推進するために、信頼性が高く、堅牢な通

信ネットワークが必要であるとFCCに主張した。またこの時、国防総省は、ネットワーク

の信頼性に対するリスクや悪影響は、絶対に（absolutely）考慮されるべきと主張した741。 

このような行政機関の懸念を踏まえ、両院、特に下院は、国家安全保障や法執行上の懸

念などを理由に、大統領に通信法第 310 条の外資規制の制限の放棄を阻止する自由裁量権

を与えることを提案した。また上院の通信法改正法案では、エクソン・フロリオ条項とし
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て位置付けられる、国家安全保障のために外国企業による合併や買収を阻止する大統領の

権限に、改正法案のいかなる条項も影響を与えないことが明確に規定された。しかし、上

下両院の協議がまとまらず、最終段階で、両院の提案は放棄された742。 

このように FBI や国防総省は安全保障上の懸念を議会や FCC に示しながらも、WTO で

の合意に沿って、米国通信市場への外国企業の参入規制が緩和される中、議会での議論は

頓挫した。つまり議会は 1990 年代、外国の通信企業の市場参入がもたらす安全保障上の

懸念について、どのように対応するべきか、結論を出すことができなかった。 

この状況を踏まえれば、第 2 章で記述した 1997 年に、FBI や国防総省が CFIUS の補完

を理由に、FCC の審査に関与し始めた行動は、議会が解決できなかった安全保障の問題に

取組んだものと理解できる。その後、行政機関の動きは「チームテレコム」として FCCを

補完するものであると、議会は認識した。そして最終的に、議会はトランプ政権下で、通

信法 1 条の「国防」と「生命と財産の安全」という、過去の議会がその意味を示してこな

かった文言を援用し、FCC の規制のあり方を改革しようとする動きを見せた743。図 16 は、

第 2章から第 4章の議会による通信事業規制のあり方に対する要求の段階的変化を表す。 

 

          図 16  年代別の安全保障上の規制強化に対する議会の選好 
          注: 灰色は非公式、白は公式組織を意味する。 

出典：筆者作成。 

 

第2章で論じた通り、2000年には、通信法の外資規制の規定を改正し、行政機関による

非公式なFCCの審査への関与を制限しようとする法案が議会に提出された。この時の議会

では、FCC が行政機関の助言を受け、安全保障を目的としたに規制を行うこと自体に賛否

があった744。しかし、第 3 章に示した通り、CFIUS の FINSA による改革後、議会は「チ

ームテレコム」の存在を認識しながらも、行政機関による FCCの許認可への関与を黙認し

た。更に、2016 年の FCC 規則によるチームテレコムの公式化について、議会は関与する
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動きを見せなかった。そして第 4 章では、FCC 自身が安全保障の判断するための方法を議

会が模索したことを論じた。つまり、トランプ政権下で、議会は中国企業の免許取消事案

への対処を FCC に要請するように、FCC 自身に安全保障上の政策決定を求めていった。

この背景には、中国企業の台頭が米国の通信インフラや国家安全保障に及ぼす影響がより

深刻に捉えられるようになり、議会と政権が一致して対応を強化する機運が高まったこと

があると考えられる。中国に対する問題意識は、オバマ政権時代から超党派で共有されて

きたが、トランプ政権下でさらに顕在化し、安全保障上のリスクとして再度注目を集めた。 

第 4 章で記述したように、議会の中で、中国製通信機器が米国のインフラや国家安全保

障を脅かすリスクが高いとの認識について、超党派の一致が見られるようになった。例え

ば、2018 年には超党派の合意に基づき、CFIUS の FIRRMA が含まれた国防権限法が成立

し、特定の中国企業の機器の政府調達が禁止された。FIRRMA の規則は 2020 年 2 月に発

効となり、FCC の連邦補助金を用いて中国通信機器やサービス購入を禁止する超党派法案

セキュアネットワークス法が2020年 3月に成立する。このように、2020年は、議会にお

いて中国製通信機器の脆弱性への懸念が高まっており、安全保障上の喫緊の課題となって

いたと考えられる。 

また、政権のスタンスとしても、2018年からの米中貿易交渉において、中国に対する追

加関税を引き上げた 2019 年 5 月以降、対中国の規制強化を迅速に実施する方針が表面化

していった。例えば同月、大統領令 13873 号が発表され、米国の情報通信サービスのセキ

ュリティに関する国家緊急事態を宣言し、中国企業を念頭に米国の重要インフラ企業の調

達に規制をかけた。この大統領令の規則は 2020 年 2 月に発行され、その後、米国政府が

同盟国に対して、重要インフラから中国製通信機器の排除を検討するよう、働きかける動

きも見られていった745。 

このように 2020 年は議会、政権の状況から、中国企業への懸念の高まりに応じ、議会、

政権ともに、安全保障上の強化の迅速な対応を重要視していた時勢であると考えられる。

そういった情勢の中で通信規制における安全保障上の審査を強化する必要性が高まり、議

会の要望を反映する形で行政府が規制執行を行い、中国企業の免許取消を実現することが

求められていった。しかし、従来の通信法における設立目的の解釈に鑑みると、議会は

FCC に安全保障の権限を直接的には付与しておらず、議会が要求する FCC 単独での安全

保障上の決定は現行法の枠内では困難であった。これは 1934 年通信法の第 1 条、すなわ

ち FCCの設立目的に関わる問題であり、本来であれば通信法の法的目的自体を変更するよ

うな抜本的改正が必要とされるものであった。他方、通信法改正は議会にとっては長年の
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課題であり、中国への懸念が高まる中でも、迅速に進めるのは難しかった。法改正という

年単位のプロセスをたどる必要があるだけでなく、通信法は規制範囲が広範であり、業界

の強い反対とロビー活動、政府による通信監視の拡大への懸念といった理由で、改正は極

めてハードルの高いものである。実際、1990年代以降、通信法改正は幾度も議論されてき

たものの、議会によって抜本的改正は実現してこなかった。 

例えば過去、2012年の下院情報委員会報告書の発表を受け、米国内の通信インフラから

の中国製機器排除を念頭にした立法措置が超党派で検討された際、GAOの報告書では通信

法改正の必要性が示唆された。しかし、この超党派の議論は通信法改正にはつながらなか

った。そしてトランプ政権下、FCC に安全保障上の権限強化に関心を持つ議員に対し、

FCC は通信法の抜本的改正の必要性を説明したが、その後、議会は改正に向けた動きを見

せていない点においても、その改正のハードルの高さがうかがえる。 

以上のような背景から、米国政府は、対中国を念頭にした通信分野における安全保障と

いう差し迫った課題に対処するための制度変更として、通信法の改正ではなく、大統領令

を選択するに至ったと考えられる。FCC 自体の設置目的の変更という抜本的なものではな

いものの、大統領令によって、中国企業の既存免許取消に見られるよう、喫緊の対応とし

て求められていた事案については、主体的かつ議会の要請に応じる形での安全保障上の判

断を実施できるようになった。そして行政府では大統領令に関する調整は 2018 年 6 月に

は完了しており、その後、2020年4月の発表までに超党派は大統領令の存在を認識してい

た状況が確認できた。特に上院国土安全保障・政府問題委員会は、2019年から調査を開始

し、大統領令発表後、チームテレコムとFCCによる規制強化を促す報告書を発表するなど、

行政府と足並みを揃え、中国企業の免許取消を実現させようとする立法府の動きが捉えら

れる。実際、こういった事情を裏打ちするように、有力超党派議員また行政府関係者から、

この大統領令による中国企業に対する迅速な対応を歓迎する意見が見られた。 

そして、即時に実施可能な大統領令は、議会にとって、通信法を改正することなく、中

国企業の遡及的免許取消を可能にしたとともに、現在の議会の選好を反映した FCCの改革

の実現に貢献するものになった。議会は行政機関の明確な勧告なしに、FCC に安全保障上

の決定を促し、FCC の安全保障政策の範囲を自律的に拡大する機会をもたらした。チーム

テレコムの公式化により、FCCは中国企業 の免許を遡及的に取消すことが可能となり、ま

た、行政府の勧告なしに免許を取り消す前例を確立した。この前例を利用して、FCC は通

信法第 1 条の設立目的である「国防」と「生命と財産の安全」を促進するための解釈を戦

略的に拡大し、安全保障上の政策判断を開始した。さらに、これらの規制対象は中国企業
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に限定されていない。FCC による海底ケーブル陸揚げ免許の審査プロセスの見直しや、ロ

シア企業が保有する免許への制裁金賦課は、中国企業の免許取消の実績を踏まえ、チーム

テレコムからの明確な勧告がないにもかかわらず、FCC主導で進められた。また、FCCが

米国企業を含むすべての国際通信免許の見直しを行ったことも同様である。 

このような FCCによる規制強化の動向から、通信事業規制における安全保障上の決定が

行政機関への依存から離れ、FCC 自身が常態的に行う必要性が高まっていることが見て取

れる。市場や技術の変化に伴い、米国政府が脅威と認識し、安全保障上の精査対象とする

範囲は、外国人の所有比率にとどまらず、通信インフラのサプライチェーンやデータにま

で拡大していった。その結果、外国人所有比率だけで規制対象を判断するのではなく、米

国企業を含む広範な対象への規制が議会から求められるようになった。 

1990 年代には、行政機関が FCC の審査に介入することで、米国の通信ネットワークへ

の不正アクセスや外国によるインフラ支配の防止が重視されていた。また、9.11 以降、通

信ネットワークは敵対的な国家や犯罪者、テロリストによる道具であると同時に標的とし

ても認識されるようになり、安全保障上の懸念が一層高まった。さらに、華為や ZTE に対

する懸念が広がる中で、通信機器の調達や委託関係など、通信業のサプライチェーン全体

が安全保障上の重要課題として注目されるようになった。 

オバマ政権下の 2010 年代には超党派による議論が行われ、米国の通信ネットワークか

ら中国の通信機器を排除するには、米国企業が使用する中国製通信機器の状況も精査する

必要があるとされていた。しかし、当時のチームテレコムやCFIUS は外国企業に対する規

制手段を持っていたものの、米国企業が使用する機器やその調達過程を規制する権限は持

ち合わせていなかった。そうした中で、トランプ政権下における議会の中国に対する懸念

の高まりは、外国企業だけでなく米国企業も規制対象に含む権限を有する FCCの政策範囲

を拡大し、より広範な安全保障上の決定が可能となった。  

以上のように、トランプ政権下での大統領令の発表は、米中対立の中で、通信事業規制

における安全保障上の判断に行政機関だけでなく議会も関与する契機となり、1990年代に

は想定されていなかった FCCによる規制強化を実現したと考えられる。 
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第 3節：大統領令 13913 号と立法ドリフト 
第 1 節と第 2 節で扱った行政府と立法府の選好の変化を踏まえ、本節では、チームテレ

コムの公式化は、立法府の規制選好の変化に対応し、行政府主導で安全保障を重視する方

向に規制を強化するに至った事例であると考察する。以下では立法府が行政府の選好に段

階的に適応するプロセスを経た結果、米国の事業規制において安全保障を優先する政策選

好が行政府と立法府の間で一致し、最終的に行政府と立法府の双方の要望を柔軟に反映す

る規制が実現したことを論じる。 

既存研究では、チームテレコムの存在やその形成過程を官僚ドリフトの現象として捉え

てきた746。官僚ドリフトとは、官僚の行動が、議会の立法時の想定から乖離してしまう事

象であり、マカビンズらが 1980 年代に論じたことで知られる747。そして 1989 年にマレ

ー・ホーン（Murray J. Horn）とケネス・シェプスル（Kenneth A. Shepsle）は、官僚ド

リフトと立法ドリフト（legislative drift）との関係を論じた。立法ドリフトとは、立法時

の議会の選好と将来の議会の選好が乖離する事象と理解され、ホーンらの論文は、立法時

の議会は官僚ドリフトに加え、立法ドリフトの発生を懸念していると主張するものだった。

そして彼らは制度制定時の立法者の視点から、立法者は有権者との協定を守るインセンテ

ィブがあるとの仮定のもとに、議論を展開した。具体的には、官僚ドリフトと立法ドリフ

トのそれぞれを抑制するコストが根本的なトレードオフ（fundamental tradeoff）の関係

にあり、議会はある制度の立法時において、一方のドリフトを抑制しやすくすると、もう

一方のドリフトを抑制しにくくなることを論じた748。このトレードオフの関係は以下のよ

うに整理できる749。 

立法時の議会が、将来の議会が官僚の行動を管理するため、彼らに制度上の介入権限を

与えれば、官僚の裁量を抑制することにつながり、結果として将来の官僚ドリフトによる

政策変更を抑制しやすくなる。しかし、将来の議会が立法時の議会と異なる選好を有する

ことになった場合、制度のあり方に介入する権限を有していることから、立法ドリフトが

生じ、議会による政策変更が生じやすくなる。一方、立法時の議会が将来の議会に官僚の

行動に介入できる術を与えなかった場合、将来の立法ドリフトの影響を抑えやすくするこ

とができる。しかし、この状況では官僚の裁量を抑制することが難しく、結果として議会

は将来の官僚ドリフトの影響を抑えにくくなる。官僚主導で実施プロセスが始まると、議

会が事後的に官僚ドリフトを修正する手段は限定的であり、議会は法改正などの多大なコ

ストをかけなければならない。そのため、ホーンとシェプスルは官僚ドリフトを緩和し、

政策を実施するため、立法時に、官僚機構を効果的に監視できるような設計が必要である
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と主張した750。彼らの論文の中では、ほとんどの場合において、官僚のドリフトを抑える

ための、議会の全員一致を必要とする事後的制裁は頓挫するものと捉えられている。それ

は、およそのケースにおいて、官僚ドリフトが起きた事象に対して議会の評価が一致する

ことがないためと主張されている751。そしてホーンらの論文は立法時の議会は官僚ドリフ

トに加え、立法ドリフトの発生を「懸念している」と主張するものだった752。 

他方で、近年ではプリンシパル（政治的指導者）が責任を回避するために立法ドリフト

と官僚ドリフトを利用する可能性を指摘する研究も見られている。例えば 2018 年にマリ

アン・デーラー（Marian Döhler）の論文は、ドイツの規制政策における 3 つのケースス

タディを通じ、プリンシパルが責任を回避するために立法ドリフトと官僚ドリフトをどの

ように利用するかを論じた 。デーラーは、立法ドリフトが、プリンシパルが政策目標を変

更することで官僚機構に責任を押し付ける戦略となり得ること、また官僚ドリフトが、官

僚機構の効率性や専門性に基づく行動を批判することでプリンシパルが責任を回避する戦

略となり得ることを主張している753。 

このように生じたドリフトが事後的にプリンシパルによって利用される可能性があると

いう議論は、本研究で捉えてきた通信事業規制における安全保障上の改革にも当てはまる

ものと言えるだろう。1990年代の米国通信市場を開放時、安全保障の観点をどのように規

制に組み入れるのか、行政機関からの問題提起がありつつも、議会は明確な対案を示せな

いまま、行政府に対応を委ねた。立法時の議会は通信事業規制の安全保障上の判断につい

て、将来の議会に官僚の行動に介入する術を与えなかった。その結果、「チームテレコム」

につながる官僚ドリフトの現象が生じ、議会は法案によってそれを抑制せず、次第に黙認

するに至った。チームテレコムの公式化以前は、議会の要請があった場合でも、行政機関

の助言なしにFCCが安全保障上の判断をすることは困難であった。しかし、大統領令の発

表後、行政機関の明示的な助言がなくとも、議会の要望を反映し、FCC は安全保障上の政

策決定が可能となっている。 

この第 2 章から第 4 章で記述した 3 段階の政策過程を踏まえると、本研究の事例は、立

法府が行政府の選好に段階的に適応した事例であったと表現することができる。CFIUS の

役割や権限は、議会が制定した法律や改正を通じて明確化され、拡大されてきた歴史があ

った。これに対し、通信事業規制における安全保障の強化は、行政主導で進められ、それ

に対し議会は追認や支援を行ってきた変遷が捉えられる。図17は第２章から第４章で捉え

た行政府の動きと立法府の関係を示すものである。 
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図 17 年代別の行政府の動きと立法府の関係 

出典：筆者作成。 

 

図 17 のように、第 1 段階（起源）では、1990 年代に立法府が外資参入による安全保障

上の懸念に対応する法改正を行わない中で、行政府は自主的な行動を通じて、安全保障を

重視する規制目的を達成した。これに対して、議員たちはこの行政機関の行動がどのよう

に始まったのかについて疑問を呈しており、当初は立法府内で行政府の動きが十分に把握

されておらず、賛否も分かれていた754。第 2 段階（発展）では、CFIUS という類似の規制

において、立法府の安全保障を重視する選好が高まったことを機に、通信事業規制におけ

る行政府の自主的な行動が「チームテレコム」として確立した。これに対し、立法府は黙
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認し、通信規制における安全保障の側面は行政機関が担うものとして、委ねていた。しか

し、第 3 段階（改革）では、行政機関と同様に、立法府が通信規制の安全保障に積極的に

関与しようとする動きが顕著となった。そして大統領令の発表を契機に、立法府は行政機

関の勧告に依らずにFCCの規制における安全保障の側面に積極的に関与する術を得た。こ

のように、一般的に行政府が立法府の選好に適応するプロセスとは異なり、立法府が段階

的に行政府の選好に適応した結果、大統領令 13913 号発表後、従来の「チームテレコム」

を含む行政府の要望と議会の要望を両立させる新たな規制体制が実現したと考えられる。

図 18 は、この大統領令 13913 号発表後の米国通信事業規制におけるチームテレコム、

FCC、議会の関係を表す。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

図 18 大統領令 13913 号発表後のチームテレコムと議会の関係 
出典：筆者作成。 

 

図 18 のように、大統領令 13913 号の発表後、FCC の安全保障上の決定には、チームテ

レコム、行政機関の助言のみならず、議会の意見が反映されやすい状況が生まれた。そし

て、通信事業規制における安全保障の判断を行政機関に委任してきた立法府が、通信事業

規制における安全保障の判断に関与しようとするという点において、立法ドリフトが生じ

ていたと言える。つまり、議会の選好が変化する中、トランプ政権で発表された大統領令

は、通信事業規制に生じたチームテレコムという官僚ドリフトの結果を用いて、立法ドリ

フトを起こした議会の要請にまで対処するものであったと言えるだろう。 

この事象は、既存研究の官僚ドリフトと立法ドリフトのコストをそれぞれ抑制するため

のトレードオフ関係に鑑みれば、制度制定時の段階では考慮し得ない、非典型的な事象で

あったと理解できる755。つまり、チームテレコムを公式化する 2020 年の大統領令は、チ

申請者

議会FCC
要請勧告

安全保障上の決定

チーム
テレコム

チームテレコム
の審査プロセス

図18︓11/20 
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ームテレコムという制度を利用して変化後の議会の選好に対応するものであり、これは、

議会が官僚ドリフトの結果を事後的に活用し、立法ドリフトに対応しようとした事例とも

捉えられる。 

1990年代の市場開放後、行政機関は「チームテレコム」として通信事業に対する非公式

な審査を形成し、確立させた（官僚ドリフト）。議会は事後的にチームテレコムを CFIUS

との関係を認識し、当初とは異なり通信事業規制の安全保障上の強化を選好する中で（立

法ドリフト）、大統領令の発表により、議会は FCC に安全保障上の規制強化を促す術を得

た。この議会とFCCの関係は、市場開放時の議会には想定されておらず、本来は抜本的な

通信法の改革によりもたらされるべきであるものの、大統領令の発表は、選好が変化した

議会が立法措置を回避し、通信事業規制における安全保障の判断に関与することを可能に

している。そして、この規制のあり方は、現在の議会の選好を反映したものであるものの、

国民の信任を受けた議会の意向に沿うばかりでなく、行政府の裁量拡大にもつながった。 

公式後もチームテレコムは、CFIUS とは異なり、大統領にのみ紐づき、議会への報告・

説明義務のない、議会の管轄権外の組織のままである。議会は大統領令により、チームテ

レコムの勧告の有無にかかわらず、FCC に安全保障の政策判断を促せるようになった。こ

のように議会はFCCの安全保障に関する政策決定に影響を与えられるようになったものの、

チームテレコムという官僚ドリフトによって生じた公式組織には未だ影響を与える術を持

っていない。大統領令の発表により、通信事業規制に対する行政機関の関与は強まる中、

議会にはチームテレコムを監督する権限はなく、行政機関の行動を議会はコントロールす

ることができない状況である。そして、本研究の分析結果を踏まえると、このような状況

を予見しつつも、議会は大統領令の発表を利用しようとした可能性が指摘できる。 

2020 年 4 月の大統領令の発表後の 2 ヶ月後、国土安全保障・政府問題委員会の報告書

が公表された。2019年から調査を開始し作成された本報告書の内容は、中国企業に対する

安全保障上の懸念を表明するものであった。公表後、審査の実態と異なる慣行を含んだこ

の報告書は、中国企業の免許取消を正当化する根拠として行政府に用いられていった。そ

して報告書の提言には、大統領令により公式化されたチームテレコムの議会による法制化

が含まれ、その必要性として、報告書はチームテレコムがCFIUS とは異なり、正式な権限

がないことが挙げられていた。つまり、超党派の議員は大統領令の発表と状況を事前に認

識した上で、報告書において、2020年の大統領令を「前向きな一歩」と評価しつつも、チ

ームテレコムの法制化を大統領令発表後の課題として位置付けていたと考えられる。その

後、報告書の提言通り、2021年6月には、議会ではチームテレコムの法制化を目的とする



 206 

法案が提出されている。この動きは、チームテレコムという官僚ドリフトを議会が事後的

に抑制しようとする試みと捉えられるだろう。これらの事実に鑑みると、大統領令 13913

号は議会にとって、中国企業の免許取消を急ぐための緊急措置であり、この点で、立法府

と行政府の利害が 2020 年に一致したことが示唆される。 

通信事業規制において、安全保障の観点を重視するようになった現在の議会にとって、

特に FCC による対応が彼らの要望にとって不十分なものとなれば、チームテレコムを

CFIUS のように法制化する可能性がある。ここで改めて、上述の官僚ドリフト、立法ドリ

フトそれぞれの抑制コストのトレードオフ関係に立ち返ると、将来的な安全保障上の政策

需要と、残存する官僚の裁量に基づく実際のチームテレコムの政策の差分こそが官僚ドリ

フトのコストと考えられ、このコストがチームテレコムを法制化するコストを上回った場

合、議会は今後法制化を選択するであろうことが考察される。しかし、現状では、チーム

テレコムという官僚ドリフトの結果を用いて、立法ドリフトを起こした議会は、この官僚

ドリフトを立法措置により、中国企業の免許取消後も、事後統制することができていない。

このような状況から、行政府の主導によるチームテレコムの活動が官僚ドリフトとして進

展し続け、立法府の事後規制が機能しない可能性があることが指摘できる。 

実際、チームテレコムの公式化後も、FCC が通信事業規制における独立した規制権限を

有することには変わりないものの、チームテレコムの裁量が拡大されたことは注目に値す

るだろう。チームテレコムは、その公式化により、省庁間の役割分担を内部で整理し、安

全保障官庁主導の審査体制を整えた。例えば、海底ケーブル陸揚げ免許審査では、司法省

は通信傍受の要件を復活させ、DHS と国防総省、そして海軍はサプライチェーン対策を強

化し、その観点を審査要件に反映させた。チームテレコムは、公式化後も従来と変わらず

FCC の権限に依拠して活動することで、直接の司法審査を回避し、そして議会の関与も回

避し続けている。この点は、議会の影響を受けやすいCFIUS とは大きく異なる。チームテ

レコムは、CFIUSのように、議会を通した法案化ではなく、大統領令13913号とこれに続

く FCC規則改正により、組織と審査手続きを公式化したものである。その結果、チームテ

レコムは FCC から独立した権限はなく、あくまでも FCC の権限に基づき申請者と軽減合

意を第三者的に交渉するという裁量を維持した。 

このように、大統領令によって公式化された後、チームテレコムは議会の管轄外で勧告

を通じてFCCの安全保障上の決定に直接的な影響を与え続けており、このことは立法府の

意向を一定程度逸脱しているものと考えられる。議会が法制化を試みても、チームテレコ

ムの裁量拡大を制約することはできず、その活動が議会の管轄権外でさらに活発化すれば、
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立法府は官僚ドリフトを抑制できず、むしろ立法ドリフトへの対応と引き換えに官僚ドリ

フトの促進に寄与したと評価されることになるだろう756。 

このような状況が生まれている背景には、1990年代における世界的な市場開放と規制緩

和の潮流の中で、米国政府が「国の安全」を通信分野でどのように確保するかを模索し、

非公式な制度を行政主導で確立してきた経緯がある。そして 2020 年、これまで非公式に

運用されていた制度が公式化され、CFIUS、チームテレコム、FCC の 3 者が市場や技術の

変化に対応しつつ、政府全体で柔軟かつ強制力のある規制を行う新たな制度枠組みが整備

された。この動きは、安全保障環境の変化に対応するため、複数の政府機関が役割を調整

し、行政主導で非公式に制度を発展させてきた米国独自のプロセスを反映している。米中

対立の中で、新しい制度枠組みにより、米国政府は、通信ネットワークの安全を効果的に

保護する手法を確立し、政策領域の拡大を「政府一体」として実現する体制を整えたと考

えられる。 
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終章：結論―米中対立と新機軸  
本論文では、通信の安全保障に関わる米国の制度枠組みの変容を題材に、なぜそしてど

のように米国政府は「非公式制度の公式化」に至ったのかを問いとして設定し、チームテ

レコムが 2020 年に公式化に至った理由を探求してきた。結論として、議会の選好の変化

により安全保障を目的とした通信事業規制を実現する必要性が高まったことから、米国政

府は既存の制度枠組みの限界を克服し、チームテレコムを公式化するに至ったと主張する。  

1997 年に CFIUS の審査を補完のためにチームテレコムの非公式な審査が生まれた。こ

れに起因した中国企業の免許取消ができないという既存の制度枠組みの限界を、トランプ

政権下での、行政府と立法府の双方の中国への懸念の高まりに応じて、米国政府は通信法

の改正ではなく、大統領令という迅速な対応手段で克服した。この大統領令は、オバマ政

権下から続くサイバー脅威に対応する政府一体（whole of government）アプローチの構

想のもと、トランプ政権時に FIRRMAの検討に合わせて、司法省主導での検討がなされた。 

大統領令の発表を機に、FCC は設立目的を拡大解釈し、議会の要望を反映した安全保障

上の決定をし始めた。つまり、このように米国政府は、行政機関が独立規制機関に勧告を

する、という構造を米中対立の中で高度化させ、行政府と立法府の双方の要望を、柔軟に

反映できる FCC の通信規制のあり方を CFIUS の改革に合わせた、チームテレコムの公式

化を通じて、実現した。市場と技術の変化、中国の台頭を背景に、米国政府は通信の安全

保障をどのように守るのかを巡り、精密・網羅的な規制を構築するために、米国政府は、

CFIUS、チームテレコム、FCCの裁量を組み合わせた新しい制度枠組みが生まれている。 

チームテレコムの非公式制度は、公式制度との関係で段階的に発展し、既存の制度の枠

組みの限界点に達した結果、公式化を迎えた。1990年代のグローバルな通信市場の自由化

の流れの中で、CFIUS を補完しようとする安全保障官庁の行動から、1997 年に通信免許

の安全保障上の非公式な審査は生まれた。この非公式制度はFINSAの改革とともに「チー

ムテレコム」という非公式組織によって担われ、CFIUS とチームテレコムは審査上の協力

関係を築き、高度な二元審査を発展させた。政権と議会の対中強硬姿勢の高まりを背景に、

認可後の監督に着手し、米国政府は中国企業の遡及的な免許取消を検討した。しかし、

CFIUS の公式制度を起源としたチームテレコムの非公式制度においては、2000 年代に認

可した中国企業の新規免許を精査できておらず、免許の取消しをFCCに勧告する根拠はな

かった。加えてFCCの公式制度には免許の取消手続きが明定されておらず、チームテレコ

ムと FCC は既存の制度枠組みの限界（非公式/公式制度の重複した限界）に直面すること

になった。トランプ政権下で、FCC とチームテレコムはこの限界を克服するための意図的
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な連合を組み、通信法を改正することなく、大統領令によるチームテレコムの公式化によ

って、中国企業の免許の遡及的な取消を実現した。そしてこの「非公式制度の公式化」は、

チームテレコムのみならず、他の公式組織の活動を拡大させる効果をもたらした。CFIUS

は FIRRMAの成立とチームテレコムの公式化を組み合わせることで、外部からでは予測不

可能な二元審査の領域を拡大した。またFCCは、チームテレコムの公式化による中国企業

の免許取消を機に、行政機関の明示的な勧告なしに、自らが単独では扱いにくい安全保障

分野へと政策領域を拡大し始めた。そしてチームテレコムは、公式化後もFCCの権限に依

存し、実質的に司法府と立法府の管轄権外のまま、審査を強化している。つまりチームテ

レコム、FCC、CFIUS は別の主体としての外形を打ち出し、縦割りを維持しながらも「誰

がやっているのかわからない」状態を維持し、内部では互いの制度を組み合わせることで、

複雑化する安全保障の脅威に政府全体で対抗する新しい制度枠組みを構築している。 

大統領令の発表は、通信法改正という高いハードルを迅速に回避する代替手段となり、

2020年という時期が、米国における対中国の懸念、特に通信分野における緊急性を増した

懸念が行政府および立法府で高まったことが、大きな要因と考えられる。この機会に、

FCCは通信法第1条の設立目的にある「国防のため」「生命・財産の安全を促進するため」

の解釈を拡大し、議会の要望を踏まえ、安全保障上の決定をし始める方針転換を見せた。 

「非公式制度の公式化」という制度変化を機にした規制の重層化は、一見、些細で根本

的でない現象とも思われるが、漸進的変化プロセスの限界点を超えた新しい制度の枠組み

の始まりであった。この制度改革の過程と帰結は、5 つの非公式制度の選択から考察され

た。3 つの年代における公式化の検討の比較から、「非公式制度の公式化」における、非公

式制度の 5 つの選択肢（①維持：現状のまま公式化、②拡大：拡大して公式化、③縮小：

縮小して公式化、④拒否：公式化をしない、⑤新設：公式化に併せて追加）が観察された。

本事例の特筆すべき点は、中国企業の遡及的な免許取消ができないという、既存の制度枠

組みの限界を、「非公式制度の公式化」で克服させた⑤「新設」の選択にある。 

この制度変化の始まりは、中国への懸念という目下の課題を解決するものであったとし

ても、CFIUS、チームテレコム、FCC はそれぞれの役割分担を依然として曖昧にし、裁量

を残すことで、国内外の政治情勢や経済状況の変化に柔軟に対応し、米国にとって安全保

障上の脅威となりうる懸念に適時対処できる、新たな制度枠組みを構築するに至っている。

本研究は非公式制度の起源から公式化後までを追究したことで、米国の通信の安全保障に

関する制度枠組みが、「非公式制度の公式化」により、ルールは明文化したにもかかわら

ず依然不透明なまま、しかし、今までになく強固なものとなったことを明らかにした。 
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第 1節：研究の目的に対する結果 
本論文の目的は、米国の新しい通信の安全保障に関する制度枠組みの把握であった。長

期的な政策過程の変遷を分析することを通じ、対外的な変化に目をむけつつ、実態として、

米国国内の通信規制がどのように変化したのか、解明することを研究の主眼としてきた。 

市場開放後、米国の通信事業規制に関する多くの研究では、FCC による競争政策の推進

に関心を寄せ、許認可における安全保障上の側面は通時的に論じられてこなかった。これ

に対し本研究は、米国の通信事業規制の研究として、安全保障上の改革を扱い、FCC の許

認可における行政機関の関与の歴史的変遷を論じた。通信事業規制を安全保障の観点から

通時的に評価したことで、90 年の歴史をもつ米国の規制機関の FCC が設立目的を再解釈

し、議会および他の行政組織と協働し、安全保障を目的とした通信事業規制のあり方を追

求する、米国通信行政の転換を捉えた。FCC は中国企業の免許取消を通じ、行政機関の助

言なしに安全保障上の決定を下す前例を作った。この前例を強調しながら、FCCは、1934

年通信法第 1 条の設立目的にある「国防」、「生命と財産の安全」を促進するためという規

定を引き合いに出し、安全保障に関する政策決定を拡大しつつある。このようなFCCの役

割変化は、国際情勢の緊張の高まりを背景に、安全保障面からの新たな課題に対応し、米

国政府が通信事業規制の再編成に踏み切ったことを象徴するものと言えるだろう。 

本研究は、米国の通信の安全保障に関する制度枠組みを、米国内のガバナンスに焦点を

当て、FCC、チームテレコム、CFIUS といった行政組織間の関係を分析することで捉えた。

これまでの研究では、FCC の許認可に関連する行政機関の動向が断片的に議論されるに留

まり、各時代におけるその関与や改革に対する評価は十分に行われてこなかった。それに

対し、本研究は議会の審議記録だけでなく、行政府の執行記録を収集・整理することで、

通信事業規制に関わる政府内のアクターの役割と関係の変化を実証的に示し、曖昧に捉え

られてきた制度構造の変遷を明らかにしている。具体的には、CFIUS という公式組織の背

後でチームテレコムという非公式組織が存続し、CFIUS が制度発展を方向づけている表裏

の関係、そしてチームテレコムと FCCの新しい関係を特定することができた。 

この行政府の変化に加え立法府の動きに注目し、3 段階の過程追跡から、行政府と立法

府の関係の変化を考察し、メゾレベルの一般性として、立法府が行政府の選好に段階的に

適応するプロセスを見出した。米国通信事業規制における安全保障に関する政策過程は、

議会の審議記録が乏しく、立法府における議論や政策決定の背景の把握が困難と指摘され

てきた。そのような中、通信規制における安全保障の強化を、どのようにして行政が主導

し、議会がそれを追認または支援してきたかという変遷を明らかにした。この成果は、米
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国通信規制の安全保障分野における行政と立法の関係を理解し、他の事例との比較検討を

行う上での基点として有意義であると考えられる。また、具体的な事例を通じて議会の関

与や影響力を考察することで、行政主導の政策決定に対する議会の関与の範囲とその限界

を示し、民主主義国家における政官関係に基づくガバナンスの理解に資する可能性がある。 

そして、本研究の社会的意義として、米国政府による政府一体（whole of government）

のアプローチを明らかにした点が挙げられる。第一に、FCC の許認可において安全保障上

の観点を担うチームテレコムの起源と発展を捉えたことで、チームテレコムとCFIUS の審

査における協力関係を観察した。そして、「行政から独立した」独立規制機関の FCC と行

政機関の複合体であるチームテレコムという、本来ならば想定されない連合の形成を特定

した。その背景には、市場と技術の変化の中で、米国政府にとって安全保障上の脅威とな

り得る対象概念が拡大し、外国企業から自国企業まで広範かつ厳格に規制を行う必要性の

高まりがあった。本研究の分析は、公式制度と非公式制度のアクターが意図的な連合を組

んだ過程、双方が利益を得るような協力関係を築く帰結を捉え、CFIUS、チームテレコム、

FCCが制度枠組みの中で、段階的に協力関係に至ったことを明らかにしている。 

このように複雑化する安全保障上の脅威に対して、米国が政府一体となって取り組む姿

勢は、単一の機関ではなく複数の機関が連携して対応する必要性を示唆している。本研究

が捉えた米国の事例は、通信法の改正を伴わない通信事業規制における安全保障上の改革

であり、1990年代以降の制度運用の変遷を踏まえることで、その変化の実態や改革を実現

する手法までを把握することができた。米国のアプローチを盲目的に追従するのではなく、

本研究が明らかにした多様なステークホルダー間の調整の視点や、非公式制度の公式化に

おいて米国が直面した課題と状況を踏まえることで、各国は自国の実情に適したアプロー

チを検討できると考えられる。 
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第 2節：研究の限界・展望 
本研究は、米国通信事業規制の通時的な分析を通じ、米国の通信の安全保障に関わる制

度枠組みの変容を明らかにし、立法府が行政府の選好に段階的に適応していく過程を示し

たものである。しかしながら、本研究の成果は、単一の事例における公式化という事象か

ら導き出されたものであり、その一般化には限界がある。チームテレコムの制度化という

事例を中心に検討したため、他の事例との比較や、本研究で得られた見解が他のケースに

も適用可能かどうかについて、明らかにすることはできなかった。そのため、本研究で得

られた結果は、条件依存的である可能性があり、その条件が異なる場合には異なる結果が

導かれ得ることに留意しなければならない。この点を踏まえ、今後の研究では、複数の事

例を分析対象とし、本研究の成果を他のケースや異なる状況に適用できるか、他国の規制

モデルへの波及といった国際的な文脈も考慮しつつ、検証を行うことが重要である。 

まず、通信分野の通時的な分析にとどまらず、米国における他の分野や連邦・州レベル

の規制と比較する必要がある。近年の米中対立を背景に、米国内で規制枠組みが強化され

る動きが見られており、通信分野以外の規制の歴史的な変遷との比較は、本研究の成果を

より一般的な規制政策の文脈に位置付けるためにも有効である。例えば、トランプ政権以

前からの歴史的な変遷を踏まえ、他の事業規制とCFIUS との関係を分析することで、通信

分野の規制強化が他の分野とどのように異なるかを相対的に理解することが可能となるだ

ろう。具体的には、チームテレコムと FCC、CFIUS のガバナンスの枠組みを、通信分野と

同様に連邦レベルで外資規制が設けられている海運、航空、原子力といった分野の事業規

制の変遷と比較することも、今後の研究の方向性として考えられる。また、通信法の規制

対象である放送業との比較も同様に重要である。このような異なる分野の規制に共通する

課題や違いを見出すことが、米国通信規制の理解を深める手がかりとなると考える。 

この他分野との比較を視野に入れ、CFIUS、チームテレコムおよび FCCの政策変遷につ

いて、より詳細に理解する余地も残されている。本研究の事象は現在進行形のものであり、

継続的な分析により、結論の確からしさを高めていくことが求められる。CFIUS の審査過

程には機密性が伴うため、通信分野の買収や合併審査に関するデータに限界があることが

本研究の制約の一つであった。今後の課題としては、CFIUS の審査に関する企業の公表情

報やFCCの審査記録を組み合わせ、データの量と質を向上させることが挙げられる。さら

に、本研究が特に注目したのは通信免許の許認可に関する FCCの政策であったが、チーム

テレコムの 2020 年の公式化は、免許審査のみならず、FCC 全体の政策に対する安全保障

の観点からの規制強化を含意するものである。したがって、今後の研究においては、チー
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ムテレコム公式化後のFCCの政策全体の動向を広く分析対象に含め、米国の通信分野にお

ける規制強化の枠組みをより包括的に捉えることが重要である。政府一体（whole of 

government）アプローチについても、チームテレコム、CFIUS、FCC の 3 機関のみなら

ず、他の制度や規制を組み合わせて分析する必要がある。実際、米国政府は、通信分野に

限らず他の分野においてもこのアプローチを政策に用いている。そのため、チームテレコ

ムに限らず、CFIUS、FCC に関連する制度や規制を含めて多角的に分析し、本研究の結論

および米国の規制強化の特徴をより深く検証することで、このアプローチがどのように米

中関係や米国の規制の全体像と関連しているかを明らかにできると考える。 

この研究は、2020 年の大統領令による中国企業の免許取消を機にした、FCC による安

全保障上の規制強化の動きを明らかにした。他方で、米国政府の対中国の懸念が、他の外

生的要因と比較し、どの程度公式化に影響を与えたのかは現時点では明らかにできていな

い。今後の研究で米中関係を踏まえた考察とともに、米中関係以外の国際関係、政権交代、

規制の専門・技術性などの外生的要因が公式化にどう作用したのか、考察することを通じ、

より米国の通信規制のあり方を俯瞰的に捉え、多角的に評価することができると考える。

特にトランプ政権、その対中政策や米国議会政治における特殊性が本研究の結果に与えた

影響を評価することが求められるだろう。トランプ政権の政策決定過程には、他政権によ

る大統領府の政治とは異なる特徴があり、対中国政策においても独自のアプローチが取ら

れたため、当該政権における政策的行動を他の政権にも通じるものとして、一般化する際

には注意を要する。 

トランプ政権の対中政策および米中関係の多面的な性質に対する評価は、本研究の限界

として認識すべき課題である。トランプ政権の対中政策では、2018年以降、中国製品に対

する段階的な関税引き上げが実施され、対中貿易赤字の削減と国内産業の保護を目的とす

る政策が推進された。この従来の政権には見られなかった積極的な対応により、米中貿易

摩擦が激化し、中国を対象とするさまざまな規制措置が講じられる中で、チームテレコム

を公式化する大統領令 13913 号が発表された。このような状況下における公式化について、

他の政権の対中政策と比較する視点から、トランプ政権の対中政策の影響を評価すること

が今後の課題である。また、米中関係を経済的および外交的な戦略的交渉の側面からも捉

えつつ、今後の米中関係および米国の対中政策の変化に伴う米国通信制度の枠組みの変容

についても継続的な分析が必要である。 

そして、政権のみならず、議会の分極化が与える影響、議会の流動的なメカニズムも、

チームテレコムの動向に影響を与える可能性があり、この点に関する追加の分析も課題と
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なる。実際、チームテレコムを公式化する大統領令の発表後、通信事業規制における安全

保障の観点は、CFIUS とは異なり、議会はチームテレコムをコントロールする術を有して

いない。この状況を議会が解消するために、チームテレコムを法制化する可能性に留意し、

継続的に分析する必要がある757。今後の議会の動きと本研究の分析結果を考察することで、

2020年の大統領令が議会にとって、どのような位置付けであったのか、本研究の結論を改

めて評価することが期待できると考える。今後の政治動向や国際関係の変化によって、議

会の立法措置や異なる政権により、大統領令が取消されるのか、または、法案によるチー

ムテレコムの統制が見送られるのかを考察し、「公式化」がもたらした制度自体の強靭さ

や今後の変化の方向性を把握することが求められる。 

以上のように、本研究の特徴をいかしつつ、今後の研究ではトランプ政権の特徴、米中

競争関係の激化、議会の分極化などの要因を考慮し、国際関係論や米国政治学の視点を取

り入れ、包括的な考察を進めることが重要である。これにより、本研究が捉えた米国通信

事業規制における「公式化」現象が不可逆的であるのか、可逆的なものであるのかについ

て、より動態的な理解を深めることが期待される。 

さらに、国際的な比較を通じて、米国の通信規制モデルが他国にどのように影響を及ぼ

し、各国が独自の制度文脈でどのように適応するかを分析することが、今後の研究の展望

である。米国の通信政策が他国に拡散し、各国が独自の制度的文脈に応じてそれを変容さ

せていくことは、国際的な研究の関心事となってきた。例えば、米国の独立規制機関モデ

ルの国際波及758や、中国通信機器に対する規制措置が他国の政策に与える影響を扱った研

究が見られてきた759。他方で、米国の通信事業規制における安全保障上の変化が各国の政

策にどのような影響を与えるかは、今後の規制動向を踏まえた新たな研究課題であると言

えるだろう。 

今後、米国と同様に独立規制機関モデルを採用する欧州の制度や、行政機関が許認可を

担う日本の規制モデルとの国際比較を通じ、通信分野や安全保障を取り巻く急速な国際環

境の変化の中で、米国の通信規制のあり方を相対化し、各国の政策選択における類似性と

多様性を探求できると考える。これにより、異なる政治体制や制度成立の歴史的背景、行

政組織の特性といった国内的要因と国際的要因の相互作用が通信規制に与える影響を、マ

クロな視点で考察することが可能となる。このような国際比較を、他分野との比較の視点

も交えながら行うことで、本研究の単一事例に基づく一般化の限界を克服するとともに、

具体的な政策的貢献につなげることが期待できると考える。 
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―が生み出す行動がその構造を再生産するか、をとらえる。」とした。また「ゲーム
理論的分析では、プライヤーたちにとって、ゲームのルールは周知の事実であると仮
定されているが、制度分析では、人々は（制度化した）ルールに基づいて行動し、社
会的なルール、他人の行動、似たような観察結果などを通じて、状況のさまざま側面
について学ぶと考える。」と述べている。 

147この点は、以下の文献でノースらがグライフの考え方との違いとして、挙げたものであ
る。ダグラス・C・ノース、ジョン・ジョセフ・ウォリス、バリー・R・ワインガスト
著、杉之原真子訳『暴力と社会秩序 : 制度の歴史学のために』NTT出版、2017年。 

148 アブナー・グライフ著、岡崎哲二・神取道宏監訳『比較歴史制度分析 上』筑摩書房、
2021年。なお、グライフの分析方法については、萌芽的なアイデアの段階にあり、批
判もある。また、グライフの実証分析には異議を唱える研究が以下のように 2008年に
発表されている。Edwards, J., & Ogilvie, S.  (2008, March) Contract Enforcement, 
Institutions and Social Capital: The Maghribi Traders Reappraised, CESifo Working Paper 
Series No. 2254, SSRN (http://ssrn.com/abstract=1107801) これに対して、グライフも以下
の文献で反論している。Greif, A. (2008, June 30) Contract Enforcement and Institutions 
Among the Maghribi Traders: Refuting Edwards and Ogilvie, SSRN 
(http://ssrn.com/abstract=1153826). また以下の書籍もグライフの研究を評価しながら
も、その限界を指摘した。河野勝『制度』東京大学出版会、2002年、73-75頁。 

149 North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge 
University Press（ダグラス・C.ノース著、竹下公視訳『制度・制度変化・経済成果』
晃洋書房、1994年） 

150 ノースの主張する制度と組織の相互作用について、以下の文献が参考となる。
Engelbrekt, A. B. (2007). Copyright from an Institutional Perspective: Actors, Interests, Stakes 
and the Logic of Participation. Review of Economic Research on Copyright Issues, 4(2), 65-97. 

151 この経路依存性モデルの理論的系譜に関しては、以下が詳しい。西岡晋「福祉レジーム
再編の政治学 : 経路依存性モデルを超えて」『早稲田政治公法研究』第 84号、2007
年、207-241頁。 

152 North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge 
University Press. （ダグラス・C.ノース著、竹下公視訳『制度・制度変化・経済成果』
晃洋書房、1994年） 
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153 経済学の議論の政治学への影響は以下の文献を参考にした。スロウイン・エッゲルトソ
ン著、竹下公視訳『制度の経済学 : 制度と経済行動 上』晃洋書房、1996年、62-84
頁。 

154 以下の文献は、新制度論の3つの理論枠組みを説明している。Hall, P. A., & Taylor, R. C. 
R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936-
957. また以下も参考となる。Scott, W. R. (2008). Approaching Adulthood: The Maturing of 
Institutional Theory. Theory and Society, 37(5), 427-442.  

155 以下の論文の P94の Table1「The Four New Institutionalisms」を参照。Schmidt, V. A. 
(2008). Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. Annual 
Review of Political Science, 11(1), 303-326. なお、この論文の著者のヴィヴィアン・シュ
ミット（Vivien A. Schmidt）は、第 4の新制度論として「言説的制度論」を提唱したこ
とで知られる。 

156 以下の書籍の P135の表 1「四つの新制度論」を参照。岩崎正洋編著『政策過程の理論
分析』三和書籍、2012年、135頁。 

157 荒井英治郎「歴史的制度論の分析アプローチと制度研究の展望 : 制度の形成･維持･変化
をめぐって」『信州大学人文社会科学研究』第6号、2012年、129-147頁。上記の文献
で荒井は、「アクターの有する利益を外生的・外在的と捉えるか（合理的選択制度
論）、内生的・内在的と捉えるか（歴史的制度論）が両者の基本的相違点と解せられ
よう」としている。その際に、以下の文献を引用した。Thelen, K., & Steinmo, S. 
(1992). Historical Institutionalism in Comparative Politics. Structuring Politics (pp. 1-32) 
Cambridge University Press. 真渕勝『大蔵省統制の政治経済学』中央公論社、1994年。 

158 以下の文献で時間的射程の論点が記述されている。ポール・ピアソン、粕谷祐子監訳
『ポリティクス・イン・タイム : 歴史・制度・社会分析』勁草書房、2010年。 

159 荒井英治郎「歴史的制度論の分析アプローチと制度研究の展望 : 制度の形成･維持･変化
をめぐって」『信州大学人文社会科学研究』第6号、2012年、129-147頁。また、セー
レンは以下の文献において、合理的選択制度論は、制度を目的達成の手段として生み
出されたものとするのに対し、歴史的制度論は、制度が歴史過程を反映したものであ
ることを強調している。Thelon, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative 
Politics. Annual Review of Political Science, 2(1), 369-404. 

160 社会学的制度論では制度の定義の範囲は合理的選択制度論や歴史的制度論よりも広範な
概念と言われ、非公式制度の範囲はフェミニズムなど文化や価値観に及んで解釈され
る。ヘルムケとレヴィツキーは、非公式制度の形成における文化の役割の重要性を認
識しつつ、比較的狭い概念で捉えることを選択した。これにより、文化や価値観が特
定の非公式制度を強化するのか、それとも弱体化させるのかといった、それらと非公
式制度の間の潜在的な因果関係を分析することが可能になると考えた。その結果、彼
らは非公式制度に文化や価値観を含めず分析する前提を選択した。Helmke, G., & 
Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. 
Perspectives on Politics, 2(4), 725-740.このような意図で、制度の定義に文化を敢えて含
めない考え方は、以下のアザリとスミスの論文にも共通している。Azari, J. R., & 
Smith, J. K. (2012). Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies. 
Perspectives on Politics, 10(1), 37-55. 

161 例えば代表的な歴史的制度論者のポール・ピアソンは、一定期間制度が継続した後に重
大局面において大幅な制度転換が起こると想定を強調する。ピアソンの主張は、制度
が自己強化するメカニズムを示し、時間とともにその粘着性が高まるというものであ
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る。ピアソンの主張については、以下の文献を参照。Pierson, P. (1996). Dismantling the 
Welfare State? (Reprinted ed.). Cambridge University Press; Pierson, P. (2004). Politics in 
Time. Princeton University Press. 

162外生的要因の影響を重視しやすいという批判は、内生的要因を軽視しているという批判
でもある。例えば、ガイ・ピーターズ（Guy Peters）らは、制度の維持や変化を巡る政
治的対立を捉えきれていないという観点から、歴史的制度論を批判した。以下の文献
を参照。Peters, B. G., Pierre, J., & King, D. S. (2005). The Politics of Path Dependency: 
Political Conflict in Historical Institutionalism. The Journal of Politics, 67(4). 

163 河野勝『制度』東京大学出版会、2002年、55頁。以下の文献は、大きな外生的ショッ
クや明らかな急激な変化を示す重要な局面に研究を集中させることが、変化の源泉に
ついて誤解を招く結論をもたらす可能性を指摘している。 Onoma, A. K. (2009). The 
Contradictory Potential of Institutions: The Rise and Decline of Land Documentation in Kenya. 
Explaining institutional change (pp. 63-93). Cambridge University Press. 

164 以下の文献は歴史的制度論・比較歴史分析における時間的文脈について整理した。今井
真「比較政治学における歴史的制度論・比較歴史分析の着想の発展: 科学哲学的基礎
の模索から論理学的基礎の探求へ」『文教大学国際学部紀要』第 26巻第 1号、2015
年、17-32頁。 

165  Streeck, W. & Thelen, K. Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political 
Economies. Oxford University Press. 2005. 

166 Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). A Theory of Gradual Institutional Change. Explaining 
Institutional Change (pp. 1-37). Cambridge University Press. 

167漸進的な制度変化のモデルは、制度変化をアクターの「制度転換に関する抵抗」（制度
の解釈・執行の裁量度）と「現状維持思考」（拒否可能性の高低）の 2軸で捉え、漸進
的な制度変化を 4つに類型化したものとして知られている。①制度置換（既存の制度
の削除と新しい制度の導入）、②制度併設（既存制度の上または横に新制度を導入)、
③制度放置（環境の変化による既存制度の影響の変化）、④制度転用（既存制度の戦
略的変化）の 4つに類型化した。論文においては、4つの制度変化のみならず、制度
変化に出現しやすい制度変革者を 4つに分類していた。制度変革者の分類として「行
為者は既存の制度を維持しようとするか」「既存の制度を遵守するか」という 2 つの
観点から分類がなされた。どのような性質を持つアクターがこの上記の 4つの制度変
化に発現しやすいのか、このアクターを制度変革者として①反乱者、②共生者、③
破壊者、④楽観主義者の 4つに分類した。類型化された制度変化と制度変革者の分類
を統合し、漸進的な制度変化とこれに現れる制度変革者の親和性について、一般化を
試みている。Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). A Theory of Gradual Institutional Change. 
Explaining Institutional Change (pp. 1-37). Cambridge University Press. 

168  以下のセーレンの論文は、制度を常に自己強化するものと捉えてよいのかという問題
意識を提起している。セーレンは「ノースの後期の研究は、発展を促進したり歪めた
りする様々な種類の制度的取決めの出現を 歴史的に追跡することに関心をもってい
た」と評価した。この上で、決定的転機のレガシーの存続期間の違いや、 なせある制
度が自らの「破壊の種」を含んでいるように見えるのか、自己強化しない制度のあり
方に注目した。Thelon, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. Annual 
Review of Political Science, 2(1), 369-404.この問題意識が以下の 2004年のセーレンの論
文、2005年のヴォルフガング・シュトレーク（Wolfgang Streeck）との論文にも反映さ
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れている。Thelen, K. (2004). How Institutions Evolve- The Political Economy of Skills in 
Germany, Britain, the United States, and Japan. Cambridge University Press; Streeck, W. & 
Thelen, K. (2005). Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. 
Oxford University Press.その後、2009年にマホーニーとセーレンは漸進的な制度変化の
理論モデルを以下の論文で発表した。Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). A Theory of 
Gradual Institutional Change. Explaining Institutional Change (pp. 1-37). Cambridge 
University Press.  

169 Thelen, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. Annual Review of Political 
Science, 2(1), 369-404. 

170 以下の論文は、マホーニーとセーレンの漸進的な制度変化のモデルについて 2005年か
ら 2015年までの既存研究における利用を検証した論文である。van der Heijden, J., & 
Kuhlmann, J. (2017). Studying Incremental Institutional Change: A Systematic and Critical 
Meta-Review of the Literature from 2005 to 2015. Policy Studies Journal, 45(3), 535-554. 

171以下の論文では非公式制度の分析にセーレンらの漸進的制度変化モデルを用いた。居石
杏奈「米国海底ケーブル陸揚げ許認可における「行政府の関与」の歴史的変遷─チー
ムテレコムの審査の起源と発展過程から見る国務省の審査の自壊と復活─」『情報通
信学会誌』第 40巻第 4号、2023年、88-100頁。 

172ポール・ピアソン、粕谷祐子監訳『ポリティクス・イン・タイム : 歴史・制度・社会分
析』勁草書房、2010 年。ピアソンは、以下の文献でジョン・キャリーが公式制度を
「羊皮紙に書かれた制度（parchment institutions）」と名付けたことを引用した。Carey, 
J. M. (2000). Parchment, Equilibria, and Institutions. Comparative Political Studies, 33(6-7), 
735-761.  

173 Chacar, A. S., Celo, S., & Hesterly, W. (2018). Change Dynamics in Institutional Discontinuities: 
Do Formal or Informal Institutions Change First? Lessons from Rule Changes in Professional 
American Baseball. Business History, 60(5), 728-753. 

174 Donnell, G. (1996). Illusions About Consolidation. Journal of Democracy, 7(2), 34-51.  
175 Brinks, D. M. (2003). Informal Institutions and the Rule of Law: The Judicial Response to State 

Killings in Buenos Aires and São Paulo in the 1990s. Comparative Politics, 36(1), 1-19. 
176 North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge 

University Press（ダグラス・C.ノース著、竹下公視訳『制度・制度変化・経済成果』
晃洋書房、1994年） 

177 Helmke, G., & Levitsky, S. (2003, September). Informal Institutions and Comparative Politics: A 
research Agenda. Kellogg Institute for International Studies. 
https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/307_0.pdf (accessed on 4 
June 2023). 

178 以下の論文は、植民地以前のアフリカにおいて、非公式な規範にそぐわない公式制度が
課された結果、大陸が分断されることになったと説明している。Leeson, P. T. (2005). 
Endogenizing fractionalization. Journal of Institutional Economics, 1(1), 75-98.  

179 Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 
Agenda. Perspectives on Politics, 2(4), 725-740. 

180 ゲルマンは、非公式制度を不完全な新旧の公式制度を迂回するための有効な方法として
論じている。時には、非公式制度が新しい公式制度の枠組みの中で、 意図的な省略や
曖昧さによって意図的につくられることもあったと主張する。企業の民営化を巡る政
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治、株融資オークションなどを公式・非公式制度の混在の典型例として挙げた。
Gel'man, V. (2004). The Unrule of Law in the Making: The Politics of Informal Institution 
Building in Russia. Europe-Asia Studies, 56(7), 1021-1040.  

181  Grzymala-Busse, A. (2010). The Best Laid Plans: The Impact of Informal Rules on Formal 
Institutions in Transitional Regimes. Studies in Comparative International Development, 45(3); 
Bozhko, P. (2021). Institutional Building and Architectonics of Political and Administrative 
Institutions. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Issues of Political Science, 
39, 15-21. 

182 North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge 
University Press（ダグラス・C.ノース著、竹下公視訳『制度・制度変化・経済成果』
晃洋書房、1994年） 

183 Lauth, H. (2000). Informal Institutions and Democracy. Democratization, 7(4), 21-50. 
184 Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 

Agenda. Perspectives on Politics, 2(4), 725-740. 2004年の論文においては、ラウスの非公
式制度と公式制度の 3類型に非公式制度を 4つに分類した。彼らは補完と代替はラウ
スの分類のままと明言しながら、許容と競争の類型については、ラウスの分類との関
係を示していない。しかし、この論文のもととなった以下の 2003年のワーキングペー
パーにおいて、2000年のラウスの論文と同様に対立（conflicting）を用いて、公式制
度の目標に相容れない非公式制度を表している。これに鑑みても、2000年のラウスの
論文の対立関係の記述をヘルムケとレヴィツキーが 2004年の論文で許容と競争の 2種
類を分けて提示したと考えられるものとなっている。Helmke, G., & Levitsky, S. (2003, 
September). Informal Institutions and Comparative Politics: A research Agenda. Kellogg 
Institute for International Studies. 
https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/307_0.pdf (accessed on 27 April 
2023). 

185 例えばヘルムケとレヴィツキーの 4類型に基づき、以下の論文では、ブラジル、ロシ
ア、インド、中国の BRICs諸国の非公式制度の分析がなされている。Estrin, S., & 
Prevezer, M. (2011). The Role of Informal Institutions in Corporate Governance: Brazil, Russia, 
Idia, and China Compared. Asia Pacific Journal of Management, 28(1), 41-67.  

186 P12の Figure 1 「A TYPOLOGY OF INFORMAL INSTITUTIONS」を 参照。Helmke, G., & 
Levitsky, S. (2003, September). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 
Agenda. Kellogg Institute for International Studies. 
https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/307_0.pdf (accessed on 26 April 
2023). 

187 P728の Figure 1 「A typology of informal institutions」を 参照。Helmke, G., & Levitsky, S. 
(2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on 
Politics, 2(4), 728.  

188 ヘルムケとレヴィツキーは、許容型の非公式制度に対応することは、公式制度の機能性
を高めることにはならないかもしれないが、公式制度の変更要求を弱めることによっ
て 、公式制度の安定性を高めることができる可能性を主張した。許容型の非公式制度
は、公式制度が生み出す結果を嫌うが、その制度を変更することができず、また公然
と違反することもできない行為者によって作られることが多いとする。そのため、許
容型の非公式制度は、こうしたアクターたちの利害を既存の公式制度と調和させるの
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に役立つことが多いと主張する。この例として、チリの行政・立法間の権力分担の仕
組みは 1980年憲法を改正する力がなかったため、エリートがその影響を打ち消すため
に、党派間および行政・立法間の非公式な協議の メカニズムを作り上げたことを紹介
した。その他、オランダの社会慣行などを例示した。詳細は以下を参照。Helmke, G., 
& Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. 
Perspectives on Politics, 2(4), 725-740. 

189  Tsai, K. S. (2006). Adaptive Informal Institutions and Endogenous Institutional Change in China. 
World Politics, 59(1), 116-141. なおこの論文は、米国の議会政治を研究するアザリとス
ミスや米国の民間の慣行を研究するチャカーらの論文でも引用されている。 

190 アザリとスミスは、従来の既存研究の類型を踏まえながら、米国政治における 4つの非
公式制度を分析した。彼らは、公式制度に対する非公式制度の役割を補完、並列（お
よび競争）、そして調整とした上で、3つの機能すべてを備えた非公式制度の存在を捉
えた。大統領任期 2年の規範 （補完的制度)、米国上院における長時間の討論を規定
する規範（並列的制度）、大統領指名プロセスの不文律（調整的制度）、公的大統領制
（3つの機能すべてを備えた規範）を説明した。ツァイの適応型の非公式制度に対し
て、自分たちの主張する調整的な非公式制度は、公式制度が行動を「過剰に決定」し
てしまう場合に存在するとその違いを述べた。Azari, J. R., & Smith, J. K. (2012). 
Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies. Perspectives on Politics, 
10(1), 37-55. 

191 以下の論文は、非公式制度と公式制度の分類の議論について参考になる。Waylen, G. 
(2014). Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. 3rd European 
Conference on Politics and Gender, Barcelona, 67(1), 212-223.  

192ヘルムケとレヴィツキーは、非公式制度を単純に二項対立（機能的か機能不全か）で分
類することには限界があるとの見解を示している。その根拠として、特に開発途上国
における非公式制度が曖昧な特性を持ち、機能的でありつつ同時に機能不全を引き起
こす、あるいは直感に反する結果をもたらす可能性を挙げている。他方、彼らの議論
においては、非公式制度が公式制度とは対立する目的を果たす可能性を論じながら
も、非公式制度がその目的を現実的に実現できない状況についての具体的な想定はな
されていない。以下の文献を参照。Helmke, G., & Levitsky, S. (2003, September). 
Informal Institutions and Comparative Politics: A research Agenda. Kellogg Institute for 
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あるとした。Bertelli, A. M., & Busuioc, M. (2021). Reputation‐Sourced Authority and the 
Prospect of Unchecked Bureaucratic Power. Public Administration Review, 81(1), 38-48. 

757 なお 2024年の議会の動向として、大統領令を無効化し、司法省ではなく NTIAを中心
としたチームテレコムの法制化を検討する法案が下院を通過する動きがある。以下を
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2024). 

758 和田洋典「アメリカ型規制国家のグローバル化と制度的多様化--金融セクターと情報通
信セクターの日英比較を事例に」『国際政治』第153号、2008年、74-90頁。 

759 Krolikowski, A., & Hall, T. H. (2023). Non-Decision Decisions in the Huawei 5G Dilemma: 
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